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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会の概要 

 

日時 平成２７年１０月２２日（木） 開会 午前１０時 ４分 

                散会 午後 ４時１２分 

 平成２７年１０月２６日（月） 開会 午前１０時 ２分 

                散会 午後 ３時 ４分 

 平成２７年１０月２８日（水） 開会 午前１０時 

                散会 午後 ４時３７分 

 平成２７年１１月 ４日（水） 開会 午前１０時 ３分 

                散会 午後 ４時２３分 

 平成２７年１１月 ５日（木） 開会 午前１０時 １分 

                散会 午後 ３時３０分 

 平成２７年１１月 ６日（金） 開会 午前１０時 １分 

                散会 午後 ４時４１分 

 平成２７年１１月１７日（火） 開会 午前１０時 １分 

                散会 午後 ４時１８分 

 平成２７年１１月１９日（木） 開会 午前１０時 ２分 

                閉会 午後 ３時４７分 

 

場所 第３委員会室 

 

出席委員 高橋政雄委員長 

 小久保憲一副委員長 

 内沼博史委員、細田善則委員、清水義憲委員、板橋智之委員、荒木裕介委員、 

 中屋敷慎一委員、鈴木弘委員、渋谷実委員、山本正乃委員、木村勇夫委員、 

     石川忠義委員、菅原文仁委員、権守幸男委員、西山淳次委員、秋山文和委員、 

 木下博信委員 

 

欠席委員 １０月２６日 鈴木弘委員 

     １１月１７日 権守幸男委員 

     １１月１９日 渋谷実委員、権守幸男委員 

 

説明者 「決算特別委員会における説明者、発言」のとおり 

 

会議に付した事件 

 議案 

議案番号 件              名 

第１０４号 平成２６年度埼玉県の一般会計及び特別会計決算の認定について 

第１０５号 平成２６年度埼玉県公営企業会計決算の認定について 
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参考 

平成２７年度 決算特別委員会 審査日程 

 

月  日 内    容 

１０月２２日（木）  総括的事項審査 

  企画財政部（含 出納、監査事務局）関係審査 

１０月２６日（月）  総務部（含 秘書課、人事委員会）関係審査 

 都市整備部関係審査 

１０月２８日（水）  下水道局関係審査 

 企業局関係審査 

 病院局関係審査 

１１月 ４日（水）  危機管理防災部関係審査 

 警察本部関係審査 

１１月 ５日（木）  県民生活部関係審査 

 県土整備部（含 収用委員会）関係審査 

１１月 ６日（金）  福祉部関係審査 

 教育局関係審査 

１１月１７日（火）  産業労働部（含 労働委員会）関係審査 

 農林部関係審査 

１１月１９日（木）  保健医療部関係審査 

 環境部関係審査  
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２２日（木）総括的事項） 

 

【説明者】 

吉浦伸和会計管理者、中川典之出納総務課長、渡辺亨会計管理課長 

 

堀光敦史財政課長 

 

飯塚寛参事兼税務課長 

 

【発言】 

山本委員 

１ 県税収入の構成と推移について、納税率向上に向けて努力していることは高く評価し

ている。平成２６年度に納税率向上のため、主にどのようなことに取り組んだのか。 

２ チーム型派遣で大規模８市に１８人派遣しているとのことだが、これらの市における

効果はどうだったか。 

３ 市町村や近隣都県と連携した給与からの特別徴収の一斉指定に向けて、準備や周知徹

底をどのように行ったのか。 

 

参事兼税務課長 

１ 平成２６年度の納税率向上の取組だが、個人県民税対策として収入未済額の大きい大

規模市にチーム型派遣をし、市の職員とチームを組んで高額滞納事案の徹底整理に努め

た。市町村では差押えなどの滞納処分をやりにくい事案もあることから、市町村から県

に事案を引き継いで直接徴収する取組も行っている。個人住民税の給与からの特別徴収

一斉指定の準備にも取り組んだ。 

  個人県民税以外では、基本的には納期内納税をしていただくことが原則であるが、納

税いただけない方には納税コールセンターでの電話による勧奨や、文書での催告などを

実施し、それでもなお納税資力がありながら納税いただけない滞納者に対しては徹底し

た滞納処分を実施した。 

２ チーム型派遣を行った、それぞれの市で納税率が向上した。チーム型派遣では、派遣

された市だけでなく、近隣市にも良い影響を及ぼす。平成２６年度は全６３市町村のう

ち６１団体で個人県民税の納税率が前年度より向上した。 

３ 特別徴収全県一斉指定の準備として、全市町村が各事業者に対して事前の通知を発送

した。県では税理士会や商工団体を訪問し、個人住民税は原則特別徴収で納税していた

だきたいと特別徴収一斉指定への協力をお願いした。 

 

山本委員 

 チーム型派遣はどこの市に派遣し、どの程度効果があったか。チーム型派遣は効果が高

いと思うが、今後も続けるのか。 

 

参事兼税務課長 

 平成２６年度はさいたま市、川口市、新座市、川越市、所沢市、狭山市、入間市及び草

加市にチーム型派遣を実施している。県内全ての市で納税率が前年度からアップした。８

市以外の納税率のアップ率が０.９ポイントのところ、８市では１.０ポイントアップした。
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今後であるが、平成２７年度は納税率がより低位で収入未済額が大きい大規模市に集中し

てチーム型派遣を実施しているところである。 

 

細田委員 

１ 県債全体の年度末残高は増加し続けているが、今後もこのまま続くのか。 

２ 臨時財政対策債発行可能額が今年度５６５億円減少しているが、県債残高に影響する

のか。 

３ 財政調整基金の年度末残高が平成２６年度に６５億円から１２０億円に増加している

がなぜか。また、残高の適正規模についてどう考えるか。 

４ 投資的経費全体は２年連続で増加しているが、その中で土木費のみずっと減少傾向に

ある。この傾向は続くのか。また、公共投資に対して、１次、２次を合わせた経済波及

効果についてどう分析しているか。 

 

財政課長 

１  県債全体の残高が増加している主な要因は、臨時財政対策債の残高が増加しているこ

とである。地方全体の一般財源総額が不足している状況は今後も続いていくものと考え

られ、このような傾向は大きく変わることがないと思われる。しかしながら、本県にお

いては行財政戦略プログラムで目標を立てているとおり、自治体でコントロールできる

県債は残高を減らしていくよう財政運営をしているため、伸びのペースは緩やかになっ

ていくものと考えている。 

２  臨時財政対策債は本来普通交付税として交付されるものであり、キャッシュで交付さ

れる普通交付税の総額が増えれば、臨時財政対策債が減る仕組みとなっている。また、

平成２７年度において、本県のような財政力の高い団体に多く臨時財政対策債の発行可

能額が配分されるという算定方法が見直され、財政力の高い団体への配分額が圧縮され

たことが要因として挙げられる。 

３ 財政調整４基金の年度末残高は、平成８年度の約２,５００億円をピークに減少傾向に

あり、近年は９００億円台で推移している。財政調整４基金については、ある一定程度

残高がないと、単年度内の財源の出し入れの調整弁がなくなってしまうので、平成２６

年度においては若干積み増して、少し余裕を持たせていただいた。基金の適正規模につ

いては、一概にはいえないが、経験則から１,０００億円程度は必要であると考えてい

る。 

４ 国としても投資的経費はトータルで削減の傾向にあり、それにある程度呼応せざるを

得ない状況にあることから、このような傾向となっている。 

  １次、２次を合わせた経済波及効果は平成２６年度の公共事業の決算額が約７００億

円で、産業連関分析によれば約９１９億円の効果が出ているものと分析している。 

 

板橋委員 

１ 財源別歳入について、県税の「その他」が５６億円の減収となっているが、具体的な

税目とその減収要因は何か。 

２ 自動車税も減収となっている。課税台数が多いと思うが、どのような徴収対策を講じ

ているのか。 

３ 分担金及び負担金の減少が、３６億円、６２.２％と比較的大きいが、要因は何か。 
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参事兼税務課長 

１ 自動車取得税が約５５億円の減収となっており、平成２６年度の税制改正による影響

が主な要因である。税率が引き下げられ、自家用が５％から３％、営業用と軽自動車が

３％から２％となった。また燃費基準の良い車に対して減税するエコカー減税が拡充さ

れた。 

２ 自動車税は、軽自動車への買換えが進んでいることや若者の自動車離れが背景となり、

定期課税の台数が年々減少して減収となっている。また、自動車税は課税台数が多く徴

収対策に苦心している。納期内納税が原則だが、納期内に納めていただけなかった場合

には自動車税納税コールセンターから納税の勧奨をしている。文書催告も再三再四行い

自主的な納付をお願いしている。それでも、納税資力がありながら納税いただけない滞

納者に対しては、より現金化しやすい給与や預貯金など、債権を中心とした滞納処分を

徹底している。平成２６年度は給与差押えを特に強化しており、平成２５年度は８６件

だったが、平成２６年度は２２０件と強化した。また、自動車登録差押えも平成２５年

度は２１４件だったが、平成２６年度は８３６件と大幅に強化した。納税資力がありな

がらも納税いただけない滞納者には引き続き徹底した滞納処分を実施する。 

 

会計管理課長 

３ 農地費負担金が減少している。これは、国営かんがい排水事業市町負担金について、

平成２５年度には国に支払う市町分の負担金が２６億１,９００万円あったが、平成２

６年度には全くなかったことによる。 

 

板橋委員 

 農地費負担金について、もう少し詳しく説明してほしい。 

 

会計管理課長 

 詳しくは農林部の審査でお聞きいただければと思うが、これまで実施した国営かんがい

排水事業の負担金について、市町が分割せず一括で国に支払うこととしたため、平成２５

年度の負担額が大きくなった。市町負担金は一度県が受けるため、歳入における平成２５

年度の負担金の額が大きくなったが、平成２６年度にはこれがなかったことが減少の要因

である。 

 

清水委員 

１ 財産のうち基金について、有価証券が６５５億円、合計では６００億円ほど増加して

いるが、その要因は何か。 

２ 実質収支額が平成２６年度に突出して改善しているが、その要因は何か。 

 

会計管理課長 

１ 県債管理基金について、県債の満期一括償還の財源に充てるための残高が増加したこ

とにより、約５９６億円増加したのが主な要因である。 

 

財政課長 

２ 平成２６年度においては前年度比で歳入・歳出ともに伸びている状況であり、歳入の

伸びが歳出の伸びを大幅に上回ったことが要因となっている。歳入が増加した理由は、

景気回復等による県税の伸びが大きく、税率引上げによる地方消費税や地方法人特別譲
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与税の増も挙げられる。一方、歳出が増加した理由は、給与の特例減額の終了や社会保

障関係経費の自然増が挙げられる。 

  なお、平成２６年度の特殊事情として、年度末に平成２５年度に発生した大雪の被害

対策のための特別交付税が交付されたことが挙げられる。 

 

内沼委員 

１ 翌年度へ繰り越すべき財源について、事故繰越しの繰越額が減少していることは良い

が、繰越明許費繰越額が１８億８，０００万円、５２.４％増加している要因は何か。 

２ 歳入歳出決算額の推移について、平成２２年度、平成２３年度と歳入・歳出とも減少

し、平成２４年度からは３年連続で増加しているが、最近の決算の特徴はどうなってい

るのか。平成２６年度は他年度に比べて大幅に増加しているが、その要因は何か。 

３ 民生費は平成２６年度には約２６７億円、０.７％増加しており、年々増加しているが

どう考えているのか。 

 

会計管理課長 

１ 繰越明許費のうち、農林水産業費の繰越額が１２３億６,４００万円ほどあった。これ

は、平成２５年度の大雪被害に係る農業用施設の撤去と再建支援のための資材の調達等

に不測の日数を要したから翌年度に繰り越したものである。 

２ 決算額が減少した平成２２年度と平成２３年度は、歳入では、リーマンショックや東

日本大震災の影響などにより、県税収入が減少したこと及び平成２１年度に大きく増加

した国の経済危機対策に伴う国からの交付金が減少したこと、歳出では、国からの交付

金を活用した事業が減少したことが特徴である。 

  平成２４年度から平成２６年度については、歳入では、企業収益の改善などにより県

税収入が３年連続増加したこと、歳出では、民生費が医療、介護などの社会保障に関す

る支出が年々増加していることなどにより、歳入・歳出ともに３年連続で増加したこと

が特徴である。 

  平成２６年度の主な増加要因は、歳入では、県税が地方消費税の増収などにより増加

したこと及び県債が第三セクター等改革推進債の発行などにより増加したこと、歳出は、

総務費が埼玉高速鉄道株式会社経営再構築支援事業などにより、３３０億円増加したこ

と及び民生費が社会保障関連の支出の増加により２６７億円増加したことである。 

 

財政課長 

３ 介護、医療、少子化、年金の４つの社会保障関連経費は増加傾向にある。これはオー

ルジャパンの問題だが、我々はこれを２０２５年問題として既に認識し、取組を開始し

ている。平成２８年度予算編成方針においても、高齢者を「支えられる人」から「支え

る人」に転換する「シニア革命」を進めることを打ち出している。健康長寿の取組も同

様だが、介護や医療の対象となる人を減らし、社会保障関連経費を抑制する方向の施策

を展開していきたい。 

 

菅原委員 

１ 決算特別委員会で提案された改善又は検討を要する事項などは、予算編成の過程でど

のように生かされていくか。 

２ 県税の納税率が４年連続でアップしているものの、残念ながら６年連続で全国最下位

である。特に個人県民税の納税率を高めていかなければならないが、平成２６年度の特
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別徴収割合の目標値は何パーセントだったのか。また、目標を達成できたのか。 

３ 平成２６年に債権管理条例が制定され、今回の決算から私債権の放棄に関する報告が

始まったが、私債権は今回の報告にある８項目で全てなのか。 

  また、同和対策緊急生活資金貸付金と県有地不法使用による不当利得返還金の具体的

な内容は何か。 

４ 県債の市場公募債発行について、道路整備事業等の財源としてのみらい債や河川整備

事業の財源としての愛県債があるが、例えば教育や医療のために発行する県債は検討し

ていないのか。 

５ 公有財産について、今後会計基準が変わり、固定資産台帳の整備が進むと思うがどう

なっていくのか。 

 

財政課長 

１ 現在、部局が予算要求調書を作成しているところであるが、決算特別委員会における

御指摘は調書の作成にダイレクトに影響するものである。また、１年前の改善又は検討

を要する事項への措置状況は既に出されていることから、部局でも具体的に考えている

ところである。政党要望なども同様であるが、課長審査や知事審査などの段階で、それ

らの内容が取り込まれているか、チェックされる。 

３ 今回の報告は、平成２６年度決算が初めてのものとなる。債権の種類は８項目で全て

ではなく、平成２６年度に放棄する私債権が８項目に分類されているものである。この

中で平成２６年度限りとなるものもあり、今後追加されるものもある。今回報告した債

権は、根雪のように残っている債権が対象となっている。具体的には既に時効が完成し

ており、相手方に資産がないもの、生活保護など生活困窮に陥っているもの、所在が不

明であるものなど、債権を取り立てることができず、債権管理をしている方がコストが

掛かってしまうため放棄をするものである。 

  同和対策緊急生活資金貸付金は昭和５９年までに同和地区に住んでいる方に貸付をし

たもので、取り立てる財産がないため放棄をするものである。県有地不法使用による不

当利得返還金は、新河岸川の河川敷を１法人と１個人が土砂置場として不法占拠してお

り、平成１１年度に明渡し請求及び不当利得返還請求の裁判が確定したもので、法人は

既に倒産しており、個人は生活保護を受けている状況であるため放棄するものである。 

４ 平成２６年度は川の再生などのプロジェクトに絞って発行しているため、教育や医療

のための発行は検討していない。しかし、これらのプロジェクトは期間を限定している

ものなので、今後、教育や医療の分野について検討することはある。 

５ 新公会計システムは平成２９年度中の導入に向けて整備を進めている。固定資産台帳

の整備は平成２７年度当初予算において管財課で予算措置しており、台帳整備を進めて

いるところである。 

 

参事兼税務課長 

２ 個人住民税で給与所得のある納税義務者のうち特別徴収となっている納税義務者の割

合、つまり特別徴収割合については、県と市町村で構成する個人住民税税収確保対策協

議会において目標値を８０％としている。平成２６年度は７１.０％で全国４０位だっ

たが、市町村の頑張りもあり平成２７年度は速報値で８０.７％、全国２４位にまで上

がっている。 
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菅原委員 

 市町村が頑張っているということだが、市町村によって特別徴収割合が高いところと低

いところがある。頑張っている市町村の取組を把握しているのか。また、他の市町村に取

組を拡げていかないのか。 

 

参事兼税務課長 

 個人住民税税収確保対策協議会において、全国一斉特別徴収の徹底に取り組んでいる。

自治体によって取組に差があるということではなく、市町村によって納税義務者の構成が

異なるため、特別徴収の割合もばらつきが出ていると考えている。 

 

木村委員 

 退職手当債について何点か聞きたい。 

１ 退職手当の支給総額はいくらか。 

２ 団塊の世代が退職する中で、今後の大量退職となった場合、退職手当の見通しはどう

なっていくのか。 

３ 交付税措置はあるのか。 

４ 退職手当については、自前で積み立てを行っていくべきであると思うが、どう考えて

いるのか。 

 

財政課長 

１ 平成２６年度の支給総額は６３４億円で、そのうち６０億円に退職手当債が充当され

ている。 

２ 退職手当債の発行は１０年間の特例措置であり、平成２７年度までとなっている。た

だ、全国の自治体の中には退職手当が払えないところも出てくるので、国では延長につ

いて議論していると聞いている。 

３ 交付税措置はなく、単なる借金である。 

４ 委員御指摘のとおり、民間企業や公営企業では退職手当の積み立てが義務付けられて

いる。しかしながら、財政状況が良くない中で、前もって財源を確保することはできて

いない状況である。圧倒的に収支がマイナスの状況なので後ろに繰り延べることしかで

きない。また、退職手当債の発行を繰り返すことも財政運営上良くない。退職手当債は

ピークカットに使っているが、退職手当のピークは平成２６年度であった。数年は横ば

いだが、なだらかに下降していく見込みであり、財政負担は落ち着いていくと考えてい

る。 

 

荒木委員 

 款別の歳出で、支出済額がほとんどの費目で８割から９割以上の執行率となっているが、

農林水産業費の執行率は６９.９％、災害復旧費は対前年度の増減率が４１６.４％と増加

する中で執行率は５３.９％と特に低くなっている。これらの費目で低くなった理由は何か。 

 

会計管理課長 

 農林水産業費と災害復旧費については、平成２５年度の大雪による被害対策の事業費の

額が大きかった。このため平成２５年度に比べて平成２６年度の支出額は大きくなってい

るが、年度内に事業が完了せず翌年度に繰り越した額も大きくなったため、支出済額の割

合が低くなった。災害復旧費についても、彩の国くまがやドーム関係の事業費を３億８，
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０００万円ほど繰り越したため、執行率が低くなった。 

 

中屋敷委員 

１ 収入未済と不納欠損について、収入未済を根雪にしないように努力しなければならな

いと考えるが、これまでどのように工夫してきたのか。また、今後どのように工夫する

のか。 

２ 事務事業の見直しの対象事業数は１，７３４事業とあるが、全ての事業であるのか。 

３ 縮小・廃止となった事業は、もともと過大な予算措置ではなかったのか。 

 

財政課長 

１ 平成２６年に制定した埼玉県債権の適正な管理に関する条例では債権放棄だけでなく、

債権の管理に関する事務の処理について、必要な調整を行うものとされている。当課内

に債権管理の担当組織を作り、債権を管理している各課に対しヒアリングを行い、結果

を知事まで報告している。これにより、各課が成果を上げるように努力をする仕組みを

構築したところであるが、引き続き、債権管理の旗振り役として努力していきたい。 

２ １，７３４事業は全事業である。 

３ 見直しは、平成２６年度の予算編成時には必要性が認められた事業について、外部環

境の変化や時の経過に伴って不要となっていないかを、平成２７年度の予算編成時に検

証したものである。したがって、平成２６年度当初予算編成時にはいずれも必要な事業

であった。 

 

木下委員 

１ 歳出決算の対予算執行率が９６.１％とあるが、執行率は高い方が望ましいのか、低い

方が望ましいのか。低いことは悪いことではないのか。 

２ 執行差金は担当課の判断で使えるようになっているのか。それとも執行を管理する仕

組みがあるのか。 

 

財政課長 

１ 執行率の高低については、個人的な見解になるが、事業の性質により異なるので一概

には言えない。例えば道路を作るとき、道路事業全体の中で部局に任せて執行している。

一方で、例えば西部ふれあい拠点施設整備の予算を執行する場合には、別の事業に使う

ことはできない。いずれも議決をいただいた執行権の範囲内で執行するものである。 

２ 事業別に整理しており、事業の目的の中でいくらと決めているため、その範囲では弾

力的な執行が可能となっている。予算上、目までは執行権限が与えられており、地方自

治法では議決によって人件費の項間流用が認められているが、それを超えて執行するこ

とはあってはならない。 

 

秋山委員 

１ 滞納税の徴収強化について、高額滞納の整理促進、預貯金や給与等の差押え、不動産

公売、インターネット公売、捜索等の取組で換価した金額と滞納額の年度間の推移はど

うなっているのか。 

２ 県債の状況について、３兆７,７８３億円のうち５８％が県でコントロール可能な一般

債務、４２％が臨時財政対策債を中心とした地方交付税算定の需要額の元利償還金に算

入できるものになっている。臨時財政対策債の償還について将来にわたって国が財政措
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置を行う見通しなのか。実質的借金はずっと減り続けていくことになる見通しなのか。 

３ 県債の借入れは、春日部市のように銀行などに競争入札を実施し、低い金利の借金を

しているのか。 

４ 事務事業の見直しについて、様々な部門で県が市町村に対して補助事業を開始するが、

数年すると廃止になることが多く、市町村ははしごを外されるという経験をこれまで数

多くしてきた。市町村は住民と直結しており、県の補助がなくなったから開始した事業

をすぐに止めるわけにはいかない。市町村の背中を押すことはよいが、先の見通しを提

示して、市町村が事業選択できるようにすべきと考えるが、どうか。 

５ 消費税について、平成２６年度から消費税率が５％から８％に引き上げられたが、県

有施設などの施設使用料、手数料などの県民負担額はいくらか。また、歳入や歳出にお

ける影響額はどうか。 

 

参事兼税務課長 

１ 平成２６年度の換価額は、預貯金や給与などの債権で約２億４，０００万円、不動産

公売で６６２万８，０００円、自動車や動産のインターネット公売合計で５１２万７，

０００円である。換価額の合計は約２億５,１７４万円である。高額滞納の整理促進に

ついて、２００万円以上の高額滞納事案は、平成２６年度９億４,２３９万円ほどあり

４億１,５３４万８，０００円を徴収した。滞納額の推移は、収入未済額の推移でお答

えする。県と市町村で連携して収入未済額の圧縮に取り組んでいるが、過去５年では平

成２２年度に約３６５億円だったものが、平成２３年度３４５億円、平成２４年度３１

３億円、平成２５年度２８４億円、平成２６年度２５０億円まで圧縮してきている。 

 

財政課長 

２ 臨時財政対策債は１００％措置されるという約束のもとに発行している。今後も制度

が続くものと考えているが、本来は地方交付税で措置されるものであるので、国に対し

て地方交付税で措置するようにお願いしていく。一般の県債については平成２５年度で

頭打ちとなっており今後は減少していく。県債は負担の世代間の公平性や平準化を図る

ことが主旨であるが、今後、投資を伸ばしていくような場合には増加することも考えら

れる。 

３ 県では借入れが高額のため、市場公募債や銀行等引受けといった手法が用いられる。

最低でも１回に５０億円、場合によっては２５０億円から３００億円の資金調達が必要

であるため一社での引き受けは無理で、調達そのものができなくなるため、入札方式は

県の資金調達手段としてはなじまないと考える。 

４ 平成２７年度当初予算では福祉部と市町村との連携がうまくいっていない事例があっ

た。新規の施策については、関係団体と協議し、共通認識を持つことが重要である。平

成２８年度当初予算編成通知の中に、あえて新たに市町村との連携、役割分担や共通認

識を持つことに留意するようとの記載を追加している。 

５ 歳入については一般会計では４,４００万円強、オール県庁では約１３億円の増加とな

っている。歳出については一般会計で約４５億円強、特別会計を合わせると約４６億円

となっている。 

 

秋山委員 

１ 換価の合計額が２億５,１７４万円、高額滞納が４億円と答弁されたが、その差異につ

いて分かりやすく説明していただきたい。 
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２ 給与差押えをかなり増やしたようだが、度重なる催告や予告の後に実施していると思

われる。差押えに至る経緯はどうなっているのか。 

３ 臨時財政対策債は限度額まで発行するのか。 

４ 県は地方税法上では納税義務者ではないが、消費増税の影響とはいえ、あえて県民に

転嫁をした理由は何か。 

 

参事兼税務課長 

１ 換価とは、財産を差し押さえて公売や取立てを行った額である。高額滞納の徴収額４

億１,５００万円の中には、換価の額だけでなく自主的な納付の額も含まれているため、

換価の合計額よりも高額滞納の徴収額の方が多くなっている。 

２ 納期内納税が原則だが、納期内納税していただけない場合にはまず督促状を発送する。

その後コールセンターで納税の呼び掛け、文書催告をしてもなお、納税資力がありなが

ら納税していただけない滞納者には、給与差押えなど徹底した滞納処分を実施している。 

 

財政課長 

３ 臨時財政対策債は地方交付税の身代わりである。地方交付税は標準的な事務について

措置されるので、それを下回る発行額にしてしまうと標準的な事務に対する財源を放棄

することになりかねず、別の財源を用意するということになる。可能性としてはあるが、

現実的には考えにくい。与えられた財源の中で最大限事業を実施していく。 

４ １３億円のうち大部分は納税義務のある公営企業である。社会保障関連経費の安定財

源を確保するため、広く薄くご負担をお願いしたい。 

 

西山委員 

 県民向け市場公募債は、具体的に使途は決まっているのか。 

 

財政課長 

 道路、河川の整備事業の財源に充当しており、具体的にどの道路、どの河川に充当され

ているかは整理していない。庁舎建設のための公募債のように一対一で対応するものは使

途が特定されるが現状ではそうなっていない。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２２日（木）企画財政部（含 出納、監査事務局）関係） 

 

【説明者】 

中原健一企画財政部長、山口均ＩＴ統括幹、小島康雄企画財政部副部長、 

萩原由浩改革政策局長、土田保浩地域政策局長、北島通次企画総務課長、 

吉田雄一企画総務課政策幹、細野正計画調整課長、堀光敦史財政課長、 

山崎明弘改革推進課長、黒坂和実情報システム課長、竹中健司地域政策課長、 

徳重覚市町村課長、勝村直久土地水政策課長、竹島晃交通政策課長 

 

吉浦伸和会計管理者、中川典之出納総務課長、渡辺亨会計管理課長 

 

伊藤宏治監査事務局長、武井大介監査事務局副事務局長兼監査第一課長、 

小林貞夫監査第二課長 

 

【発言】 

内沼委員 

１ 県民満足度調査の県政サポーター２，７８８人はどのような形で募集され、選ばれる

のか。 

２ 県民満足度調査の１６項目の満足度平均が５１．５％となっているが、これをどのよ

うに評価しているか。 

３ 県政サポーターアンケートは毎年行っているのか。数値の推移はどうか。 

４ 県民満足度調査の１６項目の満足度について、高いものと低いものにどのようなもの

があるのか。 

５ 施策関係者調査の１，３６９人はどのように選ばれるのか。 

６ 施策関係者調査では７項目の満足度平均が６０．７％となっているが、数値はどのよ

うに推移しているのか。結果を県政にどのように生かしているのか。 

７ 行政報告書２３ページの「市町村への権限移譲」について、平成２６年度末現在、市

町村に対して１４３事務を移譲するとともに、埼玉県分権推進交付金６億２，２３６万

９，０００円を交付したとあるが、市町村に対し事務処理に必要な財源はきちんと保証

しているのか。また、お金だけではなく、人的な支援も必要と考えるが、県としてどの

ような支援を行っているのか。 

 

計画調整課長 

１ 県政サポーター制度は県政全体の課題について意見を聴くというもので、広聴広報課

で所管している。１６歳以上の方に随時登録してもらう。１年以上アンケートに回答い

ただけない場合は登録が抹消されることになっている。 

２ ５０％は超えているということになるが、更に高められるよう努めてまいりたい。 

３ アンケートは毎年行っており、平成２４年度の５１．８％、平成２５年度の５１．０％、

平成２６年度の５１．５％と、ほぼ横ばいの状態で推移している。 

４ 満足度の高い項目は「みどりと川を再生し自然と共存する」、「埼玉の魅力を創造し発

信する」となっている。低い項目は「誰もが力を発揮しいきいきと活躍する」、「高齢者

が安心してすごせる社会をつくる」となっている。 

５ 施策関係者調査は県民へのアンケートでは「わからない」という選択肢を選ぶ人が多



 

- 13 - 

い専門的な２分野、障害者支援や産業振興の分野で実施している。障害者施設や商工会

議所、商工会などにアンケートをお願いして、働いている方々に協力してもらっている。 

６ ウーマノミクスプロジェクトの推進、障害者雇用サポートセンターの設置、特別養護

老人ホームの整備、地域包括ケアシステムの構築など、それぞれの施策の推進に努めて

いる。 

 

地域政策課長 

７ 埼玉県分権推進交付金の算定に当たっては、移譲事務ごとに、人件費・物件費の総額

を積算し、その額を人口や面積などの客観的指標により市町村に配分している。交付金

の算定基準は３年ごとに見直しているが、見直しに当たって平成２６年２月に実施した

市町村アンケートでは、約９０％の市町村から「適切」または「大きな問題はない」と

の回答をいただいている。各市町村での移譲事務に関する事務処理体制は様々であるが、

今後も、市町村や事務担当課の意見を聴きながら、適切な交付金となるよう検討してい

きたい。また、人的支援については、移譲事務の各担当課では、説明会や研修会の開催、

事務処理マニュアルの提供、市町村からの個別相談や問合せへの対応などを行っている。

また、開発行為の許可事務など専門的な知識が必要な事務については、市町村の要請に

応じて県職員の派遣や市町村からの実務研修生の受入れなどを行っている。 

 

内沼委員 

１ 県政サポーター制度は１６歳以上の方に随時登録いただくとのことだが、定数を定め

ずに、インターネットを通じて随時参加できるのか。 

２ 県民満足度調査の満足度について、項目ごとの数字が分かれば教えてほしい。 

３ 市町村への人的支援の点で、市町村に対してはどの程度の人数の職員を派遣している

のか。 

 

計画調整課長 

１ 希望者はインターネットで随時登録できる。 

２ 平成２６年度では、満足度が１番高い「みどりと川を再生し自然と共存する」は６３．

８％、２番目の「埼玉の魅力を創造し発信する」は５６．４％、下位１番の「誰もが力

を発揮しいきいきと活躍する」は４３．１％で、１番と１６番では２０％程度差がつい

ている。 

 

地域政策課長 

３ 県から市町村には権限移譲以外でも多くの職員を派遣しているが、権限移譲の関係で

は、平成２６年度の派遣は５人である。 

 

板橋委員 

１ ＩＴ投資の最適化について、外部専門家を活用してシステム開発評価を行ったとある

が、ＩＴベンダーがシステム評価に関わった場合、開発するベンダーにもなりうるため、

システムの調達で有利になることが懸念される。過去にＩＴベンダーが外部専門家に就

任した事例はあるか。 

２ 情報セキュリティ対策の推進について、情報漏えいが問題となっているが、セキュリ

ティ研修やセキュリティ監査などを今後どのように充実させていくのか。 

３ 行政情報のオープンデータ化の推進について、データカタログシステムの内容はどの
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ようなものか。 

４ 見沼田圃の保全・活用・創造について、０．５ｈａの土地を公有地化し、公有地は合

計３０．７ｈａとあるが、どのような場合に公有地化するのか。また、どのくらいの面

積を公有地化するという計画はあるのか。さらに、公有地を体験農園などに活用したと

のことだが、どのような効果があったのか。  

５ 埼玉高速鉄道（株）は、昨年度、第三セクター等改革推進債を利用して債務を圧縮す

ること等によって経営再構築を図ったが、今後の経営と、自治体からの金銭的支援につ

いての見通しはどうか。 

 

情報システム課長 

１ 外部専門家はコンサルタント事業者が就任することが多い。過去にＩＴベンダーが外

部専門家に就任したことはない。しかし、外部専門家にＩＴベンダーが就任してしまう

可能性があるため、外部専門家の募集の際に条件を付け、後のシステム調達が有利にな

らないように排除することで、公平性を担保する。 

２ 情報セキュリティ研修は毎年行っている。今後は研修内容の質を上げることと研修回

数や対象者を増やすことに取り組んでいく。また、マイナンバーなど新たな制度に対応

するために情報セキュリティ監査や研修も行っていく。 

３ オープンデータカタログとは、オープンデータを一元化して公開し、民間事業者等が

効率的に目的のデータを検索し、利活用できるようにするシステムである。平成２６年

８月に試行版としてオープンデータのサイトを県ホームページ上に開設した。今年度は

本格版のシステムを構築し、試行版でできなかった機能を盛り込む予定である。例えば、

キーワードで目的のデータを検索できる機能のほか、県と市町村で共同運用して県・市

町村のデータを一元化できる機能、国や他自治体のデータカタログシステムが持つデー

タと連携できる機能などである。 

 

土地水政策課長 

４ 見沼田圃については「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」に基づき、治水機能

を保持しつつ、農地や緑地等として土地利用を図っている。公有地化については、基本

方針の中で、他法令による許認可を受けられる見込みはあるが、基本方針により土地利

用を制限される場合、例えば、利用目的が貸倉庫や資材置場などの場合に行う。また、

相続の発生などにより、基本方針にそぐわない土地利用が行われるおそれがある場合、

例えば、相続が発生したが、相続人が農業を継続できない場合などにも公有地化を行っ

ている。特に県でどれくらいの面積を公有地化するなどの計画はない。買取り、借受け

した公有地は、ＮＰＯ法人などに委託して、県民参加の体験農園に活用したり、埼玉県

農林公社に委託して就農希望者の実践研修の場として活用したりしている。米や野菜づ

くりなどの体験農園については、平成２６年度に５０回、延べ１，２３１人の参加者が

あった。参加者のアンケートでは、「非常に良かった」「今後も事業を継続してほしい」

との声がほとんどで、大変好評であった。また、埼玉県農林公社が行っている就農希望

者の実践研修では、これまでに１７人が農業者となり、さいたま市内などで主に露地野

菜の栽培を行っていると聞いている。 

 

交通政策課長 

５ 埼玉高速鉄道（株）は、昨年度、第三セクター等改革推進債の発行を認めていただき、

平成２７年１月に関係者間で合意された経営再構築計画に基づいて、金融機関の債権放
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棄と自治体貸付金の資本への振替による債務調整や資産価値の再評価を行った。これに

より、金利負担の軽減化と減価償却費の圧縮が図られ、経常収支が大幅に改善し、今年

度の事業計画における経常損益は約２億円の黒字を見込んでいる。今後、県から直接補

助を行う予定はないが、県としてはウォーキングマップやプロモーションビデオの作成

など、沿線の魅力を知ってもらう利用促進事業を行っている。 

 

板橋委員 

 見沼田圃で米や野菜づくりの体験農園などを行っていることは承知しているが、一方で

生態系団体との調整が難しいと聞いているがどうか。 

 

土地水政策課長 

 現在、ＮＰＯ法人など８団体に体験農園等を委託しているが、特段問題があったとは

認識していない。 

 

細田委員 

１ 今年度の職員定数管理について、スポーツ振興課の移管分を除くと増減なしとのこと

だが、他にどのような分野の定数の増減があったのか。 

２ セキュリティ対策については、シンクライアントシステムを導入したものの有効に使

われていないところもあると聞くが、県のシンクライアントシステムの状況はどうか。 

３ 鉄道の利便性向上について、西武池袋線の秋津駅とＪＲ武蔵野線新秋津駅や大宮駅の

乗換改善について検討し、提言を行ったとあるが、その他、鉄道利便性向上の取組とし

て、行っているものがあるか。 

 

改革推進課長 

１ 増員については、５か年計画や予算における重要事業などを実施するために行った。

具体的には、保育士の確保など超少子高齢化社会への対応や、水素エネルギーの活用可

能性を広げる取組など通商産業政策の地方分権化、また、土砂災害警戒区域等の早期指

定の推進による災害対応体制の強化など安心して暮らせる社会の実現に重点的に増員

した。減員については、市町村への権限移譲や民間委託の推進、事務事業の見直しなど、

これらによって県職員の仕事が減るため減員とした。具体的には、越谷市の中核市移行

に伴う保健所業務の移譲など市町村への権限移譲や、県税事務所の窓口業務など民間へ

の委託、西部地域振興ふれあい拠点施設整備の完了など事務事業の見直しにより減員し

た。 

 

情報システム課長 

２ 県では現在簡易シンクライアントシステムを導入している。パソコンのハードディス

クへのファイルの保存を原則禁止し、ファイルサーバへの保存を基本としているほか、

許可されたＵＳＢメモリー以外は使用できない仕組みとしており、セキュリティの確保

上有効なシステムとなっている。 

 

交通政策課長 

３ 秋津駅の乗換改善については、乗換利便性向上検討会で提言された内容を、県として

フォローアップしていく。また、大宮駅の乗換改善について、さいたま市が主体となっ

て、関係者を集めた検討会に県も関与している。その他には具体的な検討に入っている
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ところはない。 

 

清水委員 

１ バス路線について、部長説明の中でノンステップバスの導入経費の一部補助というも

のがあったが、具体的に教えてほしい。 

２ 明るい選挙の啓発については、来年夏の１８歳への選挙権年齢引下げに向け、若年層

への啓発活動は一層重要になる。今後、県教育委員会とどのように連携を図り、どのよ

うな取組を行っていくのか。 

３ 選挙カレッジ生による選挙啓発出前講座を開催とあるが、どのような内容か。今後、

充実していく予定はあるか。 

４ 税外未収債権のうち、条例に基づき放棄した債権はどのようなものか。 

５ なぜ債権を放棄する必要があるのか。 

６ 時効完成後の私債権で処理されなかったものは、今後どのように処理するのか。 

 

交通政策課長 

１ 県では県民生活の足としてのバス路線を確保するため、運行費が赤字の路線に対し、

市町村等を通じて補助金による支援をしている。平成２６年度は８市町村２事業者に対

して支援した。ノンステップバスの導入促進も支援しており、平成２６年度は７１両を

対象として支援を行っている。 

 

市町村課長 

２ ９月２８日に高校生の政治参加に向けた副教材を国が作成し、年内にも全国の高校生

に配布される予定である。この副教材のうち、「実践編」では模擬選挙を行うことが例と

して挙げられており、今後、学校での円滑な模擬投票が行えるよう市区町村選挙管理委

員会とも協議した上で、学校との連携や実施方法について実施マニュアルとして作成す

る予定である。また、副教材の「参考編」では選挙運動等に関する想定問答も掲載され

ているが、高校生向けに分かりやすく注意点などを解説した参考資料を県の選挙管理委

員会で作成し、高校などに配布することも検討している。こうした県選挙管理委員会の

取組については、県教育委員会や現場の高校の先生からも意見や助言をいただき、効果

的かつ実践的な取組が可能となるよう緊密な連携を図っていきたい。 

３ 選挙カレッジ生による選挙啓発出前講座は平成２６年度から始めたもので、選挙管理

委員会の職員が講義等を行うよりも、小中高生に年齢が近いカレッジ生が若者の視点か

ら投票を呼び掛けることで、選挙をより身近なものとして感じてもらえるのではないか

という趣旨で実施しているものである。平成２７年度の講座実施状況は、現時点で実施

済み２校、今後実施予定が４校となっているが、来年夏の参院選で選挙権年齢が１８歳

に引き下げられることを受けて、今後高校などから出前講座開催の希望が増加すると思

われることから、先ほどの模擬投票の実施方法の検討内容も踏まえ、講座内容の充実を

図っていきたい。 

 

財政課長 

４ 「埼玉県債権の適正な管理に関する条例」では時効が完成したもののうち、「債務者

が、財産がない、生活が困窮している、所在が不明である」という条件に該当する場合

に債権を放棄できると定められている。これらのいずれかの事例に該当する場合、順次

債権放棄させていただいている。主なものとしては、県有地不法使用による不当利得返
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還金、県立病院診療費等である。 

５ 私債権については、時効が完成した場合でも債務者が時効の援用をしなければ消滅し

ないため、たまってしまい、管理コストが膨大にかかるという課題があった。そのため、

条例を制定して解消に努めているところである。これにより、取るべき債権に力を集中

していきたいと考えている。 

６ 私債権は税のように調査権限がなく、多くは任意調査となっているため、調査に時間

がかかる。また調査をしても回答が得られないという事例もある。そこで、平成２６年

度は簡易なものから着手した。残りのものについては順次調査を進め、新たに時効が完

成したものも含め、積極的に取り組んでいきたい。 

  

清水委員 

 バス路線で支援を行った８市町村と２事業者とは、具体的にどこか。 

 

交通政策課長 

 市町村は秩父市、皆野町、横瀬町、小鹿野町、ときがわ町、熊谷市、神川町、東秩父村

であり、事業者は国際興業（株）とイーグルバス（株）である。 

 

石川委員 

１ 人事管理費について、研修受講者がいなかったため１，７４７万円ほどが不用額とな

っているがなぜか。 

２ 経済再生につながる許認可の標準処理期間の短縮について、効果が大きかったものは

どの事業と考えるか。 

３ 鉄道網整備促進事業の目的は何か。 

４ 税外債権について、放棄した後の残額は、条例ができてどのように変化したのか。 

 

財政課長 

１ 総務管理費、人事管理費は共通経費であり、県庁全体で予備的に計上しているもので

ある。ここで県土整備部の職員研修など措置をしていたが、平成２６年度については県

土整備部サイドでしっかりと措置しており、他に予備的な研修がなかったためである。

もし仮に年度の途中で研修を行う必要が起きた場合、この経費を使う予定である。 

４ 一般会計の税外未収は、平成２３年度は１６億８,２００万円、平成２４年度は１６億

８,５００万円、平成２５年度は１６億４,７００万円、平成２６年度は１７億３,９０

０万円と、金額的には平成２５年度から平成２６年度にかけて増えた。条例を使って処

理を始めたのは平成２６年度であり、これから大きなところを中心に取り組んでいく。

病院などでは常に新しい患者が利用するため、金額が増加するものではあるが、全体と

して圧縮していくよう努力していく。 

 

改革推進課長 

２ どの事務についても、営業許可が早く下りれば、その分早く営業を開始できるように

なるので、一定の経済効果が見込めると考えているが、特に件数の多いものが、効果が

大きいと捉えている。例えば危険物取扱者免状の交付事務は４,３６４件、宅地建物取

引士証の交付事務は２,２９０件、宅地建物取引士の登録は１,５４１件、建設業許可事

務は１,０１０件の申請があった。いずれも平成２５年度の件数であるが、例年同様の

傾向にある。住宅関係は経済波及効果が高いと言われており、大いに期待している。 
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交通政策課長 

３ 平成１２年に運輸政策審議会から平成２７年を目標年次とする答申が出されたことを

受けて、東京１２号線、７号線、８号線の延伸に向けた検討のための調査を行っている。 

 

石川委員 

１ 鉄道網の整備促進については、輸送増強、安全・安心に努めていることは理解するが、

市町村からの鉄道事業者への要望にはどのように対応しているか。特に県北部では鉄道

の始発、終電の時間についての要望があると思うが、事業者には伝えているか。 

２ 税外債権について、条例ができたにもかかわらず債権残額の総額が減っていない。条

例ではいわゆる名寄せをして一括して支払督促ができるとなっているが、平成２６年度

は名寄せは行ったのか。また債権は４３の課にまたがるとのことだが各課とは債務者の

情報を共有しているのか。財政課がまとめて取り組むのか、それとも各課に任せるのか。 

 

交通政策課長 

１ 利便性向上やダイヤ改正等の要望を県で取りまとめ、事業者に要望している。要望実

現に向けて、これからも引き続き努力していく。 

 

財政課長 

２ 平成２６年度の結果が出ていないのではないかとの指摘だが、条例に基づき８,３００

万円程度の債権を圧縮することができた。ただ新たに５,７００万円の新規の未収債権

が出てしまい、結果としてプラスになってしまった。このように大口の案件が出てしま

うこともあるが、個別に対応し全体額の圧縮に努めていく。また、名寄せはしており、

庁内の横の連携は財政課が軸となり取り組んでいるが、平成２６年度はこれがうまく働

いたという事例はない。これからもシステムとして定着させ効率的に債権放棄ができる

よう取り組んでいく。また、実務について各課に任せているのかという点について、具

体的な督促などの事務は、全て各課が行っている。 

 

石川委員 

 債権については全国の自治体でも問題となっているが、任された各課にノウハウがなく

うまくいかないと言われている。そうであれば財政課で取りまとめた方が早いのではない

か。 

 

財政課長 

 情報の共有という意味で財政課が果たす役割はあると思うが、債権そのものは３桁、４

桁になるくらい膨大な数があるため、財政課の人数で実効性を上げられるかというとかな

り疑問がある。連携しながらよく分かっている各課の方たちに自らの仕事であると認識を

してもらい、主体的に取り組んでいただくことがあるべき方向性だと考えている。 

 

荒木委員 

１ ５か年計画の６８指標のうち、８指標は数値が改善しているものの、このままでは目

標が達成できないものだが、具体的な項目は何か。また、８指標についてどのように改

善に取り組んでいくのか。 

２ 地方分権改革に関する提案募集制度において７８件の提案を行い、２４件が「提案の
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趣旨を踏まえ対応」とされたとあるが、具体的な対応の内容とはどのようなものか。 

３ 行政報告書２３ページに合併後のまちづくりを支援するため、川口市が行う地域の一

体化を進める事業に対し、５７１万円を補助したとあるが、具体的にどのような内容か。 

４ 八ッ場ダムについて、平成２７年１月２１日にダム本体の基礎掘削工事に着手したと

あり、安定的な水道水の確保や治水の観点からも八ッ場ダムの早期完成が望まれるが、

事業の進捗状況と今後の見込みはどうか。 

 

計画調整課長 

１ 順調とは言えない８指標は医師数、交通事故死者数、経営革新計画を策定した中小企

業の数などである。改善の取組については、例えば医師数では、奨学金の貸与や研修資

金の貸与、また、県に総合医局機構をつくり指導医を派遣するなどの取組を行っている。

その結果、医師数は平成２２年度からの２年間で４２９人増加している。しかし、人口

１０万人あたりに換算すると埼玉県は人口が増加していることから、４６位の茨城県を

越せないでいる。また、交通事故死者数は改善しているが、高齢者事故の減少が順調で

はない。高齢者への訪問啓発、声掛けなどにより対応していく。 

 

企画総務課長 

２ 政府では、地方分権改革において地方の発意を重視するため、平成２６年度から提案

募集制度を導入したところである。導入初年度の昨年度は、全国から９５３件の提案が

あったと聞いている。本県からは、御指摘のとおり７８件の提案を行った。本県からの

提案７８件のうち、最終的に提案の趣旨を踏まえて対応すると回答されたものが約３割、

２４件であった。権限移譲の分野では、地方が強く求めてきた４ヘクタールを超える農

地転用の許可権限が来年の４月から都道府県に移譲されることが決まっている。また、

規制緩和の分野では、水素ステーションの設置基準が緩和され、燃料電池車に対する水

素ステーション整備のコスト削減につながるものと期待されている。 

 

地域政策課長 

３ 合併後のまちづくり補助事業は、合併市町村の一体感を醸成するため支援するもので

ある。５７１万円の内訳は、ご当地ナンバー導入事業として、川口ナンバーの導入準備

やＰＲを行うため、川口ナンバー出発式などを行ったものである。また、道路図統合事

業として、旧川口市と旧鳩ヶ谷市の道路図の規格が違っていたことから、この規格を統

合するためシステムを改修し、インターネットで公開したものである。 

 

土地水政策課長 

４ 八ッ場ダムについては、総事業費４，６００億円に対し、平成２６年度末までの執行

が３，９００億円で進捗率は８５％である。今年１月から本体工事の基礎掘削に着手し

たが、本体工事以外の、国道、県道の付替えは９６％、鉄道の付替えは１００％、家屋

移転は９７％の進捗となっている。今後の見込みは、来年６月から本体コンクリート工

事に着手し、平成３１年度末に付帯工事、試験湛水を含めて完成の予定である。 

 

荒木委員 

 ５か年計画の指標について、医師数、交通事故者数に対する取組を伺ったが、これまで

同様に引き続き対応していくのか。それとも、プラスアルファして取り組んでいくのか。 
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計画調整課長 

 プラスアルファして対応していかなければと考える。例えば医師数については、整備中

の新都心の医療拠点施設に地域医療教育センターを設置し臨床研修医の養成に力を入れ、

医師数の増加を誘導する。高齢者の交通事故については、運転が難しい方には運転免許証

の返納などもお願いしていくなど、さらなる対応をしていく。 

 

秋山委員 

１ 埼玉高速鉄道（株）の経営再構築の支援内容はどういうものか。また、同社に対する

県の権利はどのようなものか。 

２ 水資源の確保について、安定水利権の割合が現在７１％で、平成２８年度の目標が１

００％となっているが、水の需要と供給のバランスは既にとれているのではないか。 

３ 全国知事会の活動の中で、上田知事が委員長を務める全国知事会地方行政体制特別委

員会において、各党で検討されている道州制の基本法案に明記すべき事項等について政

党への申入れを行ったとあるが、その内容を教えてもらいたい。 

４ マイナンバーへの対応と情報セキュリティに係る費用はどのくらいか。また、今後の

費用見込はどうか。 

 

交通政策課長 

１ 埼玉高速鉄道（株）は、平成２７年１月に事業再生ＡＤＲ計画を策定し、経営再構築

を図った。この支援の内容は、金融機関に対する損失補償として約３１６億円、県の貸

付金債権を資本に振り替える支援が約１３１億円で、これにより埼玉県の出資比率は４

９．３％となっている。 

 

土地水政策課長 

２ 平成２６年度の水利権量は毎秒２６．８㎥で、うち安定水利権は毎秒１９．１㎥、暫

定水利権は毎秒７．７㎥となっており、水利権量の毎秒２６．８㎥を上限に取水してい

る。平成２６年度の最大取水日の平均取水量は２１．４㎥であり、日平均のため時間帯

によっては、最大取水量はもっと大きくなる。そこで安定水利権を確保していくことは

重要であると考えている。また、利根川水系の渇水は、平成に入って８回、３年に１回

程度発生しているが、取水制限は水利権量に対してかけられるため、水利権量の確保が

必要である。 

 

企画総務課長 

３ 全国知事会においては、上田知事が委員長を務める地方行政体制特別委員会が中心と

なり国政の動きに合わせて道州制について議論を行っている。平成２５年７月の全国知

事会議において、各党が策定する基本法案に盛り込んでいただきたい事項をとりまとめ、

その後、政党に対する要請活動を行ったところである。要請の内容は、「国民的議論が

十分に行われるよう、今なぜ道州制なのか、道州制の理念や姿が具体的かつ明確に示さ

なければならないこと」、「道州制は中央集権を打破し、地方分権を推進するものである

ことを明確に示さなければならないこと」、「道州制は、地域間格差を拡大させることな

く、国民の幸せの向上につながるものでなければならず、格差是正の仕組みを明確に示

さなければならないこと」などを申し入れたところである。 
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情報システム課長 

４ マイナンバーについては、平成２８年１月から利用が開始され、平成２９年から情報

連携が始まるなど、段階的に施行される。業務手続の見直しなど制度的対応と、システ

ムの構築・改修などシステム面の対応が必要となる。市町村についても同様であり、必

要な支援を行っている。県庁ＬＡＮの運用・セキュリティに係る費用は年間３億１，０

００万円程度である。今後も毎年、同程度必要である。 

 

秋山委員 

１ 埼玉高速鉄道（株）に多額の利益が上がった場合は、どのように利益が還元されるの

か。 

２ 水需要の推移はどうなっているか。渇水による取水制限があっても、既に供給量は十

分バランスが取れているのではないか。 

３ マイナンバーの導入費用はどのくらいか。 

 

交通政策課長 

１ 埼玉高速鉄道（株）は、まだ再構築を行ったばかりのため、まずは経営の自立化を図

ることが大事である。今後は設備投資・更新が必要になる。利益をどう還元するかは、

もう少し経営が安定化した後に検討すべきと考えている。 

 

土地水政策課長 

２ 水利権量は毎秒２６．８㎥で、そのうち安定水利権が毎秒１９．１㎥となっている。

平成２６年度の最大取水日の平均取水量が毎秒２１．４㎥であり、これでは安定水利権

だけでは足りず、暫定水利権が必要となる。 

 

情報システム課長 

３ マイナンバーの導入費用は平成２７年度で６億１，０００万円程度である。 

 

秋山委員 

 埼玉高速鉄道(株)には県がほぼ半数に近い出資をしている。よって、自治体の支援を受

けている事業者としてノーマライゼーションには最大限に協力することとし、障害者の福

祉割引制度を是非導入していただきたい。その方が会社の利益にもつながると思うがどう

か。 

 

交通政策課長 

 割引制度の拡充については、埼玉高速鉄道(株)は民間会社でもあり、経済的負担を強い

ることは難しいが、県民の足としての役割もある。社会のニーズに合った対応を働き掛け

たい。ＪＲや東京メトロも精神障害者割引は導入していない実態もある。割引拡充は、専

門的知見のある国において、ガイドラインを作成し、事業者に提示していただくことも必

要と考えている。 

 

秋山委員 

 ＪＲは乗車券で割引制度を導入しているので、先の答弁を修正されたい。 
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交通政策課長 

 乗車距離が１００ｋｍを超える場合等において、ＪＲには障害者割引の制度がある。答

弁を修正する。 

 

木下委員 

１ 県立施設の見直しで、公の施設への指定管理者制度の導入を推進しているようだが、

消費税が５％から８％に上がり、これからも上がる可能性がある中、指定管理と直営と

どちらがいいのか、消費税のことも考慮に入れて検討しているのか。 

２ 指定管理者制度導入の理由に、住民サービスの向上と経費の縮減を図るため、とある

が、直営ではサービスは向上しないという前提で、指定管理者制度の導入を検討してい

るのか。 

３ 市町村の財政運営の助言について、延べ６団体に対して助言を行ったということだが、

どのような助言をしたのか。 

４ 定数管理について、先ほどの答弁で、越谷市の中核市移行や県税事務所等の民間委託、

西部地域振興ふれあい拠点施設整備の完了による減員との説明であったが、それらのこ

とがあっても増減なしということは、増員に等しいのではないかと思うが、それらで何

人の減員があったのか。 

 

改革推進課長 

１ その時々の状況を見通して適切に検討している。特に消費税の議論がなされている年

については、消費税アップ分も含めてトータルで検討している。 

２ 当然直営の場合でもサービス向上を図っているが、指定管理者制度の趣旨として、ホ

スピタリティやコスト意識といった民間がより得意とする部分を生かして、更に県民サ

ービスの向上が図られるような場合に、導入を検討している。 

４ 越谷市の中核市移行などの市町村の権限移譲により１９人、県税事務所などの民間委

託により５人、西部地域振興ふれあい拠点施設整備の完了により１２人を減員した。 

 

市町村課長 

３ ６団体のうち、４団体に対して、公共施設アセットマネジメントの推進について、ど

のように進めていけばよいのかなどについて助言した。これは、平成２８年度までに市

町村では公共施設等総合管理計画の策定が要請されていることが背景となっている。１

団体では、総合振興計画策定に向けた財政分析について助言し、残りの１団体では有利

な資金運用について共同研究を行った。 

 

中屋敷委員 

１ ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックの開催を控え、民間との連

携を図り、オール埼玉で推進していく必要があると考えているが、定数管理についてど

のように考えているか。 

２ ふるさと創造資金について、不用額が約１億６，０００万円ということであるが、市

町村の全ての要望に対応しているのか。対応できていないとすれば、その理由と併せて

不用額が発生した理由を聞きたい。 

 

改革推進課長 

１ 確かにラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックの準備業務の増加が
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見込まれるため、こうした分野への配置は必要と考えている。一方、人件費は大きなコ

ストになるので、現行の職員定数を基本としながら、事務事業の見直し、民間委託、民

間との協働やＩＴの活用による事務改善など様々な手法を検討し、行政改革の努力をし

ていきたい。 

 

地域政策課長 

２ ふるさと創造資金は、市町村から要望があった件については、全て採択している。ふ

るさと創造資金の不用額については、毎年、１億４，０００万円から１億５，０００万

円を災害などの不測の事態に対する市町村要望に備えるため、市町村緊急支援事業の枠

として残しているものである。平成２６年度は災害など不測の事態が起こらなかったた

め不用としている。 

 

中屋敷委員 

 ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックについては、既に準備の段階

は終わっており、開催に向けてのスキームを構築していかなければならない段階と認識し

ている。平成２８年度の組織定数の話になってしまうが、ラグビーワールドカップやオリ

ンピック・パラリンピックを踏まえ、非常勤職員や臨時職員を活用することも含め、考え

はまとまっていないのか。 

 

改革推進課長 

 平成２８年度の組織定数の改正については、これから各部局からの要求を受け、検討し

ていく予定である。ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピック関連の内容

なども含まれてくると思うので、今後、部局と十分協議して必要な体制をしっかり整備し

ていきたい。 

 

山本委員 

 市町村の単独補助金について、昨年度の見直しの作業の中で、部局の意見等はどのよう

に予算に反映させるのか。 

 

財政課長 

 補助金に係る予算要求については、部局に対し、社会情勢の変化を踏まえた外部環境の

変化のチェックと、補助制度の在り方や目的・効果について、十分に検証するように要請

している。また、サンセットルールを適用し、一定期間内に補助目的を達成するよう求め

ている。期間終了時には、期間延長をすべきなのか、市町村に単独で継続してもらうのか

を検証してもらっている。 

 

山本委員 

 １年や２年間で終わっている補助金がたくさんある。そのような短期間で効果を評価す

るのは難しいのではないかと思うが、どのような判断により廃止しているのか。 

 

財政課長 

 個別の補助金の中身については回答する立場にないが、廃止については部局との議論の

中で決めている。例えば、部局によっては手法を改め、別の補助金に振り替えたりするこ

ともある。 
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権守委員 

１ バリアフリー法で対象となる、１日当たり３，０００人以上が利用する駅のうち、段

差未解消駅は９駅あり、今年４駅が整備予定と聞いているが、残る５駅の見込みはどう

か。 

２ 整備予定の駅のうち、南浦和駅はなぜエレベーター設置が難しいのか。 

３ １日当たりの利用者が３，０００人未満の２９駅の段差解消について、今後県として

どう考えるか。 

４ ホームドアについては、平成２７年度和光市駅、平成２９年度川越駅に整備されると

聞いているが、その他の整備予定はどうか。 

５ ＪＲ熊谷駅への内方線付き点状ブロック整備の補助をしたとあるが、残りの駅への整

備はどう考えているか。 

６ 駅ホームの声かけサポートリーダー講習は、募集に当たってどのように周知・働き掛

けを行ったのか。 

 

交通政策課長 

１ 残りの駅については、平成２８年度までに、段差解消が図れるよう鉄道事業者に働き

掛けを行っている。 

２ 南浦和駅のエレベーターについては駅の構造上、設置場所等の制約が大きいのではな

いかと思われるが、引き続き事業者に設置を働き掛けていく。 

３ まずは３，０００人以上駅への整備を優先し、その他についても設置の働き掛けを行

っていく。 

４ ホームドアについては、１日当たりの利用者が１０万人以上の駅に整備することとさ

れており、県内では１５駅ある。現在、モデル事業として和光市駅と川越駅への整備を

進めているが、残りの駅についても、引き続き事業者に対して働き掛けを行っていく。 

５ 内方線付き点状ブロックについても、未整備駅への設置について引き続き事業者に働

き掛けていく。 

６ サポートリーダー講習の参加者は地元市町村の広報紙に掲載し募集した。周知に関し

ては、ハンドブックを作成し、配布していく。 

 

菅原委員 

１ ＩＴ投資の最適化に向けて、外部専門家を活用していくとのことだが、現状を伺いた

い。 

２ システム開発予算が２９億９，０００万円削減できたとあるが、どのような理由でこ

れだけの額が削減できたのか。 

３ 県内のＪＲ各駅へのホームドア設置について、県としてどう働き掛けを行ってきたの

か。 

４ 県では民間事業者と、包括的連携協定に基づいて１０６の事業を実施したとのことだ

が、協定締結に向けてどのような手続になっているのか。 

 

情報システム課長 

１ システム評価を行う外部専門家の入札参加の条件に、その外部専門家が支援をしたシ

ステム開発には関わることができないことを盛り込んでいる。 

２ システム開発予算を２９億９千万円、５７．２％削減できた主な理由は、小児医療セ

ンター新病院建設において、システム開発評価の対象外である医療機器の調達や緊急性
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がないシステム開発が盛り込まれていた事業費が整理・圧縮できたためである。なお、

例年のシステム開発評価であれば、２、３割の予算削減となっている。 

 

交通政策課長 

３ ホームドア設置に係るＪＲ東日本への働き掛けについては、駅ホームからの転落防止

対策会議等の場を通じて働き掛けを行っている。 

 

改革推進課長 

４ 包括的連携協定は平成２０年度から開始している。企業からのアプローチは様々であ

るため、平成２２年度からは、官民連携の総合相談窓口として改革推進課内に民間連携

よろず相談所を設けて、ワンストップで相談を受けている。まず、担当者が企業からの

相談を受け、庁内調整をした後、原則として知事と企業の代表者とで協定の締結を行っ

ている。 

 

菅原委員 

１ 現時点でＩＴベンダーが外部専門家として、システム評価の業務を請け負ったことは

ないということで良いか。 

２ 小児医療センター新病院のシステム調達については、見積が甘かったということか。 

３ 包括的連携協定を締結している企業は同じような業種が多いと感じるが、本県には他

業種で優良企業も多いので、もっと幅を広げるべきではないか。県は窓口を設け待って

いるだけではなく、企業へ出向いてつながっていこうとはしないのか。 

 

情報システム課長 

１ ＩＴベンダーがシステム評価の支援業務に就いたことはない。 

２ 見積りの問題ではなく、担当部局が本来システム評価に関係のない案件の評価依頼を

提出したためである。行政報告書の書き方が適切でない部分があり、今後注意したい。 

 

改革推進課長 

３ 当初はコンビニエンスストアや流通関係の企業が多かったが、平成２４年度には情報

関連のヤフーや、平成２５年度、平成２６年度には県内金融機関やＮＥＸＣＯ東日本と

協定を締結するなど、業種の幅を広げてきている。各部局のニーズを企業側へつなげて

いくことが必要であるので、庁内の行財政改革の推進体制である行財政改革推進委員会

を活用して、各部局へ連携事例を紹介しながら、包括的連携協定の積極的な活用や包括

的連携協定先企業の開拓も含めて繰り返し呼び掛けている。今後、業種の幅が広がれば、

県民サービスが更に向上すると思うので、委員の御意見を参考にさせていただく。 

 

西山委員 

１ 埼玉高速鉄道（株）については、経営再建計画は以前からあったが、うまくいかなか

ったため、平成２６年度に抜本的改革を行うこととなった。県民全員が利用するわけで

はない鉄道に県民の税金を投入していることを鑑み、二度と借金をしないという決意を

持つべきではないか。 

２ 交通政策審議会の審議が行われている。今後の交通政策審議会で交渉の優先順位を含

め、どのように考えているのか。 

３ ホームドア設置の考え方については、これまで和光市駅及び川越駅の補助を行ってき
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たが、他の駅での設置の予定はないのか。新所沢駅には、国立障害者リハビリテーショ

ンセンターがあり、視覚障害者の利用も多い。そうしたところにも設置を促していくべ

きと考えるがどうか。 

 

交通政策課長 

１ 埼玉高速鉄道（株）については、昨年度多額な税金を使って支援してきたところであ

る。県としても経営の自立化、黒字化に向けて、経営を注視しながら検証、指導してい

きたい。 

２ 埼玉高速鉄道（株）の経営再構築が達成されれば、東京７号線延伸のハードルが少し

下がる可能性はある。やはり、採算性の確保が重要であり、まちづくりによる定住促進

などが必要であると考えている。 

３ ホームドアについては、国の中間とりまとめで１日１０万人以上の利用者がいる駅が

対象となっているが、障害者の利用が多い駅を除外する趣旨ではない。整備に向けて、

県としても努力していきたい。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２６日（月）総務部（含 秘書課、人事委員会）関係） 

 

【説明者】 

飯島寛総務部長、高柳三郎総務部副部長、上木雄二税務局長、福島浩之契約局長、 

飯塚寛参事兼税務課長、小野寺亘人事課長、根岸章王職員健康支援課長、 

坂本泰孝個人県民税対策課長、三須康男学事課長、真砂和敏管財課長、山田隆弘入札課長、 

山崎高章文書課長、山岸盛三行政監察幹、小池光晴県営競技事務所長、市川善一統計課長、 

横田幸子総務事務センター所長、寺井誠一入札審査課長、大山裕技術評価幹 

 

大浜厚夫秘書課長 

 

石橋正二郎人事委員会事務局長、石井貴司人事委員会事務局副事務局長兼総務給与課長、 

大野明男任用審査課長 

 

【発言】 

板橋委員 

 追加要求資料２３によると、精神疾患で病気休暇を取る職員が多いようだが、平成２６

年度はどのようなメンタルヘルス対策を講じたのか。 

 

職員健康支援課長 

まず、メンタル疾患にさせないということを主眼として、本人、職場の同僚や上司が

気付けるように、セルフケア研修とラインケアの研修を実施している。 

 次に、メンタル不調になってしまった人を重症化させないために、人事を担当する職

員、保健師、精神科医などによるメンタルケアチームで相談に対応している。 

 さらに、メンタル不調になってしまった人が再発しないように、メンタルケアチーム

により復職後も５年間はフォローをしている。 

 

板橋委員 

外部の資源を利用した専門的カウンセリング等は実施したのか。また、その場合は、

プライバシーへの配慮はどのようになされているのか。 

 

職員健康支援課長 

外部の機関に委託してカウンセリング等を実施している。一つの例として、県内数か

所の精神科診療所に委託し、職員が匿名で相談を行えるようにしている。 

 また、県庁診療所２階の相談室に外部の精神科医や臨床心理士に来てもらい、相談を

実施している。これらの相談についても、全てプライバシーに配慮して実施している。 

 

細田委員 

 時間外勤務について伺う。企画財政部では定数管理について、６，７３０人を上限に、

業務量の増加は業務量の削減で効率化を図るという考え方だが、労務管理という観点から

どのように考えているか伺いたい。今後、オリンピックやラグビーワールドカップ等によ

り新たな業務が増加し、時間外勤務が増加してしまうのではないか。 
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人事課長 

 定数については、業務全体のスクラップアンドビルドという観点から企画財政部で管

理している。時間外勤務が多い課所については、人事課からも情報を企画財政部に伝え、

定数を配置しており、今後も企画財政部と連携を取りながら時間外勤務の縮減に努めて

いく。 

 

木下委員 

１ 人材開発について、民間派遣研修の派遣先はどこか。 

２ 国勢調査について、平成２６年度は平成２７年国勢調査の試験調査等準備事務を実

施したとのことだが、実際の調査を担当する調査員から県が直接、調査員の苦労や調

査の課題、問題点等を聞くヒアリングを実施したのか。 

３ 能力・実績を重視した人事管理の推進として、人事評価の結果を給与に反映させる

仕組みづくりが必要であると報告しているが、仕組みづくりはどの程度のレベルにあ

るのか。また、いつまでに必要といった時期についてはどう考えているのか。 

 

人事課長 

１ 平成２６年度は９社に１０人派遣している。派遣期間１年のものが、埼玉りそな銀

行、ＪＴＢ、資生堂、日本総合研究所、キヤノン、東京ガスで各１人である。２年の

ものが日本政策投資銀行、三井物産であり、各１人である。三菱総合研究所には２人

派遣している。うち１人は２年、もう１人は１年９か月である。 

 

統計課長 

２ 平成２６年度は、さいたま市見沼区を対象に、オンライン調査の検証や地方公共団

体における事務処理の習熟等を目的に試験調査を実施した。調査員からの意見につい

ては、市町村を通じて把握したものを国に報告し、今年の国勢調査に生かされている。 

 

人事委員会事務局副事務局長兼総務給与課長 

３ 人事評価の結果の給与への反映については、知事部局では既に平成１８年度から課長

級以上の職員の勤勉手当や昇給に反映しているところである。しかし、一般職員の給与

には、まだ反映されていないことから昨年の報告で必要性を言及したものである。 

  また、時期については、昨年改正された地方公務員法が平成２８年４月から施行され

る予定であり、その時期を目途に全ての職員に人事評価の結果を反映することが必要と

考えている。 

 

木下委員 

国勢調査について再度、確認するが、県が調査員から直接ヒアリングを実施していな

いということか。 

 

統計課長 

県は調査員から直接ヒアリングを実施していない。国勢調査については、県を通じて

市町村が実施するという仕組みになっているため、調査員からの意見についても、いっ

たん市町村が受けて、それを県がとりまとめ、総務省へ報告することとなっている。 
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清水委員 

１ 女性職員の活躍促進について、現在の女性管理職の登用率は８．２％と過去最高を

更新しているが、この水準が高いと考えているのか。 

２ 目標値をどのくらいに定めているのか。 

３ この委員会の出席者は女性職員が少ないようだがどう考えるか。 

 

人事課長 

１ 現在の登用率は８．２％であり１０年前の３．８％の２倍となっており、着実に増

えてきている。 

２ １０年後に２０％を目標としている。 

３ 総務部の管理職にはまだ女性は少ないが、平成２７年４月１日付の人事では、産業

廃棄物指導課長に初めて女性職員を登用するなどの職域の拡大も行っている。このよ

うな取組を進め、女性登用を着実に実施していきたい。 

 

清水委員 

女性職員は増えていくのか、それとも増やしていくのか。 

 

人事課長 

このままのペースで自然に増えることで１０年後に２０％とすることは難しい。女性

職員が管理職を目指すための意欲を高める研修など、様々な施策を積極的に打つことに

より、２０％の目標を達成していきたい。 

 

山本委員 

女性職員の場合、出産や育児がありトータルの勤務年数が短くなってしまう。育児休

暇中の試験や研修など、管理職への昇任に対する具体的な対応がないと自然には増えな

いと思うが、何か具体的な対策はとっているのか。 

 

人事課長 

本県には主査級昇任試験があるが、３０歳台が受験時期であり育児と重なる。研修と

の連動により、出題分野を１７分野から８分野に減らすとともに問題数を５０問から４

０問に減らすなどの負担の軽減を図る見直しを行った。 

 今後、女性職員が昇任をイメージできるようなキャリアデザインなどの研修や人事異

動などについても対策を講じていきたい。 

 

内沼委員 

１ 女性のキャリアアップの支援について、民間企業等に派遣された職員１９人の中に

女性職員は含まれているか。 

２ 平成２６年度に派遣された職員について、派遣先での経験をどのような形で生かし

ているのか。 

３ 民間企業以外でも大学や海外等に派遣されている職員の状況について伺う。 

 

人事課長 

１ 平成２６年度については派遣職員の中に女性はいないが、平成２２年度から平成２

５年度までは毎年１人ずつ女性職員も派遣していた。また、今年度については２人の
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女性職員を派遣している。 

２ 派遣の目的としては、民間企業等での企画立案等のノウハウを県での実務に生かす

というものがあり、例えば、平成２６年度にＪＴＢに派遣されていた職員が、今年度

からスポーツ振興課で派遣先での経験を生かしている。また、コスト意識や組織運営

を学んで、熱伝導的に組織全体に伝播させるという効果もある。 

３ 大学院派遣については、埼玉大学大学院に１人、政策研究大学院大学に３人の計４

人を派遣した。また、自治大学校にも１人派遣した。都道府県には東京都へ２人、神

奈川県へ１人を派遣した。海外は、シンガポール国立大学に１人派遣した。 

 

菅原委員 

１ 追加資料３６「臨時職員配置状況」について、臨時職員は６５２人とある。同じ職場

で長期に継続して働いている状況はあるのか。臨時職員の処遇について、他の自治体

では昇給できるようなところもあると聞くが、本県ではどうか。 

２ いじめ防止対策推進法が施行されたが、私立学校について、支援の体制づくりを行

っているか。また、同法により、私立学校においても「学校いじめ防止基本方針」の策

定と、対応組織の設置が義務付けられているが、その状況は把握しているか。さらに、

平成２６年度中に、同法に定める「重大事態」の報告はあったか。 

３ 追加資料３１の「未利用財産一覧」について、長期にわたり未利用の土地はどのよ

うなものか。未利用期間が長い順に挙げられるか。 

４ 横浜市のマンションの杭工事問題の件で、埼玉県内は旭化成建材（株）の過去１０

年間の杭工事実績は１９８件とのことだが、平成２６年度又はそれ以前にも、埼玉県

の発注した杭工事の中に、旭化成建材が施工したものはあったのか。 

 

人事課長  

１ 臨時職員については、平成２４年度から２年を超える場合は６か月間雇用期間をあ

ける方針としており、長期にわたって雇用されている職員は原則としていない。賃金

については、業務が事務的な補助であり、日々交代しても差し支えないものであるこ

とから、昇給にはなじまないものと考える。 

 

学事課長  

２ 本県では、法律のできる前から「埼玉県いじめ問題対策会議」を設置し、県民総ぐ

るみで対応している。総務部としても参画し、情報共有している。学事課では、人権

教育・生徒指導担当の専担職員を一人配置し、常に教育局と連携を図りながら対応し

ている。私立学校に対しては強制的な指導は難しいが、埼玉県私立中学高等学校協会と

も連携を深め、いじめ防止対策に取り組んでいる。「学校いじめ防止基本方針」の策定

と対応組織の設置については、全ての学校において完了している。また、平成２６年

度中、私立学校において重大事態は発生していない。 

 

管財課長  

３ 長期にわたり未利用となっている財産を長い順位に挙げると、Ｎｏ．２２「小川高

等学校校長公舎跡地」が２４年、Ｎｏ．６「旧赤山連絡派出所跡地」が１１年、Ｎｏ．

３９「旧富士見青年の家」が１０年となっている。具体的には、Ｎｏ．２２「小川高

等学校校長公舎跡地」についは、接道がなく地元とも話をしているものの使い勝手が

悪くなかなか処分が難しい。 
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４ 詳細は都市整備部の所管となるが、１０月２２日の発表の県政ニュースによると、

横浜市のマンションと同じ工法のものはなく、杭の材料、工法に関わらず旭化成建材

が施工したものは１９施設としている。また、この１９施設については、２１日から

緊急点検を実施しており、点検が完了したものについては、傾きやひび割れがないこ

とを確認している。この緊急点検の結果については、点検が完了次第公表をするとの

ことである。 

 

入札課長 

４ 平成２６年度の県発注工事において、三井住友建設の受注はない。また、旭化成建

材については、県の入札参加資格者名簿に登録されていないので、県発注工事の元請

としての受注はない。 

 

菅原委員 

１ いじめ防止対策として、スクールカウンセラーを活用した相談体制の構築が重要で

あるが、この点について私立学校に対しどのように支援しているか。 

２ 旭化成建材が施工した基礎はないということでよいのか。 

 

学事課長 

１ 私立学校においても、実情に応じてスクールカウンセラーを配置している。県とし

ては、私立学校運営費補助金において加算配分し、配置を促している。 

 

管財課長 

２ 旭化成建材が下請けに入っているものが１９施設あるということである。 

 

木村委員 

１ 未利用財産に関連して、県ではまず県の中で活用できるところがないか探して、な

ければ地元市町村に聞く手順を取っていると聞いているが、市町村との協議に期間を

定めているのか。 

２ 追加要求資料３１のうち、具体的に次のステップに進めるものはあるのか。 

 

管財課長 

１ 未利用財産について、市町村まで聞いて希望がない場合は、県のマネジメント検討

委員会の協議結果を踏まえ、その後地元に丁寧に説明して理解をいただいた上で、売

却という手順を踏んでいる。市町村との協議に当たっては、特定の期間を設けていな

い。ただし、県としては未利用のままにしておくわけにはいかないので貸駐車場など

で一時活用している。 

２ 次のステップに進める財産については、追加要求資料３１「未利用財産一覧」のう

ち、１７件を今年度売却することを予定している。具体的には、資料のＮｏ．２、５、

７、８、１４、１５、２２、２３、２８、２９、３０、３１、３２、３３、４２、４

３、４４である。Ｎｏ．５、２３は地元市町村への売却、その他は、入札を予定して

いる。 

 

秋山委員 

１ 追加要求資料１８「部局別年次休暇取得状況」について、直轄の７．５日は県土整
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備部の１４．２日、会計管理者の１４．９日と比べると約半分であるが、この原因を

どのように考えているのか。また、全体では１２．５日という低い取得率をどう改善

するのか。 

２ 追加要求資料１９について、年間における時間外勤務について、時間外勤務手当支給

額の最高額と時間数が約６７７万円で９１０時間となっているが、なぜこのような時

間数になったのか。また、過労死ラインは月８０時間とされているが、これを超える

月があったのか。 

３ 私立高校運営費補助について、平成２６年度は４８校、１３９億円余と対前年度は

増えているが、生徒一人当たり単価では全国平均の８５％にとどまっている。私立高

校に対する公民格差の解消に向けて今年度どのように努力してきたのか。また、今後

はどのように計画しているのか。 

４ 女性管理職登用について１０年後に２０％が目標とのことであるが、４年間で２．

３ポイントしか上がっていないことからすると、１０年後は１４％にしかならない計

算である。女性職員は４割以上おり、女性管理職の登用は途上であると思われるが、

女性管理職登用率の向上に向けた決意を伺う。 

５ 設計労務単価の引き上げが、現場で働く建設労働者にどのように反映されたか。ま

た、若者の建設業界離れを防ぐための実効ある手立てをどう取ったか。 

 

人事課長 

１ 直轄の職員の年次休暇の取得が少ないのは、秘書業務を所掌していることから、急

な来客等突発的な業務に対応する機会が多いため、自分のペースで仕事を進められず、

年休を取得することが難しいことが考えられる。全体として年次休暇の取得を促進す

るための取組については、毎年、年度当初に会議を通じて年次休暇の取得について周

知しているほか、ゴールデンウィークや夏期期間、年末年始に年次休暇を取得して連

続休暇を取るよう通知している。今年度はゴールデンウィークに年次休暇を取得し、

５連休以上の連続休暇を取得するよう通知した。その結果、年次休暇を取得して５連

休以上の連続休暇を取得した職員は約６４％であった。夏休みについては輪番制によ

り連続休暇を取得するよう通知している。今年の年末については、１２月２８日が月

曜日であるため、１日年次休暇を取得することにより９連休となる場合がある。この

ような連休となるパターンを具体的に示して取得促進を図っていきたい。 

２ 時間外勤務手当が最も多かった職員は児童相談所の医師で、児童相談所を巡回して

児童の診察を１人で行っていた。医師の採用は困難な状況だが、平成２７年４月に１

人採用し、可能な限り業務を分担してもらうようにしている。今後、更なる医師の採

用を検討するほか、外部委託できる業務がないかなどを検討していく。平成２６年度

に当該医師が８０時間を超える時間外勤務を行った月は４回あり、その都度、人事課

や部局の職員担当から本人に対して、時間外勤務の縮減について助言、指導を行った。 

４ 女性職員管理職の登用については、このままのペースでは２０％を達成することは

難しいと認識している。女性職員に対し、管理職になる意識付けを行う研修や人事配

置、様々な環境整備などを積極的に図ることで、１０年後の女性管理職２０％を達成

していきたい。 

 

学事課長 

３ 私学助成については、運営費補助と父母負担軽減事業と合わせて２本柱で取り組ん

でいる。平成２６年度一人当たり単価の合計は３３万６，３３２円で全国３２位であ
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る。平成２４年度は３９位、平成２５年度は３３位と年々順位を上げ、充実に努めて

いる。運営費でも、補助単価の伸び率は、平成２６年度は１．４％で全国第１７位、

平成２７年度は全国第１３位と頑張っている。公私間格差が広がらないように運営費

の配分においても、生徒納付金の高いところは減額し、低いところは加算するような

仕組みを取り入れている。また、生徒納付金の値上げを行う予定の学校に対しては、

丁寧にヒアリングを行い、その必要性を確認するなどできる限りの抑制を指導してい

る。 

 

入札課長 

５ 個々の労働者の賃金は把握していないが、建設労働者の賃金向上のためには、企業

が適正な利益が得られる金額で契約することが重要である。県としては、極端な低価

格での入札、いわゆるダンピング防止の対策として、最低制限価格の設定や低入札価

格調査制度の運用を行い、安い価格での受注を防止している。また、建設業界の就労

環境の向上のため、昨年１０月から６，０００万円以上の工事を対象に社会保険への

加入を条件とした入札を行い、今年度からは対象工事を３，０００万円以上に拡大し

た。将来的には県発注工事は全て社会保険加入業者でなければ受注できない制度とし、

若年者が建設業界に入職しやすい環境を整備していきたい。 

 

秋山委員 

１ 平成２７年度から医師を採用したということだが、新たに医師を採用して２人体制

になったということでよいか。越谷児童相談所を訪問した際、医師が来ると非常に助

かるという話を聞いており、時間外勤務の状況について早急に改善してほしいと考え

ている。今年度の当該医師の時間外勤務の状況はどうか。 

２ 運営費補助と父母負担軽減補助は、性格が違うと思う。運営費補助が低いと、例え

ば非常勤教員を雇わざるを得ない状況となる。父母負担軽減補助が増えているのはい

いことだと思うが、トータルで３２位は、まだ不十分である。今後、どうやって努力

していくのか。 

３ 設計労務単価が引き上がっても、建設労働者の実勢賃金に反映されていない。設計

労務単価が建設労働者の賃金にきちんと反映できる仕組みづくりが必要であるが、ど

のように考えているか。 

 

人事課長 

１ 新たな医師を１人配属し、児童相談所の医師は当該医師と合わせて２人となってい

る。上半期は新たに配属した医師が事務に慣れていないことや、業務委託が進んでい

ないことから、時間外勤務の状況はそれ程変化はない。部局や本人とよく話をしなが

ら、下半期は時間外勤務の状況をしっかり改善していきたい。 

 

学事課長 

２ 両補助について性格が違うという意見を含め、いろいろな考え方があると思うので、

今後幅広く意見を伺いたい。ただ、運営費に関しては、消費支出比率について平成１

８年度の１０４％から平成２５年度は９６％と改善されるなど学校の改革の取組は進

んでいる。父母負担軽減補助については、県民の評判も良く全国的に子供が減ってい

く中で埼玉県は定員を確保しているというメリットもあり、うまくいっている。今後

とも、財政状況を踏まえながら運営費と父母負担軽減補助を合わせて、総額の確保に
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取り組んでいきたい。また、運営費については効果的な配分について、常に改善する

ところはないかどうか丁寧に考えながら内容の充実にも努めていきたい。 

 

入札課長 

３ 全ての労働者の賃金については、労働関係の最低賃金法や労働基準法などの法令順

守により対応するべきと考えている。 

 

石川委員 

１ 西部地区にある私立学校で学校長による学校の金を私的に流用しているとの疑いが

もたれた。補助金を支出している県の立場として、どのように指導をしたのか。 

２ 現年度課税分と滞納繰越分について、平成２６年度の納税率を第１項から第９項ま

でそれぞれ伺う。 

３ 自動車税の収入未済と不納欠損が多い。自動車税の平成２６年度の不納欠損の最高

額と収入未済額の現年度分と滞納繰越分の１人当たりの最高額を伺う。 

４ 滞納者の調査をしていると思うが事務所でどの程度までやっているのか。 

５ 時間外勤務について、部局ごとの資料があるが、課ごとの上位５課と下位５課の一

人当たりの月平均時間外勤務を伺いたい。 

 

学事課長  

１ 事件発覚後、まず第一に生徒の教育に影響のないようにケアすること、保護者への

説明をしっかり行うことを指導した。大学法人でもあり、基本的に、小・中・高校に

支出している県の補助金から私的流用されたとは考えていない。今後、現地調査も行

い、県の補助金との関係についてよく確認したい。ただ、今回の件については重く受

け止めており、運営費については通常９月に交付する補助金を留保したところである。 

学校法人に対して、文部科学省は、追加の調査と再発防止策の策定を指示している。

今後とも国と連携してしっかり対応していきたい。 

 

参事兼税務課長 

２ 平成２６年度の主要税目の納税率は、個人県民税の均等割と所得割は、現年分が９

７．８％、滞納繰越分が２５．６％、合計で９２．１％、法人県民税は現年が９９．

８％、滞納繰越分が３３．５％、合計で９９．４％、個人事業税は現年が９９．１％、

滞納繰越分が３５．３％、合計で９７．０％、法人事業税は現年が９９．８％、滞納

繰越分が１８．２％、合計で９９．５％、不動産取得税は現年が９７．９％、滞納繰

越分が３４．３％、合計で９６．７％、軽油引取税は現年が９９．６％、滞納繰越分

が９９．９％、合計で９９．６％、自動車税は現年が９９．３％、滞納繰越分が３４．

１％、合計で９８．０％である。 

３ 自動車税の不納欠損額の最高額、収入未済額の１件当たりの最高額については、手

元にデータがないため後ほど資料を提供したい。 

４ まず滞納者の現況調査を行い、調査で判明した職業に応じて預金や給与などを調査

し、納税資力があるにもかかわらず納めていただけない滞納者については滞納処分を

行っている。 

 

人事課長 

５ 平成２６年度の職員一人当たりの月平均時間外勤務が本庁で多い課は、財政課４５．
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７時間、道路街路課３３．０時間、人事課３２．２時間、こども安全課３１．９時間、

少子政策課３１．２時間である。少ない課は、福祉監査課１．４時間、入札課２．６

時間、金融課２．７時間、エコタウン課２．７時間、統計課３．４時間である。 

 

石川委員 

１ 自動車税の収入未済や滞納繰越について、１件当たりの税額が少なく、一人当たり

も他の税目に比べると少ないと思うが、件数が莫大なので全体としてかなりの額にな

っている。努力して少しずつ減らしていることはわかるが、それにしても多すぎるの

で何らかの手立てが必要ではないか。どのような対策を講じているか。人手が足りな

いのか業務改善で済むのか、見解を伺いたい。 

２ 時間外勤務について、財政課と一番少ない課では４０倍程度違う。時間外勤務が多

い課に臨時職員を配置したり、組織として業務効率化を図って、少しずつ時間外勤務

を減らしていることは評価している。今後、一つの課に事務が集中しないように、仕

事の進め方など課ごとに対応を考えるべきだと思うがどうか。 

 

参事兼税務課長 

１ 自動車税の収入未済額の対策だが、課税件数が多く大変苦心している。これまでコ

ンビニ収納や納税コールセンターの開設、ペイジー納付の導入などを実施してきた。

平成２７年度からはインターネットによるクレジット納税もできるように仕組みを構

築した。納税していただけるような取組を実施しているが、それでもなお納税資力が

ありながらも納税いただけない滞納者については給与差押えや自動車登録差押えを強

化した。平成２７年度も引き続き給与差押えや自動車登録差押えを強化しているとこ

ろである。 

 

人事課長 

２ 時間外勤務が多い課については増員をしており、今後も企画財政部と連携し対応し

ていく。仕事の進め方という点では、例えば電話対応等が多いと事務作業に集中しづ

らいことから、一定時間他の職員が電話対応するなど、集中して事務に取り組む時間

を確保する「集中タイム」を今年から実施するなどの改善を行っている。また、人事

課や財政課では一定期間に事務が集中することから、時期に応じて人を配置するとい

った試行を検討するなど、時間外勤務の縮減に取り組んでいきたい。 

  

委員長 

 石川委員から「自動車税の不納欠損額の最高額、収入未済額の１件当たりの最高額」

について」資料要求があったが、本委員会として要求することに異議はないか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 異議なしと認め、そのように決定した。執行部においては、速やかに提出願う。 

 

荒木委員 

１ 私学振興という観点から、県ではどのような支援・助成を行っていくのか。 

２ 東日本大震災により就学が困難となった生徒の就学機会を確保するための助成を行
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っているが、現在、そうした児童・生徒はどのくらいいるのか。また、この制度はい

つまで続けるのか。 

３ 平成２６年度の県内企業の建設工事の受注状況はどうか。 

４ 平成２６年度一般競争入札１，７１３件に対し指名競争入札が３５６件となってお

り、大きな差がある。県として地域振興や中小企業の活性化の観点から、条件を限定

して指名競争入札を設けることが大きな取組となると考える。指名競争入札の拡大に

ついてどのように考えているか。 

５ 社会保険等への加入を入札参加条件とする中で、平成２６年度は６，０００万円以

上の工事を対象としたのは、どのような基準で設定したのか。また、今後は入札参加

資格者名簿に登録する段階で社会保険への加入の義務付けを行っていくのか。 

 

学事課長 

１ 私立学校振興助成法の中でも、教育条件の維持向上、学校経営の安定、父母負担の

軽減という大きな目的があるので、この三つのことが実現できるよう改善を図ってい

きたい。運営費、父母負担軽減補助、一人当たりの合計額、この総額をしっかりと確

保したい。各学校への配分、低所得者層への父母負担軽減補助について、常に成果を

検証して充実に努めたい。公教育の一翼を担う私学の振興は大変重要であると認識し

ている。今後とも引き続き、県の財政状況を踏まえるとともに、県議会の御意見も伺

いながら、２本柱の充実に努め、県内私学の更なる振興を図っていきたい。 

２ 被災児童生徒の補助については、平成２３年度は補助対象者が１５２人、平成２６

年度は１１０人と漸減傾向にあるが、未だ困っている方々は数多くいる。財源は国か

らの交付金であり、今のところ、国の考え方も明確でないところがある。今後、必要

なことはしっかり要望するとともに、情報を収集しながら対応していきたい。 

 

入札課長 

３ 県内企業の平成２６年度の受注状況については、ＷＴＯを除いた受注件数では２，

０２０件、全体に対して８６．８％、受注金額では約６８１億円、全体に対して７２．

５％を受注した。 

４ 県では入札の公平性、競争性、透明性を確保するため、一般競争入札を原則として

いる。その中で、県内企業の受注機会の確保の観点から、工事の規模や施工場所に応

じて、入札参加条件として企業の所在地を工事現場のある市町村を中心にして設定し

ている。１，０００万円未満については指名競争入札を併用している。 

５ 県内企業に配慮し、最初は大きな企業を中心に制限をかけた。全ての案件で社会保

険等への加入を入札参加条件に設定した場合、小さな企業では社会保険等に加入して

いない企業があり、県の入札に参加できなくなってしまうことから、制度の周知期間、

未加入企業の加入移行期間を踏まえて、６，０００万円からスタートした。今年度か

らは３，０００万円以上の工事を対象としている。今後は、来年４月１日から１，０

００万円以上に拡大していく。これにより、県のほとんどの工事で社会保険に加入し

ていないと受注できなくなる。また、平成２９年度の入札参加資格者名簿から、新規

登録の段階において全ての企業に社会保険等への加入を義務付ける。 

 

荒木委員 

東日本大震災により就学が困難となった生徒の就学機会を確保するための助成制度は、

いつまで続けるのか。 
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学事課長 

当該制度の財源は全額国庫であるため、国の考え方に合わせて実施していくことにな

る。今後ともしっかり情報を収集しながら対応していきたい。 

 

中屋敷委員 

１ 私立学校の耐震化は平成２７年度末の完了という目途があって事業を展開しており、

平成２７年度は予算を大幅に増額しているが、平成２６年度末の耐震化の状況と今後

の見通しはどうか。また、耐震改修事業費補助の基準はどうなっているか。 

２ 宮崎県では、官製談合の流れから全ての入札を一般競争入札としてきたが、県内企

業の受注を拡大するため、基準を定めて指名競争入札を導入した。そのような考え方

があってもよいと考えるが、指名競争入札の導入に向けて調査・研究してもよいので

はないか。 

 

学事課長 

１ 耐震化の進捗状況については、私立高校については平成２６年度末で９１．２％ま

で進んでいる。残り数校で、全ての学校が耐震化の計画を立てており、平成２９年度

末までに完了する見込みである。私立幼稚園については、数も多く、状況も様々であ

るが、平成２６年度末で８０．６％というところまで進んでいる。平成２７年度末を

もって全て完了することは、現実的には非常に厳しい状況かもしれないが、耐震化は

子供たちの命に関わる重要な問題で、県を挙げて力を入れている施策である。各園の

個別の状況を確認し、耐震化工事ができない理由を整理して工事の前倒しを働き掛け

たり、資金計画を幼稚園と一緒になって考えるなど、丁寧に対応していきたい。また、

耐震改修事業費補助の平成２７年度の基準・補助要件については、高校は数が少ない

ということもあり、国庫補助への上乗せ補助となっている。具体的には県で６分の１

の上乗せをしている。国庫補助と合わせると、補助率は２分の１又は３分の２となっ

ている。幼稚園は数が多いということもあり、国の補助スキームと同じ仕組みを別に

用意している。改築については補助率３分の１、耐震補強については非常に危険性の

高い建物は補助率２分の１、それ以外は補助率３分の１となっている。 

 

入札課長 

２ 一般競争入札の入札参加条件として、工事現場がある市町村近隣を所在地とする企

業のみとしており、指名競争入札とほぼ同じような企業が参加している。また、一般

競争入札で不成立になった場合は指名競争入札への切替えを行っている。入札の公平

性や透明性の確保を基本としながら柔軟に対応したい。また、他県の状況については、

指名競争入札の実施状況について研究し、今後の入札制度に反映させていきたい。 

 

中屋敷委員 

耐震化について、できない理由はいわゆる経済的な理由が多いと思うが、いろんな角

度で相談にのってもらえると理解してよいか。 

 

学事課長 

幼稚園が耐震化できない理由、悩みはそれぞれである。平成２７年度から子ども・子

育て支援新制度が始まり、認定こども園への移行について迷っている幼稚園もある。私

立学校なので、経営の深いところまでは入り込めないが、それぞれ異なる事情に応じて、
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丁寧に話を聞いて対応していきたいと考えている。 

 

西山委員 

１ 公営競技事業について、資料７歳入歳出決算事項別明細書説明調書の９４ページ「一

般会計繰出金 競馬事業３億４４５万３,５６４円」と９１ページの「収益事業収入 

競馬組合収益収入２億３，０７６万９,０００円」の違いは何か。 

２ 資料７の４８ページによれば、一般会計への繰出金の不用額が約５８億円となって

いる。例年、同程度の不用額が計上されているが、繰り出さずに残す理由があるのか。 

３ 個人県民税について、徴収率の悪い大規模市に対しチーム型派遣をし、徴収率を上

げる取組を実施しているが、具体的にチームは何人くらいで、どのくらいの期間で、

チームとしてどのような仕事をしているのか伺いたい。 

４ 自動車税のペイジー納付について、ＡＴＭで納付すると領収証が出ず、車検を受け

るときに困ってしまい、サービスが悪いように思う。ペイジーで納付した人にも出る

とか、県から送るような仕組みはできないか。 

５ 県有資産管理方針が策定されたが、県の本庁舎は耐震化の状況などから、どのくら

い建替えなくても大丈夫なのか。また実際に建替える場合、民間を活用してマンショ

ンやビルなどと合築した県庁舎に建て替えることは県の仕組みとして可能なのか。 

 

県営競技事務所長 

１ 一般会計繰出金については、浦和競馬組合への土地貸付に伴う収入の一部と浦和競

馬組合が構成団体に配分した３億円のうち県の構成比１３分の１０で受け入れた競馬

組合収益収入２億３，０７６万９，０００円を合わせて繰り出したものである。 

２ 公営競技の開催は４月から予定されているが、台風や大雪などの自然災害により開

催が中止になることもある。その場合は、開催経費に係る資金需要が売上額を大きく

上回ることがあるため、必要な分を繰り越している。繰出金はそれを考慮し、一般会

計と調整して決定するので、この程度の不用額が生じる。 

 

個人県民税対策課長 

３ チーム型派遣の概要だが、平成２６年度はさいたま市、川口市など８市へ１８人の

県職員を派遣している。さいたま市、川口市には３人など、１団体当たり２人から３

人を派遣している。派遣の期間は１年を原則としている。県職員と市職員でプロジェ

クトチームを編成し、その団体ごとに高額や困難な事案を選定、優先順位を付けて事

案の解消に努めている。 

 

参事兼税務課長 

４ ペイジーの納税やインターネットによるクレジット納税も、納税証明書が手元に残

らないため、県から納税証明書を送付している。なお、現在は運輸支局で直接納税が

確認できる仕組みが構築されて動き始めているため、来年度以降は運輸支局で直接納

税が確認できることになる。ただし、５月の定期課税の納付直後に車検を受ける方に

ついては、納税が電算システムに反映されるまでのタイムラグがあるため、コンビニ

エンスストアや金融機関の窓口で納税して納税証明書を受け取り、車検を受けていた

だく必要がある。 
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管財課長 

県本庁舎の耐震化については、平成１７年度に県庁舎整備構想調査検討事業として委

託調査を実施し、その中で耐久性について「コンクリートの状況から少なくとも今後２

０年以上の使用が可能」との結果が出ている。また、今年度も県有施設コンクリート劣

化調査業務を委託して調査を実施しているところである。 

 県本庁舎の建替えに当たっての民間の活用については、現時点では、まずは長寿命化

を図っていきたいと考えている。 

 

西山委員 

県庁舎の建替えに当たり、民間を活用する仕組みが可能かどうかについてはどうか。 

 

管財課長 

民間事業者を入れた建替えも方策の一つとしては考えられる。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２６日（月）都市整備部関係） 

 

【説明者】 

秋山幸男都市整備部長、杉野勝也都市整備部副部長、諏訪修之都市整備部副部長、 

村田暁俊都市整備政策課長、吉岡博之都市計画課長、木崎秀夫市街地整備課長、 

福島英雄田園都市づくり課長、和栗肇公園スタジアム課長、五味昭一建築安全課長、 

白石明住宅課長、柳沢孝之営繕課長、清水敏男設備課長 

 

【発言】 

板橋委員 

１ 県営住宅建設事業について、平成２６年度は行田門井団地など２団地１５２戸に着手 

したということだが、平成２６年度で県営住宅の総戸数はどのような状況になったのか。 

２ 高齢化が進行する中で、今後の入居者の高齢化の状況をどのように捉えているのか。 

３ 県営住宅整備の今後の長期的な方針をどのように考えているのか。 

 

住宅課長 

１ 県営住宅のストックは、平成２６年度が２６,７８３戸で平成２７年度が２６,９９

４戸となっており、２１１戸増加している。 

２ 県営住宅の高齢化率は２６．８％となっており、県全体の高齢化率２３．７％より

も高齢化が進んでいる状況である。 

３ 昨年度、県営住宅の在り方を検討したが、世帯数に対する公営住宅の比率である公

営住宅率は全国最下位であることに加え、県営住宅の平均応募倍率は、ここ数年約５

倍と高い水準にあることから県営住宅の必要性は高いものと考えており、この県営住

宅率を今後も維持していく方針である。具体的には、今後５年間でおおむね６５０戸

の建替えと新たに３００戸の借上げを実施する予定である。 

 

山本委員 

１ 県営住宅の居住者から、一部の住居に住民が住んでいないといった相談を受けるこ

とがある。居住の実態をどのように把握しているのか。 

２ 居住が疑われる場合の確認はどうしているのか。 

 

住宅課長 

１ 年に一度の収入申告の際や家賃の収納状況での把握に加え、団地ごとの担当者が月

に一度は現地へ行っているので、そうした機会に居住実態を把握している。 

２ 居住が疑われるときは、自治会や団地ごとの管理連絡員に相談し、ライフラインの

使用状況の調査のほか、保証人や親族への確認など適切に対応する。 

 

内沼委員 

１ 土地区画整理事業への補助について、公共団体施行事業へ補助した７地区はどこか。

また、補助内容はどのようなものなのか。 

２ 土地区画整理事業の状況について、土地区画整理事業への交付金が減少しているが状

況を把握しているのか。また、その状況についてどのように考えているのか。さらに、

市町村から交付金増額の要望がきているのか。 
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市街地整備課長 

１ 平成２６年度に補助したのは、川口市の石神西立野地区、川口市の安行藤八地区、

川口市の里地区、東松山市の高坂駅東口第一地区、八潮市の西袋上馬場地区、熊谷市

の上之地区、深谷市の中央地区の７地区である。また、補助内容であるが、地区県道

を整備する分の費用を補助している。 

２ 東日本大震災以降、震災復興に国庫補助金が充当されているため交付金の内示は厳

しくなっていることから、市町村に対しては新たな補助メニューの検討や事業計画の

見直しによる施行期間の短縮などの助言や指導を行っている。また、市町村から交付

金増額の要望はきており、県は国に対して財源の確保などの要望をしている。 

 

内沼委員 

 各地方公共団体における土地区画整理事業の予算は年々減少している状況で事業の見通

しがつかないようなところも見受けられるが、平成２６年度に各市からこの状況を改善す

るための相談はあったのか。 

 

市街地整備課長 

 土地区画整理事業地区の縮小等については、相談を受けている。県としては、土地区画

整理事業をやめる場合において、防災上の安全性を確保する視点から線的に道路を整備す

るなどの指針を定めており、これに基づいて、土地区画整理事業以外の手法によって地区

内の整備を進めるよう指導している。 

 

秋山委員 

１ 行政報告書の「有料施設の利用者数及び稼働率」で、平成２６年度に消費税率が８％

に引き上げられたことを受けて使用料の値上げや高齢者に対する減免が縮小されたが、

その２つによる影響額はいくらか。また利用者数の推移はどうなっているのか。 

２ 違反建築物の是正指導について、６，４６２件の巡回パトロールで違反是正指導を５

９件行っているが、違反是正の主な内容は何か。また、違反建築物の中にくい打ち違反

が含まれていたのか。さらに、くい打ち偽装を発見し是正する体制となっているのか。 

３ 世帯数に占める公営住宅の割合が、４７都道府県中で最下位となっている中で、なぜ

その割合を維持するという後ろ向きな方針としているのか。 

 

公園スタジアム課長 

１ 消費税等の影響については、指定管理者の利用料金収入を過年度と比較することでそ

の影響を見ることができると考えられる。平成２６年度における有料施設の利用料金収

入は県営公園全体で１３億１，６３１万７，０００円であり、平成２５年度の１４億４

１８万１，０００円と比較すると６％の減少となっている。利用者数の推移については、

平成２６年度については４６２万７，１８５人であり、平成２５年度の５１６万３４４

人と比較すると約１０％の減少となっている。こうした傾向は個々の公園施設の状況等

が大きく影響していると思われる。例えば、４公園にあるプールの利用者数を見ると、

平成２６年度は７７万２，７５３人、平成２５年度については９４万６，９３５人で１

８％の大幅な減少となっている。理由としては、平成２６年度は天候不順であったため

利用者数が少なかったと考えている。これ以外に所沢航空記念公園では発祥記念館も含

まれるが、全体として平成２６年度の利用者数は３１万８，４７５人で平成２５年度の

４７万１，１２０人から３１％減少している。これは平成２５年度に開催した「ゼロ戦」
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の特別展が好評であったため、その落ち込み分があったと考えている。こども動物自然

公園については、平成２６年度の利用者数が７２万７，４０４人で平成２５年度の７１

万２，６６７人から約２％増加している。 

  全体で見ても、特別に理由があるものを除き、平成２５年度と比較して稼働率が１０％

減少している施設はない。消費税の影響というよりは天候や企画展などが利用者数及び

利用料金収入に影響していると考えている。 

 

建築安全課長 

２ 平成２６年度の違反是正５９件の主な内容は、「建築確認手続きなし」、「耐火基準に抵

触」、「排煙基準に抵触」、「建ぺい率・容積率のオーバーや構造基準に抵触する事案」が

あった。５９件の違反の内容には、くい打ち工事は含まれていない。 

  くい打ち偽装の発見であるが、建築基準法では中間検査や完了検査が義務付けられて

おり、埼玉県では施工業者から提出された施工報告書や写真、チェックリストなどで検

査している。しかし、提出書類には必ずしも杭が支持層に達したことを示す電流計のデ

ータなどが含まれているとは限らない。また電流計のデータが提出されたとしても、差

替えが行われている場合には発見は困難である。 

  違反の是正体制については、違反が判明したものについて、施工者や設計者等を指導

し、調査・検証及び必要な是正措置を指導している。 

 

住宅課長 

３ 平成３７年度までは県内の世帯数が増えていくと想定される。そうした状況に合わせ

て県営住宅を供給していくには、少なくとも県営住宅率の維持が必要である。なお、ハ

ード面に加えソフト面の取組として、２年間で４回落選すると当選しやすくしており、

人気の高い団地に限定しなければ複数回の応募で入居ができるようにしている。さらに、

今年の１０月募集からは、過去１年間の応募倍率を募集案内に掲載するようにしたため、

倍率の低い団地を希望すれば更に当選しやすくなっており、少ない県営住宅の中で入居

しやすくしている。 

 

秋山委員 

１ 様々な要因があり、消費税の引き上げによる影響かどうか分からないということが

よく分かった。答弁不要である。 

２ くい問題の対応は非常に難しい。現場の施工にずっと付いていなければ対応できな

いということであり、対応が難しいことを明らかにするためあえて質問した。しかし

一度くいの偽装があれば重大な問題となる。建築確認が民間開放され、その当時から

民間が確認することを問題視してきたが、行政としてくいの偽装に対して今できる最

善の方法は何か。 

３ 平成３７年度までは、世帯数が増加するとのことであるが、県営住宅の供給量はど

の程度必要であると考えているのか。 

 

建築安全課長 

２ くいの施工に立ち会えば万全であるが、現在、国が元請業者の監視体制や、検査・

報告制度、建築基準法の改正も含めて見直しを検討しており、国と連携して対応して

いく。 
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住宅課長 

３ 世帯数が増加する局面となる今後１０年間は、建設と借上げ方式によって２,０００

戸弱の県営住宅を供給していく考えである。 

 

菅原委員 

１ 内水ハザードマップは平成２６年度末までに対象市町で作成が完了したとなってい

るが、これを生かすためにどのような取組を行っているのか。 

２ 戸田公園がオリンピックの際に建設されて５０年以上経過している。小さな修繕は

行われているが大きな修繕は行われていない。県営公園全体に係る考え方として、新

しいものを作ることも大切であるが、今ある県営公園を更に良くしていくという視点

も必要だと考えている。平成２６年度はそうした検討などを行ったのか。 

  戸田公園に限ったことであるが、集会室の稼働率が非常に悪い。また戸田公園の艇

庫の上部に宿泊施設があったと思うが、行政報告書に記述がないのでその稼働率を確

認したい。 

３ 建築指導費について、３，７００万円ほど不用額が生じたのは耐震診断や耐震改修

の見込みが下回ったとあるが、その具体的な理由は何か。また、耐震化を進めていく

ためには、どのような方策が考えられるのか。 

４ 平成２６年度はサービス付き高齢者向け住宅を１,７９２戸登録している。計画では

平成２８年度末の目標を９,０００戸としているが、平成２６年度末時点での登録数は

どのようになっているのか。また、地域偏在の問題について、県としてどのように取

り組んできたのか。 

 

都市計画課長 

１ 内水ハザードマップは、過去に浸水実績があった３６市町での作成を５か年計画で

位置付けた。そのうち浸水対策を実施した１町を除く３５市町で作成が完了した。市

町に対しては、内水ハザードマップの住民への配布や、防災訓練への活用、出前講座

などを行うことにより対応している。先月行ったアンケート調査では、１８市町で内

水ハザードマップを活用して災害訓練を実施している。今後も引き続き活用について

強く働き掛けていきたい。 

 

公園スタジアム課長 

２ 県営公園の修繕の考え方として、県営公園では長寿命化計画を策定している。予防

保全型施設として事故が起こる前に機能回復を図るものと、事後保全型施設として機

能しなくなった段階で更新するものとに分類し、今後どのように推移をしていくのか

を取りまとめ、年度ごとの修繕費を平準化して計画的に修繕を行っている。 

  戸田公園の集会室の平成２６年度の稼働率が９．１％、平成２５年度は７．９％と

低いのは、特定のボートの利用者に限られた利用実態と一般的な利用が見込めないこ

とにある。集会室が一般利用者にも使えるということをアナウンスしていきたい。宿

泊施設の利用者は漕艇場の利用者として扱っているので、宿泊施設の稼働率としては

捉えていない。 

 

建築安全課長 

３ 不用額が発生した主な理由の一つとして、予定していた多数の者が利用する建築物

２棟の診断について補助申請されなかったことや多数の者が利用する建築物の改修工
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事の規模が想定より小さかったため、工事費に差額が生じたことも影響したと考えら

れる。 

  耐震化を進める方策としては、広報などでのＰＲ活動のほか、学事課が主催する関

係者への説明会や建設業者等への各種説明会でのＰＲ活動などを実施している。対象

建築物のオーナーに対して、昨年度は約７００通のメール送付による直接の働き掛け

も実施している。また、サポーター登録制度の紹介なども行っている。 

 

住宅課長 

４ 埼玉県高齢者居住安定確保計画の平成２８年度末の目標９,０００戸に対して、平成

２６年度末時点は、１０,２９２戸と順調に実績を伸ばしており、埼玉県は全国３位の

登録数である。 

  また、地域偏在の問題については、昨年１１月と今年６月に政府要望を実施した。

こうした動きを受けて、国は昨年９月に検討会を立ち上げ、平成２８年１月以降の登

録申請では、市町村の意見聴取を義務付けした。これにより、市町村の意見に基づき

立地を抑制することになり、地域偏在の問題解決に一定の効果があると考えている。 

 

菅原委員 

１ 既存不適格建築物への対応について、取壊しの実施も含めた対応等は考えているの

か。 

２ 県内で空き家がたくさん出てきている状況で、既に目標を達成しているサービス付

き高齢者向け住宅をまだ増やしていく方針なのか。 

 

建築安全課長 

１ 既存不適格建築物である昭和５６年以前の建築物に対して、補助金等を活用した改

修等の実施についてアピールしている。なお、オーナーによっては、古い建物という

ことで改修せずに取り壊してしまうこともあるが、これも一つの耐震化と捉えている

ところである。ただ、相手方の財産であることから、耐震改修か取壊しかはオーナー

が決めることである。 

 

住宅課長 

２ サービス付き高齢者向け住宅のうち介護付きのものは全体の約７０％を占める。サ

ービス付き高齢者住宅は特養や有料老人ホームを補完する役割もあるため、まだ数を

増やす必要があると考えている。地域偏在の問題にも配慮しながら、これからも登録

を進めていく。 

 

西山委員 

 県営住宅事業特別会計のうち一般会計繰入金の実績額について、平成２４年度からの

推移を教えてほしい。また、繰入金の算定方法はどうなっているのか。 

 

住宅課長 

 平成２４年度で約４億４,５００万円、平成２６年度が約２億８,９００万円である。

また、繰入金の考え方としては、県営住宅家賃と近傍同種家賃との差額を補填するもの

であるが、現在は一般会計の状況が厳しいため特別会計の収支差をベースに係数処理を
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行い若干少ない額を繰り入れている。 

 

西山委員 

差額を補填するとのことだが、この金額をどう評価しているか。 

 

住宅課長 

県営住宅家賃と近傍同種家賃の差額と比較するとこの金額は大幅に少ないが、県営住宅 

基金も平成２７年度予算ベースで約４０億円の残高を見込んでおり、特別会計は経営が安

定している。こうした状況を考えると、おおむね妥当ではないかと考える。 

 

木村委員 

 「共助による高齢化団地活性化モデル事業」で、この事業を実施した状況を県としてど

う評価しているのか。また、学生や住民からはどう評価されているのか。 

 

住宅課長  

 平成２６年度から事業を実施した結果、学生や子育て世代が自治会に参加し、シラコバ

ト団地において３年ぶりに夏祭りが再開され住民からも好評を得るなど一定の効果は見ら

れた。また、学生にとっても、自治会活動を通じた社会体験ができるほか、安価な家賃で

入居できるということで学生や大学からも喜んでいただいている。 

 

木村委員  

ルームシェア住戸の入居状況はどうなっているのか。 

 

住宅課長  

 平成２６年度のルームシェア住戸は５戸あり、現在５戸全て入居している。５戸の中に

は１人入居の住戸もあるが、おおむね予定どおりの入居状況である。 

 

荒木委員 

 内水ハザードマップ作成促進における、県の技術的な支援について具体的内容を教えて

いただきたい。また、９月に茨城県常総市で鬼怒川が決壊したが、内水に限ったハザード

マップだけの対応でよいのか。 

 

都市計画課長 

 作成支援に当たっては、国のアドバイスを受けて浸水実績をベースにした簡易な作成方

法を採用した。これにより、早期の作成が可能となった。また、ハザードマップには河川

による洪水ハザードマップもあるが、これと内水ハザードマップを重ねて作成している例

もある。使いやすいマップとなるよう引き続き市町を支援していく。 

  



 

- 46 - 

平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２８日（水）下水道局関係） 

 

【説明者】 

三井隆司下水道事業管理者、大島秀彦下水道局長、菊地仁美下水道管理課長 

 

【発言】 

板橋委員 

 資料１に公営企業会計制度の見直しがあったとあるが、流域下水道事業会計決算には具

体的にどのような影響があったのか。 

 

下水道管理課長 

 会計基準の見直しは主に２点である。１点目は、従来、減価償却費の対象としなかった

固定資産の補助金等充当部分について、資産価値の減少を適切に把握するため減価償却を

行うこととする一方、既に収入済みの補助金等は、減価償却見合いの額を順次収益化する

こととなった。このため、費用・収益ともに大きく増加した。ただし、収支には影響はな

い。 

 ２点目は、従来、資本に計上していた企業債を負債に計上するとともに、従来、資本に

計上していた補助金等を「繰延収益」として負債に計上することとなった。このため、貸

借対照表においては、企業債、補助金等を資本から負債に計上することになり、資本が大

幅な減となり、負債が大幅な増となっている。 

 

清水委員 

１ 平成２６年度は、８億１,７００万円の黒字を確保したとのことだが、最も古い荒川左

岸南部流域は昭和４７年に供用開始し、４０年以上経過している。今後は施設の老朽化

による維持管理経費が増加する一方、人口減少社会の到来で負担金収入の減少なども想

定されると思う。今後、下水道局としてどう取り組んでいくのか。 

２ 老朽化対策に係る国庫補助制度はどのようになっているのか。 

 

下水道管理課長 

１ 老朽化の進行に伴い、維持管理経費が増加すると考えている。更新前に施設の劣化状

況に応じて部分的な修繕を行うなど、予防措置により施設を延命化し、ライフサイクル

コストの縮減及び年度間の予算の平準化を図る、いわゆる長寿命化計画を策定し、計画

的な改築・更新を行っていきたい。 

２ 国庫補助制度については、計画的な長寿命化対策の支援を行うため、平成２０年度に

長寿命化計画の策定に要する経費や従来補助対象として認められていなかった主要部

品の更新経費が補助対象となる長寿命化支援制度が創設されている。この制度を活用し

計画的な改築・更新を行っていく。 

 

清水委員 

 この制度を活用すれば、今後の人口減少に対応できるのか。 

 

下水道管理課長 

 流域下水道は流域市町からの処理水量に応じた負担金により賄われている事業であるた
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め、収入減が見込まれる。一方、老朽化の進行に伴う経費の増加が見込まれている。この

ため、長寿命化計画に基づき、計画的な改築・更新を進め、費用の平準化を図るとともに、

市町に対しては、処理水量の増のため、接続率の向上をお願いしている。さらに、市町負

担金以外の新たな収入の確保を図るため太陽光発電やバイオマス発電を行い、少しでも市

町の負担抑制に努めていく。 

 

菅原委員 

１ 資料１の公営企業会計制度の見直しについてもう少し分かりやすく説明してほしい。

また、見直しの意義と平成２６年度決算で見えてきたものは何か。 

２ 平成２７年度から平成３１年度までの埼玉県下水道局中期経営計画では耐震化など鋭

意進めていくとのことだが、先般起こった鬼怒川の堤防決壊などのような洪水が起きた

場合、１８０万人分の下水を処理している地元の戸田市にある荒川水循環センターへの

影響が懸念される。洪水対策は検討されているのか。 

３ 下水道局は、県内地元業者へどの程度発注しているのか。知事部局と比較してどうか。 

４ 下水処理場は一般県民からあまり理解されていない。水循環センターに名称を変更し

ているが、浄水場と勘違いしている人もいる。もっと下水処理場を理解してもらえるよ

う社会科見学など県民に対する周知や教育が必要と思うが、どのように考えているのか。

また、昨年は、活性汚泥法誕生１００周年のイベントも行ったようだが、その他の広報

の取組はどうなっているのか。 

 

下水道管理課長 

１ 今までは、補助金等で取得した固定資産の補助金充当部分は減価償却しないでよいと

されていた。それが、補助金充当部分についても減価償却することとされた。これによ

り、例えば、今までは、耐用年数５年の１０の資産を５の補助金を得て取得した場合、

補助金を除く５の資産を毎年１ずつ減価償却し、除却する場合は、最後の５年目に補助

金部分を一時に償却する。したがって、毎年の減価償却費が少なく、除却時に大きく償

却費が発生する。これが、補助金を含めて減価償却するとなると、毎年２ずつ減価償却

を行うことになり、除却最終年度も２となる。これにより、資産価値を減価償却に合わ

せて、今までより適切に把握できるようになる。 

  会計基準の見直しにより分かったことは、従前から分かっていたことではあるが、今

後の老朽化対策の費用増を踏まえ、経費の抑制、収益の確保などが課題となったところ

である。 

 

下水道局長 

２  中期経営計画でも下水道施設は、３６５日止めることのできない施設であることから、

柱の一つに強じん化対策があり、地震対策、老朽化対策に取り組んでいるところである。

洪水対策は具体的に挙げてはいないが、委員御指摘のとおり、下水道施設は洪水に弱い

面がある。下水道の設備は地下にあることから、浸水すると施設が止まってしまい、そ

の復旧に相当の時間を要する。このため、現在防水扉や周辺をパラペットというコンク

リートの壁で囲い、処理場内への浸水を防ぐ対策の検討を進めている。隣の和光市にあ

る新河岸川水循環センターは洪水ハザードマップによると洪水時の浸水深が２ｍを超

えるため、まず新河岸川水循環センターの対策の設計を進めている。他の水循環センタ

ーについても現地の状況を見ながら、今後対策を進めていきたい。 

  ただし、荒川水循環センターについては、元々、河川区域内に造られていることから、
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その周りを堤防で強化しており、他の水循環センターより浸水には強いものとなってい

る。 

  今後も、下水道施設が持続的に運行できるよう強じん化に努めていく。 

３ 知事部局と同様、県内でできるものは県内企業での考えのもと、県内企業の受注拡大

を常に念頭において発注に努めている。その結果平成２６年度は土木・建築工事につい

ては、ＷＴＯ案件を除き、全て県内業者が受注している。機械・電気工事については、

規模や性能の関係により大手プラントメーカーが受注する場合もある。そのような状況

にあっても、分離発注、技術習得型ＪＶなどの手法を用いており、平成２６年度の分離

発注は電気で２件、機械で４件行っている。技術習得型ＪＶは電気で１件行っている。

なお、技術習得型ＪＶは不成立であったため再公告を行っている。 

４ 重要なライフラインである下水道を県民にいかに理解してもらい、広報をどう行って

いくかは、大変重要なことと認識している。 

  ９月の「彩の国だより」では、下水道の特集を組み全世帯配布している。９月９日の

知事の定例記者会見では、９月１０日が「下水道の日」であること及び流域下水道資源

の有効活用についてＰＲさせていただいた。 

  また、子供のうちから下水道施設に触れてもらうため、社会科見学の受入を積極的に

行っている。例えば、社会科の先生の集まる機会を捉えて、見学のＰＲを行っている。

さらに、学校教育でも活用できる下水道啓発資料の作成を教育局と連携して進めている。 

 

渋谷委員 

 工事の発注については、地元業者の育成を図っているかのような答弁があったが、違う

のではないか。過去に県発注の下水道ポンプ場工事で、県は２億５,０００万円の工事を５,

０００万円も値引いた額で入札した業者を落札者とした。自分の会社はその請負業者に１，

０００万円の生コンクリートを納入したが、倒産したため、代金が未納となってしまった。

安ければ良いのか。知事に聞いたが、民間同士の問題であり県は関係ないという。建設改

良費の決算額で１７４億円ほどあるが、適正に支出されているのか。 

 

下水道管理課長 

 先ほどの答弁のとおり、県内でできるものは県内企業での考えの下、県内企業の受注拡

大の観点で発注を行っている。建設改良費は適正な手続の下執行している。なお、委員が

発言した工事の関係については、詳細を把握していない。 

 

渋谷委員 

 中身の問題について聞いている。地元業者より、安ければよいのか。下請けの地元業者

は迷惑している。 

 

下水道管理課長 

 先ほどの答弁のとおり、県内企業の発注機会の拡大を図っている。事業内容を考慮し、

様々な入札方法を使って適切な発注に努めていく。 

 

秋山委員 

１ 公営企業会計基準が変わったとの話だが、改善点を分かりやすく教えてほしい。 

  また、収益・費用ともに１８５億２,０００万円計上したとのことだが、これは過去の

補助金全て減価償却なのか、単年度のものなのか。 
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２ 資料１の市町への維持管理負担金返還金費用３２億４,４００万円の皆減理由につい

て、返還に至った経緯を含めて説明してほしい。 

３ 資料５の維持管理負担金単価であるが、各流域で大きな差がある。流域の成り立ちに

よって違ってくると思うが、市町の下水道料金に大きく関係してくる。低い単価で統一

するという考えはないのか。 

４ 資料６に平成２６年度に下水汚泥の放射能対策に要した経費が３億３,６００万円あ

るが、過去に全ての経費は賠償金として東京電力から支払われているのか。４年半に累

積する経費と補償額について伺う。 

５ 決算書３３ページだが、現在流域下水道事業会計では、起債残高が９１２億２,０７７

万３,９２０円あるが、このうち、一般会計が負担すると見込まれる額は７９７億１,７

６１万８４１円とあるが、根拠について伺う。 

６ 環境負荷の低減のため、高度処理は必要だが、高額な投資が必要と思われる。現状と

今後の実施計画について伺う。 

７ 処理水量は将来においては、漸減すると思うが、ピークはいつごろになるのか。 

 

下水道管理課長 

１ 減価償却費の方法が変わった点について、従来、減価償却の対象としなかった固定資

産の補助金等充当部分について、減価償却を行うことになった。１８５億２,０００万

円増えているが、これは、平成２６年度の減価償却費の補助金充当部分であり、単年度

のものである。その他は、従来、資本に計上していた企業債を負債に計上することとな

った。 

２ 平成２２年度の公営企業会計移行後、黒字となっている流域の市町から黒字分を返還

してほしいとの要望を受けた。そのため、平成２２年度から２４年度の流域別の収支状

況を確認し、事業運営上必要な経費を留保した上で、平成２５年度に関連市町へ返還し

た。 

３ 施設の老朽化に伴い、今後、改築更新費用などの費用の増が見込まれている。流域下

水道事業は流域市町からの処理水量に応じた負担金により賄われている事業であり、処

理原価を下回る低い単価で統一した場合、一般会計からの多額の赤字補填がない限り事

業の継続が難しくなってしまう。そのため、市町の負担を少しでも抑制するため、設備

の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減などの取組を進めるほか、太陽光やバイ

オガス発電の取組を進め、市町負担金以外の収入を確保していく考えである。 

４ 東京電力に賠償を請求すべき費用は、放射能測定費用と焼却灰保管費用である。平成

２３年度は４億８,２４７万円、平成２４年度は３億７,２０９万円、平成２５年度は５

億１,９６０万円となっており、これを平成２３年度分は、平成２４年に、平成２４年

度分は、平成２５年に、平成２５年度分は、今月、平成２７年１０月に請求している。 

実際に補償された額は、平成２３年度分は平成２５年１２月に４億６,９６６万円、１,

２８０万円は未納であり、平成２４年度分は平成２６年１１月に３億４,５４８万円、

２,６６０万円は未納であり、補償されなかった経費は人件費等であるが、近隣住民へ

の説明会に係る人件費などである。県の主張が認められるよう、請求のたびに必要性を

訴え、公開質問状を東電に送付するなど交渉を継続している。 

５ 企業債償還金のうち資本費として流域市町が負担すべき分を除いたものが、一般会計

が負担すると見込まれる額７９７億円である。平成２６年度末企業債残高は約９１２億

円で、市町が負担すべき額は１１５億円で、その差額が７９７億円となっている。 

６ 荒川などが注ぐ東京湾では、富栄養化の原因となるチッソ・リンを削減するため、高
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度処理の導入を進めている。平成２６年度末時点での高度処理化率は約１７％となって

いる。今後については、高度処理のための施設の改造には、多大な時間と費用を要する

ことから、既存施設を活用し、運転管理の工夫により、水質の向上を図る「段階的高度

処理」の導入を進めていく。なお、この効果は実証実験により確認されている。したが

って、今後は、段階的高度処理を導入することにより、東京オリンピック・パラリンピ

ックが開催される２０２０年までに高度処理化率１００％を目標として取り組んでい

きたい。 

７ 今後の人口の動きと関係してくる部分もある。処理水量は平成３２年度をピークに平

成５２年度には約１０％減少すると見込んでいる。 

 

秋山委員 

１ 起債残高の関係だが、市町が負担すべき額１１５億円はどのような経過で起債された

のか。 

２ 東京電力から補償されなかった経費は他県でも同様にあるのか。 

３ 高度処理だが、春日部市はオゾン処理しているおり、大変きれいな処理水である。段

階的高度処理はオゾン処理を施した数値まで改善されるのか。オリンピックまでに高度

処理化率１００％を目指すとのことだが、水質に問題はないのか。 

 

下水道管理課長 

１ 下水道施設建設の際、企業債を起こして借入れを行う。その企業債の償還にあたり、

国から交付税措置されない部分について、資本費として市町が負担している。 

２ 他県と情報交換を行っており、他県でも本県と同様に、請求した額と実際に補償され

た額に差額が生じているところである。情報交換の中で、後から補償が認められたよう

な事例があれば、情報共有していきたいが、現時点では難しい状況にある。 

３ 春日部市のオゾン処理だが、春日部市の汚水処理は中川流域下水道に接続しているた

め、中川水循環センターで処理している。なお、水質については、例えば、ＢＯＤであ

れは１０㎎/Ｌ以下という目標を立てて進めている。 

 

秋山委員 

 春日部市は流域下水道未接続区域があり、そこではし尿をくみ取りしてオゾン処理まで

している。それと比較して聞いているがいかがか。 

 

下水道局長 

 県では、東京湾に流出する下水の量の４０％を埼玉県が占めているため、東京湾への下

水の流入を問題視している。通常の下水処理では処理することのできないチッソやリンが

東京湾に流入すると閉鎖水域のため、赤潮や青潮が発生する。これを防ぐため、関連する

流域の千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県で高度処理に取り組んでいる。そのため、県の

概念では高度処理というのは、チッソとリンを取り除くことであり、委員お尋ねのオゾン

処理は、色や臭いを取り除くものであり、目的が違う。オゾン処理とは比較する指標が異

なってくる。なお、さいたま新都心の施設では、トイレ用水、いわゆる中水を、県が供給

しているが、これについては色や臭いを取り除いており、県でもオゾン処理に取り組んで

いる。 

 

 



 

- 51 - 

内沼委員 

１ 資料２の５ページ維持管理負担金単価の推移であるが、ほとんどの流域で平準化され

ているように見受けられるが、利根川右岸流域で平成２６年度に９円上がっている。理

由を伺う。 

２ 高度処理と段階的高度処理の費用対効果について伺う。 

３ 資料１に８流域４７の市町に流域下水道の区域が及んでいるが、今後単独公共下水の

区域を流域下水に編入するなど、接続の区域を増やす予定はあるのか。 

 

下水道管理課長 

１ 基本的には、維持管理負担金単価は今後５年間に必要な維持管理経費を見込み、見込

み処理水量で割ったものを単価として設定している。利根川右岸流域の単価については、

施設の老朽化、電気料や労務単価の上昇などで、経費が増加したため引上げを行った。 

２ 高度処理に対応した施設に改築した場合、新河岸川上流水循環センターの例では、約

２２億円を要した。これが、運転方法の工夫などにより、段階的高度処理を導入した場

合は、水質計器の追加などで、数千万円で対応できる。 

３ 区域の拡大については、現在のところ市町からの要望、相談はないため、現時点では、

現行の計画の変更予定はない。 

 

石川委員 

１ 維持管理負担金については５年に１度見直すとのことだが、平成２６年度はどのよう

に検討したのか。 

２ 下水道局で市町村の下水道の会計状況を把握しているのか。把握をしているならば、

一般会計から下水道特別会計に繰入を行っている市町村はどのくらいあるのか。 

３ 維持管理負担金の単価が各流域で異なっているが、市町から１０年以上前から平準化

（統一）してほしいのと要望を受けている。今、一番安い荒川右岸が３２円、一番高い

荒川上流が８５円と２倍以上の開きがある。平準化できないのか。 

 

下水道管理課長 

１ 改定時期に該当する流域について、次期単価の検討を行った。平成２６年度では、荒

川左岸南部、荒川右岸、中川の各流域で単価を検討し、必要な改定を行った。 

２ 流域下水道維持管理負担金単価とも密接に関係するため、年度当初に市町に対し今後

の下水道料金の改定状況照会を行い、下水道料金改定予定の把握に努めているところで

ある。一般会計からの繰入を行っていない市町はないと認識している。ただし、その内

容までは把握していないが、統計的には下水道特別会計における一般会計からの繰入金

の占める割合は約３割となっている。 

３ 市町財政の厳しさが増している。単価の高い市町からは引下げ、平準化の要望がある

が、一方単価の低い市町は、自らの流域における収支を踏まえて単価設定するよう話が

あり、両方の意見があるところである。平成２２年度の公営企業会計移行を契機に、県

南大規模流域市町から多額の繰越金の返還を求められ、約１６０億円の返還を行った。 

  県南市町のコスト意識は高い。下水道局としては、まずは流域ごとの収支均衡が図れ

るよう、設備の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減や省エネなどによる経費の

抑制に努めている。また、市町に対しては、処理水量の増のため、接続率の向上をお願

いしている。さらに、太陽光やバイオガス発電の取組を進め、市町負担金以外の収入を

確保し、少しでも市町負担の抑制を図っていく。 
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石川委員 

 市町の下水道料金については把握しているが、会計については把握していないというこ

とでよいか。流域下水道維持管理負担金単価は、５年間は変わらないということでよいか。 

 

下水道管理課長 

 市町の会計状況の分析までは行っていない。５年間の中間年で、流域別に収支状況を確

認し、事業運営上必要な経費を留保した上で、負担金の一部を関連市町へ返還することも

できることとしている。 

 

細田委員 

１ 資料２の５ページに包括的民間委託を２者に行っているが、どの程度コスト縮減が図

られたか。 

２ 包括的民間委託の額は維持管理業務委託２０５億円のうち７億円と全体の３％程度と

なっている。最終的にどの程度委託していくのか。下水道公社への委託はどうなるのか。 

 

下水道管理課長 

１ 持管理コスト削減実績だが、年度によって水量が変化することから、水量補正を行い

比較した結果、包括的民間委託を行っている荒川上流・市野川流域は、導入前の平成１

７年度と比較して、３年間の第１期は年間約４，４００万円、第２期は年間１，０００

万円、第３期は年間９，０００万円程度のコスト削減効果があった。 

２ 現在３つの水循環センター（荒川上流・市野川、新河岸川上流）で包括的民間委託を

導入しているが、その基準としては、施設が比較的小規模、施設の老朽化が進行してい

ないなどである。今後については利根川右岸流域と古利根川流域への導入を予定してい

る。ただ、県南の大規模な３つの水循環センター（荒川、新河岸川、中川）は、発生確

率が高い東京湾北部地震において予測震度６強の地域に立地しており、被災した場合、

大きな被害が想定される。また、桶川市にある元荒川水循環センターについては、県南

に比べ予測震度が低い５弱の地域で、県中央部に立地しているため、被災時には各水循

環センターへ効率的に支援が可能であることから、防災拠点を整備することとしている。 

 これらを踏まえ、県南の大規模な３つの水循環センターや防災拠点を整備する元荒川水

循環センターについては、豊富な経験や知識を有する下水道公社への委託を継続してい

く。 

 

山本委員 

 資料８の自然エネルギーへの取組状況についてだが、平成２６年度から新たな取組とし

て太陽光発電事業とバイオガス発電事業の導入調査を実施しているが、調査状況と発電目

標が達成できるかどうか。 

 

下水道管理課長 

 太陽光発電については、太陽光パネルをリースし発電を行い、固定価格買取制度（ＦＩ

Ｔ）により東京電力に売電する事業スキームである。中川、小山川の水循環センターで実

施することとなっている。入札により太陽光パネル設置事業者が決まっており、平成２８

年度の発電目標に向け進めているところである。バイオガス発電については、現在、県が

売却するメタンガスを活用して発電を行う業者を募集（公告）しているところである。予

定の平成３１年度に向けて進めているところである。 
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西山委員 

１ 流域下水道全体では８億１,７００万円の黒字となっているが、流域ごとの収支はどの

ようになっているのか。 

２ 流域下水道の維持管理に関する部分は市町からいただいて、建設に関わる部分につい

ては国の補助金と一般会計からの繰入れで行うという考えでよいか。 

 

下水道管理課長 

１ 流域ごとの収支であるが、荒川左岸南部については１億７,０００万円の赤字、荒川左

岸北部については２億円の黒字、荒川右岸については５億７,０００万円の黒字、中川

については８億円の赤字、古利根川については４,０００万円の黒字、利根川右岸につ

いては４,８００万円の赤字、市野川については４,０００万円の黒字、荒川上流につい

ては、１,７００万円の赤字である。ただ、公営企業会計導入時に導入前の繰越金につ

いて、市町によっては、返還ではなく、今後の赤字部分に充ててもらいたいとの要望が

あったため、中川については８億の赤字であるが、繰越金で補填している。 

２ 建設については、国の補助金と補助金が当たらない部分は県と市町がそれぞれ２分の

１ずつ負担している。維持管理については、基本的には市町の負担金で賄っている。 

 

西山委員 

 利根川右岸の９円の引上げの理由として、施設の老朽化という話があったが、建設と維

持管理の線引きが分からない。維持管理費はどこまでが対象になるのか。 

 

下水道管理課長 

 修繕費のほか日々の下水処理、点検、水質検査に係る費用は維持管理経費のため維持管

理負担金の対象である。利根川右岸の引上げについては、主なものは修繕であるが、電気

代、労務単価の上昇も見込んで算定した結果である。 

 

西山委員 

 建設については、国の補助金が当たらない部分は県と市町がそれぞれ２分の１ずつ負担

しているとのことだが、市町の負担金は流域下水道事業会計に入るということでよいか。 

 

下水道管理課長 

 建設事業については全て流域下水道事業会計で行っている。市町からの建設負担金につ

いても流域下水道事業会計で受け入れている。 

 

中屋敷委員 

 自然エネルギーの取組状況であるが、内容としてはよいが、費用対効果はどうか。収益

はあがるのか。 

 

下水道管理課長 

 太陽光発電事業では２箇所で年間約２,０００万円を見込んでいる。太陽光発電はパネル

を民間業者からリースし、県は発電事業者となり発電で得る電力をＦＩＴで２０年間に渡

り売電し収入を得る。売電価格とリース価格の差額が収益であり、年間２,０００万円を見

込んでいる。バイオガス発電については、県が民間事業者に汚泥から発生させたバイオガ

スを売却し、民間事業者はそのガスで発電し、ＦＩＴにより売電するというスキームを考
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えている。元荒川水循環センターでは、年間２，０００万円の収益を見込んでいる。 

 

中屋敷委員 

 今後もこのような収益の見込まれる事業を展開していくのか。 

 

下水道局長 

 基本的には収益を上げることが目的ではない。これからの人口減少等によって、下水道

事業の運営が非常に厳しくなってきており、今後は、流域の市町にその負担を強いること

になる。このため市町の負担を少しでも軽減する目的でエネルギー事業に取り組んで収益

を上げることを考えている。太陽光発電については面積と空いている土地の日の当たる角

度で設置できる箇所が決まってくるため、今決まっている中川、小山川で全てである。バ

イオガス発電は、消化ガスを造る消化タンクは下水道事業で作らなければならず、予算の

関係上、一度に造ることはできない。そのため今後のＦＩＴ価格を見据えながら、拡大す

るのか検討していく。なお、基本的には発電したものは全て売電していくが、下水道施設

の非常時の電源として優先的に利用する考えも持っている。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２８日（水）企業局関係） 

 

【説明者】 

中野晃公営企業管理者、井上桂一企業局長、吉田正管理部長、久保田広志水道部長、 

前沢幸男総務課長、西岡利浩財務課長、鈴木柳蔵地域整備課長、相馬正治水道企画課長、 

矢口正道水道管理課長、大島靖之主席工事検査員 

 

【発言】 

秋山委員 

１ 水需要が漸減している現状を踏まえ、工業用水道事業及び水道用水供給事業の今後の

水需要の見通しはどうなっているか。 

２ 平成２５年度決算審査の改善事項についての措置状況で、「大久保浄水場の改善基本

計画を策定しているところ」とあるが、その内容はどのようなものか。また、高度処理

施設導入の際の国庫負担は見込めるのか。 

３ 消費税率が５％から８％に改正されたが、それが収入及び支出に与えた影響はどうな

っているのか。 

４ 資料１２にもある浄水発生土の放射能対策について、この年度の費用はどのくらいか。

また、東京電力の補償はどのようになっているか。 

 

水道企画課長 

１ 工業用水道事業に関しては、過去１０年間の実績で年平均１．６６％減少している状

況である。平成３８年度までの水需要の減少を見込んだ場合、予備力を含めた必要な施

設能力としては日量２０万㎥規模と見込んでいる。また、水道用水供給事業では、年間

で０．５％減少しており、同様に平成３８年度時点で、予備力を含めた必要な施設能力

としては日量２４０万㎥規模と見込んでいる。今後、水需要を見据え、現有施設能力か

ら余剰となる施設は、ダウンサイジングしていく。 

２ 高度浄水処理を導入する場合、オゾンプラス生物活性炭処理を追加することになる。

基本調査では、これらの場内での配置や、既存の施設との調整等について検討している。

また、大久保浄水場の浄水処理改善の費用は約２８０億円の見込みである。国庫補助金

はそのうち約２割の５５億円程度を充当できる見込みである。 

 

財務課長 

３ 消費税率改正の影響は、工業用水道事業会計の収入で約４，８７０万円の増、支出で

約４，４９０万円の増、水道用水供給事業会計の収入で約１１億８，８７０万円の増、

支出で約５億４，４７０万円の増、地域整備事業会計の収入で約８８０万円の増、支出

で約６，２００万円の増である。 

 

総務課長 

４ 平成２６年度に請求した費用は、平成２５年度発生分になるが、保管費用が約７千万

円、処分費用が約７億２，０００万円となっている。このうち東京電力から支払われた

賠償額は、保管費用は全額の約７，０００万円、処分費用は約６億２，５００万円であ

る。処分費用のうち、まだ支払われていない約９，５００万円については、１００ベク

レル以下の発生土の処分費用である。これについては、現在、東京電力と交渉中である
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が、何とか支払っていただけそうな見通しとなっている。平成２６年度に発生した浄水

発生土の費用については、これから請求するものであるが、保管費用が約３，３００万

円、処分費用が約７億８００万円である。 

 

秋山委員 

１ 施設のダウンサイジングは、直ちにではなく更新時に合せて実施していくことでよい

か。 

２ 高度浄水処理導入年度の見通しはついているのか。 

３ 消費税率の改正により水道用水供給事業会計では差し引き約６億円が企業局の収入と

して増加しているように見えるが、どのように対応しているのか。 

 

水道企画課長 

１ そのとおりである。将来の水需要の減少を見据えた場合、施設能力は余剰となってい

く。一方、浄水場は、数万㎥規模の施設単位で廃止が可能となることから、時期を見据

えて実施していく。 

２ 今年度実施している基本調査の内容を精査して、工事の開始時期を検討していく。 

 

財務課長 

３ 水道用水供給事業会計の消費税率改正による収入の増分約１１億８，８７０万円と支

出の増分５億４，４７０万円の差額約６億４，４００万円については税務署に納税した。 

 

内沼委員 

１ 地域整備事業会計の資料１８の工業団地の整備・分譲状況について確認したい。杉戸

屏風深輪地区産業団地の立地件数がゼロとなっているが、平成２８年度までに分譲でき

る見通しか。 

２ 複数の企業が同じ分譲区画に立地を希望した場合、企業選定はどのように行っている

のか。 

３ 担当部局が異なるかもしれないが、産業誘導地区について、県として今後指定してい

く意向はあるか。 

 

地域整備課長 

１ 杉戸屏風深輪地区については、現時点では未分譲のためゼロとなっているが、今後予

約分譲を行っていく。企業の立地ニーズの高さからみて、分譲できると考えている。 

２ 同じ区画へ複数の企業から立地申込があった場合は、設備投資額や雇用人数など地域

経済への効果を勘案して分譲企業を選定している。 

３ 産業誘導地区については都市整備部で対応しているので御理解いただきたい。 

 

菅原委員 

１ 工業用水道事業について、新たな料金制度について、抜本的な見直しを行うと一般質

問での答弁もあったが、どのような検討を行ったのか。 

２ 災害対策として、工業用水の危機管理対策はどのように取り組んでいるのか。 

３ 決算審査意見書の留意・改善事項の中に「固定資産の減損会計について」が挙げられ

ているが、減損損失を約１３３億円計上した具体的内容について伺いたい。 
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水道企画課長 

１ 工業用水道事業の料金の検討状況であるが、平成２６年度は現行の責任水量制や二部

料金制度への移行などについて、受水事業所にアンケート調査を行った。その結果は、

現状の責任水量制のままでよいと回答した事業所が４２％、責任水量制でよいが契約水

量を減量してほしいとの回答が２７％、二部料金制への移行を希望した事業所は３１％

であった。アンケート結果を踏まえ、二部料金制度への移行についても検討を行ったが、

２０事業所程度が現状より負担が大きくなってしまうことや、工業用水道事業全体の経

営が安定せず、収支が赤字となってしまうことから、責任水量制を維持する方針とし、

併せて一定の契約水量の減量を認めていくとしたところである。この方向性について、

説明会を開催し各受水事業所には既に示したところである。 

 

水道管理課長 

２ 平成２６年度では、重要箇所の災害対策として水管橋の耐震工事を実施した。大久保

浄水場系で３橋、柿木浄水場系で１橋の耐震工事を実施した。また、地震等による停電

で水が送れなくなることを防ぐため、柿木浄水場で自家用発電設備の整備を行っている。 

 

財務課長 

３ 減損会計は平成２６年度の地方公営会計制度の見直しにより導入されたもので、経営

成績を早期に明らかにすることによって、速やかに対処するものである。減損会計の対

象となるものは時価が帳簿価額の５０％以上下落している場合などが該当し、主にバブ

ル期に造成した団地の売れ残りをリースしているものが対象となっている。具体的には、

秩父みどりが丘工業団地について帳簿価額１００億円を３６億円まで減額したことに

より６４億円、本庄いまい台産業団地について帳簿価額を３８億円から２３億円まで減

額したことにより１５億円、加須下高柳工業団地について帳簿価額を１２２億円から７

２億円まで減額したことにより５０億円、熊谷市にある旧地域整備事務所について帳簿

価額６億円から２億円まで減額したことにより４億円、帳簿価額合計では２６６億円か

ら１３３億円に減額したことにより１３３億円の減損損失を計上した。 

 

菅原委員 

１ 工業用水道料金は、やはり使った分だけ支払う、事業所の節水が報われるようにする

べきである。事業の安定化も考慮する必要があるなら、責任水量制と二部料金制の選択

制とすることは検討しなかったのか。 

２ 減損の対象となった団地等について今後の扱いはどのようになるのか。 

 

水道企画課長 

１ 工業用水道事業は、各受水事業所との契約水量に基づいて施設の規模を決め整備して

おり、その投資額を回収していくためには、基本的には当初の契約水量を維持していた

だく必要がある。各事業所で節水等の努力をしていることは承知しているが、使用量が

減少したので契約水量も下げるということでは、工業用水道事業の経営が成り立たなく

なってしまう。責任水量制と二部料金制の選択制は、全国でいくつか採用しており、昨

年度、選択制についても検討を行ったが、やはり経営が安定しないことが分かったため、

責任水量制か二部料金制のどちらかで行くべき、ということで検討を進めた経緯がある。 
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財務課長 

２ 減損会計を適用した固定資産については、直近の実勢価格まで帳簿価額を減額したこ

とから、当面の減損はない。産業団地のリース料収入は毎年約９億円の貴重な財源でも

あるので、引き続き収入確保に努めたい。 

 

荒木委員 

１ 「平成２６年度埼玉県公営企業会計決算書」１４ページ、４１ページから４２ページ

で、重要契約が記載されているが、浄水場の設備工事は県内企業の受注件数が少なく思

われるが、県内企業の契約状況はどうなっているのか。また、県内企業の受注拡大に向

けて、どのように取り組んでいるのか。 

２ 県営墓園の調査費については、平成２６年度決算書のどのページに記載されているの

か。この事業には２月の予算特別委員会で附帯決議が付されている。県がこの事業進め

ていくことが妥当なのかについて、現時点での考えを聞きたい。 

 

水道管理課長 

１ 平成２６年度の県内企業における設備工事の契約状況は、全１５９件の工事のうち６

０件で全体の３８％である。浄水場の設備工事は、特殊部品の使用や既設機器との取り

合いの関係から特殊技術を要することがある。このため、設備工事の発注では、工事の

分割や汎用品を使用し、県内企業の施工が可能であれば県内企業向けに発注している。

また、機器費が大部分を占める大規模な設備工事は、ＪＶの構成比率が取れないため単

体で発注している。なお、その他の大規模な設備工事は、できるだけ県内企業を構成員

とする技術修得型ＪＶで発注している。大規模工事における設備工事の技術修得型ＪＶ

発注実績は、平成２５年度１件、平成２６年度４件、平成２７年度は５件の予定となっ

ている。 

 

地域整備課長 

２ 決算書６０ページの建設準備費の決算額として記載の約１億３００万円に含まれてい

る。この中の約２，８００万円が該当する。内訳は、委託料が１，８０３万６，０００

円、職員の給与等の事務費が約１，０００万円となっている。附帯決議への対応につい

ては、現在、墓地需要、県民ニーズ、市町村・宗教法人等の墓地整備の状況を調査し企

業局内で精査している。整備の可否を含めて検討を進めている。 

 

中屋敷委員 

 河川水質連続測定装置の導入でどのような効果があるのか。 

 

水道管理課長 

 これまでも浄水場では、濁度計などの水質計器や毒物監視装置などにより、水道水の安

心・安全を２４時間連続で監視している。近年、上流河川で、かび臭の発生が多くなって

いるため、昨年度大久保浄水場に、かび臭連続測定装置を設置した。今年度、行田、吉見

も含め全場に設置をする。また、水質事故の約６割を占める油流出事故に対応するため、

油連続測定装置を今年度中に全場に設置する。このように水質監視を強化することで、安

心・安全を高めていく。 
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中屋敷委員 

 ホルムアルデヒド事故の際には、受水団体との連絡体制が課題となった。この教訓によ

り、どのような連絡体制の強化を図ったのか。 

 

水道管理課長 

 受水団体とは、携帯電話や電子メール等を活用して、迅速な連絡ができる体制を整備し

た。県と市町村の連携が取れるマニュアル整備について、受水団体と協議して策定してい

る。事故直後は県と連携が図れていた受水団体は１１団体だったが、現在５２団体まで連

携が図れたところである。 

 

中屋敷委員 

 特に夜間に受水団体との迅速な連絡ができなかった。夜間の連絡体制をどう強化してい

るのか。 

 

水道部長 

 県の責任者と受水団体の責任者の間で、携帯電話によるホットラインを作り、さらに移

動無線を導入して二重化を図り、夜間であっても迅速な連絡ができるようになった。今後、

水総合管理システムを整備し、受水団体との迅速な連絡体制を強化していく。 

 

西山委員 

１ 高度浄水処理については平成２６年度に改善計画を立て、平成２７年度に基本調査を

行っているとのことだが、おいしい水はもちろん安心・安全な水の観点からもトリハロ

メタン等に効果があるため、高度浄水処理の導入は必要であると考える。また、企業局

の調査でも必要であると述べている。高度浄水処理の導入については、受水団体との協

議が必要であるが、どうなっているのか。 

２ 資料９、１０に記載されている一般会計からの繰入金について、県によりその金額が

大きく異なるが、繰り入れの考え方、使途及び他県との違いについて説明してほしい。 

 

水道企画課長 

１ 受水団体との協議については、平成２６年１月に受水団体と高度浄水処理に関する協

議会を立ち上げ、水質の課題や給水人口・量などを踏まえ導入の必要性や導入の順位に

ついて検討してきた。平成２６年８月に協議会の総意として、まずは大久保浄水場に導

入していくと決めたところである。また、協議会では受水団体から高度浄水処理の整備

に関して極力値上げをしないように要望があった。そこで、大久保浄水場への整備につ

いては料金の値上げをしないことも協議会で決定された。 

 

財務課長 

２ 地方公営企業法を根拠に、毎年度総務副大臣から地方公営企業の経営の健全化の促進

及び経営基盤の強化を目的とした繰入基準の通知が発出され、それを基に計上している。

平成２６年度は、主なものとして八ッ場ダム等の水源開発に要する経費として３分の１

を、水道広域化施設に要する経費として３分の１を、企業債についてもルールがあり、

そのルールに基づいて繰入れをしている。他県との比較であるが、水源開発の規模や企

業債償還額など各企業により事情が異なることによるものと思われるが、詳細な比較分

析までは把握していない。 
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西山委員 

 高度浄水処理の大久保浄水場への導入については値上げをしないが、他の浄水場に導入

する際は分からないということか。 

 

水道部長 

 そのとおりである。全ての浄水場に高度浄水処理を導入すると７６０億円程度かかると

見込んでいる。多額の費用を要するため、全ての浄水場に導入した場合には料金を押し上

げる要因となると考える。 

 

西山委員 

 値上げはしないでほしいという受水団体からの要望について、理解はするが、要望どお

りにはいかないということか。 

 

水道部長 

 そのとおりである。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１０月２８日（水）病院局関係） 

 

【説明者】 

名和肇病院事業管理者、砂川裕紀病院局長、杉田裕循環器・呼吸器病センター病院長、 

坂本裕彦がんセンター病院長、岩中督小児医療センター病院長、 

長尾眞理子精神医療センター病院長、吉田弘行病院建設部長、 

笠原実循環器・呼吸器病センター事務局長、須藤喜弘がんセンター事務局長、 

森美秀小児医療センター事務局長、小林清剛精神医療センター事務局長、 

河原塚聡経営管理課長、中山昌克小児医療センター建設課長、 

石井哲也小児医療センター建設課政策幹 

 

【発言】 

秋山委員 

１ 資料４から医師の負担軽減についてお伺いしたい。昨年度、改善又は検討を要する事

項であった「医師及び看護師の充足率を高めるなど、職員の負担軽減を図ること」につ

いては、平成２７年度には医師３名、看護師７１名を増員し、定数に対して医師９４．

３％、看護師９８．６％の充足となっている。これはもう一息の努力を願うところであ

る。そこで、いわゆる医療クラークと呼ばれる職種の配置がとても大事だと言われてい

る。診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、主治医意見書記載の代行、検査

予約等のオーダリングシステム等への代行入力、電子カルテシステムへの代行入力また

は各種会議等の資料作成を行う方々である。このような医療クラークについて、４病院

における配置状況はどうなっているか。 

２ 昨年度の決算審査では、医師の時間外勤務について、最長が循環器・呼吸器病センタ

ーの医師で月平均１０１時間、年間１，２１１時間という答弁があった。過労死ライン

月８０時間を超えている状況であるが、平成２６年度は改善されたのか。 

３ 小児医療センター移転後の施設として、医療型障害児入所施設の進捗状況及び周辺自

治体住民への説明会の実施予定を伺いたい。 

 

経営管理課長 

１ 医療クラークについては、平成２２年度に病床当たりの配置数１００対１から導入し、

以降、順次体制の強化に努めている。現在の配置は、循環器呼吸器病センターが１３名、

常勤換算１０名、がんセンターが２１名、常勤換算１４名、小児医療センターが１２名、

常勤換算６名、計４６名、常勤換算３０名である。精神医療センターは、医療秘書に依

頼できる内容も限定されるため、現時点では導入していない。 

２ 平成２６年度の最長の時間外勤務時間は、循環器・呼吸器病センターの医師で、月平

均１０５時間、年間で１，２６１時間であった。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

２ 当センターにおける医師の時間外勤務の最長は、月平均１００時間を超える状況とな

っている。病院局で医師の定員を増やしていただいたが、大学の医局における人事調整

の関係で人の流れもあり、なかなか定数を充足することができない。当センターは、場

所的な条件も厳しく、来てくれる医師が見つかりにくい状況である。しかし、病院とし

ても医師確保の努力をしており、今年度のレジナビフェア等で６名ほど希望者があり、
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病院へ見学に来ていただいた。今後とも、こうした努力を続けて何とか充足を図ってい

きたい。 

  当センターは救急患者が朝・昼・晩、絶え間なく来院する急性期の病院である。カテ

ーテル室に治療に入るとすぐには出られない。１人で出来る治療ではないので別の医師

に対して呼び出しがかかる。このような状況下で、時間外勤務が減らせない。しかしな

がら、健康管理については、衛生委員会等を通じて衛生管理者にチェックをしてもらう

など十分に配慮している。若さに任せて頑張っていただいている厳しい状況ではあるが、

引き続き、医師を増やす努力をしていきたい。 

 

小児医療センター建設課政策幹 

３ 小児医療センター移転後の施設として、医療型障害児入所施設の整備を進めていると

ころであるが、現在公募中で、施設を運営する事業者を選定中である。説明会について

は、事業者の決定後になるが、平成２７年度中の適切な時期に周辺自治体住民への説明

会を開催する予定である。 

 

秋山委員 

１ 医療クラークについて平成２２年度から順次増やしているとのことだが、配置のある

３病院の病院長に率直に伺いたい。３病院の医師の平均の時間外勤務は月３７から５０

時間位だったと思うが、相当な過重労働であると考える。医師には医師にしかできない

仕事をしっかりしてもらうことが、医師の健康管理、やりがい、医療の質を高める等の

効果があると考える。現状の配置では少ないのではないかと危惧しているが、どのよう

に認識しているか。特に、循環器・呼吸器病センターの医師の時間外勤務の最長が、年

間１，０００時間を超えている状況が平成２５年度、平成２６年度も続いているようだ

が、そういう医師には医療クラークが密着して補助ができているのか。 

２ 医療クラークは検定を受けている方を配置しているか。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

１ 医療クラークは医師の負担軽減に非常に役に立っており、電子カルテオーダーの代行

入力、各種診断書の作成、画像の取込み等をしていただいている。医療クラークがいな

ければ、これらの業務は医師がやらざるを得ない。実感としては、もう少し多くいると

ありがたい。当院は結核病院であるので、法令に基づく書類が膨大にある。担当医だけ

ではどうにもならない。また、保険会社に提出する書類等は、遅れるとクレームになり

かねないので、早く処理をしなければならない。昔はこのような業務を夜中までかかっ

て医師が処理していたが、今は医療クラークにやっていただき、非常に助かっている。 

２ 当センターの医療クラークは全て検定を受けている。 

 

がんセンター病院長 

１ 当院で雇用している医療クラークは２１名で、常勤換算すると１４名である。 

  主な仕事は保険関係の書類の記入、がんの登録、手術のデータ登録などで医療クラー

クがいることでスムーズに行えている。その他内部のデータベースの登録などを頼んで

いる診療科もある。書類の作成に当たっては医師が治療に専念できる環境を整えてくれ

ている。他にも人が欲しいところが多くあるため、今まで医療クラークの増員を強く要

望はしていないが、アシストしてくれる人材が増えると助かる。 

２ 全員が検定を持っている。 
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小児医療センター病院長 

１ 当院で作成する文書は、他の病院と異なり、生命保険関係書類が少なく、先天性疾患、

小児慢性疾患の診断書など特定の書式の診断書が多い。そのため、一旦、書類を作成す

ると、例年、同じ作業を求められることになる。ただ、電子カルテシステムが導入され

てからは作成作業も比較的楽にはなってきた。現在、常勤換算で６人の医療クラークが

いるが、今後、３０対１を目指し、１０人くらいまで増員したいと考えている。先日の

視察の折、御覧いただいたように、当院の場合、診療そのものに手間がかかるため、医

療クラーク以外にも増員したい職種が多々ある。医師以外の職種も含めて、病院全体の

機能向上を視野に入れて検討したい。なお、当院の医師の平均残業時間は３８．４時間

であり、落ち着いている方ではないかと思われる。 

 

秋山委員 

 医療クラークについて、今後どこまで増やすという計画はあるのか。先ほど私が紹介し

た医療クラークの業務内容は、東大阪市の募集の内容である。医療クラークも含めて、や

はり人手不足なのではと感じている。病院長の一存で雇えないという状況ならば、医師の

要望に応えるべきと考えるが、人員増の計画について伺いたい。 

 

経営管理課長 

 病院局としては、現在、具体的な医療クラークの配置計画はないが、各病院の意向の把

握に努めたい。医療クラークだけではなく、他の職種等についても病院の要望を踏まえ総

合的に勘案して経営との両立を図りながら対応していきたい。 

 

内沼委員 

１ 病院全体の経営状況を見ると４９億円の純損失を計上しているがこの要因についてど

のように分析しているか。 

２ 医業収益は３３３億円で前年度と比べて２３億円増えているが、医業費用は４２９億

円で前年度より３６億円増えているため、医業収支比率は前年度と比較して１．２ポイ

ント低下している。この要因は何か。 

３ 各病院のベッドの稼働率が、循環器・呼吸器病センターが７８．５％、がんセンター

が６９．３％、小児医療センターが７５．０％、精神医療センターが７８．６％となっ

ているが、基本的にこれが適正なのか、それとももっと稼働した方がいいのか、基本的

にこの稼働率で目一杯なのか、見解を伺いたい。 

４ 循環器・呼吸器病センターの患者の待ち時間については、年々少しずつ伸びてきてい

る。予約時間からの待ち時間とのことであり、患者さんからの苦情や意見があったかも

含め、どのような対策をしているか。 

 

経営管理課長 

１ 主な要因は、がんセンター旧病院の解体に伴う費用及び会計制度の変更に伴い賞与引

当金を特別損失として計上したことによるものである。この他には、がんセンター新病

院の減価償却費の増加などである。 

２ 退職給付引当金の積立不足額を平成２６年度から１５年分割で毎年約４億円を積み立

てていることや小児医療センター新病院の開院に向けた看護師の前倒し採用、給与の特

例減額が終了したことによる給与費の増加などによるものである。 

３ 昨年度は過去最高の収入であったが、病床利用率は予想よりも若干下回っていた。病
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床利用率は９０％を超えてしまうと緊急時に患者さんが来院したときに入院しづらい

というところがあるので、８０％程度になるのが適正なのではないかと考える。各病院、

病床利用率が上がるよう努力していきたい。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

３ 当院の病床利用率は７８．５％であるが、結核病棟５１床が含まれている。この病床

には、空いているからと言って他の患者を入れるわけにはいかない。結核病床の稼働率

は４０％位であり、一般病床のみでみれば８５％以上である。この稼働率では、救急患

者を全て受け入れるのは厳しい状況である。当院は、冬場が非常に混み合う特性があり、

満床を理由に受入の要請を断らざるを得ないこともある。 

４ 待ち時間については、他の県立病院は１５分単位での予約のところ、当センターは１

時間単位で予約時間を設定しているため、比較的長くなっているかもしれない。建物の

構造上、外来ブースを増やしにくい事情もあるが、今年から循環器外来を１ブース増や

して改善を図っている。しかし、外来ブースを増やすと同時に、診察を行う医師の増員

も図らなければならず、なかなか難しい部分もある。今後も引き続き医師の充足を図っ

ていきたい。待ち時間への苦情については昨年度も数件あった。最長で５時間３９分待

ったという報告も受けており、大変申し訳ないと思っている。この場合も、実施できる

検査は先に行うなど、待ち時間を無駄にしないよう努力をしている。 

 

がんセンター病院長 

３ 新病院に移転して病床利用率は６６．３％。前年度と比べて７．６ポイントの減とな

った。入院患者数では前年度と比べて６，９５６人の増となり、収益的には過去最高で

あったが病床利用率は減少した。その要因としては、病床数が平成２５年１２月３０日

以降４００床から５０３床に増床になったことが挙げられる。また移転の時に安全に患

者の移転を行うため患者数を絞った影響が年度の立ち上がりに少しあった。さらに大き

な要因としては、平成２６年４月からＤＰＣ（診療報酬の包括評価制度）を導入したこ

とである。ＤＰＣでは長く患者を入院させると収益が下がっていく仕組みとなっている。

全国的にも手術関係の入院は在院日数が減っている。空いた病床に人を入れるには新規

患者を増やすに尽きる。新規患者を増やすための取組として近隣の病院への訪問やセミ

ナーなどを通じてお互いの顔の見える関係を作っていく。８０％程度の稼働を目指して

いるが、患者の回転が速くなると入院時の処置や事務量等の労働量が増えるため、８

０％を目指すためには人員の拡充が必要である。危険のないように病床利用率の向上に

取り組んでいく。 

 

小児医療センター病院長 

３ まず、当院の特色を説明する。小児を対象にすることから、様々な感染症患者が多い。

感染症の患者さんは、即、個室に入院ということになる。ところが、当院は個室率が低

いため、個室がすぐに満床になる。そのため、新たに感染症の患者さんが入院してきた

場合、大部屋に入ってもらわざるを得なくなり、その病室に他の患者さんを収容するこ

とができなくなる。その結果、病床稼働率が下がることになってしまう。 

  先日の視察の折、御覧いただいたように、１歳から２歳の患者さんには「高柵ベッド」、

学童以上の患者さんには「通常のベッド」が充てられる。実際、どの年齢の患者さんが

入院するかは不明である。３００床の病院を例にとった場合、成人対象病院であれば３

００のベッドを用意すればよいものの、小児病院については４００近いベッドを準備し
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なければならない。そして、狭あい化の進んだ病院のためスペースが確保できず、かつ、

異なるサイズのベッドが混在するため、しばしば８人床を６人床として使用することを

余儀なくされ、病床稼働率を下げている状況がある。 

  平成２６年度からＤＰＣを導入し、比較的短い平均入院日数で効率的な診療を行った

ことにより、平成２５年度に７７％あった病床稼働率が、平成２６年度に７５％に下が

った。これは、患者数が増えたものの、入院延べ日数は減ったため、病床稼働率が下が

ったものである。なお、平成２７年度の上半期は、様々な取組をした結果、病床稼働率

が７９．１％になっている。十分に稼働していると考えている。また、感染症と関係の

ない新生児・未熟児病棟は、ここ数年、９０％近い病床稼働率を維持しており、平成２

６年度の病床稼働率は８７．５％である。 

 

精神医療センター病院長 

３ 病床利用率は、平成２４年度から７３．５％、７８％、７８．６％と上昇している。

また、医業収支比率に関しても、６３．６％、６６．３％、６６．４％と上昇している。

病床利用率について、精神医療センターは、依存症病棟、児童思春期病棟、救急病棟、

医療観察法の関係の方が入っている病棟など、様々な病棟がある。その病棟によって患

者さんを入院させないといけないという事情がある。そして、依存症病棟であったり児

童思春期病棟であっても、病状によって、興奮の激しい方は保護室に、少し病状が軽く

なってきたがまだ大部屋にはできないという方は個室に、大部屋についても男女の問題

や病状等の問題もあるため、全体のバランスを取りつつ病棟の運営を行っている。しか

しながら、まずは病床利用率８０％を目標として、やっていきたいと考えている。 

 

細田委員 

 一人の医師で対応している診療科があるが、がんセンターの皮膚科や小児医療センター

の眼科や歯科の担当医がもし診療できなくなった場合、診察自体が停止してしまうという

ことが懸念される。一人の医師の業務量としては比重が重く、バックアップがない状態の

中で、現状はどうなっているのか伺いたい。 

 

がんセンター病院長 

 平成２６年度は大学のローテーションの関係で１人になったが、現在は２名体制になっ

ている。１名の時は診療規模の縮小もあり苦労したが、現在は解消している。 

 

小児医療センター病院長 

 小児病院の外科系は、全国的に人員不足が指摘されている。 

 当院では、眼科は非常勤医師の応援を受けて対応していたが、今年の秋から、常勤的非

常勤医師を増員し、２人体制とする予定である。歯科に関しては、現在、１人体制ではあ

るが、さまざまな専門家が必要になるため、非常勤医師が、毎日、診療にあたり、３ユニ

ット稼働できる体制となっている。今後、本来の小児歯科診療を適正にできること、小児

歯科を専門にしている病院であることを外部に知らしめること、患者さんの受入れと重症

心身障害に対する治療が可能になることを目指し、常勤医師を確保していきたい。また、

先天性疾患で口唇裂や口蓋裂の患者さんを治療できる特殊な歯科医師を、新病院開設に向

けて確保したい。 
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荒木委員 

１ 現在建設中の小児医療センター新病院の建設の進捗状況及び今後のスケジュールにつ

いて伺いたい。 

２ 小児医療センターは、職員数が前年度に比べて４７人増員されている。新病院開院に

向けて医師、看護師などの医療スタッフの確保、研修の状況について病院長に伺いたい。 

３ これから新都心駅に小児医療センターが移転してきて、大勢の方が外来を含めていら

っしゃると思うが、歩行困難者、いわゆる車いすを使うお子さん、使う方はいないかも

しれないがストレッチャー、例えば電車に乗っている方が救急搬送のために使わなけれ

ばならないということも想定される。さいたま新都心駅から病院まで距離があるので、

ＪＲや近隣施設に申し合わせをしていることがあれば対応状況を教えてもらいたい。 

４ 資料１０の待ち時間に関する患者さんからの意見・質問に対して、今後どのように応

えようとしているのか、小児医療センター病院長に伺いたい。 

 

小児医療センター建設課長 

１ 現在の小児医療センター建設の進捗状況について、今日現在、小児医療センターは１

３階建ての建物であるが、現在１２階の躯体に入っている。９階以下で、外装や内部の

壁、手すり・配管工事等を行っており、内部について下の方から順に造っているところ

である。全体として、進捗率は９月末現在で３５．９％、１０月末は４０％程度まで進

む見込みである。おおむね工程どおり作業は進んでいる。 

３ 新都心に電車等を使ってくる方への対応について、以前からエレベーターが足りない

という声もあり、ＪＲ側に話をしている。ＪＲ側も全部の駅にバリアフリー化を進める

という中で、既に１台エレベーターがあるため、複数台の設置については、要検討とい

うことで明確な答えはもらっていない。引き続き話は続けていきたいと思っている。 

 

小児医療センター病院長 

２ 医師については、集中治療部門や総合周産期部門の整備のため、平成２５年度に２１

人の定員増を行った。看護師については、新病院開設に向けて、平成２５年度から平成

２７年度にかけて１１９人の定員増を図り、職員の前倒し採用を行ってきた。懸案とな

っていた集中治療や救急に関する医師については、口コミの段階ではあるものの、目途

が立ってきた。看護師には、ＰＩＣＵなどの救急治療の研修が必要になる。そのため、

先進的な病院への研修を実施している。医師についても、ＰＩＣＵに関連する病院での

研修に派遣している。平成２８年度についても、救急医療に関する医師の増員を要求し

ている。看護師の確保については、県立養成校の実習を受け入れることにより、就職希

望を出してもらえるように働き掛けている。平成２６年度時点において、延べ５３８人、

年間３，２６４日の実習を行った。実習以外にも、施設見学、インターンシップを行い、

施設見学に６７人、インターンシップに９５人が訪れた。また、平成２６年度には、県

内７校、県外８校に訪問し、勧誘活動を行った。特に、看護師に関しては、新病院開設

を念頭に置いた研修を行っている。クリニカルラダー研修として、経験と習熟度に応じ、

さまざまな研修を行っている。平成２６年度、看護師向け研修を６０回開催し、２，５

００人以上が参加した。 

４ 待ち時間についてであるが、小児病院は慢性疾患の患者さんが多く、患者数は増える

一方である。そのため、診察スペース、医師の数等により制限せざるを得ない状況にあ

る。多くの患者さんを診察しようとすると診察時間を縮減することになり、患者さんに

不満が残る。反対に、じっくり診察しようとすると、外来患者の予約が入れにくくなる。
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平成２７年度からは、診察体制等様々な工夫をした結果、外来予約が入りやすい状況に

なった。 

  しかし、外来枠が増えたわけではないため、どうしても待ち時間は生じてしまう。患

者サービスの一環として、診察室の前にディスプレイを設置して待ち人数を表示し、プ

レイルームなどで待っていただいたり、いろいろな場所に絵本を配備し、できるだけ患

者さんたちが退屈しないようにしている。現時点では、診察室スペース等の事情により、

すぐに改善できないが、新病院ではスペースも広がるため、待ち時間の短縮が図られる

ものと考えている。 

 

荒木委員 

 待ち時間について詳細を説明していただいたが、現病院又は新病院において、患者さん

からの質問・要望に対する対応策をどのように伝えているのか、伝えていくつもりか、改

めて小児医療センター病院長に伺いたい。 

 

小児医療センター病院長 

 先ほど説明したように、現在、診察室の前にディスプレイを設置して待ち人数を表示す

ることは行っている。また、ホームページ上、病院長挨拶の中でも、「外来予約が難しくて

申し訳ない」と掲載している。当院は３次医療機関であるため、２次医療機関で診ていた

だける患者さんは、可能な限り、地域の医療機関に委ねている。逆紹介率を上げて、外来

患者数を削減したいと思っているものの、特殊な先天性疾患の患者さんは、地域の医療機

関で引き受けてもらえず、結局、当院に戻ってこられることになる。 

 最近、問題になっていることは、１５歳以上の患者さんを成人医療に移行できないとい

うことであり、患者数がますます増える傾向にある。 

 待ち時間については「お詫び」を掲示しているが、現病院では、物理的に待ち時間の短

縮がほとんど不可能な状況にあることは否めない。 

 

病院事業管理者 

 がんセンターでは、患者さんにタブレット端末を渡して呼出しを行っており大変評判が

良い。小児医療センター新病院でも行う予定である。広報については、病院には投書箱が

あり、それを委員会で検討してその結果を掲示している。 

 

菅原委員 

１ 決算書４ページの研究研修費３億６，０００万円について、事業ごとにいくらという

数字も出ていると思うが、それぞれ足りているのか。県立病院は高度で専門的な医療機

関であって、医師の育成や看護師の育成が肝心であると考える。各病院から研究研修費

として要望があり予算の配分をすると思うが、要望と予算の配分にどの程度ギャップが

あるのか伺いたい。 

２ 研究研修の内容についても伺いたい。 

 

経営管理課長 

１ 研究研修費は各病院からの要望に基づき予算配分しているところである。それに対し

て一括してここまでであるという形では今までやってはいない。そのため、基本的には

要望を受けた形で予算を配分している。予算と執行額でみると全体で執行残は約１億５，

０００万円ある。 
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循環器・呼吸器病センター病院長 

２ 平成２６年度の学会研修等の参加実績は、医師５３１名、看護師４０９名、コメディ

カル１８０名、その他２１名 合計１，１４１名が学会等の研修に参加している。研究

研修費の配分の中で実施している。 

 

がんセンター病院長 

２ がんセンターの平成２６年度研究研修費の決算額は２億２，３２６万９，９５５円で

ある。医師等から年度当初に研究計画を募集して予算を配分し、学会参加費などを賄っ

ている。年度末には院内において研究成果を発表している。実験を伴う研究は費用がか

さむものである。また、看護師の研修にも使用している。 

 

小児医療センター病院長 

２ 当院は、臨床研究部門を設置していない。そのため、各医師、各看護師が研究研修を

行う際、その都度、支弁している。総額では６，０００万円前後であるが、中心は医師

等の学会参加費である。また、院内の臨床研究委員会で研究対象を募集し、少額のもの

で１件３０万円、高額なもので１件１００万円を支給して、その研究成果を見るという

こともしている。 

 

精神医療センター病院長 

２ 平成２６年度に研究研修費として当センターが使用した金額は、１，１４３万７，２

１４円である。内訳としては、職員の学会出張や研修参加費、院内で研修を行う際の講

師謝金、研究用の図書の購入である。 

 

菅原委員 

 使っている病院と使っていない病院があるかと思う。できるだけ医師等が使う図書や研

修に活用したいと考えてはいると思うが、１億５，０００万円の執行残があるということ

はそこまで消化しきれていないようだがいかがか。 

 

循環器・呼吸器病センター事務局長 

 研究研修に係る旅費については、病院局で３年ほど前に割当額を引き上げ、研修等に参

加している。若干執行残が生じているのは、医師一人当たりの割当額を決め配分しており、

学会等への参加に差があるためである。この予算は医師の確保のためにも必要な予算であ

る。このほか、必要な図書の購入、院内研修の謝金、受託研究に係る費用にも使用してお

り、執行残が生じる場合もあるが、当センターとしては、今後も研修研究費の充実を図っ

ていきたい。 

 

菅原委員 

 研究研修費の使い勝手について病院長のどなたでもよいので伺いたい。 

 

小児医療センター病院長 

 昨年度まで、東京大学で教官をしていた経験からいうと、研究研修費は不十分である。

研究研修費は様々な研究研修支援に用いられるべきである。最近の傾向として、書誌は、

冊子の購入よりも、オンラインによることが多いが、年間１，０００万円を超える契約金

額になるものもある。また、論文執筆上、英文のチェックを受けるために、論文１本当た
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り１０万円の費用を要する。また、オンラインジャーナルへの論文投稿になると、投稿料

を支払わないと論文そのものを受け付けてもらえないという現状がある。中には、投稿料

だけで６０万円かかるものもある。 

 今後の県立病院の在り方として、若手の優秀な医師が県立病院で研修を行い、そのまま

埼玉県の医療に携わってもらうためには、研究についても十分な経費を注ぐ必要があると、

個人的に考える。 

 

山本委員 

１ 県立病院は不採算部門も担いながら運営していることに対し感謝申し上げたい。各病

院長に対し、昨年度特に力を入れて取り組んだこと、そしてまた現在抱えている課題や

行政に望むことがあればお伺いしたい。 

２ 危険ドラッグの問題で、精神医療センターにおいて一昨年から患者受入れ数が増えて

いると思うが、平成２５年度、平成２６年度の患者数の変化はどうなっているか。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

１ 昨年度特に力を入れたことは、外来をスムーズに診療すること、重症の患者さんをし

っかり引き受けていくこと、要するに臨床をしっかりやっていくことである。課題は、

外来ブース不足の話をしたが、建物が手狭であること、設備の老朽化など施設について

対応していくこと、また、現在、新病棟の整備も行っているところであるが、新しい高

度な医療を実施していく上で必要な体制を整えることである。予算面での制約もあるが、

この方向で努力していきたい。 

 

がんセンター病院長 

１ 新しい病院のスローガンにしている「高度先進の医療を提供する病院」「日本一患者と

家族にやさしい病院」を目標に取り組んだ。患者と家族にやさしくするためには職員に

もやさしくする必要があると考える。やさしくされてない職員は患者にやさしくなれな

いので、職員にもやさしいということを病院の目標に掲げホームページなどにも掲載し

ている。職員が働き心地がよく、生きがいを持って働くことで高度な医療、やさしい医

療が実現すると考える。このことを目指して取り組んでいる。現在は病床利用率の改善

に向けて新規の患者を増やすため、また当院での治療が終わった患者をスムーズに地域

の病院で受け入れてもらえるようにするため、近隣の病院、地域の医師会との連携を更

に深めていこうとしているところである。 

 

小児医療センター病院長 

１ 平成２６年度に力を注いだことは、新病院の機能の検討である「最大限、最良の医療」

を提供できるようにするため、様々な検討をしてきたことである。また、当院は、埼玉

県の小児医療の「最後の砦」にならなければならないと考えている。重症の患者さんや、

大変な状況にある妊婦さんは、都内の医療機関にかかっている現状があり、その方々が

新病院にかかっていただくためには、いかなる機能を保有するべきかということが課題

である。当院は郊外の岩槻から都市部のさいたま新都心に移転により、診療圏が変わる

ことになるため、行政に対しては地域連携を含め、様々な支援をしてほしい。 

 

精神医療センター病院長 

１ 当センターが昨年度力を入れたこと、と言うより、力を入れざるを得なかった問題は、
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危険ドラッグの問題であった。このことにより、精神科医療はその都度その都度の社会

情勢と切っても切れない問題であることを痛感した。当センターの全体的な課題として

は、当然のことながら政策医療の推進と、同時に経営の健全化も進めて行かなくてはい

けないと考えている。 

２ 危険ドラッグの問題が世間をにぎわせたのは、平成２５年の後半から平成２６年の規

制取締まりが強化された秋ごろまであった。センター全体の入院患者の内訳は、平成２

３年度の危険ドラッグの入院患者は１名しかいなかったが、平成２５年度は５５名、平

成２６年度は６３名の患者が入院している。 

 

西山委員 

 委託業務契約や資産購入契約の締結については、各病院に決裁権があるのか。それとも

金額によっては病院局が締結しているのか。また、公正性の確保とコスト削減のためにど

のような取組みを行っているか。 

 

経営管理課長 

 公正性・競争性を担保するため、１，０００万円以上の委託業務契約及び３，０００万

円以上の資産購入においては病院局で業者選定を行い、各病院で契約締結を行っている。

そのほか、例えば備品購入に当たり複数の機器、あるいは複数の業者を選定する等の取組

を行っている。 

 

西山委員 

 「医事関連業務委託」とは、具体的にはどのような内容か。 

 

経営管理課長 

 電話予約、外来等の受付、会計事務、レセプト点検、病棟や手術室のクラーク等の業務

を委託するものである。 

 

西山委員 

 この業務につき４病院とも同じ会社が請け負っているが、この業者がどのような経緯で

選定され、契約に至ったのか伺いたい。 

 

経営管理課長 

 ４病院分を合わせて病院局で一括して競争入札を行っている。その上で各病院が落札業

者に対して契約を行っている。平成１５年からこの形で行っている。 

 

西山委員 

 他の業務委託はどのように発注しているのか。業務によって一括だったり、そうでなか

ったりすれば公正性が発揮されないと思われるがいかがか。 

 

経営管理課長 

 医事関連業務については、スケールメリットを生かす観点から、一括発注している。そ

の他の業務については、病院ごとに発注している。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月４日（水）危機管理防災部関係） 

 

【説明者】 

小島敏幸危機管理防災部長、加藤信次危機管理課長、澁澤陽平消防防災課長、 

石鍋恵子化学保安課長、普家俊哉危機管理課危機対策幹 

 

【発言】 

細田委員 

 自主防災組織数に対するリーダー養成者数の割合は９９％ということだが、いつごろ目

標の１００％に達する見込みか。また、リーダー養成講座が一巡したのであれば、ＤＩＧ

からＨＵＧにするとか、トイレについて行うとか、研修内容を変える考えはあるのか。 

 

危機管理課長 

平成２８年度中には１００％に達する見込みである。内容については、ＤＩＧ、ＨＵ

Ｇが行われている。リーダーは２年で交代するところが多い。このため、内容は、アン

ケートで評判のよいＤＩＧを引き続き実施していきたい。 

 

細田委員 

受講率が１００％に達するのであれば、現在の目標を変えていく必要があると考える

がどうか。 

 

危機管理課長 

現在、アンケートで課題を把握しているところである。２年でリーダーが変わってい

く中で、どのように変えていくのか市町村とも検討していきたい。 

 

内沼委員 

１ 「消防団の活性化について」であるが、県内の消防団員の平均年齢、平均在団年数を

把握しているのか。 

２ 消防団員の更なる増員が必要と考えている。団員数はここ数年ほぼ一定となっている

が、これが定数なのか。定数で十分なのか、もっと上積みが必要と考えているのか。 

３ 消防団員の加入促進のため、どのような取組を行っているのか。 

４ 女性消防団員は少しずつ増えているが、被災者支援の観点から女性の目線が重要であ

ると考える。女性に長く入団していただくためのモチベーション維持のため、どのよう

な取組を行っているのか。 

 

消防防災課長 

１ 平均年齢は毎年確認しており、平成２６年４月１日現在で、４０．２歳となっている。

徐々にではあるが、高齢化が進んでいる。平均在団年数については、団員が多いことも

あり、統計は取っていない。 

２ 条例定数について、６３市町村中７市町村しか充足していないことから、まずは定数

を満たしていただきたいと考えている。大規模災害時などには、女性消防団員のしなや

かな対応が必要であり、女性消防団員を増やしていきたい。女性消防団員を増やすに当

たっては現行の定数の中に取り込むのではなく、新たに定数を増やしていただきたいと
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考えている。 

３ 加入促進のためには、まず県民の皆様に消防団の役割の重要性やその活躍を知ってい

ただくことが重要である。そこで県、市町村、消防団が一丸となって、消防団のＰＲを

実施している。９月に県内４３か所で、さらに１１月には全市町村において消防団員を

中心とした「県下一斉ＰＲ」を行った。さらに、サラリーマン化が進んでいることから、

地元の企業や事業所が消防団活動に協力する「消防団協力事業所表示制度」の導入を進

めている。 

  また、県内商工団体などにも部長、副部長が出向き、消防団活動への協力を依頼する

など、消防団員が活動しやすい環境づくりに努めている。 

４ ７月に深谷市で埼玉県消防協会主催、県後援で「埼玉県女性消防団員大会」が開催さ

れ、１１月１日を「埼玉県女性消防団員の日」に定め、県下一斉でＰＲを行うこととな

った。９月にはさいたまスーパーアリーナを、１１月はイオンモール羽生をメイン会場

として実施したところである。 

  さらに、埼玉県消防協会に働き掛け、今回、初めて女性消防団員を対象とした災害図

上訓練を実施した。訓練によるスキルアップはもちろん、他市町村の消防団員と交流を

深め、互いに刺激し合うことにより、団員の意識が高まったと聞いている。 

  今後も、こうした機会を提供し、女性消防団員のモチベーション向上につなげていく。 

 

権守委員 

１ 追加要求資料１２の「ハザードマップ作成状況」について、作成予定が５市町、未

定が３３市町村ということだが、「作成予定」の５市町の作成予定時期はいつか。また、

「未定」の３３市町村へは働き掛けを行っているのか。 

２ 平成２６年度の救急出動件数は約３２万件であるが、平成２５年度は出動件数３１

万件のうち搬送したのは２７万件であった。＃７０００の相談件数のうち、６０％は

緊急受診の必要がなかったということで救急車の要請をせずに済んでいる。 

  ＃７０００は県民が安心して相談できる窓口となり、救急車の適正利用につながっ

ていると考えるが、＃７０００の効果を危機管理防災部としてどう捉えているか。 

３ 受入先決定までの所要時間が最長１８７分とのことだが、これは実際どのような事

案か。 

４ 市町村防災訓練の参加比率が３．４８％とあるが、平成２５年までの平均参加率の

データはあるか。また、東日本大震災以降、参加比率の変化はあるのか。 

 

危機管理課長 

１ 「作成予定」の５市町については、来年度の予算が獲得できれば、来年度に着手す

る予定である。「未定」の３３市町村に対しては、市町村を対象とした会議で作成を依

頼するとともに、照会結果を市町村に公表するなど働き掛けている。 

 

消防防災課長 

２ ＃７０００のみでなく、平成２６年度に全ての救急車にタブレットを導入したこと

と併せた効果である。重症以上の事案について、照会回数４回以上の割合が平成２５

年の９．４％から平成２６年は７．８％と１．６ポイント改善した。３０分以上の割

合は平成２５年の１６．８％から平成２６年の１５．６％に１．２ポイントの改善と

なっている。 

  ＃７０００やタブレットの導入など、保健医療部の取組に効果があったと認識して
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いる。 

３ 朝霞市、志木市、和光市及び新座市を管轄する埼玉県南西部消防本部管内の３２歳

女性である。言動や態度がおかしいということで御主人からの通報であった。水痘に

よる脳症で大学病院でなければ対応できないような事案であったこともあり、２次、

３次病院に照会したものの、照会回数が１６回となってしまった。 

  なお、発生したのはタブレット導入前である。土曜日の深夜ということも要因の一

つと考える。 

４ ３か年のデータは持ち合わせていない。過去のデータもあまり変わらない。東日本

大震災以降も大きな変化はないと分析している。 

 

板橋委員 

１ トップフォーラムの内容はどのようなものか。 

２ トップフォーラムへの首長本人の出席状況はどうなっているか。 

３ 東京オリンピック等を控え、自然災害のみならず、テロ等をテーマにトップフォー

ラムを実施してはと考えるがどうか。 

 

危機管理課長 

１ 平成２１年の中国・九州北部豪雨で被害を受けた山口県防府市の松浦市長による講

演を行った。また、松浦市長をアドバイザーに、避難勧告の発令などについて知事と

参加市町村長との意見交換を行った。参加者からは、「首長の話はとても良いので今後

も続けてもらいたい」、「避難勧告を出す、出さない、また、タイミングについて防府

市長の本音の話が聞けてよかった」との意見をいただいた。 

２ ６１市町村から参加し、うち首長本人が３７人、代理が２４人である。 

３ 東京オリンピック等の国際イベントを控えているので、テロを想定した国民保護実

動訓練などを引き続き実施していく。  

 

板橋委員 

 首長本人の出席率が良くないが、こちらから参加を促すべきではないか。 

 

危機管理課長 

 参加できない市町村には、それぞれ事情があると思われるが、日程等を配慮するなど、

多くの首長に参加してもらえるようにしていきたい。 

 

秋山委員 

１ 追加要求資料１３の３５団体の整備状況を見ると、消防ポンプ車は平均で９３．６％、

救急車は９４．８％など車両の整備は進んでいるが、職員の充足率は伊奈町４２．５％、

八潮市５３．３％、行田市５４．１％となっており、平均７０％程度の職員数となって

いる。基準では消防ポンプ車には５人が乗ることになっているが、３人から４人で出動

することもあるのか。 

  平成２６年中に出動した消防ポンプ自動車の乗車人員別の内訳はどうなっているのか。 

２ ＃７０００とタブレットの効果があったとのことだが、全体の１５％は医療機関決定

まで３０分以上を要している。長時間を要した事例について、平日昼間と休日・夜間の

違いはあるのか。 

  また、受入決定までの所要時間が最長の事例については先ほど説明があったが、照会
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回数最多の事例はどのようなものか。 

３ 資料４行政報告書の１００ページ、防災行政無線の管理・運用について、「災害時にお

ける通信連絡体制を確実に確保するため、県庁と関係地域機関、市町村、消防本部及び

防災関係機関を結ぶ地上系防災行政無線（固定局２４３局、移動局２８５局）及び衛星

系防災行政無線(１７２局)の管理・運用を行った。」とあるが、平成２６年度に住民向

けに統一放送を県全域で行ったことはあるのか。私の理解するところでは、一つの自治

体ごとに使っているものと承知していたが、いくつかの自治体を超えて同じ放送をする

ことがあるのか。また、Ｊアラート訓練は実施したのか。 

４ 資料４の１０１ページ、「震災に強いまちづくりの推進」の中の防災拠点となる公共施

設の耐震化率について、平成２３年から平成２５年へと数値が上がってきているが、平

成２６年の数値はどうか。また、耐震化率１００％の目標年次はどうなっているか。こ

の数値の対象となる公共施設は何を指しているのか。避難場所に指定されているところ

か、あるいは自治体の全ての施設であるのか。 

 

消防防災課長 

１ 実際の乗車人数については消防統計にはない。消防防災課に消防本部から派遣されて

いる職員に確認したところ、５人や４人又は３人で運用する場合はあるが、２人で運用

するケースはないとのことである。なお、この充足率はあるべき理想の数字であり、現

有車両に対する充足率では、八潮市が７６％、伊奈町は６５％となっている。今後、消

防庁の統計もこの捉え方に変わる予定である。県としては、これらの消防本部は消防の

広域化を進めることによって消防力を高めていきたいと考えている。 

２ 救急隊員の業務量増加に伴う過剰な負担を避けるため、継続的に統計は取っていない

が、平成１９年７月から８月に消防本部の協力で調査をしたことがあり、それによると

搬送困難事案がもっとも多かった時間帯は２０時から２１時５９分であった。曜日別で

は日曜日が一番多い。休日、夜間は専門のドクターがいないので困難事例が発生しやす

い。現在も状況は変わらないと考える。 

  所要時間最長の事例は、４７歳男性、蕨市消防本部の管内で平日昼間の事例である。

精神疾患があり処置困難と判断した医療機関が多かったと思われる。 

３ 県と市町村の防災行政無線の使い方は異なっている。県の防災行政無線は、市町村や

消防本部等との連絡調整の役割があり、市町村防災無線は市町村の防災情報や行政情報

を住民に放送する役割である。県と市町村の防災無線は別々の役割を持っており、総務

省からそれぞれ個別に免許を受けている。よって、県の防災行政無線で県民に向けた一

斉放送した事例はない。 

 

危機管理課長 

３ Ｊアラートは、弾道ミサイル、緊急地震速報等の緊急情報を瞬時に住民に伝達するシ

ステムである。平成２６年度は３回の訓練を実施した。 

４ 報告書にある耐震化率については、消防庁が翌年度に集計し例年年度末に公表するも

ので、平成２５年度の数値は平成２７年２月に公表されたものである。平成２６年度の

数値については、現在消防庁にて集計中である。目標年次は、現行の５か年計画におい

て、平成２７年度に１００％としている。本調査において防災拠点として対象としてい

る施設は、庁舎などの災害応急対策拠点、学校や公民館などの避難場所、警察署や消防

署などであり、県内６，８３３棟となっている。 
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秋山委員 

１ 消防ポンプ自動車の機能をフルに発揮するためには、適切な乗車人員が必要である。

一台で１本又は２本の消火栓を使うかによって消火能力に大きな違いがある。３人乗車

では１線しか使えないのではないか。実状はどうか。 

２ 広域化はスケールメリットで充足率が高まってしまう。広域化だけが充足率を高める

手段とは思えない。他の方策はないのか。 

３ 照会回数３４回の方は最後には医療機関に搬送されたのか。 

４ Ｊアラートの訓練結果はどうか。不具合等はなかったか。 

 

消防防災課長 

１ 消防ポンプ車に３人乗車の場合では、１線となるのが現状である。近隣の消防本部と

の応援協定で対応していく。 

２ 昨年度から県内の充足率の状況を市町村に示し、定数増を働き掛けている。 

  この結果、消防職員の実数は平成２４年４月１日現在の８，１８４人から平成２７年

４月１日には８，３５４人と１７０人増えた。 

  平成２２年から平成２６年の間に全国平均は１．５％増だったが、本県は２．２％増

えている。市町村の理解により実数を伸ばしている。 

３ ３４回目の照会により最終的には医療機関に搬送された。 

 

危機管理課長 

４ ３回目の訓練で不具合等のあった１７市町については、再訓練を行った。再訓練では

不具合はなかった。したがって、一部の市町では４回訓練を行ったことになる。 

 

秋山委員 

１ 防災拠点６，８３３棟の中には、市町村の避難場所を全て含んでいると考えてよいか。 

２ 充足率の向上についてだが、県と消防本部の関係や充足率を上げてほしいと働き掛け

る場合の根拠はどうなっているか。 

 

危機管理課長 

１ 本調査における防災拠点には、市町村の全避難場所を含んでいる。 

 

消防防災課長 

２ 県と消防本部の関係であるが、消防組織法には「市町村の消防は、消防庁長官又は都

道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない」と定められている。一方、消

防組織法には「都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対し

て勧告し、指導し、又は助言を与えることができる」ともあり、これに基づき、助言・

指導の一環として行わせていただいている。 

 

木下委員 

１ 避難所開設運営訓練の県内市町村の実施状況を把握しているか。 

２ 食料備蓄３日分以上とあるが、できる限り１週間分以上とすべきと考えるが周知する

のか。 

３ 消防広域化が進まない理由についてどう考えるか。消防広域化推進計画に関して見直

しの必要性を感じているか。 
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危機管理課長 

２ 備蓄は３日分以上で、１週間分を推奨するとしている。保管場所など難しい方もいる

ので、３日分以上としている。なお、県民対象に配布している防災マニュアルブックに

おいては、水については１週間分、食料は、冷蔵庫・冷凍庫にある痛みやすいものを 3

日分食べ、その上で、「ローリングストック法」で４日分備蓄したレトルト食品など保全

性の高い食品を食べる、合計 1週間分の備蓄方法を推奨している。 

 

消防防災課長 

１ 平成２６年度は３５市町で実施している。平成２５年度も同程度の約６割の市町村で

実施しており、主に地域の自治会等で実施していると把握している。 

２ 地域防災計画では県１．５日分、市町村１．５日分、県民３日分以上食料等の備蓄、

県民はできれば１週間分以上の備蓄を推奨している。 

３ 消防の広域化が進まない理由については直接首長や消防長に確認している。災害対応

をする中枢機能が他の地域に移ってしまうことへの不安や、これまで消防に予算をかけ

ていなかった自治体では広域化により財政的な負担が増えることへの懸念などが挙げら

れる。引き続き、消防の広域化によるメリットを十分に説明しながら理解を深めていき

たい。 

  県内には管轄人口１０万人未満のいわゆる小規模消防本部が７つある。これらの消防

本部は消防力が弱い面があるため、まずは小規模消防本部の解消を中心に広域化を働き

掛けていく予定である。 

  また、計画の見直しについては、平成３０年４月１日までは現計画の枠組みを維持し

た上で、県内７ブロック内での気運を高めていきたい。 

 

石川委員 

 派遣職員の給与費等負担金の収入未済は今どうなっているか。 

 

危機管理課長 

 給与費等負担金は、岩手県、宮城県分は平成２６年度中に納付されたが、福島県分の納

付が遅れた。本県としては適正な時期に請求を行ったが、福島県の担当者が交代し不慣れ

だったこと、５月３０日、３１日が土曜日、日曜日だったこともあり、６月１日の納付と

なり、年度内の納付とならなかった。 

 

石川委員 

 自主防災組織率の低い市町村には、向上のための働き掛けは行っているのか。資機材整

備の補助について、市町村でも行っていると思うが、市町村によって補助率は一律なのか、

それとも別々なのか。 

 

危機管理課長 

 組織率が低い市町村では、コミュニティーが密になっているなど、いざという時に助け

合えるという意識もある。しかし、全県的に自主防災組織の活動を広げるべきという立場

から今後とも市町村に対して組織化の働き掛けをしていきたい。 

 資機材整備の補助については、市町村独自で実施しており、補助率にも差がある。 
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石川委員 

 市町村の資機材整備補助金については、組織立ち上げの初年度に資機材整備のために多

くのお金を補助し、２年目からは運営費の補助だけになり、大きく補助額が減少するとい

うことを聞く。２年目、３年目に資機材を買いたいと思っても額が少ないので購入できな

いという話がある。この内容について、県は知っているのか。改善のため、何らかの指導

はしているのか。 

 

危機管理課長 

 知っているが、特に指導は行っていない。 

 

菅原委員 

１ 消防団協力事業所表示制度について、平成２６年に事業所はどれくらい増加したのか。 

２ 消防団員の増員を図るため、戸田市では機能別分団を設けるなどの努力をしている。

こうした新しい取組を県としてどの程度把握しているのか。それを市町村に情報提供し

ているのか。 

３ 救急救命士養成所を新しい医療拠点に移すことのメリットはどのようなものがあるの

か。 

４ メディカルコントロール体制について、平成２６年から輸液とブドウ糖溶液の投与の

２行為ができるようになった。５９人認定しているが、県内全域に配置されているのか。

これから、更に高度な技術を持つ救命士を増やすべきと思うが、県として育成する計画

はあるか。また、拡大２行為の導入による救命率のデータなどは把握しているのか。 

５ 草加市、三郷市で実施した自助のモデル市町村事業について、その結果、実施率はど

の程度向上したのか。その効果をどのように評価し、今後事業の成果を全県に広げるた

めに生かせることはあったのか。 

６ 災害時応援協定について、県の協定締結状況はどうか。市町村と事業者との災害応援

時協定は、把握しているのか。 

 

消防防災課長 

１ 平成２６年４月１日の４９から平成２７年４月１日の６１と、この１年間で１２増加

している。消防団協力事業所表示制度は全ての市町村が導入しているわけではないので、

まずは導入市町村を増やしたい。市町村に対し働き掛けた結果、導入市町村は３４事業

所から５１事業所になった。最終的には全市町村に導入させたい。 

２ 県では機能別分団の状況を把握している。消防団のＯＢで日中のみ活動する分団や現

在はなくなってしまったが、草加市には獨協大学の学生による大規模災害時に通訳をす

るという分団があった。戸田市では女性・学生による機能別分団を定員増により、現在、

募集しているということも把握している。 

  こうした取組については、昨年度から開催している消防団事務担当者会議を通じて紹

介している。 

３ さいたま新都心の医療拠点に養成所を移転した場合、先進的で高度な救急医療現場を

身近に学べる。近隣に日赤病院もあることから高度救命救急センターの医師との連携に

よる教育訓練が可能となる。また、県の中央に位置し、交通アクセスも良いことから、

県内各地及び県外から来られる講師、受講生にとって利便性が高いと考えている。 

４ 拡大２行為の認定を受けた５９人は、県内２８消防本部のうち１４消防本部に配置さ

れている。拡大２行為については、早期に多数の認定救命士を養成すべく、計画的に教
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育訓練を実施する予定である。本年度から毎年２００人規模のハイペースで教育訓練を

実施し、３年ないし５年程度で認定を終えたいと考えている。 

  救急車に乗る３人のうち１人は必ず救急救命士であるという常時運用をするためには、

救急車の台数掛ける６人で、１，３００人程度の救急救命士が必要となる。救急振興財

団による養成だけでは間に合わないため、県独自に養成している。なお、都道府県で救

急救命士を養成しているのは兵庫県と本県だけである。 

  救命率のデータ把握についてであるが、平成２６年度末で、薬剤投与可能な救急救命

士１，３００人のうち、いわゆる拡大２行為ができるのは５９人と少数であるため、規

模が小さく、現状では救命率にどう影響があったかを示すデータは持ち合わせていない。 

６ 県では他部局を含め、平成２７年８月１日現在で２８５団体と１９０件の協定を締結

している。平成２６年度においては、「大規模災害時における広域支援拠点の確保に関す

る協定」をキッコーマン（株）や関東グリコ（株）など７者と締結し、災害時に広域支

援拠点として所有地を無償で利用させていただくこととした。市町村と事業者との災害

応援時協定は、把握していない。 

 

危機管理課長 

５ モデル事業実施後の数値として、５％から２０％程度の上昇があり、一定の効果があ

ったと考えている。家具の固定支援やＬ型金具の購入支援などは効果が低い一方で、分

かりやすい啓発物を活用すること、市町村や自治会役員の説明能力の高さが取組率を向

上させることが分かってきた。 

  回覧板で伝えるだけではなく、三郷市で行ったように自治会役員など、人が直接伝え

ることが重要である。分かりやすい啓発物を活用し、家具の固定も段ボール箱を家具の

上に隙間なく置き、マットを下に敷くなど、簡単で分かりやすい方法を提示していきた

いと考えている。 

  また、災害用伝言サービスについても、防災訓練などでＮＴＴの協力をいただき一斉

体験をしていくことなども取り入れはじめた。 

 

菅原委員 

１ 協力事業所表示制度は市町村の制度か。他県で税の減免措置を行っているところもあ

るが、これまでに検討したことはあるのか。 

２ 救命率向上のデータについて把握していないとのことだが、今後把握する予定はある

のか。 

３ 市町村と事業者との災害応援時協定についても把握すべきではないのか。 

４ 自助のモデル市町村事業の成果を全県に広げるための計画はあるか。 

 

消防防災課長 

１ 消防団協力事業所表示制度は平成１８年度から導入されており、実施主体は市町村で

ある。税の減免措置については、現時点では考えていない。導入済みの県では、税の減

免が必ずしも協力事業所の増加につながっていないことも分かった。 

  県としては、市町村に対し消防団員が商店などで割引などが受けられる仕組みの導入

事例を紹介するなど、幅広い形で地域が消防団に感謝する機運を醸成していく。 

 

危機管理防災部長 

３ 先ほど消防防災課では市町村と事業者との災害応援時協定は把握していないと回答し
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たが、危機管理課で把握している。 

 

消防防災課長 

２ 何らかの形で検証したいと考えており、消防庁とも相談しながら方法を検討していき

たい。 

 

危機管理課長 

４ 分かりやすい啓発物を県として作成し、これを活用しながら、市町村職員の説明能力

を向上させるために、分かりやすく自助の取組を伝えるための講師になれるよう研修を

行い、全県に取組を広げていきたい。 

 

木村委員 

 阪神・淡路大震災の際も４分の３は圧死であったとのことであり、首都直下地震に際し

ても家具の固定が重要である。本県全体の家具の固定率はどうなっているのか。全国の状

況はどうなのか。 

 

危機管理課長 

 昨年度の県政サポーター２，０３５人のアンケートでは４２％であった。全国は４０％

である。 

 

木村委員 

 県として家具の固定について目標値を持っているのか。 

 

危機管理課長 

 地域防災計画の下位計画である、震災対策行動計画で平成３２年度までに６５％、約３

分の２の世帯に実施していただく目標としている。 

 

荒木委員 

 県と市町村におけるこれまでの国民保護訓練の開催状況はどうか。 

 

危機管理課長 

 国民保護実動訓練は毎年、県と市の共催で実施している。図上訓練も毎年、市町村に参

加を呼び掛け実施している。平成２６年度は２４市町が参加した。また、平成２６年度は

入間市が単独でも国民保護実動訓練を実施したが、市町村単独での実動訓練の実施は、参

加機関が多岐にわたるため、難しいと思われる。 

 

危機管理防災部長 

 東京オリンピック等国際イベントを控えていることから、平成２６年度は川越市、平成

２７年度はさいたま市の埼玉スタジアムで訓練を実施した。来年度は、熊谷市との共催に

向け調整をしているところである。 

 

荒木委員 

 国際イベントを控えていることから、市町村の参加を促すべきではないか。 
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危機管理防災部長 

 市単独での実動訓練の実施は難しい。まずは、県で実施する実動訓練を見てもらうこと

が大切であると考えている。 

 

山本委員 

１ 避難行動要支援者名簿について、作成中の市町村の完成の見通しはどうか。 

２ 避難行動要支援者本人の同意を得る方法は統一しているのか。 

３ 地域における避難支援の取組において、名簿は活用しているか。 

 

消防防災課長 

１ 今年度中に作成する予定である。 

２ 同意を得る方法は市町村によって様々である。昨年度も福祉部とともに市町村の事務

担当者に対する説明会を２回開催し、戸田市や杉並区などの同意を得るための先進的な

事例を紹介するなど市町村を支援している。 

３ 直接名簿を使っているかは不明だが、４割の市町村が防災訓練の中に高齢者や障害者

の避難訓練を盛り込んでおり、避難支援についてきめ細かな取組を行っている。 

 

西山委員 

１ 防災訓練の住民参加比率が自治体で異なっている。川越市０．２％、伊奈町は０％な

どと低く、高いところとバラつきがある。住民参加による意識向上が重要と考えるが、

どう分析しているか。 

２ 帰宅困難者の徒歩帰宅訓練を再開すべきと思うがどうか。 

３ 災害用伝言サービスの体験の数値が低いとのことだが状況はどうか。 

 

消防防災課長 

１ 訓練会場に全ての住民が参加することは物理的に不可能であり、消防等の防災関係機

関が参加する機関系訓練に住民が参加することは難しい面もあるが、それにしても約３．

５％という住民参加比率は低いと考えている。 

  伊奈町については、８月３０日に実施予定の訓練が雨天で中止となり参加数を把握し

ていないことから、便宜的に「０％」との回答をいただいた。自主防災組織が行う訓練

については、再度確認したところ追加資料提出後に１，８１２人の訓練参加があったと

の回答を得ている。 

２ 徒歩帰宅訓練は平成１６年度から２３年度まで８回計画し、うち１回が中止となった。 

  東日本大震災の教訓から、現在の帰宅困難者対策は、駅前滞留者への情報提供、避難

誘導、駅周辺事業者による帰宅困難者対策協議会の設立にシフトしている。 

  また、東京都で多くの埼玉県民の帰宅困難者が発生するため、東京都とも調整を図っ

ている。 

  徒歩帰宅者は、国道４号、国道１７号、国道２５４号といった主要な国道を使うこと

が想定されるため、大宮国道事務所に案内表示板の設置を働き掛けている。 

 

危機管理課長 

３ 県政サポーターのアンケートでの数値であるが、１８．４％が県全体のものである。

草加市、三郷市の重点地区でも低かったが、３５．３％と高いところがあった。高いと

ころがなぜ高いかを分析し、底上げを図りたい。 
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西山委員 

１ 市町村で実施している防災訓練はマンネリ化しているのではないか。また、実践的で

はないのではないか。住民の参加につながる訓練の在り方を検討すべきではないか。 

２ 徒歩帰宅訓練については、革靴で長距離を歩くことは大変なことであるなど、経験の

重要性を住民に認識してもらうためにも必要と考えるがどうか。 

３ 県政サポーターアンケートは数字が高すぎないだろうか。家具固定が４０％はありえ

ないと思う。この調査を基本としては評価を誤るのではないだろうか。 

 

消防防災課長 

１ 以前からそのような指摘があったため、今年度から実際に市町村でどのような訓練を

行っているのか調査を始めた。先進的な事例を市町村にフィードバックすることにより

実践的な訓練を行えるようにしたい。今後も実戦的な訓練の実施に向けて働き掛けてい

きたい。 

２ 都内からの徒歩帰宅訓練の再開は難しいと考えている。徒歩帰宅には運動靴が必要で

あることなどを住民が意識することは意味のあることなので、例えば防災訓練の中で取

り組むことはできないか等検討していきたい。 

 

危機管理課長 

３ 県政サポーターは県政に関心のある方であり、意識の高い方が多いと思われる。この

ため、今年度、県政世論調査で自助の取組について項目を設けて尋ねている。無作為抽

出で３，０００人を対象としていることから、これが基本になると考えている。 

 

中屋敷委員 

１ 鴻巣市と北本市との共催で国民保護実動訓練を実施したときに感じたことだが、訓練

の趣旨や目的が住民に伝わっていなかった。住民への訓練目的等の周知はどのようにし

ているのか。 

２ 「いつでも、どこでも炊出訓練応援隊」の登録団体にはどのような団体があるのか。 

  また、災害が発生した時には、どのような協力をしてもらえるか。 

 

危機管理課長 

１ 共催する市町村から地元自治会等に訓練の趣旨や目的等を説明しているが、うまく伝

わっていない部分もあろうかと思われる。共催市町村と県と協力し、住民の理解を得ら

れるよう努めていきたい。 

 

化学保安課長 

２ 登録団体は、埼玉県ＬＰガス協会の２１支部とＪＡの２１団体である。その他、女子

栄養大学やＮＰＯ法人がレシピの提供等をしている。 

 埼玉県ＬＰガス協会とは、実際の災害時には避難所等に優先的に１週間分のＬＰガスを

提供してもらう協定を締結している。 

 

中屋敷委員 

 登録団体は、どのような支援をしてくれるのか。また、登録団体は全県に分布している

のか。 

 



 

- 82 - 

化学保安課長 

 訓練では、埼玉県ＬＰガス協会はＬＰガスとガス器具の提供、ＪＡからはお米の提供を

受けている。埼玉県ＬＰガス協会の各支部は、全県に分布している。 

 

危機管理防災部長 

 実際の災害時には、食料の確保は市町村が行う。例えば、さいたま市ではＪＡさいたま

及びＪＡ南彩と協定を締結しており、災害時に食料の提供を受けることになっている。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月４日（水）警察本部関係） 

 

【説明者】 

貴志浩平警察本部長、櫻井雅彦総務部長、早川敏夫総務部参事兼財務局長、 

鈴木幹男会計課長、敦澤洋司警備部長、阿波拓洋刑事部長、北澤一浩生活安全部長、 

三田豪士警務部長、荻野高史地域部長、後藤秀明交通部長、 

井桁勤運転免許本部長兼交通部参事官、磯部隆一警備部参事官、 

山本淳刑事部参事官（統括）、千装次男刑事部参事官兼組織犯罪対策局長、 

菅沼孝二刑事部参事官、高野邦夫生活安全部参事官、関口啓一総務課長、 

布川賢二警務部参事官兼監察官室長、古田土等警務部参事官兼警務課長、 

川上正美地域部参事官、千葉保治地域課長、峯逸男交通部参事官、 

松村雅彦交通企画課長、渋谷晃公安第一課長、富岡洋警備課長、作田隆志刑事総務課長、 

近藤勝彦組織犯罪対策課長、伊古田晴正生活安全企画課長、 

坪信孝子ども女性安全対策課長、近藤秀貴情報管理課長、大熊衛通信指令課長、 

町田武運転免許課長、熊谷嘉弘交通捜査課長、風上正樹交通指導課長、 

新井文夫交通規制課長、相原浩哉危機管理課長、杉崎惠子少年課長、 

安藤茂保安課長、齋藤保生活経済課長、愛敬進サイバー犯罪対策課長、岩根忠広報課長、 

平山毅施設課長 

 

【発言】 

板橋委員 

１ 組織体制の中で、特殊詐欺捜査室を設置したとあるが、内容としてどのような検挙対

策を行っているのか。 

２ 振り込め詐欺対策の推進のうち、コールセンター事業の詳細な内容とその効果につい

て伺いたい。 

３ 振り込め詐欺について、平成２４年に件数・金額が減少傾向にあったが、平成２５年

と平成２６年とまた増えており、特に架空請求詐欺の被害が３倍に増加しているが、そ

の背景について伺いたい。 

 

刑事部参事官 

１ 特殊詐欺の検挙対策については、昨年４月に、特殊詐欺捜査室を設置し、同年９月に

は振り込め詐欺特別対策隊を発足し、検挙体制を強化してきた。特に、手交型の犯行に

対応するため、受け子等の現場検挙に対応する捜査員を県内５つの拠点警察署に配置し、

検挙体制を強化した。その結果、昨年のだまされたふり作戦の実施回数が一昨年の３８

３件から６４６件と大幅に増加し、検挙人員も、一昨年比で２０人増の１１１人を検挙

したものである。また、新たな犯行手口である、私設私書箱を隠れみのとした送付型の

事件は、全国に先駆けて検挙したところである。 

３ 検挙率が低下した原因であるが､認知件数が急増したことに加えて、余罪の検挙件数が

減少したためである。余罪件数の減少については、犯人グループの役割分担の細分化が

進んでおり、末端の被疑者からは共犯者に関する情報が得られなくなってきたものであ

る。このほか、取締りの強化により、受け子等の被疑者を早期に検挙していることが挙

げられる。 
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生活安全企画課長 

２ 平成２６年度中のコールセンター事業の活動については、平成２６年６月１日から平

成２６年度末までの間に、コールセンターから総架電数約４８万１千件、有効架電数約

２０万１千件の架電を実施した。効果的事例としては、８８件の事例が寄せられており、

内容は水際未然防止が１件、金融機関に被害者が来店する危険性があることを注意喚起

し、その後、金融機関で水際未然防止した警戒警報による効果的事例が５４件、注意喚

起の電話を受けていたおかげで被害に遭わずに済んだとの感謝が寄せられた等、その  

他の効果的事例が３３件あった。 

 

生活安全部参事官 

３ 振り込め詐欺が増加した原因であるが、平成２０年をピークとして、ＡＴＭの利用限

度額引下げ等の対策や犯行に使用された口座の迅速な凍結措置等の対策により、振り込

め型の被害が抑制されてきたが、平成２４年、平成２５年頃からは、被害者から直接現

金を受け取る手渡し型の被害が急増するとともに、１件当たりの被害額も増加したこと

により、全体の被害額が増加したものである。 

  また、ＡＴＭ対策等が進んだ一方で、架空請求の被害も増加している。架空請求詐欺

被害者１４７人中８０人、５４.４％の方が架空請求詐欺の手口を知らなかったなどが

増加の一要因である。 

 

権守委員 

１ 振り込め詐欺対策のコールセンター事業について、県警察としてこれまでの対策の効

果をどのように評価しているのかについて伺いたい。 

２ 犯罪被害者に対する支援について、支援の対象となる犯罪被害者に基準はあるのか、

また、平成２６年度の被害者やその家族、遺族に対する支援活動の具体的内容、人数及

び件数について伺いたい。 

３ 危険ドラッグの販売店については、平成２５年中は県内に１１店舗存在し、平成２６

年は４店舗に減って、現在はゼロであると聞いているが、それでよいか。また危険ドラ

ッグ販売店舗に対する具体的な取組について伺いたい。 

４ 高齢者の年齢別免許保有者数について、平成２６年度末における免許取得者は、４６

５万３，７４７人であるが、高齢者の５歳ごとの免許取得者数は何人か。 

５ 適性相談者の自主返納件数について、平成２６年度の運転適性相談件数は、１，５１

４件となっているが、その中で自主返納した件数はどのくらいあるか。 

６ 認知症の高齢者が運転免許証を更新してしまうこともあると思うが、その場合、県と

して自主返納させる方法は何かあるのか。 

 

生活安全部長 

１ コールセンター事業の効果については、昨年度は県警察で把握しているだけで８８件

の振り込め詐欺被害が抑制されている。振り込め詐欺被害は、昨年約１,２００件であ

ったが、これに対し、１００件近くの被害がコールセンターにより防止されている。こ

れは県警察が把握している件数であり、暗数として防止されているものは多いと考えら

れることから、コールセンター事業の効果については高いものと認識している。 

 

警務課長 

２ 支援の対象に関する基準はないが、性犯罪や暴行、傷害等の身体犯の被害者に対する
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支援が多くなっているのが現状である。支援の具体的内容については、被害者からの相

談の受理のほか、直接的支援として、被害後の事情聴取や実況見分等の捜査活動への付

添支援、裁判所への付添支援又は警察署と自宅の送迎等の支援を行っている。また、経

済的支援も行っており、例えば診断書が必要な場合の診断書料や殺人事件の場合の御遺

体の修復費用を公費で負担するなどの支援を行っている。件数については、平成２６年

度中は、相談が１,３１７件、直接的支援が２５９件となっている。 

 

組織犯罪対策局長 

３ 危険ドラッグ販売店数は現在もゼロである。危険ドラッグ販売店舗については、県薬

務課との合同立入りを実施した後、製品の鑑定結果をもって検挙してきたものである。 

 

運転免許課長 

４ 年齢構成について、６５歳から６９歳までは３９万７,７２７人、７０歳から７４歳ま

では２７万９,８４０人、７５歳から７９歳までは１３万４,２７０人、８０歳以上は６

万９,７６０人である。 

 

運転免許本部長 

５ 平成２６年中の件数ではあるが、相談件数１，４５４件に対し自主返納に至った件数

は４２件である。 

６ 運転免許センターでは、高齢者の更新時に質問票制度により、認知症等の一定の病気

を申告していただいている。認知症等の病気があるのに申告しない場合には、罰則があ

る。このほか、家族からの相談等により、臨時適性検査を通して認知症等の運転者の発

見をしている。 

 

交通部長 

６ 高齢化社会になって、様々な形で認知症の方が運転する状況になっている。今年だけ

でも、高速道路の逆走事案が数件発生し、そのほとんどが、７０歳以上の高齢者である。

警察では、違反や交通事故の現場において運転技能を含め認知症等の疑いがある場合に

は臨時適性検査を受けるよう指導している。その後は、医師の診断を受けていただき、

認知症と診断されれば免許の取消をしたり、家族に対して、これ以上運転させないよう

に免許返納の協力を求めたりしている。 

 

清水委員 

免許の更新時講習を受けた際に、講師が高齢者に「免許を積極的に更新してください」

と言っていた。県警は、運転免許証を使わない高齢者には自主返納させたいのか、それと

も積極的に免許更新をさせたいのか、スタンスを伺いたい。 

 

運転免許本部長 

講師がそのような話をしていたとのことであるが、県警としてそのような指導はしてい

ない。一般的には生活の足としてどうしても必要である人が早めに返納した場合、生活が

不便になるということは聞いたことがある。なお、身分証明書代わりに必要という理由で

免許証を保有する方に対しては、身分証明証として一生使える運転経歴証明書を勧めてい

る。 
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石川委員 

１ 道路標識・信号機設置又は移設要望について一般人からの意見を募集しているが、平

成２６年にどのくらいの意見が寄せられているのか、また、適切に対応ができているの

か。 

２ ご当地対策とはどのような対策であるのか、具体的な取組事例について伺いたい。ま

た、各市町村に広報大使はいるのか。 

３ 看護学校等で行っている犯罪被害者支援に関する講義の内容を伺いたい。 

 

交通規制課長 

１ 平成２６年の要望件数は２０４件である。受理した全ての要望は、管轄警察署に連絡

し、現場調査を行った上で、要望に沿った対応ができるよう事務を進めている状況であ

る。 

 

交通企画課長 

２ 交通事故の発生状況は、交通環境等により県内で一律ではないことから、各警察署が

市町村ごとに事故の分析を行い、特徴に応じた対策を講じるものである。効果をおおむ

ね２か月ごとに検証し、効果が見られない場合には対策を変更している。久喜市では高

齢者対策を推進した結果、高齢者は減少したが、主要県道での事故や一時不停止による

事故が増加したので、現在重点対策の内容を検討しているところである。 

  広報大使は、６３の市町村全てに委嘱している。市町村では地元の方や市町村のゆる

キャラ等を、県ではラジオパーソナリティーや落語家を広報大使に委嘱しており、年間

を通じて広報啓発活動を実施していただいている。 

 

警務課長 

３ 警務課犯罪被害者支援室では、犯罪被害者の心情等を県民に理解していただき、社会

全体で犯罪被害者を支えるまちづくりに向けた取組を進めており、その一環として、看

護学校等の各種学校において講義を行っている。看護学校を中心とした専門学校での講

義は、平成２６年度は４回２３９名に対して実施した。その他、小中高生を対象とした

「命の大切さを学ぶ教室」を行っており、平成２６年度は５１回１５,２０８人に対し

実施した。 

 

内沼委員 

１ 「埼玉県５か年計画」における指標の、人口１，０００人当たりの犯罪発生件数につ

いて、目標値を既に達成しているが、今後の目標について伺いたい。 

２ 交通安全施設整備費及び国庫補助並びに交通信号整備費の推移について、平成２６年

度の事業費が前年度に比べて大幅に減少している理由について伺いたい。 

３ 信号機要望数・設置数の推移によると、平成２６年度は警察署からの要望箇所数が大

きく減少しているが、その理由は何か。 

４ 平成２６年度に各市町村からの各警察署への信号機の要望数と設置数はどのくらいか。

また、要望と対応のギャップについてどのように考えているのか。 

 

生活安全部長 

１ 犯罪発生件数については、平成１６年をピークに年々減少をしており、５か年計画の

目標はすでに達成しているところである。平成２７年度からの、新たな「防犯のまちづ
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くり推進計画」において、平成３１年までの５か年間に、犯罪率を９.９にするという

目標が掲げられたことから、現在、目標の達成に向け努力しているところである。 

 

会計課長 

２ 平成２５年度の事業費が多いのは、平成２４年度２月補正予算で議決された国の緊急

経済対策を繰り越したためである。平成２６年度は、例年と同様シーリングの範囲内で

容認されたものである。 

 

交通規制課長 

３ 平成２６年度に警察署からの要望が減少している原因は、警察庁から示された信号機

の設置基準に基づき、設置を要望するよう各警察署に指示し、各警察署はこの指示に基

づいて要望するものをある程度絞ったことによる。 

４ 平成２６年度の信号機の設置要望は９８１件あり、そのうち設置したものが６０基で

ある。警察署からの設置要望については、交通規制課の担当官が全ての場所に赴き、交

通事故発生実態、道路交通環境、その他交通流等を調査し、必要性、緊急性を判断した

上で、必要性が高いものから優先的に順次設置している。これは限られた予算の中で有

効活用するために行っている。設置できなかった場所については、道路環境の状況に応

じ、例えば一時停止、横断歩道を設置する、道路管理者と連携して注意喚起を促す標示、

標識を設置する等可能な限りの安全対策を講じている。なお、要望の中には道路環境面

が整っておらず、設置できない場合が多々あり、このような場合は道路管理者に理由を

話し、申し入れているのが実情である。 

 

秋山委員 

１ 信号機設置要望について、この５年間で警察署から上がった１,００８か所に対し設置

が４９６か所である。直近２年では設置率が約４割で、６割については積み残しになっ

ている。多くの自治体から要望が寄せられた中で、警察署で精査をして上げられたもの

は、少なくとも８割、９割は設置すべきと思うが、予算がないのでできないという以外

の見解を伺いたい。 

２ 横断歩道や止まれの標識やラインが消えかかっている問題について、平成２６年度に

は消えかかっている箇所にどの程度対応できたのか。 

３ 歩車分離式信号機の設置前と設置後の効果はどのように表れているか、今後の設置計

画と併せて伺いたい。 

４ 警察署別交番数の推移では、この５年間で蕨署で１減、上尾署で１増、秩父署で１増

しており、必ずしも増やさないというわけではない。２署で増やした理由は何か。また、

越谷レイクタウンは、ここ数年で県内では最も激変しているが、設置の必要性をどう認

識しているか伺いたい。 

５ ＤＶ相談件数がこの５年間で２,５５３件から４,７３９件の１.８倍、検挙件数が１０

６件から６１８件の５.８倍に激増しているが、相談件数が増加した理由、検挙数が大

幅に増加した理由について伺いたい。併せて、相談者は、本人、家族、友人等のうち誰

が多いのか伺いたい。 

６ 女性警察官の増員計画及び警部以上の幹部登用の目標があるのか伺いたい。 

７ 自転車事故が減少した理由をどのように考えているのか、どのような対策を実施して

きたのか、今後、どのような対策を実施していくのか伺いたい。 

８ 認知症などの病気を持つ免許取得者に運転させない方策について、これまでどのよう
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に取り組んできたのか。また、無事故・無違反の方へのゴールド免許は何歳までという

決まりはあるのか伺いたい。 

 

交通規制課長 

１ 信号機設置以外の方法で安全対策を講じるとともに、それでも安全対策が十分でなく

危険性があると認められる交差点については、次年度各警察署から再度要望が出される

形になっている。そこで危険度、緊急度、必要度を判断し、緊急性、必要性の高いもの

について順次設置していく。なお、平成２２年から平成２６年までの間、信号機を４９

６基設置しているが、東京、神奈川、千葉を含めて関東管区内では最も多い設置数であ

る。 

２ 横断歩道の補修要望について、平成２６年度中に３，４８８本の要望があり、同年度

中に７９％の２，７６９本の補修を完了しており、残りについては平成２７年度の予算

で対応する。摩耗の著しい横断歩道がないと言えないため、道路管理者や警察署と連携

を図り、漏れのない摩耗状況の掌握に努める。 

３ 平成２４年度に設置された３０の交差点の歩車分離の設置前後１年間の事故統計を取

ったところ、１８.１％減少し、効果的な対策となっているため、歩車分離式信号機は

次年度以降も計画的かつ効率的に設置を進めていく。 

 

交通部長 

１ 信号機設置要望において、予算以外にその理由はあるのかとのことだが、大きな理由

はまさにそのとおりである。本県においては既存の信号機が有効に活用されているかど

うか、また今現在その信号機が必要なのかどうかについての見直しを実施している。設

置から数年経ち、今現状においてこの信号機が有効に活用されていない、あるいはそこ

まで必要性がないといったものについては、随時見直しを行って移設することも念頭に

置いている。 

２ 横断歩道の摩耗等によって見えない箇所がある件については、横断歩道のラインを引

くためにお金がかかるが、４ｍのところを３ｍにし、予算を掛けない中で同じ機能を持

たせる方法についての工夫をしている。県警としては、交通安全の環境を作っていかな

ければならないと理解しており、その中で優先順位を付けさせていただいていることを

御理解願いたい。 

 

地域部長 

４ 交番数の増加については、駐在所を交番化したものであり、純増ではない。上尾警察

署については、六道駐在所を羽貫駅前交番に、秩父警察署は、野上駐在所・長瀞駐在所・

樋口駐在所を統合し、長瀞交番にした。交番設置の基本的な考え方は、警察官数が限ら

れている現状から、地域の治安情勢、人口、面積、近隣の警察施設の設置状況などに加

え、地域住民の意見要望等を総合的に勘案し、効率的かつ効果的に警察活動を行えるよ

うバランスよく行うこととしている。越谷レイクタウン地区への交番の設置についても、

交番設置の基本的な考え方を踏まえ、今後も総合的に検討し、関係機関とも連携して、

適切に対応していく。 

 

子ども女性安全対策課長 

５ 相談件数が増加した理由は、平成２３年に長崎県西海市において女性２名が殺害され

る事件が発生し、さらに平成２４年に神奈川県逗子市において女性が殺害される事件が
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相次いで発生し、「ＤＶ・ストーカー事案に対する社会的関心が高まったこと」、「警察

の取組の強化が広く周知され相談しやすくなったこと」、「平成２５年７月にＤＶ防止法

等の改正があり、規制対象及び保護対象が拡大されたこと」によるものと考えている。  

次に、検挙者数が増加した理由は、相談件数が増えたことと被害届の件数も増えたこと

により大幅に増加したものと考えている。また、相談者については、平成２６年に受理

したＤＶ相談４，７３９件の全てで被害者から相談を受けている。ただし、一部の相談

では、被害者からの相談に先立ち、家族、知人、自治体等からの事前相談や情報提供を

受けたものもある。 

 

警務課長 

６ 県警察では、「埼玉県警察女性警察官採用・登用拡大計画」を策定しており、この計画

に基づき女性警察官の採用、登用の拡大に努めている。女性警察官の増員計画について

は、平成２５年度からの５年間で４００人を採用することとしており、平成３０年度に

おいて、全警察官の定数の１０％を目標に採用の拡大に取り組んでいる。また、幹部登

用の目標については、具体的な目標は設定していないが、幹部登用の拡大に努めており、

平成２６年の春季人事異動では、県警で初めて女性警察官を所属長に登用している。今

後も引き続き、女性警察官の採用・登用の拡大に努めていきたい。 

 

交通企画課長 

７ 本年６月に自転車講習制度が始まったこと等の報道により、県民の交通ルールの順守

に関する意識が高まったことや、自転車の通行環境が整備されてきたことなどにより、

自転車事故が減少したと考えている。実施した対策については、これまで、子供や、高

齢者を対象とした自転車運転免許制度等による交通安全教育、交通違反者の指導警告、

検挙活動を推進してきた。今後も、交通安全教育や自転車安全利用五則の普及など、幼

少期に安全意識を根付かせる活動、また、主に高齢者を対象に事故時の被害軽減を図る

ヘルメットの普及活動を進める。 

 

運転免許課長 

８ 認知症などの病気を持つ免許取得者に運転させない方策については、「免許取得時、更

新時の『質問票』による一定の病気の申告」、「７５歳以上の高齢運転者の免許更新の際

の認知機能検査」、「医師からの通報」、「各種警察活動における臨時適性検査該当者発見

報告」、「警察署の免許窓口・運転適性相談室における各種相談（家族・本人）」により、

発見し、運転させないように努めている。なお、ゴールド免許の年齢制限はない。 

 

秋山委員 

１ 警察署からの横断歩道の補修申請を制限しているのではないか、また、平成２６年度

に設置した信号６０基の中には改良も含まれているのではないか。 

２ 警察官の増員がなく女性警察官を増やすということは、男性警察官の採用を抑えて女

性警察官の比率を上げるという方針なのか。 

３ 認知症などの病気を持つ免許取得者に運転させない方策について、今以上の対策につ

いて伺う。 

 

交通規制課長 

１ 各警察署に対して、横断歩道の補修申請を制限するような指示は一切していない。ま
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た、平成２６年度の信号機設置６０基は全て新設である。 

 

運転免許本部長 

３ 平成２９年には改正道路交通法が施行され、適性検査等について大幅改正がなされる。  

認知機能検査など認知症発見のための枠が広がり、その結果免許取消しや停止などにつ

ながることもあり、幅広く発見につながるものと思われる。 

 

警務課長 

２ 本県の警察官の業務負担は依然として高いため、警察官の増員については、国に対し

引き続き要望していきたいと考えている。併せて、女性警察官の採用拡大にも努めてい

くこととしているものである。 

 

秋山委員 

 信号機６０基の新設のほかに、移設と改良をした信号機があるということでよいか。 

 

交通規制課長 

 新設のほかに、移設又は改良を実施している。 

 

山本委員 

女性警察官の幹部登用に向けて県警として努力はしているとは思うが、まだまだ少ない

ので、今後努力していく点を伺いたい。また、幹部登用の目標を掲げることについての考

えを伺いたい。 

 

警務課長 

「埼玉県警察女性警察官採用・登用拡大計画」は、採用・登用の拡大だけを進めていく

というものではなく、その過程において、育児等女性特有の諸問題に対応し、女性が長く

勤務できるような職場環境作りを併せて進めている。また、幹部登用の目標については、

女性警察官数が１割に満たない状況の中で、まずは女性警察官の絶対数を増やすことに主

眼を置いており、現段階での目標設定は、難しい状況であるので御理解いただきたい。県

警察としては、女性警察官の幹部登用の拡大に、引き続き努めていきたい。 

 

中屋敷委員 

１ ゾーン３０について、平成２６年度に整備した４２区域は、どのような基準で選定さ

れたのか。 

２ ゾーン３０整備の効果を表す指標はあるか。 

 

交通規制課長 

１ ゾーン３０は、学校や生活道路が多く走っている場所で、自転車や歩行者など交通弱

者を保護する場所を選定している。選定に当たっては、自治会、道路管理者、警察署で

協議し、指定区域の住民の同意を得た地域で実施している。 

２ 平成２４年度、平成２５年度の６２区域の実施前後１年間の人身交通事故発生状況は

事故件数が１２％ほど減少しており、本施策については、一定の効果があると認識して

いる。 
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中屋敷委員 

平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度を合わせて１０４区域でよいか。 

 

交通規制課長 

効果については、平成２４年度、平成２５年度に実施した箇所の統計である。なお平成

２６年度に実施した箇所については、平成２７年度中の事故発生状況が確定してないため、

今後検証の対象とする。 

 

中屋敷委員 

平成２４年度、平成２５年度に指定した箇所がその数で、平成２６年度に新たに４２区

域を指定したということでよいか。 

 

交通規制課長 

そのとおりである。 

 

木下委員 

１ 平成２６年度における、自治体、事業所、防犯団体等と連携した効果的な取組につい

て伺いたい。また、各警察署における、自治体、防犯団体等と連携した地域事情に応じ

た効果的な取組について伺いたい。 

２ 交通信号機整備費の推移について、国庫補助の額は国から内示された額に基づき信号

機を設置しているのか、それとも必要な信号機の数に基づき積算した結果、国から交付

されている額なのか。 

 

生活安全企画課長 

１ 振り込め詐欺被害防止のため、県民総ぐるみによる抑止対策として、平成２６年１１

月７日、警察本部において、振り込め詐欺の被害実態や防止対策について検討・協議す

るための「第１回埼玉県特殊詐欺撲滅官民合同会議」を開催し、関係団体等に協力を要

請した。また、警察署では、川越警察署管内の特殊詐欺の被害が多いことから､平成２

７年１０月３１日、関係機関、団体、川越市等の協力を得て、高齢者の家庭を直接訪問

し、特殊詐欺被害防止を訴える広報啓発活動を実施した。 

 

交通規制課長 

２ 本県で予算が確保できた信号機の数に基づいて、国に補助を要請している。 

 

菅原委員 

１ 放置違反金制度とは、どのようなものか伺いたい。また、放置違反金の収入未済額は、

昨年の２億８，０００万円から減少しているが、どのようにして圧縮したのか。また、

委託費が上昇していることと収入未済額が減っていることに関連はあるのかについて

伺いたい。 

２ 平成２６年度において、防災無線に関する協定等を締結した自治体はあるのかについ

て伺いたい。また、これまでに協定等を締結した経緯について伺いたい。 

 

交通指導課長 

１ 放置違反金制度とは、放置駐車違反をした場合に第一次的には運転手に責任がかかる
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が、運転手が判明しない場合は、車両の使用者に責任を追及する制度である。収入未済

額は制度が発足した平成１８年度以降の未収金の累計額であり、督促等を強力に行い回

収努力をしているところである。委託費の増加については、消費税が５％から８％に上

がったことによるものである。今後も、放置駐車監視員活動ガイドラインの見直しを図

り、効果的な駐車対策を推進していきたい。 

 

生活安全企画課長 

２ 平成２６年度において、防災無線に関し、協定等を締結した自治体はない。協定等を

結んでいる７市２町については、それぞれ、協定等の内容が異なっており、地域の犯罪

情勢などを踏まえ、それぞれ警察署と自治体が結んでいるものと承知している。 

 

菅原委員 

１ 現年度分の収入済額と収入未済額はいくらか。また、放置違反金の滞納者を逮捕でき

るのか。 

２ 防災無線に関する協定締結に向けて、今後、どのような取組を行っていくのか。 

 

生活安全部長 

２ 警察において、更に積極的に活用できるよう、自治体と調整を進めていきたいと考え

ている。 

 

交通指導課長 

１ 平成２６年度分の収入済額は、６億６,４１８万５,０００円であり、収入未済額につ

いては、５，９５７万５,０００円である。逮捕はできず、差押え等の滞納処分で対応

している。 

 

菅原委員 

未収金の圧縮努力はどのようにしているのか伺いたい。また、滞納処分の件数はどうな

っているのか。 

 

交通指導課長 

平成２６年度は６４１件、金額にして８５５万７，０００円を滞納処分している。車両、

給与の差し押さえのほか、差し押さえ物件のオークションを実施するなど、滞納を減らす

努力を常にしている。 

 

西山委員 

１ 交通信号機整備費が県と国庫補助を合わせると平成２６年度は約１４億５，０００万

円で信号機設置数は６０基、平成２５年度は約５６億円で８７基、平成２４年度は約２

２億円で８６基、平成２３年度は約２７億円で１２５基、平成２２年度は約１８億５，

０００万円で１３８基となっている。信号機の単価はあまり変わらないと思うが、予算

と設置数が合わない理由はなぜか。 

２ 平成２５年度以降要望数が減少した理由は新たに警察庁の基準が示されたためとあっ

たが、設置できない要望場所については、その理由を説明すべきではないか。 

３ 自動車運転免許手数料の収入が運転免許費の約２倍であるが、自動車運転免許手数料

の歳入を運転免許費の歳出以外に計上しているものはあるのか伺いたい。 
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交通規制課長 

１ 交通信号機整備費については、国庫補助は内数である。年度ごとの整備費については、

新設信号だけでなく、ＬＥＤ化や多現示化など改良費用も含まれている。 

２ 住民の方に納得していただけるよう努力していく。 

 

会計課長 

３ 運転免許費以外の目に計上されているものはない。 

 

西山委員 

信号機について、改良費用が含まれていたとしても、金額に差がありすぎる。信号機本

体設置、改良、移設する費用はそれぞれどれくらいか。 

 

交通規制課長 

平成２５年度の交通信号機整備費の３０億円には約１９億円の国庫補助の補正予算が

含まれており、その内容のほとんどは、ＬＥＤ化や信号機柱の交換である。信号機の設置

費は、１交差点、約５３０万円である。 

 

西山委員 

５年間分の交通信号機整備費の推移の内訳について、後で資料を提出してもらいたい。 

 

委員長 

本委員会として資料要求するということでよいか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 それでは、後ほど提出願う。 

 

荒木委員 

大宮警察署等統合庁舎の建設事業について、入札不調等により当初の計画から遅れが生

じたが、どのくらいの遅れとなっていて、それによる関連業者の遅延損害金は生じたのか。

また、本来あるべき業務にどのような影響が生じているのか。 

 

施設課長 

大宮警察署等統合庁舎建設事業については、９月定例会において、２つの契約案件の承

認をいただき、本契約を締結したところである。工期は当初の予定から１年遅れとなり、

平成２９年１０月末までである。議会の承認前は、仮契約を締結し、議会承認後に本契約

の締結をしたため損害金は生じていない。また、工期が遅延したが、大宮警察署、科学捜

査研究所及び鑑識課については、現存の庁舎で業務を継続しており、現時点において業務

への支障は生じていない。しかし、現庁舎は耐震強度に問題があるほか、著しく狭あいな

状況であることから、これ以上の遅れが生じないよう努めていきたい。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月５日（木）県民生活部関係） 

 

【説明者】 

福島勤県民生活部長、矢嶋行雄県民生活部副部長、山崎仁枝県民生活部副部長、 

久保正美スポーツ局長、下田正幸広聴広報課長、加藤繁共助社会づくり課長、 

小林安則人権推進課長、松崎徹県政情報センター所長、福田哲也文化振興課長、 

小池要子国際課長、渡辺哲青少年課長、古垣玲スポーツ振興課長、西村実スポーツ企画幹、 

清水雅之オリンピック・パラリンピック課長、牧千瑞男女共同参画課長、 

山本好志消費生活課長、松本晃彦防犯・交通安全課長 

 

【発言】 

板橋委員 

１ コバトングッズの販売について、平成２５年度及び平成２６年度の売上額について伺

う。 

２ コバトンの貸出しは平成２５年度及び平成２６年度は、何回くらいか。 

３ ゆるキャラグランプリでは、平成２５年度と平成２６年度の順位は何位であったか。

また、順位を上げるためにどのような取組を行ったのか。 

 

広聴広報課長 

１ コバトングッズの販売額は、平成２５年度は約５２３万円、平成２６年度は約３１２

万円である。 

２ 平成２５年度は４８５回、平成２６年度は５４７回の貸出しを行った。 

３ 平成２５年度は６５位、平成２６年度は２０３位である。しかし、獲得票数について、

平成２６年度は、平成２５年度を上回った。県のイベントにおいてＰＲをしたり、メデ

ィアに露出するよう努めた。 

 

板橋委員 

 ゆるキャラグランプリで、投票をパソコンやスマートフォンから行うことため各自治体

でも投票するように頑張って呼び掛けている。しかし、投票するためには事前登録が必要

で、手間となっている。ある自治体では、登録の方法をアドバイスしたり、窓口を設けた

りして支援しているようだが、そのような取組は行っていないのか。 

 

広聴広報課長 

 職員への投票の呼び掛けや、イベントで着ぐるみにタスキを付け、投票を訴えるなど、

マスコットの魅力のＰＲに力を注いだ。 

 

山本委員 

１ 女性チャレンジについて、相談件数は毎年増加しており、困難を抱える女性の支援に

ついても回数が増加しているということだが、ウーマノミクス課とどのように連携して

いるのか。 

２ 平成２６年度からの新規事業であるＤＶ被害母子への心のケアと自立支援の概要につ

いて伺いたい。 
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男女共同参画課長 

１ 男女共同参画推進センターで全般的な女性の支援を行うとともに、４階に女性キャリ

アセンターを置き、就労支援を行っている。働きたい女性の支援と併せて、まだ働くた

めの心の準備ができていないといった様々な困難を抱えた女性の支援などを行うこと

で、女性への支援のワンストップ化に取り組んでいる。 

２ ＤＶによる心の傷は避難した後も長く残る。特に、親の暴力を目撃して育った子供た

ちへの影響は大きい。このため、ＤＶの被害を受けた母子に対して心理教育プログラム

を実施するとともに、心理教育プログラムを実施できるインストラクターを３４名育成

した。福祉・教育・ＮＰＯ等の民間支援団体などの各分野の方々に、インストラクター

になっていただいている。効果としては、子供が学校などで、暴力でなく言葉で自分の

気持ちを言えるようになったり、今まで非正規職員であった母親が、元気が出て正規職

員を目指したいなど前向きになったことが挙げられた。今後も民間団体との連携を図り、

就労支援など、継続的な自立支援を進めていく。 

 

清水委員 

 外国人が暮らしやすく、外国人観光客が訪問しやすい環境整備を進める上で、市町村の

国際交流協会との連携が必要であると考えるが、どのように取り組んでいるのか。 

 

国際課長 

 県内では多数の市町村に国際交流協会が設置されている。県国際交流協会は、市町村や

市町村国際交流協会とともに会議を行うなど連携に努めている。 

 

清水委員 

 私は以前上尾市国際交流協会の会長を務めていたが、県からそういった案内などの通知

を見たことがない。 

 

国際課長 

 会議は主に事務局の方に対応していただいている。 

 

内沼委員 

１ 文化振興に関する事業で一番反響があった事業は何か。 

２ 資料４行政報告書の６５ページの「６ 文化芸術の振興」の「文化芸術環境に満足し

ている２０歳以上の県民の割合」を見ると、事業を実施している割には平成２３年度が

４３．７％で、平成２６年度が４３．２％となっている。平成２６年度において、県民

の満足度を上げるための現状分析をしたり、今後の取組について検討はしたのか。 

３ オリンピック・パラリンピックのキャンプ誘致研修会は何回開催したのか。また、参

加市町村の数はどれくらいか。 

４ キャンプに関する市町村の意向調査の結果を教えてほしい。 

 

文化振興課長 

１ 最も反響があった事業は、伝統芸能フェスティバルと下總皖一音楽賞受賞者による県

民の日コンサートである。両事業とも多数の応募があった。文化振興基金による３つの

助成事業についても、好評を博している。 

２ 満足度については、個人の主観に左右されるので、事業を実施してもすぐには上がら
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ない。平成２３年度及び平成２６年度は４０％台となっているが、その他の年度は５

０％台となっている。平成２６年度においては、千葉県及び富山県でも低下しており、

経済的状況が影響していると考えられる。 

 

オリンピック・パラリンピック課長 

３ 平成２６年１０月に開催し、５３市町が参加した。内容は専門講師によるキャンプ誘

致の考え方や事例発表などである。 

４ 平成２６年には２回、意向調査を行った。５月には「ぜひ誘致したい」が３０．２％、

「検討中」が１４．３％であったが、１０月の調査ではそれぞれ４１．３％、１４．３％

で、合計すると市町村数の半数を超えた。 

 

内沼委員 

 様々な事業を行っているだけでは満足度は上がらない。もっと県民の意識を上げるよう

な検討をすべきと考えるがどうか。 

 

文化振興課長 

 オリンピック・パラリンピックが２０２０年に開催されるが、スポーツの祭典であると

ともに文化の祭典でもある。県民の意識は、大きなきっかけがないと転換しない。オリン

ピック・パラリンピックを契機に、国も文化芸術立国を目指しており、国と連携して各種

のイベントを展開し、満足度を向上させていきたい。 

 

内沼委員 

 キャンプの誘致を希望する競技などの状況はどうか。 

 

オリンピック・パラリンピック課長 

 意向調査では、各市町村に使ってほしい施設や誘致したい競技も聞いている。誘致した

い競技では、深谷市がバレーボール、飯能市はホッケーなど国体で実施した施設や競技が

中心となっている。 

 

菅原委員 

１ 県民生活部で所管する４基金の運用方法について伺う。 

２ グローバル人材育成基金の残額が減少しているが、平成２６年度の県民や企業からの

寄附金額と基金を増やす取組について教えてほしい。 

３ 埼玉サイクリングフェスティバルの目的は何か。また、障害者の方がサイクリングを

楽しめるような企画を検討したのか。 

 

会計管理課長 

１ 県民生活部所管のものも含め、３６基金を会計管理課が一括運用している。資金のう

ち、長期運用ができるものは主に地方債等の債券で、短期運用の場合は定期預金等で運

用している。運用益は、各基金の残高に応じて配分している。 

 

国際課長 

２ グローバル人材育成基金は６年間という期間を設定し、集中して事業を行っているた

め、毎年度残高が減っている。平成２６年度の寄附金額は約５６２万円だった。今後も
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寄附を働き掛けるとともに事業を実施していきたい。 

 

スポーツ振興課長 

３ サイクリングフェスティバルの目的は、大きく二つある。一つはスポーツとしての自

転車を普及すること、もう一つは本県の風土や文化を広めることである。特に後者は、

毎年コースを変えて、それぞれに立寄りポイントを作る、休憩所でおもてなしをするな

ど、県外の方にも埼玉をよく知ってもらう取組を実施してきた。また、障害者の方が楽

しめる企画であるが、視覚障害者の方の自転車の体験走行を計画した。ただし、本県で

はタンデム自転車（二人乗りの自転車）は公道を走れないため、会場である熊谷スポー

ツ文化公園内を体験乗車する内容とした。 

 

菅原委員 

１ グローバル人材育成基金は使い切るものなのか。 

２ サイクリングフェスティバルを始め、県内でそういったイベントがあっても、タンデ

ム自転車などは公園内でしか使えない。公道で走ることができないということは問題で

はないか。県内で公道を走ることを可能にしていくような検討をしたのか。 

 

国際課長 

１ 当初は基金を使い切ることで設置した。グローバル人材育成事業については、基金の

設定期間終了時点の事業成果、経済状況などを踏まえて、どのように展開していくか検

討する必要があると考えている。 

 

スポーツ振興課長 

２ タンデム自転車の走行については、道路交通法上の問題があり、県警本部の管轄とな

るため、要望があるということは伝えている。現状では困難であるので、公園内での走

行という形で実施したものである。 

 

細田委員 

 埼玉サイクルエキスポについては、県の魅力の発信、自転車の利用促進、県経済の活性

化につなげるという目的で開催されているようであるが、来場者数や出展者数以外で県民

生活部としてどのような評価をしているか。 

 

広聴広報課長 

 イベントの規模としては、幕張等で行っている大きなイベントと比べても、さらに大き

く最も大きなイベントとして実施できていると自負している。出展者からもファミリーか

らサイクリストまで様々な客層が参加できるイベントとして好評をいただいている。シテ

ィサイクルをはじめスポーツバイクなどの試乗者数も１２，０００人に達するなど、いろ

いろな面でサイクリングに触れていただけるイベントとして、価値を持ってきていると評

価している。実際に来場いただいた方からも、いろいろな自転車に試乗できることに対す

る評価もいただいている。 

 

細田委員 

 私は、今年の埼玉サイクルエキスポへ行けなかったが、自転車好きの知人は、高く評価

していた。今後ともイベントの開催目的と評価を明確にして、引き続き開催をしていただ
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きたい。（要望） 

 

権守委員 

 追加要求資料を見ると、平和資料館でのアンケートが、リニューアル前に比べ、平成２

６年度では７３２件回収と増えているが、実際の館の運営においてアンケート結果を生か

したものはあるのか。 

 

広聴広報課長 

 実際に体験したり触れたりできるものを増やしてほしいという声を踏まえ、ピースチャ

レンジ事業を実施することとした。この事業は、子供と保護者で戦争に関する映画の鑑賞

後、実物に触れる体験とミニ授業を実施し、館内展示物を見学後、平和への願いを込めた

メッセージを作成してもらうものである。なお、このメッセージについては改めて館内に

掲示し、リピーターになってもらう取組を行った。また、従前、館内の写真撮影は原則禁

止としていたが、来館記念として撮影したいという要望を踏まえ、写真撮影できるポイン

トを設けるとともに、撮影方法等について受付で丁寧に説明するなどの改善を図った。ま

た、撮影した写真を周知していただくことで、リピーター効果を狙った。 

 

権守委員 

 平和資料館の入館料が無料であることをどのようにＰＲしているのか。 

 

広聴広報課長 

 平和資料館で実施する各事業を周知するためのチラシや、ホームページにおいて無料で

ある旨を大きめに記載し、周知している。 

 

権守委員 

１ ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会埼玉県運営支援検討会議で出た主

な課題と、現在の状況を教えてほしい。 

２ オリンピック等の機運醸成事業であるフェイスブックページの「いいね！」件数はど

れくらいか。 

 

オリンピック・パラリンピック課長 

１ 検討会議は６月に一度開催している。ただ当時は県内の競技会場もまだ決定していな

い状態で、オリンピック・パラリンピックの状況報告が中心であった。その際、多言語

対応などのおもてなし、キャンプ誘致などの課題が出ており、多言語対応についてはガ

イドラインを市町村に配布したり、キャンプ誘致研修会などを行った。 

２ より多くの人にも見てもらうため、射撃会場の近くの十文字学園の学生に記事を書い

てもらうなど工夫をしている。「いいね！」は本日現在で１１６件である。 

 

石川委員 

１ 資料４行政報告書の６５ページに「文化資源を活用した観光の振興」とあるが、具体

的にどのようなものか。 

２ 審議会などにおける女性委員の割合が総数になっているが、個々の機関の状況はどう

なっているのか。審議会等とはどういうものか。審議会以外にも入っているものがある

のか。 
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３ 女性委員がゼロの審議会、女性委員の割合が３割を切る審議会はいくつあるのか。 

４ 地域支え合いの仕組みについては５６市町が実施しているが、良い事例があったら紹

介してほしい。 

５ 情報公開の「前年度からの繰越件数」が６０１件とあるが、このうちで処理期間が最

長のものはどのようなものか。 

６ 青少年夢のかけはし事業における平成２６年度の応募状況はどうか。定員割れの教室

はあるのか。定員を大幅に超える応募のあった教室はあるのか。また、その状況を受け

て平成２７年度はどう対応しているか。 

 

文化振興課長 

１ 平成２５年度に、県内の文化的価値の高い建物を調査し、このうち１１３施設をピッ

クアップしてガイドブックを発行した。平成２６年度にガイドブックの配布とともに、

フェイスブック、ツイッター等による情報発信を行い、施設への誘客を図り、観光振興

につなげている。また、平成２２年度から、伝統芸能フェスティバルを開催している。

鑑賞、発表の充実を目指しているが、見せると同時に地域の歴史の紹介や物産展も開催

し、地域のＰＲをして観光につなげている。 

 

男女共同参画課長 

２ 審議会等には、行政委員会が入っているが、協議会は入っていない。 

３ 審議会の数は全部で８０である。そのうち、女性がゼロの審議会は６、３割を切る審

議会は２０である。 

 

共助社会づくり課長 

４ 地域支え合いの仕組みが最も活発に行われているのは、ふじみ野市で毎月２，０００

時間を超える利用をいただいている。主な支援内容は、外出支援であり通院や買い物、

散歩などの付き添いである。お手伝いというだけでなく、話し相手となる意味も大きい

ようである。 

 

県政情報センター所長 

５ 繰越件数６０１件のうち処理期間が最長のものは、前年度１１月に開示請求があり５

月に決定をしたもので約６か月間であった。なお、６０１件のうち残りは、前年度末に

開示請求があり６月までに決定をして全て処理が終わっている。 

 

青少年課長 

６ 平成２６年度の応募倍率は全体平均で８．２倍であった。定員割れの教室はなく、２

教室は応募倍率が３０倍を超えた。一つは「トリマーを目指そう」の教室で実際のトリ

マー体験を行うため、定員３０人程度としたところ、動物とのふれあいを望む希望者が

多く、高倍率となった。もう一つはケーキ作りの教室で国際的に有名なパティシェ朝田

晋平さんに講師を依頼し、実際にケーキを作る内容である。用意する材料の関係で、あ

まり定員数を拡大できなかった。平成２７年度は講師と相談し定員枠を２，０３０人に

拡大している。また、可能なものについては１日に２回講座を開催しているほか、「消

防士になろう」の教室を新たに設けている。 
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石川委員 

１ 審議会等における女性の割合について、平成２５年度と比較して平成２６年度はどう

なったのか。平成２５年度の結果を見て、平成２６年度は何らかのアプローチをしたの

か。 

２ 情報公開について「前年度からの繰越件数」６０１件のうち、処理期間が最長のもの

は約６か月とのことだが、なぜか。 

 

男女共同参画課長 

１ 女性委員の割合が４割を切りそうな審議会については、協議を行い、女性委員を増や

す努力をしてもらっている。その結果、平成２５年度の３７．７％から平成２６年度の

３８．１％となった。 

 

県政情報センター所長 

２ 開示対象文書が多かったためである。 

 

石川委員 

１ 女性委員がゼロの審議会数、女性委員の割合が３割を切る審議会は、平成２５年度は

いくつあったのか。 

２ 開示対象文書が大量ということだが、この開示請求は一つなのか。 

 

男女共同参画課長 

１ 平成２５年度は、女性委員がゼロの審議会は４、３割を切る審議会は１７であった。

年度の比較をする際、休止になる審議会や新たに増えた審議会がある。専門性の高い分

野で女性の登用が間に合わない審議会もある。 

 

県政情報センター所長 

２ 開示請求は一つであったが、その開示対象文書が全体で８００件を超えていたため、

年度内に処理が終わらず、繰越しとなった５００件以上を翌年度に開示した。 

 

石川委員 

 専門性の高い分野で女性の登用が進まないなどの特殊事情があるのは分かる。そのよう

な審議会を統計的に入れる必要はないような気もする。平成２６年度で新たに加わった、

女性委員がゼロ及び女性委員が３割を切る審議会の名称を教えてほしい。 

 

男女共同参画課長 

 専門分野についての審議会を入れていない都道府県もあるが、本県は、男女共同参画推

進条例も全国に先駆けて制定し、女性の登用を進めるという観点から入れている。新たに

加わった女性ゼロの審議会は、埼玉県小児慢性特定疾病審査会、埼玉県指定難病審査会、

新たに加わった女性が３割を切る審議会は、埼玉県小児慢性特定疾病審査会、埼玉県指定

難病審査会、埼玉県いじめ問題審議会である。 

 

木村委員 

１ 広聴制度として県政世論調査、知事への提言、県政サポーターがあるが、県政サポー

ターについて詳しく教えてほしい。登録者について、総数や男女別の内訳、年齢構成、
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市町村の状況なども教えてほしい。 

２ 青少年が使うスマートフォン等のフィルタリングの利用実態について教えてほしい。 

 

広聴広報課長 

１ 県政サポーターは満１６歳以上の方でインターネットのホームページを閲覧し、電子

メールを利用できる人である。年齢構成は１０代が１４人、４０代が最も多く９０９人

である。最高齢は８８歳、最年少は１７歳である。男女別の内訳は、平成２７年１０月

現在で登録者数３，３２４人のうち男性１，８３３人、女性１，４９１人である。皆野

町と横瀬町を除いた全ての県内市町村と県外に居住している。 

 

青少年課長 

２ 県では、ネットアドバイザーを活用し、青少年の保護者等への啓発に取り組んでいる。

また、青少年健全育成条例を改正して、携帯電話の販売事業者に対して、フィルタリン

グの導入について書面で説明する義務とフィルタリングの導入を支援する義務を課し

ている。こういった取組により、小中高生のフィルタリングの利用率については、教育

局が平成２６年度に実施した保護者調査によると、携帯電話が９０．５％、スマートフ

ォンが６７．３％であった。内閣府が行った保護者を対象とした全国調査では、携帯電

話は６１．１％、スマートフォンは４６．２％であり、全国に比べて高く、対策の取り

組みの効果が表れているものと推察される。 

 

木村委員 

 昨日の決算特別委員会で、家具の固定を行っている人が４０％いると聞いた。この数値

は、県民の実態とかい離しているのではないのか。 

 

広聴広報課長 

 県政サポーターは県政に対して意見を述べようとする方々であり、問題意識と積極性を

持つ方々であることを各課に理解してもらい、施策に活用してもらうようにしていきたい。

なお、県職員はサポーターに登録できない。 

 

秋山委員 

１ 消費者対策の推進について、消費生活相談員は、平成２６年度２９人で、平成２２年

度の３８人から９人も減っている。そのため、相談員１人当たりの相談件数は年間１０

０件近く増えているが、十分な成果は上がっているのか。 

２ 消費生活相談員の身分はどうなっているか。 

３ 相談件数が、平成２２年度や平成２３年度と比べ、平成２４年度から平成２６年度は

減少しているが、相談員を減らしたためではないのか。 

４ 弁護士などの消費者苦情処理アドバイザーの助言について、平成２６年度に何件であ

ったのか。 

５ 特定商取引法により、行政処分を行った事業者について、その業務停止期間、消費者

への補償及び現在の営業状況はどうなっているか。 

６ 特定商取引法及び県条例により、改善指導を行った事業者について、その後の状況を

継続的に把握しているのか。改善がされていると判断しているのか。 

７ 県市町村の公立スポーツ施設数について、平成２４年度が２，８５９で、平成２５年

度２，８３９となり、２０減少した。平成２６年度では２，６７２になり、前年度に比
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べ１６７施設減った。この２年間で１８７のスポーツ施設が減ったことになる。スポー

ツの振興を掲げる県として、スポーツ施設数の減少をどのように捉えているのか。また、

このうち、増加した施設があるのか。 

８ わがまち防犯隊の育成・充実では、平成２６年度５，８６０の団体が活動しているが、

活動状況をどう把握しているか。 

９ わがまち防犯隊に対する補助の予算措置はあるか。 

10 わがまち防犯隊の活動団体数に地域偏在はないか。 

11 わがまち防犯隊が消滅することなく、世代継承しながら充実させていくためにどのよ

うなことを援助しているのか。 

12 わがまち防犯隊を今後どこまで増やしていく計画か。 

13 平成２６年度のわがまち防犯隊の顕著な効果は、どのようなものがあるか。 

 

消費生活課長 

１ 県の消費生活相談員については、平成２２年度当時、３８人のうち２４人が週３日１

７時間３０分勤務の職員、残りの１４人が週４日２９時間勤務の職員が混在しており、

これを平成２５年度までに順次、全員を週４日２９時間勤務に切り替えた。この結果、

相談員の人数は減ったが、全相談員の相談業務を行う合計時間は反対に増加している。

また、平成２２年度から土曜日の相談も受け付けているが、勤務する相談員の数は平成

２２年度当時の２人から順次増員し、平成２５年度は５人で相談を受け付けている。こ

のように、相談員の勤務時間の増加などの相談体制の強化を図ってきたので、相談処理

が迅速になり、相談者の苦情にもより適切に対応できるようになった。成果はあったも

のと考えている。 

２ 地方公務員法第３条第３項第３号に規定される非常勤特別職の公務員である。 

３ 市町村の相談体制の充実が大きな要因であると考えている。県は、相談者がより身近

な窓口で相談を受けられるようにするため、これまで、財政的な支援も含め、市町村の

相談窓口の充実を支援してきた。これにより、平成２１年度以前は相談窓口を持たない

市町村があったが、平成２２年度に全ての市町村が相談窓口を持つようになり、その後、

順次整備が進み、昨年度全ての市町村で週４日以上相談が受け付けられる体制が整った。

この結果、過去に５０％台だった市町村への相談割合が、平成２６年度では６７％まで

増加した。 

４ 苦情処理アドバイザーの助言回数は、平成２４年度は５２回、平成２５年度は３７回、

平成２６年度は４３回である。 

５ 平成２６年度に処分した９事業者の業務停止期間は、３か月が３事業者、６か月が４

事業者、９か月が２事業者である。消費者に対する補償は、特定商取引法上に規定がな

いが、処分した事業者はクーリング・オフには対応している。また、消費者から契約解

除の要求があれば、可能な限り対応していると聞いている。処分した事業者の現在の状

況は、処分後、ほとんどの事業者が廃業している。 

６ 改善指導を行った事業者については、全国の相談情報を集めたデータベースシステム

により継続して監視しておりほとんどの事業者が、センターへの消費相談がなくなった

り、激減している。 

 

スポーツ振興課長 

７ 県内の市町村のスポーツ施設数は２，０００以上であるが、数字の数え方については、

例えばテニスコート１面を１施設といったような形でカウントをしている。このため、
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１８７の減といっても、その全てが施設丸ごとなくなったというわけではないことを御

理解いただきたい。一方で、施設老朽化など様々な要因がある中で減ってきていること

は事実である。今後は現存する施設をいかに有効活用して、県民がスポーツに親しめる

機会を提供していくかが重要である。また、増加した施設としては、熊谷市に、旧市立

女子高校を改修したスポーツ文化村「くまぴあ」が新設されている。その中には人工芝

のグラウンドのほか、多目的グラウンド、テニスコート、体育館等のスポーツ施設があ

る。さらに、深谷市ではプール施設にビーチバレーのコートを設けた。その他、ランニ

ング、ウオーキング又は自転車というような形で、スポーツ施設を使わずに身近な環境

を使って行うスポーツも増えているので、スポーツ施設を使うスポーツ、使わないスポ

ーツ両面から振興をしていきたい。 

 

防犯・交通安全課長 

８ わがまち防犯隊の活動状況については、地元警察署において把握しており、全ての団

体が活動していると承知している。また、県においても職員を派遣しパトロールへの同

行指導を行い、実際の活動の支援をしている。なお、平成２６年度は８１回実施した。 

９ 予算措置については、防犯パトロールの活動開始時に必要となる帽子や夜光チョッキ

等のパトロール用品の整備、また、パトロールに伴う保険等について市町村を通じて補

助を行っている。平成２６年度は、３４市町に約２，０００万円の補助を行った。 

10 地域偏在については、わがまち防犯隊は、県下全体の自治会レベルで約７５％で行わ

れており、特に県南部に集中していたり、県北部が活動していないなどの偏在はないと

認識している。 

11 世代継承については、県内６３市町村の退職者を対象にわがまち防犯隊への加入の働

き掛けを行っている。また、若い世代を取り込むために、県内の大学に働き掛けを行い、

今年６月には、立正大学の学生約２５名によるわがまち防犯隊「Ｒｉｓ（りす）のおま

わりさん」が結成された。 

12 今後の団体数の増加については、本年９月末現在、５，８６３団体で、増加は鈍化傾

向にある。本年度から開始した第３期防犯のまちづくり推進計画では、埼玉県内を面と

して捉えて、防犯活動をしている地域の割合を、平成２６年４月の約７５パーセントか

ら、平成３１年度までに８５％に上げることを目標に掲げている。 

13 わがまち防犯隊の活動による顕著な効果については、具体的な事例は承知していない

が、平成２６年の刑法犯認知件数は前年に比べ減少しており、特にひったくりや路上強

盗、自転車盗等の街頭犯罪が減少している。これは、警察の活動に合わせ、わがまち防

犯隊による見せる警戒を行った効果であると認識している。また、積極的な防犯活動を

実施している団体には、感謝状を贈呈している。平成２６年度は、埼玉県防犯のまちづ

くり推進会議において９７団体、防犯のまちづくり県民大会において地域安全功労団体

として４５団体に対して贈呈を行った。 

 

秋山委員 

１ スポーツ施設については、統廃合を含め、新しい施設をどう作っていくかという観点

も必要であると思うが、計画はあるか。 

２ 行政処分を受けた悪質業者が再度、別の手口や名称を変えて復活する場合がある。警

察の手を借りなければ難しいと思うが、こうした事業者に対して、どのように対応して

いるのか。 

３ 消費生活相談員に非常勤を充てている理由は何か。 
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スポーツ振興課長 

１ 現在、市町村では、新しい施設を作るよりも、既存の施設の老朽化にいかに対応して

いくか、高機能化を図るかというような形で整備が進められている状況である。県とし

ては、市町村施設について、国庫補助の関係など、いろいろな相談に乗っていきたい。 

 

消費生活課長 

２ 残念ながら、一度処分を行った事業者が名称を変えて、違法な業務を行うことは現実

に存在する。県としては、処分を行った事業者の立入検査の際に従業員名簿を入手して

おり、それをもとに全国の消費生活相談データベースで継続して監視している。実際に

昨年度処分した事業者の責任者が、本年８月に処分した事業者の支店長であったという

例がある。処分後も引き続き監視の目を強め、例えば業務停止３か月であったのをより

長い期間とするというような重い処分を実施していく。また、県警とも情報を共有して

いく。 

３ 専門的な資格を有する者を、その技能を用いて相談業務を行ってもらうため、任期１

年の非常勤としている。 

 

秋山委員 

 消費生活相談員の持っている資格とは何か。県職員で資格保持者はいないのか。 

 

消費生活課長 

 消費生活相談員は、消費者問題に関する専門知識と相談処理能力が必要で、消費生活専

門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかの資格を保持する

人を採用している。なお、県職員については資格保持者の調査をしたことがないので分か

らないが、専門的な知識を必要とするため、限られた数であると思われる。 

 

木下委員 

１ 文書を見ても答弁を聞いても、フェイスブックやツイッターは出てくるが、ＬＩＮＥ

は全く出てこない。先ほどの県政サポーターの話でもインターネットとメールとのこと

である。実際に３０歳以下の世代は、ほとんどＬＩＮＥを利用している。幅広く県民に

伝える、聴くとなると、ＬＩＮＥの活用も必要と考える。ＬＩＮＥを使用しているのか。

使用していない場合は検討しているのか伺う。 

２ 子育て預け合いの仕組みは子育て世代同士の助け合いだが、共助社会づくりを進めて

いくに当たり、２０２５年問題を見据え、元気な高齢者にも参加いただくために団塊世

代間の共助の仕組みを考えているか。 

 

広聴広報課長 

１ 平成２７年３月１８日からＬＩＮＥを開始した。 

 

共助社会づくり課長 

２ 地域支え合いの仕組みは、高齢者同士の支え合いでもある。また、団塊世代を中心と

する元気な高齢者が地域の担い手として活躍できるよう「シニア共助担い手塾」という

事業も始めた。 
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木下委員 

 県民の暮らしやすさは県民生活部が担当であると考えるが、指標を設定して取り組んで

いるのか。 

 

広聴広報課長 

 毎年実施している県政世論調査に生活全体の満足度という項目がある。平成２７年度の

調査では、生活全体の満足度について約５０％が満足、約４３％が不満という結果だった。 

 

中屋敷委員 

１ 共助社会づくりの推進において、一方では地域支え合いの仕組みや子育て預け合いの

仕組みといった仕組みづくりがあり、一方では共助マッチング事業や共助社会づくりに

関する協定の締結など輪を広げる取組が行われている。どちらも担い手の支援として重

要であるが、それぞれをどう連関させ、成果はどう出ているのか。 

２ 奨学生を海外に送り出す前に指導などをしているのか。 

３ 総合型地域スポーツクラブの数は着実に伸びてきて、平成２６年度は若干減っている。

トレンドがあったことは私も承知しているし、地域の中にスポーツ環境を整えていくこ

とが重要であるということで始まったと認識している。クラブ数が減ったことをどのよ

うに捉えているのか、また、創設や運営の支援の内容について答弁願う。 

 

共助社会づくり課長 

１ 例えば、地域支え合いの仕組みは助成期間が３年間なので、その後の運営が課題とな

る。自立に向けマッチング事業で共助仕掛人が実践者を紹介することで、コミュニティ

レストランのオープンに結び付けたものもある。 

 

国際課長 

２ 奨学生を送り出す前に壮行会を行っており、県や寄附者から激励されるとともに、奨

学生を埼玉親善大使に委嘱し、埼玉県をＰＲする役割も伝えている。今年度は、壮行会

の前にアジア開発銀行駐日代表による、国際機関で働く心構えについての講演会を開催

した。 

 

スポーツ振興課長 

３ 総合型地域スポーツクラブのポイントとして、多種目・多世代・多志向で構成され、

地域住民が主体となって運営するという形態で複数の種目ができる、子供からお年寄り

まで多世代でできる、レベルの高い人から楽しみたい人まで広い範囲となっている点が

挙げられる。今回２クラブ減ったが、これはクラブそのものがなくなったわけではなく、

多種目というところに運営上少し厳しい面があったことから、一つのクラブは陸上の単

独クラブになりたいということで、総合型の条件に合わなくなったものである。もう一

つのクラブは、フラダンス・ゴルフ・フットサルというものを合わせて実施していたが、

それぞれが単体になっていくということで、総合型の条件を満たさなくなった。活動そ

のものは継続されているが、総合型としては２クラブ減ったという状況である。支援の

内容としては、設立の段階ではｔｏｔｏの助成がある。数年間助成があり、その助成に

ついて間を取り持ったり、また、どんな形でクラブを運営していけばよいのかというよ

うな助言をさせていただいている。また、運営については、核となるクラブマネージャ

ーという方がおり、その方を中心になってやっていただいていることから、その方にク
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ラブを運営するための経営能力、マーケティング等に関する研修会を実施するなどの支

援をしている。 

 

中屋敷委員 

１ 奨学生は日本の伝統や文化を知ることが大切だと思うが、どのように身に付けさせて

いるのか。奨学金制度は継続して行っているがどう改善しているのか。 

２ 総合型地域スポーツクラブとしては減ったものの、その他の形態で残ることは良いこ

とだとは思う。総合型スポーツクラブの多種目・多世代・多志向という目的は、健康づ

くりという面では重要な部分だと思う。県民生活部ではＮＰＯに関する事務も所管して

いるが、市が主導しているクラブとＮＰＯ化されているクラブがある。ＮＰＯ化してい

るクラブは自前で運営していく工夫をしている。そうした努力を県として促してもよい

のではないか。平成２６年度にＮＰＯ化を支援するような事例はなかったのか。 

 

国際課長 

１ 奨学生も参加できるグローバルキャンプ埼玉を実施しており、茶道などを英語でどの

ように伝えるかなどの講義も行っている。奨学金制度も毎年行っていく上で、当初協定

留学だけが対象だったコースに認定留学も対象にしたり、長期間の留学が難しい理系学

生のために短期コースを設けるなどの改善を行っている。 

 

スポーツ振興課長 

２ 現在ある８６の総合型地域スポーツクラブのうち、おおむね半数程度がＮＰＯ化され

ている。当課では、総合型地域スポーツクラブのネットワーク化を支援している。現在、

県内全ての総合型地域スポーツクラブが加盟している一般社団法人彩の国ＳＣネット

ワークが発足しており、様々な運営のノウハウ等を共有し、場合によってはＮＰＯ法人

へ進む道についても情報交換をしていけるような場を作っている。 

 

中屋敷委員 

 県としての運営支援では、ＮＰＯ化を直接促すことはせず、情報共有の場で、その気が

あるクラブに情報収集してもらうということか。 

 

スポーツ振興課長 

 ＮＰＯ化を促すことを含め、ＳＣネットワークと協力しながら進めていきたい。 

 

荒木委員 

１ 埼玉親善大使の委嘱数４４４人は平成２６年度単年度の数なのか。親善大使に委嘱し

た効果はどうか。 

２ 県が平成２６年度に補助した市町村が設置した防犯カメラの設置台数は何台か。 

３ 日本一の防犯共助県づくり推進事業費約４，１００万円のうち、防犯カメラの補助金

は全体のどれくらいか。 

４ 防犯カメラの設置効果をどのように評価しているか。 

 

国際課長 

１ 平成２６年度単年度の数値である。延べ３，７３５人に委嘱しており、奨学生やＪＩ

ＣＡボランティアやＡＬＴに委嘱している。効果としては、草の根レベルで本県をＰＲ
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してもらえることと本人の意識付けが大きいと考えている。 

 

防犯・交通安全課長 

２ 平成２６年度の設置台数は、１５市町が設置した５１５基である。 

３ 防犯カメラの補助金については、１，７４２万９，０００円となり、補助金全体の半

分弱となる。 

４ 設置効果については、警察による犯罪捜査への有効活用や、街頭犯罪が減少している

ことなどから、その効果が表れているものと認識している。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月５日（木）県土整備部（含 収用委員会）関係） 

 

【説明者】 

浅井義明県土整備部長、小関清一県土整備部副部長、西成秀幸県土整備部副部長、 

松澤潤県土整備政策課長、冨田真樹建設管理課長、柳田英樹用地課長、 

中村一之道路政策課長、大島利彦道路街路課長、濱川敦道路環境課長、 

常山修治参事兼河川砂防課長、秋山栄一水辺再生課長 

 

永岡敬英収用委員会事務局長 

 

【発言】 

山本委員 

１ 河川改修率は、平成２８年度に目標値を達成できるのか。 

２ 市町村が河川に設置しているポンプ排水の放流について、制限をしているのか。ポン

プ排水を止めるなどの指導をしているのか。 

 

参事兼河川砂防課長 

１ 河川改修率は平成２６年度末で６０．５％であり、あと２年で目標を達成すること

は困難な状況となっている。この改修率は流下能力を基本としているが、この５年間

に調節池の整備や鉄道橋の架替えなど改修率に現れない事業を優先的に進めてきたた

め、改修率が伸びていない状況である。 

２ ポンプの排水量は、河川改修の状況に合わせて制限をしている。ポンプ管理者がポ

ンプを設置するときには、あらかじめ洪水処理能力の状況等を勘案し、排水量につい

て協議を行い許可している。洪水処理に影響を与えない高さ（ＨＷＬ）までは受け入

れている。 

 

山本委員 

 河川の水位に余裕があるのにポンプを止めている場合もあるように思われるが、判断

基準はあるのか。 

 

参事兼河川砂防課長 

 判断基準は、ポンプを設置する時にポンプの設置者が操作ルールを定めている。その

操作ルールを決める時に、河川管理者である埼玉県は計画高水位で止めるように指導し

ている。堤防の天端までは余裕高を設けており、その部分を見て河川に余裕があると感

じていると思われる。なお、９月の豪雨では、新方川は計画高水位まで達していない。

したがって、越谷市の管理する排水機場は１箇所故障したところ以外はフル稼働したと

市から報告を受けている。 

 

秋山委員 

１ 追加要求資料１１の２ページ「直轄事業負担金の推移（河川分）」について伺う。直轄

事業費負担金の河川分について、平成２６年度８５億７千万円とあるが、このうち八ツ

場ダム、思川開発、霞ヶ浦導水事業への支出額はどれくらいか。 

２ 都市計画道路保谷朝霞線について、平成２６年度までの進捗状況はどうなっているか。 
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３ 追加要求資料１８「踏切の交差箇所数及び立体交差箇所数と事業の推移」について、

踏切除却事業実施箇所のうち、東武伊勢崎線１０７号踏切及び同１２４号踏切の除却見

通しはどうか。また、平成２６年度の執行額及び累積事業費はいくらか。 

４ 追加要求資料２２「県発注工事に係る建退共証紙の購入状況等について」について、

公共工事の見積もりに占める建退共（建設業退職金共済制度）の証紙購入に係る金額は

いくらか。また、証紙は１枚いくらか。平成２６年度の証紙貼付状況が３０６,３４１

枚となっているが、これは建設労働者が所有する建退共の台紙に貼付されたものか。 

 

参事兼河川砂防課長 

１ 八ツ場ダムの事業費は３億５，０３３万３，７６８円、思川開発は０円である。霞

ヶ浦導水事業については、本県は治水の受益地の対象でないことから事業負担はない。 

 

道路街路課長 

２ この道路は昭和４３年に都市計画決定されており、事業化に向けて現在の諸基準に

合致するよう、都市計画変更の手続きを進めている。現在、道路線形や幅員、主要な

構造物の見直しを行っており、特に国道２５４号との交差部は地形が複雑であること

から、現況測量を実施し、詳細な検討を行っている。また、関越自動車道との交差部

では、既設構造物への影響について地質調査等の調査及び検討を進めている。 

３ １０７号踏切については、現在、県では都市計画道路大場大枝線の道路整備として、

当該踏切の隣接箇所で鉄道立体交差工事を推進している。同踏切は、地元自治会や春

日部市から存続希望が強いことから鉄道管理者である東武鉄道（株）との調整を進め

ており、現在のところ、その取扱いはまだ決定されていない。事業費については、平

成２６年度執行額は約３億８，０００万円で、累積事業費は平成１７年度から平成２

６年度までの間で約４４億円である。次に、１２４号踏切については、春日部駅付近

連続立体交差事業の計画区間にあるため、同事業により除却する予定である。平成２

６年度は、これまでの調査や春日部市のまちづくり計画などを踏まえて、春日部市、

東武鉄道（株）と課題解決に向けて検討を進めているため、新たな調査等は実施して

いない。また、累積事業費は、事業に着手した平成１３年度から平成２６年度までの

間の調査費として約６億６，０００万円である。 

 

建設管理課長 

４ 公共工事の見積もりに占める建退共の証紙購入金額についてであるが、公共工事の

積算においては、法定福利費である建退共の証紙購入に要する経費を、現場管理費と

して一括計上している。受注業者の見積もりに占める証紙購入金額は、資料のとおり

であり、平成２６年度の県発注工事においては、契約金額が９９２億６，３３９万８

千円、証紙購入金額は１億３，４１３万９千円となっている。建退共証紙は、１枚３

１０円である。平成２６年度の証紙貼付枚数の３０６,３４１枚については、建設労働

者が所有する建退共の手帳に貼付されたものとして報告された枚数を計上している。 

 

秋山委員 

１ 保谷朝霞線の現在の県と地元自治体及び住民との合意形成状況はどうか。また、今

後の説明会開催の見通しはどうか。 

２ １０７号踏切については除却しない可能性もあると理解してよいか。また、連続立

体交差事業については、２年後の事業認可に向けて都市計画決定を行うと捉えてよい
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か。 

３ 県では、証紙の貼付枚数は、建設労働者の手帳に貼られているものとして認識して

いるようだが、実際は貼られているものではない。どのように認識しているのか。全

部貼られていることを確認しているのか。 

 

道路街路課長 

１ 平成２６年７月開催の地元説明会において、「道路幅員は２０ｍではなく２７ｍ必要

であり、車線数については４車線で整備する」旨を伝えたところである。また、今後

の説明会開催については、現在、道路線形を検討しており、詳細が決まっていないこ

とから、まだ開催していない。 

２ １０７号踏切については、地元等は「存続」を求めており、東武鉄道（株）は「除

却」の意向があり、今後、両者の調整を経て決定していく。また、連続立体交差事業

については、市の「総合振興計画」において「２年後の事業認可」となっていること

から、今後、これを目標に検討を進めてまいりたい。 

 

建設管理課長 

３ 埼玉県土木工事共通仕様書に基づき、県の発注工事を請け負った会社から、証紙の

貼付状況を被共済者ごと、月ごとに何枚使用したかを記入してもらい、県に報告して

もらっている。県では証紙が手帳に貼られているものとして認識している。 

 

秋山委員 

１ 地元においては、保谷朝霞線の道路幅員２７ｍ、４車線拡幅されることについては

同意し難い内容と思われるが、道路拡幅に伴う地権者数はどのくらいか。 

２ 建退共の証紙については、そのような報告を受けて、建設労働者の手帳に貼られて

いると認識していることは理解するが、実際は違う。答弁は不要である。（意見） 

 

道路街路課長 

１ 道路線形等は、図上で検討している段階のものである。現地での測量は未実施のた

め、対象となる地権者数は現在、把握していない。 

 

石川委員 

 追加要求資料２６に通学路安全総点検に基づく整備として、新たに歩道を整備した箇所

数が記載されているが、延長距離はどれくらいか。また、総点検に基づき歩道の整備が必

要だと判断された部分の何割くらいが平成２６年度に整備されたのか。 

 

道路環境課長 

 歩道の整備は、現在、通学路を中心に行っている。平成２６年度は道路環境課の所管事

業では約１０キロメートルの整備を行った。通学路安全総点検に基づく歩道の整備はこの

内数になる。 

 

石川委員 

 通学路安全総点検を実施し、危険な通学路が何キロメートル見つかり、そのうち歩道の

整備が必要な通学路は何キロメートルあったのか。５０キロメートル中４０キロメートル

のように進捗状況を教えてほしい。また、平成２７年度以降の見通しを教えてほしい。 
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道路環境課長 

 通学路安全総点検は、平成２４年度から平成２８年度までの５年間で進めており、８９

箇所の歩道の整備を考えている。総延長は把握していないが、そのうち８１箇所は着手済

みである。通学路安全総点検に基づく歩道の整備とは別に、県の判断として、通学路の歩

道の整備を行っており、毎年９キロメートルから１０キロメートルの整備を行っている。 

 

菅原委員 

１ 事項別明細書説明調書３７４ページに記載の自転車歩行者道整備費が約１２億６，０

００万円と前年度約５億５，０００万円の倍以上になっているがなぜか。 

２ 行政報告書２５３ページに記載されている歩道・自転車歩行者道の整備１０.１キロメ

ートルの歩道と自転車歩行者道の内訳について伺いたい。 

３ 行政報告書２５５ページの自転車通行帯の整備について、市町村道とのネットワーク

を想定して連携して実施しているのか。また、整備に当たっての優先順位はあるのか。 

４ 水門・ポンプ（排水機場）の耐震化の進捗率はどうなっているか。 

 

道路環境課長 

１ 差の約７億円は当初予算の差となっている。平成２５年度は交差点整備の事業費を重

点化しており、平成２６年度は歩道整備費を重点化したことによる。 

２ 車や歩行者、自転車交通量で歩道幅員を決定しており、幅員３メートル以上が自転車

歩行者道となるが、内訳については資料がない。 

３ 平成２５年度からの３年間で、「自転車すいすい５５プラン」を実施している。中心市

街地は自転車レーンの整備、郊外部では歩道内を分離している。市町村にネットワーク

計画があれば市町村道とのネットワークを図ることとしているが、計画がない場合でも

県道の自転車通行量が多い場合など、必要性の高い箇所で整備を進めている。 

 

参事兼河川砂防課長 

４ 排水機場（ポンプ）については、平成２０年度に耐震診断を行い８機場が対象となっ

ている。平成２２年度から平成２４年度の３か年間で耐震化は１００％完了している。

水門については、平成２４年度及び平成２５年度に耐震診断を行い、１３水門が対象と

なっている。これまでに５箇所が完成、４箇所が工事中である。 

 

菅原委員 

１ 自転車の歩道通行可否は、公安委員会が整備後判断するものなのか。 

２ 自転車通行帯は、ネットワーク化して価値が発揮されるものである。戸田市は積極

的に実施しているが、県道では設置されていない。積極的に実施している市町村との

連携は検討しているのか。 

３ 水門は震度６強の地震に対応しているのか。 

 

道路環境課長 

１ 設計段階で、警察と協議を行いながら進めている。最終段階でも協議を行い、公安

委員会が決定することとなる。原則自転車は車道端を通行することとなっているが、

状況に応じて３メートル以上の歩道幅員が確保されている箇所に対して、自転車を歩

道内通行可能とするかどうか判断される。平成２６年度整備分がすべて自転車歩道通

行可になっているかは資料がない。 
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２ 市町村道とのネットワーク化については、非常に効果があると認識している。市町

村とも協議をしていきたい。 

 

参事兼河川砂防課長 

３ 全ての水門が対応している。 

 

内沼委員 

１ 追加要求資料１５「道路改築事業及び道路維持管理事業の事業費の推移」について、

年々国庫補助事業が減っていると聞いているが、平成２５年度より平成２６年度の予

算が大きく減っているのは、そのためか。 

２ 平成２６年度の国庫補助事業費が平成２５年度に比べて少ないが、なぜか。また、

道路維持管理事業では、県単独事業が増加しているが、国庫補助事業が減額となった

分を県単独事業で計上しているということか。 

 

道路街路課長 

１ 平成２５年度は国の補正予算があったが、平成２６年度は補正がなかったため予算

額が減っている。各年度当初予算は少しずつ減っているが、年度末の国の補正予算に

よるところが大きい。 

 

道路環境課長 

２ 国庫補助事業については、平成２５年度は補正予算があったことが理由である。平

成２６年度の県単独事業は、橋りょうの耐震補強等を重点的に実施したため増加して

いる。 

 

内沼委員 

 国からの交付金は年々減っていると思うが、追加資料にある国庫補助事業の減額には

その影響が現れているのか。国庫補助事業が減り、県単独事業が増えているのは、県単

独でやらざるを得ず増えているのか。国の補助とは関係なく県単独事業の増減はあるの

か。 

 

道路環境課長 

 国の補助事業については、平成２６年度は前年度に比べて内示額は減っており、事業

の進捗に影響があったことは事実である。橋りょうの耐震補強や修繕については、補助

金の増減にかかわらず、元から計画されていたものであり、補助金とは別に有利な起債

措置があったので平成２６年度は積極的に活用した。 

 

権守委員 

１ 行政報告書２５８ページ「砂防事業」について伺う。土砂災害警戒区域指定が１００％

となる見込みはいつごろか。 

２ 追加要求資料２５「平成２６年度の『災害危険診断地図』（ハザードマップ）作成状況」

の土砂災害ハザードマップについて、作成していない１６市町村の状況はどうなってい

るのか。また、４１市町村のうち３市が指定対象外とされている理由は何か。 

３ 追加要求資料２８「ゲリラ豪雨の発生状況とその対策について」、ゲリラ豪雨対策とし

て河川と下水道の一体整備を行っているが、平成２６年度の主な取組について伺う。 
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参事兼河川砂防課長 

１ 土砂災害警戒区域について、残りの区域の指定は、現在鋭意進めているところであ

り、平成２８年度までに全ての区域の指定を行うことを目標に進めている。 

２ 土砂災害警戒区域の指定をしていない市町村では、区域指定をした後にハザードマ

ップを作成することになる。区域指定が済み次第、県ではハザードマップの作成を支

援する。ハザードマップの作成に当たっては技術的な視点が必要であることから、県

ではひな形を作成し、市町村に配布しており、速やかにハザードマップを作成してい

ただけるよう働き掛けている。また、３市が対象外となっている理由は、土砂災害警

戒区域を指定する市町村に土砂災害ハザードマップを作成する義務があるが、３市は

区域指定がなく除外となっているためである。 

３ 河川と下水道の事業の連携を調整する協議会を１４市と設けている。協議会で連携

する施策について調整を行い、調整が完了した施策から事業を行っている。 

 

西山委員 

１ 追加要求資料１５の２ページの道路維持管理事業について、平成２６年度の事業費

は約２３１億円だが、事項別明細書説明調書３７４ページの道路維持費と３７９ペー

ジの橋りょう維持費を合計すると約３２３億円となり、かい離があるがなぜか。 

２ 軽微な補修はどの予算で実施しているのか。 

 

道路環境課長 

１ 事項別明細書説明調書は決算額であり、前年度からの繰越等も含まれている。 

２ 事項別明細書説明調書３７４ページの舗装道整備費で舗装の修繕、道路環境整備費

で草刈りや側溝修繕に対応している。 

 

西山委員 

 道路維持系の予算が平成２４年度をピークに減額となっている。一方、県全体の予算

としては、平成２３年度から平成２６年度に向けて増額となっている。道路の新設は選

択と集中で決定することは構わないが、道路維持は選択と集中というわけにはいかない。

しっかり、予算を確保する必要があると考えるがどうか。 

 

道路環境課長 

 県単独事業費については、橋りょうの耐震補強等の事業量により上下しているが、通

常の道路の維持管理費に係る予算は平準化されており、対前年度比１倍以上を確保し続

けている。 

 

西山委員 

 県民の要望に対して、予算がないため、対応ができないと回答される箇所もあると聞

くが、実際に道路維持の予算は十分確保されているのか。 

 

道路環境課長 

 道路パトロール等により県道の不具合の発見に努め、適切に対応していきたい。また、

危険箇所の解消など県民の要望に対しては、本課及び県土整備事務所全体で、真摯に対

応していきたい。 
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荒木委員 

１ 行政報告書２５１ページ「道路・橋りょうの整備」について伺う。先日、県内の圏

央道が全線開通し、関越道や東北道などがつながり、日本の骨組みがまさに直結して

新たなネットワークが形成された。これは本県の成長や発展にとって大きなチャンス

である。このチャンスを最大限に発揮し生かすためには、圏央道アクセス道路に加え

て幹線道路の整備が当然必要である。早期に事業効果を発揮させるために選択と集中

により予算の重点化に取り組んできていることと思うが、これまでの効果と今後の見

通しについて伺う。 

２ 追加要求資料３２の除雪の対応について、平成２６年度は約４億６千万円となって

いるが、待機準備料の単価はどの程度か。十分に支給しているか。また、補償費とは

何か。 

 

道路街路課長 

１ 県土整備部では、集中投資により早期に県土の骨格となる幹線道路ネットワークを

構築する施策として「威力倍増！幹線道路のネットワーク整備」に取り組んでいる。

この施策は平成２４年度に着手し、１０路線１０箇所を選定して集中投資を行うこと

により事業期間の短縮を図ってきた。その結果、３年目となる平成２６年度末には、

国道１２２号昭和橋など３路線３箇所の事業期間を１年から２年短縮して完了するこ

とができた。現在も、新たな路線を取り入れ進めている。今後とも限られた予算を効

果的に活用し、早期に事業効果を発揮できるようスピード感のある道路整備を進めて

いく。 

 

道路環境課長 

２ 単価については、一人一時間当たり４，５１３円となっており、平成２６年度の実

績は２１万６，０００円である。支給対象者を再受注者まで拡大している。また、補

償費については、重機のリース代等に係る費用である。 

 

中屋敷委員 

１ 行政報告書２５７ページと追加資料２８について伺う。河川の管理は国と県でどう

しているのか、また河川情報をどのように集め、県民に伝えているのか。 

２ 水防システムの改修はどのように進めるのか。 

 

参事兼河川砂防課長 

１ 河川の区分けは利根川、江戸川、荒川などの大河川を国が管理し、支川の中小河川

を県が管理している。また、河川情報については、水位や雨量のデータを国や県それ

ぞれの管理者が観測し、集まった情報は国と県で相互に共有している。国では集まっ

た情報をホームページで公開している。おおむね１０分程度で新しい情報に更新され

ている。 

２ 水防システムについては、最新の通信回線に見直すことや画像監視システムの作成、

水位情報をメール等で配信するシステムへの改善を進めている。 

 

中屋敷委員 

 水防システムについて、県と市では連携できているのか。 
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参事兼河川砂防課長 

 市町村も同様のシステムで対応できている。 

 

鈴木委員 

 行政報告書２５３ページ「道路・橋りょうの維持管理」について伺う。電線地中化に

ついて、本県の実績はどうか。また、事項別明細書３７６ページにある繰越については

どのような状況か。 

 

道路環境課長 

 平成２６年度末までの実績で、県全体で約３２３キロメートルとなっており、うち、

県が整備した延長は約５１キロメートルとなっている。また、繰越理由としては、電線

管理者等関係者が多く、これらの調整に不測の日数を要したことによる。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月６日（金）福祉部関係） 

 

【説明者】 

田島浩福祉部長、樋口勝啓福祉部副部長、牧光治福祉部副部長、奥山秀少子化対策局長、

知久清志福祉政策課長、渡辺千津子福祉政策課政策幹、沢辺範男社会福祉課長、 

江森光芳高齢者福祉課長、金子直史地域包括ケア課長、加藤誠障害者福祉推進課長、 

末柄勝朗障害者支援課長、岡村和典福祉監査課長、今泉愛少子政策課長、 

榎本淳一こども安全課長 

 

【発言】 

細田委員 

１ 行政報告書１５８ページの「シ 障害者スポーツの振興」について、彩の国ふれあい

ピックとはどのような大会なのか。障害者が新たにスポーツを始めるきっかけとなるよ

うな仕組みがあるのか。 

２ 県民生活部にオリンピック・パラリンピック課が新設されたが、福祉部はどのように

役割分担してパラリンピック競技大会の選手育成に取り組むのか。 

３ 行政報告書１６２ページの「（２）県立社会福祉施設の管理運営」について、８施設を

社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団に運営委託しているが、これらの施設は入所希望者

のニーズに対して十分な定員が確保されているのか。 

 

障害者福祉推進課長 

１ 障害者のスポーツの機会を提供するために実施している彩の国ふれあいピックは、毎

年度、春季大会、秋季大会、球技大会の３回を開催している。春季大会は競技性が高く、

本格的にスポーツに取り組んでいる方を対象としている。秋季大会はレクリエーション

的な要素が多く、初めてスポーツに取り組む方も参加できる大会となっている。平成２

６年度の参加者数は、春季大会が１，１７０人、秋季大会が９５８人、球技大会が１，

３７１人であった。年度合計参加者は３，４９９人であり、これは過去最多の参加者で

あった。また、競技性が高い春季大会の優秀選手を全国障害者スポーツ大会に派遣して

おり、平成２６年度の長崎大会には、選手と役員を合わせて１４４人を派遣した。 

２ パラリンピック競技大会の選手育成は福祉部が所管している。本県出身の選手がパラ

リンピック競技大会で活躍できるよう、平成２７年度から選手育成強化事業を実施して

いる。強化選手として３４人を指定しており、強化練習会や合宿を実施したり、海外遠

征費用の一部を助成したりしている。 

 

社会福祉課長 

３ 県立社会福祉施設のうち、嵐山郷をはじめとする８施設について、社会福祉法人埼玉

県社会福祉事業団に管理運営を委託している。嵐山郷は、民間施設では処遇が困難な重

度の障害者を受け入れるセーフティネットの役割を担っており、入所率は９割を超えて

いる。児童養護施設は虐待を受けた児童など民間施設では受け入れづらい児童を多く受

け入れており、入所率はおおむね９割となっている。現状では定員に近い入所者がいる

が、特に待機者が著しく多い状況ではないため、ニーズに見合った定員になっていると

考えている。 
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権守委員 

１ 行政報告書１４１ページの「（５）福祉ビジネスの育成」について、平成２６年度の実

績では、相談件数が７５件、創業件数が１７件となっているが、相談の主な内容や創業

した事業はどのようなものか。 

２ 追加資料１６について、児童相談所の相談件数のうち、平成２６年度の養護相談の件

数が前年度比で１，２７０件増えているが、増えている状況をどう考えているか。また、

行政報告書１４６ページの「（６）児童相談所業務の推進」を見ると、養護相談のうち

８割以上に対して助言指導を行ったとなっているが、どのような助言を行ったのか。 

３ 行政報告書１５４ページの「（８）介護人材確保対策の推進」のうち、「ア 介護人材

の確保・定着の支援」について、資格取得を支援した事業者に雇用に係る経費等を助成

したとのことだが、助成した事業者数と雇用者数はどれくらいか。また、事業者に介護

技術講習受講料の一部を助成したとのことだが、助成した事業者数はどれくらいか。 

４ 介護人材の確保・定着の支援として、介護のＰＲ隊が大学・高校等への訪問や県外で

の人材募集活動等を実施したとのことだが、それぞれ何か所実施したのか。また、県外

のどのような大学・高校を訪問したのか。さらに、県外での人材募集活動によりどれく

らいの方が就職に結び付いたのか。 

５ 「イ 介護職員の処遇改善」について、介護職員処遇改善加算を受けるよう働き掛け

たとのことだが、どれくらいの事業所に働き掛けたのか。また、県が作成した介護職員

モデル給与表の導入についてもどれくらいの事業所に働き掛けたのか。 

 

福祉政策課長 

１ 相談の内容は、創業の初歩に関するものから実務的なものまで様々である。介護保険

事業を創業したいという相談が最も多く、次に障害者支援事業を創業したいという相談

が多かった。創業件数の内訳については、１２件が訪問介護、通所介護などの介護関係

の創業、４件が児童デイサービスなどの障害者関係の創業、１件が子供関係の創業であ

る。 

 

こども安全課長 

２ 平成２６年度の養護相談の件数が前年度比で増加している理由は、児童虐待に関する

相談・報告が増えているためである。夫婦間の暴力を目撃した児童について児童虐待を

受けたとして警察から通告される件数が増えている。助言指導は親に対して１回から数

回の指導で終了するものであるが、このように警察からの通告を受けて親を指導した場

合も大多数が助言指導である。 

 

高齢者福祉課長 

３ 介護資格を持っていない者を６か月雇用し資格取得を支援する事業では、２０９人が

新たに雇用され、そのうち１８２人が介護職員初任者研修を修了した。また、介護福祉

士資格取得支援については、６０事業所、１０５人の介護技術講習受講料の一部を助成

した。 

４ 大学・高校を合わせて４７か所に訪問している。県外では高崎経済大学を訪問した。

介護のＰＲ隊の対象者が１年生や２年生の場合もあるため、実際に介護事業所への就職

に結び付いたかまでは把握していない。 

５ 介護職員処遇改善加算については、５月ごろに県内の介護事業所を集めて行う集団指

導の場において、また、指定更新手続きや新規の指定の手続き等の際にその都度働き掛
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けている。モデル給与表については、平成２５年度に作成し、介護職員処遇改善加算と

同様に、集団指導において約４，６００事業所に導入を働き掛けた。その後の追跡調査

では、県が所管する特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の約９割が、新卒及び新

卒５年目の年収ベースでモデル給与表と同等以上の給与水準を確保している。 

 

板橋委員 

１ 行政報告書１４６ページの「（６）児童相談所業務の推進」を見ると、児童相談所の対

応件数１万５，９８３件のうち、施設等入所が３６８件となっている。中には投薬治療

等が行われる場合もあるかと思うが、医療的ケアが必要な児童数はどのくらいか。また、

児童相談所が児童を施設に入所させている中には、様々な事情から親に面会させられな

いケースもあると聞いているが、平成２６年度はそのようなケースはどのくらいあった

のか。 

２ 追加要求資料２４の無料低額宿泊所の一覧に２つの無届施設があるが、平成２６年度

にこれらの施設にどのような指導を行ったのか。また、善弘寺分院宗永寺川口寮は定員

オーバーであるが、川口市とはどのように連携してきたのか。 

 

こども安全課長 

１ 入所した児童のうち医療が必要な児童の数は把握していないが、必要な児童には医療

を受けさせている。費用は公費負担であり、措置費で賄っている。平成２５年度と平成

２６年度に新たに面会を制限した件数はゼロである。それ以前では、平成２３年度に面

会を制限した事案が１件ある。なお、児童を施設に入所させる場合は親権者の同意を得

ることが原則であるが、例外的に親の意に反して入所させる場合もある。その場合家庭

裁判所の審判を受けて行っている。平成２６年度にはこのような例外措置により入所し

た児童は１３人であった。 

 

社会福祉課長 

２ 無届施設である善弘寺分院宗永寺川口寮、松伏寮については、他の届出施設と同様に、

年１回の実地調査を行い、併せて入所者への聞き取り調査も行っている。両施設とも採

光不足など建築基準法違反があるため、建築担当課と連携して指導を継続している。ま

た、届出をするよう指導もしているが、両施設とも地元住民の理解が得られておらず、

届出には至っていない。川口寮は無届施設であるため定員を確定することができず、現

在は７８人を定員として捉え、それ以上は入所させないよう川口市とともに指導してい

るが、法的な強制力はない。今後も川口市と連携して指導していく。 

 

板橋委員 

 子供を親に会わせないのには様々な個別事情があると思うが、親にとって子供に会えな

いのは大変なことである。個別の事情に合わせてきめ細やかな対応が必要だが、しっかり

と対応しているのか。 

 

こども安全課長 

 平成２６年度には新たに面会を制限した事案はなく、過去から継続している事案があっ

たが、個別の事情を勘案し、子供の状況も把握しながら丁寧に対応している。親権者の同

意がなく入所させる場合も、行政庁だけの判断ではなく家庭裁判所で親権者の意見を聴い

て審判が下されており、丁寧に対応している。 
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内沼委員 

１ 行政報告書１５０ページの「ア 老人福祉施設等の整備」について、特別養護老人ホ

ームは整備が進んではいるがまだ不足しており、入所を希望しても入れない方もいる。

平成２６年度の入所待機者の状況はどうなっているか。また、今後どのように待機者を

解消していくのか。 

２ 施設入所者や施設の職員等から苦情や意見はどれくらいあったのか。また、どのくら

い解消できたのか。 

 

高齢者福祉課長 

１ 特別養護老人ホームについては、平成２６年度中に３，０８１人分を新たに整備した。

入所希望者は、平成２６年４月１日現在１４，９４７人であったが、平成２７年４月１

日現在１２，７６１人に減少した。入所要件が平成２７年度から原則要介護３以上に変

更となった影響もあると思われるが、施設整備が進んだことが入所希望者の減少につな

がっている。平成１５年度末から平成２６年度末までの間、１７，１７０人分を整備し、

増加率は１４０．３％であった。１都３県の中では増加数、増加率ともに埼玉県が一番

であり、平成２３年度以降は埼玉県だけが入所希望者を減少させている。今後は、高齢

者支援計画に基づき、入所定員を今後３年間で整備数を７，１９０人分増やすこととし

ている。 

 

福祉監査課長 

２ 福祉監査課が平成２６年度に対応した苦情の件数は、２２４件である。そのうち職員

や利用者及びその家族からのものが約７２％となっている。苦情に対しては電話等によ

り相談に応じたり、内容に応じて特別調査や定期の実地指導等により実態を確認し指導

した。こうした取組によって、苦情は５件を残して解消した。なお、未解消の５件につ

いては今年度引き続き指導を行っている。 

 

内沼委員 

 特別養護老人ホームの入所定員を３年間で７，１９０人分増やすこととは、平成２７年

度から平成２９年度までに行うのか。 

 

高齢者福祉課長 

 そのとおりである。高齢者支援計画では、平成２６年度末の２９，４０９人分を、平成

２９年度末には３６，５９９人分に増やすこととしている。 

 

木下委員 

１ 生活保護の不正受給防止に向けて、警察との連携が重要であるが、どのような連携を

図っているのか。 

２ 里親について、平成２６年度には新規里親登録者数が７２組あったとのことだが、こ

こ数年の新規里親登録者数の推移はどうか。 

３ 長年運営されている特別養護老人ホームでは、施設の大規模修繕などが必要となって

くる。施設の新設に対する支援があっても、大規模修繕等に対する支援が充実していな

いと運営が難しくなってくる。平成２６年度は特別養護老人ホームの大規模修繕に対し

てどのくらいの助成を行ったのか。 
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社会福祉課長 

１ 生活保護を申請する方の状況を適切に把握するよう福祉事務所の指導をしているが、

不正受給は増加傾向にある。県警との連携としては、暴力団員による不正受給を防止す

るため、暴力団員の疑いがある場合には警察に暴力団照会を行い、生活保護費の支給を

防止している。また、悪質な不正受給事案に対しては、警察への告発を検討するよう指

導している。さらに、警察官を講師として招き、暴力団員など不当要求を行う相談者を

想定したロールプレイングなどの研修を実施し、不正受給防止に努めている。 

 

こども安全課長 

２ 里親の新規登録数は、平成２４年度６３組、平成２５年度４３組、平成２６年度７２

組である。 

 

高齢者福祉課長 

３ 特別養護老人ホームの改築に対しては新設と同様に１床当たり３００万円、大規模修

繕には補助率２分の１で１床当たり１００万円の補助制度がある。平成２６年度は、改

築１件約２億９千万円と大規模修繕７件の合計で約５億円の補助を行った。 

 

木下委員 

 不正受給を立証する際に医師の診断書がその妨げになっていると聞いている。受給者の

診断書だけではなく、福祉事務所が現状を確認するための診断を行う制度が必要だと考え

るが、制度改正を国に働き掛けているのか。 

 

社会福祉課長 

 生活保護の決定に当たり、病状や障害の程度などの確認のため、福祉事務所は、医療機

関からの意見を聴取するなどの調査をしている。福祉事務所による調査の中で、生活保護

受給者に診断書を提出してもらうこともあるが、基本的には福祉事務所の調査に基づき生

活保護の決定をしている。 

 

木下委員 

 視覚障害があるという診断書が出ているのにもかかわらずパチスロをやっている、歩行

できないという診断書が出ているのにかかわらず日常生活では走っていたというような、

診断書の状況とは異なる生活をしている方がいるという話も聞く。医師の診断書が妨げと

なって不正の立証が難しくなっているのであれば、福祉事務所が現状を確認するための診

断を行う制度がなければ不正受給を排除できない。制度改正を国に働き掛けることが必要

だと思うがどうか。 

 

社会福祉課長 

 国への制度改正の要望はしていない。診断書の内容と生活状況に違いがある場合もまれ

にあることは把握している。診断と現状に疑義がある場合は医療機関の再診断を指導して

いるが、強制はできないため対応が難しい。 

 

荒木委員 

１ 公益財団法人いきいき埼玉が行っている彩の国いきがい大学を卒業すると何か資格を

取得できるのか。また、卒業生はどのような活躍をしているのか。 
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２ 障害者の就労や生活の一体的な支援を行うために県内に１０か所設置されている障害

者就業・生活支援センターについて、平成２６年度の利用状況はどうなっているのか。

また、障害者就業・生活支援センターでは障害者の家族からの相談も受け付けているの

か。 

 

高齢者福祉課長 

１ 彩の国いきがい大学は、卒業して資格を取得するものではなく地域リーダーになって

いただくことを趣旨としている。今年１月に行った卒業生へのアンケート調査の結果に

よれば、約７割の方が地域活動や社会活動に参加している。一般の高齢者の地域活動へ

の参加割合が約４割であることを考慮すると、彩の国いきがい大学は高齢者の社会活動

への参加促進に成果を挙げており、県としては引き続き、運営を支援していきたいと考

えている。 

 

障害者支援課長 

２ 平成２６年の障害者就業・生活支援センターの登録者数は、１０か所合計で５, ３８

８人であり、このうち就業した方は２，５４８人である。障害者の家族が来所した場合

にも相談を受け付けている。 

 

荒木委員 

 彩の国いきがい大学の卒業生は、具体的にどのように活躍しているのか。 

 

高齢者福祉課長 

 具体的な活動事例は、高齢者介護施設などへの慰問や作業介助、放課後児童クラブでの

ボランティア、緑のせん定、地域の見守り活動など多岐にわたっており、地域のリーダー

として活動され地域の活性化につながっている。 

 

石川委員 

１ 生活保護費返還金には、全てが不正受給の場合の生活保護法第７８条による返還金だ

けではなく、急に必要な場合に生活保護を受けて、後でお金ができた際に返還される生

活保護法第６３条による場合もある。返還金の収入済額の生活保護法第６３条及び第７

８条による場合の内訳、収入未済額の生活保護法第６３条及び第７８条による場合の内

訳並びに最高額及び最低額はどうなっているか。また、不納欠損額の生活保護法第６３

条及び第７８条による場合の内訳並びに最高額及び最低額はどうなっているか。 

２ 障害者就労施設の工賃向上については様々な事業を行っているが、工賃の上昇にどの

ように結び付いたのか。 

３ 行政報告書１６３ページの「（３）社会福祉施設等の指導監査」の表に指摘件数が記載

されているが、指摘を行った施設の数を表の上から順に教えてほしい。 

４ 平成２６年度の母子寡婦福祉資金の不用額は３億５，５７９万円である。一方、県債

は、４億１，４０７万円となっている。不用額が多いのであれば、繰入金で賄えれば、

県債は必要ないのではないか。 

 

社会福祉課長 

１ 生活保護費の返還金について、生活保護法第６３条及び第７８条による場合の内訳や

最高額、最低額については手元に資料がない。返還金の総額については、平成２５年度
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以前に調定を行ったものが２億９，０３９万円、平成２６年度に調定を行ったものが１

億３，６８９万７，０００円である。それに対して収入があったのが６，８４１万８，

０００円、不納欠損として処理したものが２９２万５，０００円である。最終的に収入

未済となったものは７１９人分で３億５，５９４万４，０００円。不能欠損として処理

したものは６人分で２９２万５，０００円である。それ以上の詳細なデータは手元にな

い。 

 

障害者支援課長 

２ 民間企業での就労が困難な方が利用する障害者就労継続支援Ｂ型事業所における平均

工賃月額は、平成２６年度は１３，９５０円であり、対前年度比で６４１円増えている。

工賃向上支援事業として、障害者就労支援施設が生産技術の向上、品質の向上、魅力あ

る製品開発などを行うために専門家の指導を受ける場合に経費を補助する技術指導員

支援制度がある。平成２６年度は、この制度で、１施設当たり６０万円を上限に２５施

設に対して総額１，３１０万円の補助金を交付した。また、障害者就労施設・シニア世

代連携事業などの支援策を実施している。併せて、埼玉県障害者優先調達推進方針を定

めて障害者就労施設などからの調達を積極的に進めており、平成２６年度の調達実績額

は４，５８９万円、対前年度比１．４倍となった。これは、障害者優先調達推進法施行

前の平成２４年度と比較して５．３倍の実績である。今後も障害者の仕事の確保と収入

の向上に率先して取り組み、障害者就労施設で働く障害者の工賃向上を推進していく。 

 

福祉監査課長 

３ 全体では１，４５３施設に監査を実施した。施設ごとの内訳は、老人福祉施設３２９、

障害児施設７７、児童養護施設等２９、障害者支援施設８３、障害福祉サービス事業所

７３、法人本部のみ２、その他の施設２、公立保育所３６０、民間保育所４９８である。 

 

少子政策課長 

４ 平成２６年度の不用額は、剰余金として翌年度へ全て繰り越し、貸付金の原資として

有効活用される仕組みとなっている。 

 

石川委員 

１ 生活保護費の返還金について手元に資料がないとのことだったが、把握しているので

あれば資料要求したいと思う。県は、福祉事務所に対して指導監督する立場でもあるの

で、詳細なデータが把握できていないのであれば問題である。把握していないのか、そ

れとも手元に資料がないだけで、資料請求すればすぐに出せるものなのか。 

２ 生活保護のケースワーカーは、ケースワーカー１人当たりの被保護世帯数が１００世

帯以上の市の福祉事務所がある一方で、県の福祉事務所のケースワーカー１人当たりの

世帯数は市町村と比較して少ない。ケースワーカーの増員について、どのように考えて

いるのか。 

３ 行政報告書１６１ページに記載されている工賃向上の２事例では、どれくらい工賃が

向上したのか。 

４ 社会福祉施設等の指導監査については、例えば民間保育所の場合は、対象４９８施設

に対して実地監査を１２６施設、書面監査を３７２施設で実施し、２１９件の指摘を行

ったのか。 
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社会福祉課長 

１ 生活保護費返還金の生活保護法第６３条及び第７８条による場合の内訳並びに最高額

及び最低額については、データはあるので整理した上で提出したい。 

２ ケースワーカーの配置基準は、市部の福祉事務所では被保護世帯８０世帯に１人、郡

部の福祉事務所では６５世帯に１人とされている。このため、郡部を所管する県の福祉

事務所は市の福祉事務所に比べ、ケースワーカー１人当たりの世帯数が少なくなってい

る。平成２７年４月現在、県はこの基準を満たしているが、１２の市で基準を満たして

おらずケースワーカーが不足しており、県としても充足を働き掛けている。特に不足し

ている市には、福祉部副部長が直接市を訪問し、市の福祉部長や人事部長などに直接増

員をお願いしている。市でもケースワーカーの増員を行っているが、生活保護世帯数が

増加傾向であり、ケースワーカー不足の解消には至っていない。 

 

障害者支援課長 

３ 平成２６年度に支援を実施した施設の平成２７年度の工賃がまだ出ていないので比較

はできないが、平成２５年度に実施した施設では、２３施設のうち１９施設で工賃が上

昇し、平均上昇額は月額２，４９５円であった。また、玉ねぎの生産や出荷に取り組む

障害者農業参入チャレンジ事業では、実施した５施設の平均で月額１，６５４円工賃が

上昇した。 

 

福祉監査課長 

４ そのとおりである。なお、指摘件数は延べ件数であり、監査を実施して指摘を受けた

施設、受けなかった施設があるが、指摘を受けた施設への指導に重点化していることか

ら、統計上指摘を受けなかった施設としては把握していない。 

 

石川委員 

 技術指導員による指導について、平成２６年度に実施した施設について工賃がまだ出て

いないとのことだが、工賃は向上する見込みなのか。 

 

障害者支援課長 

 過去３年の状況をみると、平均上昇額は平成２３年度は月額２，４６９円、平成２４年

度は月額１，７１６円、平成２５年度は月額２，４９５円であり、事業実施の効果が出て

いる。平成２６年度も同様に工賃が上昇するものと考えている。 

 

委員長 

 石川委員から生活保護費返還金の内訳等について資料要求があったが、本委員会として

要求することに異議はないか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 それでは執行部におかれては、速やかに提出願いたい。なお、資料については控室に配

布しておく。 

 ほかに発言はあるか。 
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山本委員 

１ 行政報告書１３９ページの「３ 安心して子育てできる環境づくり」について、平成

２７年度から子ども・子育て支援新制度が施行され、平成２６年度は施行準備の負担が

大きかったと市の担当者から聞いている。新制度の施行準備に当たり、県は市町村とど

のように連携していたのか。 

２ ５か年計画の指標となっている待機児童数について、ここ数年は待機児童数が減って

いない。保育需要が増えているため追い付いていないのだろうが、平成２９年４月１日

時点で保育所待機児童を５５０人にするという目標に向けて、平成２６年度中にどのよ

うな努力をしてきたのか。 

３ 追加資料１２の「２ 次世代育成コバトンプランの目標と達成状況」について、おお

むね３分の２は達成しているが、一時預かり事業、特定保育事業、休日保育事業、病児・

病後児保育事業については目標が未達成であった。このうち、一時預かり事業、病児・

病後児保育事業は目標に近いためほぼ達成できたと評価できるが、特定保育事業、休日

保育事業の２つは達成率が６割程度である。女性が活躍する社会やウーマノミクスが期

待されているが、フルタイムの仕事に復帰したくても保育所に入れなかったり、土日の

仕事であるといった事情があるので、休日保育事業などの需要が高かったのではないか。

平成２６年度が最終年度であった「子育て応援行動コバトンプラン」の総括を伺いたい。 

 

少子政策課長 

１ 新制度施行準備として、市町村も計画策定が必要であった。このため、計画策定など

について、市町村を対象とした説明会の開催や情報提供を行い、市町村との連携を図っ

てきた。 

２ 待機児童数の増加は、新制度が始まり入所希望者が増加したことや女性の就業者が増

加したことなどが要因と考えられる。平成２６年度は６，６００人程度の受入枠を確保

して、待機児童対策に努めた。平成２７年度も６，０００人の受入枠を確保する予定で

ある。 

３ 子育て応援行動計画では保育所受入枠など１１の指標を定めており、３つの指標の目

標値が達成できなかった。一時預かり事業については、目標値の約９８％に達し、目標

をほぼ達成できている。特定保育事業と休日保育事業の２指標については、目標値の６

０％程度しか達成していない。利用者のニーズが少なかったため、市町村による整備が

進まなかったことが原因と考えている。今後とも市町村とよく連携し、現状を踏まえた

対応を進めていきたい。総括としては、ほぼ目標を達成できたと考えているが、新制度

が施行されたため、問題点も探りながら、新しい計画をしっかりと進めていきたい。 

 

秋山委員 

１ 行政報告書１４３ページ「（１）埼玉県子育て応援行動計画の推進」について、「埼玉

県子育て応援行動計画」では保育所等の受入枠を９万２，３２８人から今後５年間で１

１万１５２人に増やす目標としているが、この目標設定に当たっての根拠を伺う。 

２ 追加要求資料１３「②待機児童数推移」を見ると、待機児童数は平成２６年度当初は

９０５人、平成２７年度当初は１，０９７人となっている。これとは別に、認可保育所

や認定こども園に入所できなかった不承諾児童数が、平成２５年度には４，１０３人、

平成２６年度には４，７６７人、平成２７年度には６，２５２人に上ると聞いている。

待機児童数に表れない不承諾児童が大勢いるのが現状である。今年１月の０歳から５歳

までの児童のうち保育所を利用している割合である入所率は２６％である。ウーマノミ
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クスの効果もあり、働きたいという母親が増えているため、入所率は高まっていくと思

われる。入所率の向上を見込んで入所枠の拡大を考えていかなければ待機児童は解消さ

れないのではないか。目標値が甘いのではないかと考えるが見解を伺う。 

３ 厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、平成２６年度の保育士の給与は埼玉県

が２０万９，９００円であるのに対し、東京都は２４万２００円となっており、東京都

に隣接する自治体では保育士の確保が困難になっている。「埼玉県子育て応援行動計画」

を推進するためには保育士の確保が課題であるが、保育士の給与引上げが必要ではない

かと考えるが現状をどう認識しているのか。 

４ 埼玉県高齢者支援計画では、特別養護老人ホームの入所定員を平成３１年度までに１

０，３９０人増やして３９，７９９人にするとしている。ところが、特別養護老人ホー

ムの入所希望者は平成２６年度で１４，９４７人おり、計画を達成しても現在の待機者

も入所できないことになる。高齢者人口は更に増える。この計画では間に合わないので

はないか。目標値を実態に合わせて引き上げる必要があるという認識はあるのか伺う。 

５ 行政報告書１５４ページの「（８）介護人材確保対策の推進」について、介護職員処遇

改善加算は平成２４年度に設けられ、月額１万５，０００円相当の加算が受けられるよ

うになった。平成２７年度からは更に月額１万２，０００円相当が上乗せされ、合計で

月額２万７，０００円相当の加算が受けられるようになった。加算を受けている事業所

は平成２６年度では８２．５％となっているが、なぜ残りの約２割は加算を受けていな

いのか。 

６ 介護職員処遇改善加算の対象は介護職員に限られており、ケアマネジャー、看護師、

調理師などは対象外であるため、事業者は大変苦労している。介護職員以外の職員にも

加算が適用されるようにしてほしいとの要望が事業者から県に届いているのか。また、

介護職員処遇改善加算は、加算を受けると利用者の自己負担に跳ね返るという問題もあ

るが、県はどのように認識しているか。 

７ 平成２７年度に介護報酬が２．２７％に引下げられたことによる事業所へのダメージ

を、県としてはどのように認識しているか。 

 

少子政策課長 

１ 保育所等受入枠の目標値は、各市町村が定めた受入人数の目標値を合計したものであ

る。市町村は、平成２５年度に住民の就労希望や保育の希望などに関する調査を実施し、

調査結果に潜在的な意向も加味して保育のニーズを推計し、受入人数の目標値を定めた

ものである。 

２ 市町村のニーズ調査をもとに県の目標値を定め、平成３１年度までに受入枠の確保を

進めていくこととしているが、今後、保育所の申込状況が大きく変化する場合などには、

市町村と連携して、県の計画の見直しを考えていく必要があると考えている。 

３ 給与の改善は、保育士の人材確保のために重要な取組であると考えているが、県単独

で給与の改善を行うことは、財源の問題もあるため難しい。費用対効果を検証し、実施

できるかどうかを研究していく。給与改善以外にも、県内で働く保育士が増えるように、

地元就職を希望する方を対象としたＰＲなどを実施し、人材確保に努めていく。 

 

高齢者福祉課長 

４ 計画の目標数と待機者数の数だけ見ると、追いつかないように見えるかもしれないが、

特別養護老人ホームの整備は平成１５年度末以降、増加数、増加率とも埼玉県が一都三

県では一番であり、市町村とも連携しながら対応してきている。施設サービスは介護保
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険制度の運営に大きな負担になるものである。特別養護老人ホームだけを増やすのでは

なく、在宅でのサービスが受けられる体制、そして最後のセーフティネットである特別

養護老人ホームを含めた地域包括ケアシステムを整える必要がある。次期の高齢者支援

計画では、入所希望者数を踏まえ市町村と連携しながら目標を設定する。 

５ 介護職員処遇改善加算の取得率は、平成２６年度が８２．５％、平成２７年度の９月

時点が８６．１％となっている。介護職員処遇改善加算は毎年度改善の計画書を提出す

ることが条件である。このため、年度途中にオープンした事業所では、様子を見てから

申請しようというところもあり、なかなか９０％を超えるような取得率にならない。加

算を受けていない事業所の中には、元々賃金を高く設定しているところもある。また、

委員御指摘のとおり、利用者の負担に影響があることから、加算を取得しないところも

ある。 

６ 加算の対象を介護職員だけでなく他の職種にも広げてほしいという声は、事業者団体

を通じて県にも届いている。県では、加算の対象を介護現場で働く全ての職員に拡大す

るよう、国に要望している。また、介護報酬の中で賃金を引き上げれば、介護保険財政

や利用者負担への影響があるので、平成２７年度からは介護報酬とは別枠で措置するよ

う国に要望している。 

７ 介護報酬引き下げのダメージについては、今月に調査を行うよう準備しているところ

である。対象は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護事業所、訪問介護

事業所を予定している。職員の賃金の状況も含めて詳しく調査する予定である。 

 

秋山委員 

 現在の県の保育所入所率は２６％であるが、今後加速度的に入所率が高まっていくこと

考えられる。平成２５年度の調査に基づいて受入人数の目標値を定めたとのことだが、市

町村計画の積み上げでなく、現在の保育所入所率２６％がどのくらい上昇するかを県が独

自に予測して、目標値を定めることはないのか。 

 

少子政策課長 

 市町村における保育ニーズの状況を踏まえ、県として見積もることが可能か、今後検討

していきたい。 

 

菅原委員 

１ 生活保護の不正受給防止には、ケースワーカーの増員などの様々な課題があるが、県

として、不正受給について地域による傾向があると認識しているのか。 

２ 資料７「平成２６年度埼玉県歳入歳出決算事項別明細書説明調書」の１９０ページに

記載されている「発達障害者就労支援センター」について、平成２６年度にどのような

成果があったのか。 

３ 資料７の１９１ページに記載されている「地域リハビリテーション支援体制整備事業

費」について、平成２６年度から本格始動し、支援体制としてケアサポートセンターを

設置しているが、１０の保健医療圏域に対して、５か所の設置となっている。本来なら

１０か所必要であると考えるが、議論されてきたのか。 

４ 行政報告書１５７ページ「ケ 高次脳機能障害者支援体制の整備」について、高次脳

機能障害支援体制整備推進委員会を、平成２５年度は開催したが、平成２６年度には開

催されておらず、平成２７年度も現在のところ開催されていないようであるが、なぜか。 

５ 平成２６年度に県が開設した「結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」の開発に
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要した経費はいくらか。また、このサイトの利用状況はどうなっているか。 

 

社会福祉課長 

１ 不正受給について地域的な明確な傾向はない。ケースワーカーが標準数よりも少ない

川口市や草加市などは不正受給が多いが、ケースワーカーが充足していても多いところ

もある。毎年、全ての福祉事務所で課税調査により受給者の収入状況を確認し、不正受

給の状況を確認している。保護費に対する不正受給額の割合は、埼玉県全体で約０．５％

と全国平均と同様の状況である。 

 

福祉政策課政策幹 

２ 平成２６年６月に発達障害者に特化した就労支援機関である発達障害者就労支援セン

ターを川口市と草加市にオープンした。発達障害の診断の有無にかかわらず、発達障害

の傾向があり、就労に困難を感じている方であれば誰でも利用できる。平成２６年度に

は、２センター合わせて５８１人が就労相談を利用した。相談者のうち得意・不得意を

見極める職業能力評価を１９４人に実施し、１５５人が就労訓練を受けた。その結果、

１９人が就職している。就職するまでの支援には平均して６か月から９か月を要するが、

その後の支援によって、平成２７年９月末現在では、６１人が就職している。 

 

障害者福祉推進課長 

３ 当初は１０か所の設置を検討していたが、予算の都合で現在は５か所となっている。

派遣実績は平成２７年９月末現在で４７６件、うち川越・比企地域が１７６件、南部地

域が８件と、地域により件数にばらつきがある。また、ケアサポートセンターを担える

病院がその地域にあるかどうか見極める必要がある。今後は、これらを踏まえて検討し

ていく。最終的には、市町村が顔の見える病院を見つけてもらい、市町村事業として行

ってもらうことであるため、ケアサポートセンターの役割はそのためのつなぎだと認識

している。 

４ 高次脳機能障害支援体制整備推進委員会は平成２５年度に１回開催したが、平成２６

年度から開催していない。高次脳機能障害者の支援は、総合リハビリテーションセンタ

ーに設置した高次脳機能障害者支援センターが中心となって行っているが、支援を充実

するためには、各地域で診断から相談支援ができることが重要であり、高次脳機能障害

者支援センターが核となったネットワークを作ることが必要と考えている。その検討を

進める中で委員会を開催し、意見を伺っていきたい。 

 

少子政策課長 

５ 平成２６年８月に公式サイトを開設した。資料７の１９８ページ、「子育て環境づくり

対策費」のうち約１，５００万円が開発に要した経費である。平成２７年８月時点のア

クセス数は累計で約１８万件、月平均１５，２８５件となっている。外出先でも携帯電

話やスマートフォンから「パパ・ママ応援ショップ」や「赤ちゃんの駅」の検索に利用

できるなど、利便性が高いと考えている。 

 

菅原委員 

１ 生活保護の不正受給が川口市や草加市で多いとのことだが、川口市などの大規模な福

祉事務所に対する県の支援は行っていないのか。また、市町村との連携はどうしている

のか。 
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２ 地域リハビリテーション支援体制整備事業の予算は３００万円強であり、県の予算か

らするとそれほど多くない。この事業は地域包括ケアシステムの柱であり、推進してい

ってもらいたいが、決意を伺いたい。 

 

社会福祉課長 

１ 川口市や草加市はケースワーカーの配置数が少なく、現場の負担になっている。ケー

スワーカーの適正配置を市の福祉部長のほか人事部長に対しても要請している。また、

不正受給防止のためには、ケースワーカーによる生活実態の把握だけではなく、福祉事

務所全体での対応が重要であり、管理職員による進行管理についても監査時に指導して

いる。さらに、厚生労働省による監査や県による特別監査により、重点的に指導してき

ている。県として財政的な支援はしてきていない。 

 

障害者福祉推進課長 

２ 事業の最終的な目的は、療法士をスムーズに派遣すること、療法士を養成し資質の向

上を図ることであると考えている。今後も市町村の要望に応えていきたい。 

 

西山委員 

１ 追加要求資料１９を見ると、要介護認定の認定者割合が最も低いのは和光市の９．４％

であり、最も高いのは小鹿野町の２２．１％である。小鹿野町は一人当たりの医療費が

少ないことで有名であり、県の事業のモデルにもなっているので意外な気がするが、こ

れをどのように分析しているのか。 

２ 資料７事項別明細書説明調書の２００ページに記載されている「児童福祉施設等子ど

もの暮らし応援事業費」について、具体的な事業内容と補助額を教えてほしい。 

 

地域包括ケア課長 

１ ７５歳以上の後期高齢者の要介護認定率は、前期高齢者の認定率の７倍にもなる。小

鹿野町は、高齢者に占める後期高齢者の割合が５５．４％と県内で一番高いことがその

要因であると考えられる。 

 

こども安全課長 

２ まず、施設入所児童等健全育成推進事業として４，０７４万２，４２４円を助成した。

この助成の主な内容は、措置費で支弁されない施設の賠償責任保険料や、キャンプなど

の体験活動の事業費、高校への進級進学の支度金などである。また、民間児童養護施設

等人材確保対策として、職員の給与や適正配置に要する費用の一部１億９９１万９，５

７９円を助成した。このほかに、乳児院に対し、突然死を防ぐための機器備品リース代

などを補助している。 

 

西山委員 

 県として、児童の自立を支援するため５万円を支援していると聞いているが、ここに含

まれるのか。 

 

こども安全課長 

 技能習得費用として約５万円支出しているが、これは国の措置費制度に基づくものであ

り、「児童福祉施設等子どもの暮らし応援事業」とは別の事業である。 
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西山委員 

 資格取得支援として、児童養護施設の児童が運転免許を取得するための費用を助成して

いると聞いているが、平成２６年度の実績はどうなっているか。 

 

こども安全課長 

 運転免許の取得に要する費用は、平成２７年度から、「児童福祉施設等子どもの暮らし応

援事業」の新規メニューとして実施するため、平成２６年度の実績はない。なお、平成２

７年度は、就職の際に免許の取得が必要となる児童を対象に補助を行っていく予定で、９

人分の予算を積んでいる。 

 

西山委員 

 平成２６年度における技能習得費の使途として、運転免許以外にどのようなものがあっ

たか。 

 

こども安全課長 

 英語検定の受検費用などが挙げられる。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月６日（金）教育局関係） 

 

【説明者】 

関根郁夫教育長、櫻井郁夫副教育長、柚木博教育総務部長、古川治夫県立学校部長、 

安原輝彦市町村支援部長、塩野谷孝志教育総務部副部長、高田直芳県立学校部副部長、 

小澤健史県立学校部副部長、松本浩市町村支援部副部長、吉田正市町村支援部副部長、 

佐藤裕之総務課長、大根田頼尚教育政策課長、佐藤卓史魅力ある高校づくり課長、 

廣川達郎財務課長、及川孝之教職員課長、高橋和治福利課長、 

渡邉亮県立学校部参事兼県立学校人事課長、武内道郎高校教育指導課長、 

依田英樹生徒指導課長、岡部年男教職員採用課長、加賀谷貴彦保健体育課長、 

宇田川和久県立学校部参事兼特別支援教育課長、小島克也県立学校人事課学校評価幹、 

鎌田亨小中学校人事課長、山田晋治義務教育指導課長、藤田栄二家庭地域連携課長、 

芋川修生涯学習文化財課長、長谷川雄一人権教育課長、横松伸二市町村支援部副参事 

 

【発言】 

権守委員 

１ 資料４行政報告書の２９１ページ（４）の「ア 教育の情報化基盤整備事業」のうち、

教員を対象としたＩＣＴ研修を行ったとあるが、実施した内容や件数、参加した世代や

人数が分かれば教えてほしい。 

２ 校務支援システムについて、具体的な整備内容を教えてほしい。 

３ ２９９ページ、オの電話教育相談事業の電話相談について、２４時間３６５日体制で

実施することにより、悩みの解消を図ったとあるが、相談件数が何件あったのか。 

４ ３０２ページ、アナフィラキシー対応研修会について、平成２６年度に４回開催した

とあるが、県が行った研修会の参加延べ人数を教えてほしい。 

５ ３０９ページ、オの防災教育の推進の２つ目の丸印について、「熊谷市と三郷市を研究

モデル地区に指定」し、「小・中学校の連携により児童引き渡し訓練や地域の防災関係

機関との連携体制の構築強化などの取組を実施した」とある。具体的にどのような訓練

だったのか。訓練を行うに当たり、想定した震災状況、どのような想定で訓練を行った

のか。熊谷市と三郷市の訓練内容はそれぞれ異なる内容であったのか。参加した学校、

どのような方が参加したのか。今後２つの市に限らず、訓練の成果を広めていくと思う

が、今後の展開について伺う。 

 

高校教育指導課長 

１ ＩＣＴ研修は、２１世紀型スキル育成研修会を行っている。対象は学校の教員であ

り、平成２６年度は小学校の教員４４名、中学校２７名、高校６６名、特別支援学校

１名、合計１３８名で、研修会を何度かに分けて実施している。研修の世代について

は、比較的若い世代が多いという認識であるが、年齢構成については手元に数字がな

い。 

２ 校務支援システムは、従来手作業で行っていた学籍あるいは出欠、成績の処理を一

元化し、生徒指導要録や進学用の調査書の発行などをコンピューターで処理するシス

テムである。 
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生徒指導課長 

３ 平成２６年度の電話相談は、１年間で１万３，０５３件である。 

 

保健体育課長 

４ 県が行ったアレルギー・アナフィラキシーの研修会には、延べ１，１３７名参加し

た。 

５ 訓練の想定について、三郷市では、震度５強、５弱など設定を変えながら、主に小

学校と中学校の連携を行った。具体的には、中学生が小学生を迎えに行く訓練である。

熊谷市では地域全体の協力をいただき、緊急地震速報を活用して実施した。両市では

中学生と小学生の連携がしっかりと図られ、中学生が小学生を迎えに行くことに対し

て、中学生も自分自身がしっかり防災に協力しなければならないとの意識が高まった、

などの成果が得られた。 

 

権守委員 

１ ＩＣＴ研修の具体的内容を教えてほしい。 

２ 防災教育の推進に当たって、地元の地域の防災関係機関との連携以外は考えていない

のか。東日本大震災では、校区内の介護施設と連携し、中学生が入所している方と一緒

に避難したなどの事例もあった。また、父兄の方との連携については、ただ引き渡して

家に戻すだけではなく、家に戻さずに学校にいさせた方が安全であるという考え方もあ

る。父兄や校区内の福祉施設との連携について検討したのか。 

 

高校教育指導課長 

１ ２１世紀型スキル育成研修会は、インテル社の提供するインテルティーチというソフ

トを使ったプログラムや、東京大学「大学発教育支援コンソーシアム」と連携して行っ

ている協調学習の内容についての研修プログラムを作り、主にタブレットを使ったもの

など、最先端の技術を使用し、授業で使えるような研修を行っている。 

 

保健体育課長 

２ 介護施設との連携については、今後、御指摘を踏まえて検討する。保護者との連携に

おいては、当然保護者も小学生、中学生とともに一緒に活動している。 

 

菅原委員 

１ 資料４行政報告書の２８９ページ、本県独自の学力・学習状況調査については、全国

初の大変先進的な取組であると評価しており、内外からも同様の声があると聞いている。

同調査の問題作成に当たって、どのような検討を行ったのか。全国学力・学習状況調査

の内容では、知識を問うＡ問題と活用を問うＢ問題に分かれている。特に活用を問うＢ

問題について、今回の埼玉県学力・学習状況調査には含まれているのか。また、今後分

析や活用につながるような仕組みになっているのか。 

２ 資料４の２９９ページ、（カ）スクールソーシャルワーカーの配置について、平成２６

年度において４名増員されたが、スクールソーシャルワーカーは国家資格を持つ方が多

いにもかかわらず、スクールカウンセラーとの処遇のギャップがあると言われている。

スクールカウンセラーとの処遇の差はどのくらいあったのか。処遇の改善について検討

したのか。 
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３ 資料４の３０４ページ、県立高校の部活動の充実については努力していると理解して

いるが、部活動の備品などが老朽化して使えず、ＰＴＡや後援会から寄附していただく

など、文化部も運動部も厳しい状況と聞いている。基本的には公費で備品等を更新する

べきであると思うが、予算が学校にしっかり配分され、内容を県として把握しているの

か。また、平成２６年度の配分額はどのくらいあり、予算額の推移はどうなっているの

か。 

４ 追加要求資料１３、教員採用試験において、小学校で８１７名が合格しており、中に

は２２歳の合格者もいる。新任が小学校低学年の担任として赴任される事例はあるのか。

低学年はある程度経験豊かな教員が担当した方が良いのではないか。 

 

義務教育指導課長 

１ 全国学力・学習状況調査は、小学校６年生と中学校３年生、それぞれ小学校５年生ま

での段階と中学校２年生までの段階の学習内容がきちんと身に付いているかどうかを

測るものであり、毎年対象となる子供は当然変わるものである。それに対して埼玉県学

力・学習状況調査は毎年一人一人の子供がどのように伸びていったかを見るために、小

学校４年生から中学校３年生まで６年間、毎年実施していくものである。いわゆるＡ問

題、Ｂ問題については埼玉県学力・学習状況調査でも同じような問題を入れている。 

  また、分析できる仕組みとしては、現場の教員に対して、問題の意図や、全国学力・

学習状況調査との関連性が分かるよう、現在報告書をまとめているところである。 

 

生徒指導課長 

２ スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーとの処遇のギャップについて、

スクールソーシャルワーカーは１日６時間勤務、時給が１，８００円、スクールカウン

セラーは、１日５時間５０分勤務、時給が５，２８０円である。 

  更に賃金の高い職場に移りたいと考えている方がいたと間接的に聞いている。処遇の

改善については、課題として捉えていきたい。 

 

財務課長 

３ 部活動の備品整備に係る予算については、学校管理費の中の備品購入費で対応してお

り、各学校の規模に応じて一定の予算を渡して、各学校の裁量で計画的に整備をしてい

る。購入した備品の内容は把握していない。 

  備品購入費は、平成２６年度の決算ベースで約３億３，０００万円、平成２５年度は

約３億５，０００万円である。 

  高額な備品は、学校に配分した予算枠では対応できないものもあるので、必要性や緊

急性について別途ヒアリングを行い、予算の範囲内で順次措置している。厳しい財政状

況の中ではあるが、引き続き、教育活動に必要な予算の確保に努めていきたい。 

 

小中学校人事課長 

４ 詳細な数は把握していないが、新採用教員には大学を卒業直後の者、あるいは経験者

がいることを考慮しながら校長が担任を充てている。新採用教員の多くは中学年、３、

４年生の担任として充てることが多い状況である。また、１つの学校に複数の新採用教

員が配置される場合には、２年生や５年生の担任となる場合もあるが、１年生や６年生

の担任に充てるケースは極めて少ないと把握している。 

  初任者に対しては、ベテラン教員等によるサポートなど、学校全体で支援をする体制
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を取っている。 

 

板橋委員 

１ 資料４行政報告書の３０８ページ、県立高校再編整備計画推進事業及び追加要求資料

４８について伺う。少子化の中で、高校を統廃合していくことは、限られた財政状況を

勘案すると、当然の流れであると思う。後期の再編整備計画によって、開校した学校に

ついて、教職員の配置、校名、校章、校歌及び部活動の段階的な移行並びにＰＴＡ及び

同窓会などの様々な問題について、平成２６年度において苦労した点、課題と思われる

点について教えてほしい。 

２ 統廃合したことで受験の応募者が多くなった、学力が上がったなどの効果や成果があ

ったのか。 

３ 平成３０年に、川口市で市立高校の統廃合が行われるが、川口市から県教育委員会で

培ったノウハウの提供について相談はあったのか。あった場合、どのような支援を行い、

連携を図っているのか。 

 

魅力ある高校づくり課長 

１ 再編整備計画により整備した新しい学校については、計画発表後、新校準備委員会を

立ち上げ、地元の関係者にも委員会へ参加いただき、校名や教育内容について検討した

上で開校に臨んでいる。平成２６年度には、開校後ということもあり、施設の整備など

の予算を執行した。 

２ 再編整備については、「２１世紀いきいきハイスクール構想」の計画に基づき、段階的

に再編整備を進めてきた。学校の規模が小さくなる中で、学校の教育活動に制約が出て

くるため、再編整備を行い、学校の規模を適正にすることで、部活動なども含めた学校

の教育活動が活発に行われるという効果が出ている。 

  教育内容についても、新しいタイプの高校、総合学科の高校や単位制の高校、多部制

の定時制の高校という、今までにない新しい教育内容を行う学校を整備してきた。教育

の質の向上という点においても効果を上げてきたと認識している。 

３ 川口市の新校の関係であるが、川口市からの要請に基づき、新校の準備委員会へ県職

員を派遣するという形で、支援を行っている。 

 

参事兼県立学校人事課長 

３ 川口市教育委員会からは、特に人事異動について、力量のある人材の転入、また、管

理職の配置について相談があり、対応しているところである。また、川口市の方で過員

解消、教員が余るようなケースについても、県で受け入れる体制を準備しているところ

である。 

  川口市の統廃合による学級数減少に伴って生徒募集に影響が生ずることから、同市か

らの県立高校での受入れ要請を踏まえ、全県的な生徒募集について検討しているところ

である。 

 

山本委員 

１ 資料４行政報告書の２９８ページのイ、ネット問題対策教育推進事業について伺いた

い。サイト監視の状況について、問題があり学校に通報したサイト数が４，６１９件と

あるが、平成２６年度のサイト監視体制はどのように行われたのか。また、学校に通報

した後の対応はどのようになるのか。 
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２ 同事業では、高等学校６校を研究校に指定し、いろいろな取組を行ったと思うが、昨

年１１月４日に開催されたイベント「Ｓｔｏｐ！いじめｉｎＳＡＩＴＡＭＡ２０１４」

の中で、研究校による実践発表が行われ、県ホームページへの掲載による発信を行った

とある。ホームページで確認したが、実践発表の内容を調べきれなかった。実践の成果

及び実践の内容はどこに掲載されているのか。 

 

生徒指導課長 

１ ネット問題対策教育推進事業は、県立学校１７８校を対象に学校非公式サイトを監視

し、学校活動を支援するものである。問題のある書き込みがあった場合は、学校に情報

提供して、学校から削除依頼をしている。書き込みをした生徒が把握できた場合には、

当該生徒に削除させるなど、指導に役立てている。また、ここで監視した様々な問題の

あるサイトについては、毎月、ネットトラブル注意報として各学校や市町村教育委員会

に情報提供し、トラブル防止に努めている。 

  なお、サイト監視の体制について、平成２６年度はピットクルー株式会社という民間

会社に委託して、２４時間体制で対応している。 

２ 「生徒自身による『スマホ安全利用私たちのルール』づくり」の６校の取組について

は、それぞれの学校で全校生徒の意見を集約し、自分たちのルールを作り、各学校で自

ら作成したルールを自ら守っていこうとする取組である。 

  ルールの一例として、ネットに写真を載せるときは、相手の許可を取る。学校内では、

必ず電源を切る。歩きながらのスマホはしない。１０時以降は使わない。人とのコミュ

ニケーションを大切にし、言いたいことは直接言う。インターネットで知り合った人と

は、深く関わらない等、学校により工夫を凝らし、生徒自ら取り組んでいる。 

  これらは、保護者の啓発講演会などで周知している。また、ホームページへの掲載に

ついては、各学校からの報告書が取りまとまったところである。作業の遅れについては

善処していきたい。 

 

内沼委員 

１ 資料４行政報告書の２９３ページ、県立高校プロフェッショナル育成推進事業は、専

門性に特化した良い事業だと思うが、スペシャリストの講師の方々はどのように選んで

いるのか。また、事業の成果はどのように表れているのか伺う。 

２ 実践的職業教育グローバル事業は、時代に即したすばらしい事業だと思う。どのよう

な企業や大学と連携したのか、何社、何大学と連携した事業なのか。 

３ ８校４チームが埼玉ブランド商品としてパンや菓子など１１品目を商品化したとある

が、商品はどこで、どのように売り出したのか、台湾に１５人を派遣して現地の学生と

連携したとあるが、どのような系統の学校と連携したのか。また、成果についても伺う。 

４ 先日、川越工業高校が、エボルタ乾電池を使った電車で２２．６１５ｋｍ走り、ギネ

ス記録を樹立されたと聞いている。これも高校と企業の連携した取組と思うが、同事業

であるのか、全く別のものなのか伺う。 

 

高校教育指導課長 

１ 「プロフェッショナル」に学ぶ事業は、専門高校を中心に合計３３校７８学科、延べ

９２回実施している。それぞれの学校で様々な講師を招いており、具体的には和菓子店

の店主、フラワーデザイナー、地元農業の経営者、大学の研究者、自動車整備技術者、

調理師、プログラマーなど、学校の教育と関わりの深い方となっている。 
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  生徒が日常学んでいる事柄が将来にどう結び付くか、将来の姿をイメージでき、目標

設定がしやすくなるなど、大変教育効果の高い事業と認識している。 

２ 実践的職業教育グローバル事業について、平成２６年度は、いずみ高校と川越工業高

校がサークルＫサンクスと連携し、地元の狭山茶を使った「おもちでくるんだ煎茶クリ

ーム」、入間郡産ゆずを使った「あんぱん」、「カスタードデニッシュ」を開発し、サー

クルＫサンクスで販売した。また、大宮商業高校と杉戸農業高校が三州製菓と連携し、

「野菜を使ったクッキー」や「米粉を使ったパウンドケーキ」を開発し、三州製菓やイ

オンレイクタウンで販売した。さらに、岩槻商業高校と進修館高校が藤宮製菓と連携し、

３種類の菓子を開発・販売した。 

  成果としては、子供たちが実際苦労して作ったものを自ら販売することで、お客様に

喜ばれるところを直接見られるなど、非常に教育効果が高いものと考えている。 

３ 台湾での連携に関しては、現地の専門高校の生徒と日本のイオンリテール株式会社と

連携して、「杏仁プリン」や「まるーろー」などの商品を共同開発した。現地の学生と

交流して開発商品を調理することで、これからの時代に必要となる国際感覚を養えるた

め、大変効果があったと思っている。 

４ 川越工業高校に関しては、ギネス記録に認定され喜ばしいことではあるが、これは高

校とパナソニックが独自に連携して取り組んだものであり、実践的職業教育グローバル

事業での取組ではない。実践的職業教育グローバル事業には、新座総合技術高校が広栄

交通バス株式会社と連携し、バスの塗装のデザインをし、そのバスを実際に運行すると

いう事例がある。 

 

木下委員 

１ 資料４行政報告書の３０７ページ、「指導が不適切である教員に係る指導改善研修」が

一人ということだが、追加要求資料を見ると平成２６年度以前にも、指導が不適切であ

ると認定された教員はそれなりの人数がいる。認定を受けた教員の中に校長、教頭とい

う管理職が含まれているのか。 

２ ３０７ページの一番下、市町村で解決が困難な保護者への対応に対してサポートをし

たとあるが、大変良い活動をされていると思うので、実際にこのような支援をしたケー

スが何件ほどあるのか。 

３ ３０８ページ、「小・中学校の運営の充実と適正化」を図るために、新任校長と候補者

にも研修を行っている。これは候補者又は新任時だけなのか、候補となった後も行って

いるのか。 

 

小中学校人事課長 

１ 指導が不適切な教員の状況の中に管理職は含まれていない。一般の教員の中で、最も

程度が重いものについては、現在指導改善研修を行っているところである。 

２ サポートチームは、それぞれの教育事務所において、副所長を中心に、様々なスタッ

フで編成している。平成２６年度はサポートチームとして対応した事例はないが、本局

と教育事務所が一体となって問題解決にあたった事例は５件である。 

３ 管理職の研修は、それぞれ校長、教頭候補者名簿登載後に行っている。管理職選考試

験に合格した翌年度に校長、教頭ともに管理職候補者の１年次の研修として、それ以降

についても２年次、３年次と候補者である期間は、毎年研修を行っている。また、校長、

教頭に登用された後も、それぞれ新任校長、新任教頭、また教頭２年次、校長２年次研

修を実施している。 
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木下委員 

 校長になる前の候補段階での研修、新任時、１年次、２年次に研修を行うが、４年目、

５年目と途中で研修が入ることはないのか。 

 

小中学校人事課長 

 教頭候補者については、合格した翌年度に教頭候補者１年次、その次の年には教頭候補

者２年次研修と行っている。３年次以降については、年次で分けることではなく、登載者

のうちは、実際に登用されるまでの間、３年目であっても４年目であっても、毎年研修を

行っている。 

 校長についても、１年次だけは別に行っているが、それ以降については、候補者になっ

てから２年次以降は登用されるまでの間、しっかりと研修をしている。 

 

木下委員 

 登用されてからの３年目以降はないのか、という質疑である。 

 

小中学校人事課長 

 校長に登用されて３年次以降は、県として研修は行っていないが、校長研究協議会、あ

るいは市町村ごとに行われている様々な研修会の中で、県の政策の方針や事例について、

情報提供や、研修を行っているところである。 

 

木下委員 

 校長になって３年次以降については、基本的には校長同士の交流、意見交換を行ってい

るというイメージだと思うが、登用後、実際の現場において少し課題がありそうだから頑

張ってもらいたいという校長がいた場合、どのように対応するのか。研修などを行ってい

るのか。 

 

小中学校人事課長 

 県として３年次以降の研修は行っていないと申し上げたが、服務を監督している市町村

教育委員会が主体となって研修等を行っている。県教育委員会にも管理職に関する苦情も

まれにあるが、その場合は、市町村教育委員会が窓口となって指導を行うとともに、教育

事務所と市町村が連携して適正に対応できるように助言をしている。 

 

石川委員 

１ 資料４行政報告書の３１０ページ、スクールガード・リーダーについて、６２市町村

の７０８人にスクールガード・リーダーになっていただいたとのことだが、平成２６年

度はどのような人を委嘱したのか。人選については市町村任せだったのか。実態をどの

ように把握しているのか。 

２ ３１２ページ、放課後子供教室推進事業について、県から市町村へ補助をする際、補

助金の対象となる経費に制約はあるのか。補助の対象となっている経費はどのようなも

のか。市町村事業の実態をどのように捉えているのか。 

 

保健体育課長 

１ スクールガード・リーダーについては、警察ＯＢやＰＴＡの役員など、地域の方に委

嘱をしている。また、人選は市町村から推薦があった方に委嘱している。 
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家庭地域連携課長 

２ 放課後子供教室推進事業については、国の要綱で補助対象が定められている。県では、

１教室当たりの運営経費の上限額、１市町村当たりの運営委員会の経費の上限などを定

めている。対象となる経費は、教育活動推進員に対する経費、教育活動サポーターに対

する経費、保険料、通信運搬費、成果をまとめた報告書の印刷製本費、教材費・消耗品

費、コーディネーターの謝金、また、新規の場合については備品を補助対象としている。 

  事業の主体は市町村であるが、事業の実態については、現地で確認させていただく場

合もあるが、最終的には事業報告で確認している。 

 

石川委員 

１ スクールガード・リーダーの市町村の実態について、県は把握しているのか。実際に

活動を見ているのか。平成２６年度の状況を教えてほしい。 

  人選は市町村から推薦されたということだが、市町村にはどのような人を推薦してほ

しいと依頼しているのか、それとも依頼をしていないのか。 

２ 放課後子供教室推進事業について、備品購入費が補助対象となるのは、新規の場合だ

けなのか。 

 

保健体育課長 

１ スクールガード・リーダーの実態について、人数は記載のとおりである。一人当たり

年間平均１６６日活動いただいている。 

  人選について、県から市町村に依頼する際に、過去の事例や候補者の職種など、例を

挙げて推薦を依頼している。 

  市町村との連携については、市町村も独自に見守り活動を行っており、児童生徒を守

るに当たって、スクールガード・リーダーだけではなく、地域との見守りとの連携が必

要である。 

 

家庭地域連携課長 

２ 国の補助要綱による制約があり、委員の発言のとおりである。 

 

石川委員 

１ スクールガード・リーダーについて、市町村にこのような人を推薦してほしいと依頼

しているとの説明があったが、自主防災組織や、わがまち防犯隊など、自治会の役員が

担うところがほとんどである。県から支給された衣服や、帽子、備品もあるが、自分た

ちの町内のものもあり、二重行政になっている可能性もある。そのような実態を把握し

ているのか、もし把握しているのであれば、より効率の良い方法があると思うが、見解

を伺う。 

２ 放課後子供教室について、国の基準として備品購入費は、新規の場合だけとのことだ

が、備品が老朽化して、更新が必要なこともある。補助金を出す立場の県としてどう考

えているか。 

 

保健体育課長 

１ 市町村との連携について、小川町の活動については直接訪問し、活動確認をしている。

御指摘いただいたスクールガード・リーダーへのベストの配布については、地域、市町

村で実施している見守り活動と重複しているという情報を入手しているので、行政とし
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て重複しないよう、連携を図ってまいりたい。 

 

家庭地域連携課長 

２ 放課後子供教室推進事業は、市町村の事業であり、国が３分の１、県が３分の１の経

費を補助している。補助を受けず市町村が備品を購入することはできるので、市町村の

担当者との会議などで伝えてまいりたい。 

 

秋山委員 

１ 臨時的任用教員について、本会議の一般質問に、県は多くの教員の新規採用に努め、

定数内臨時的任用教員の比率は減少傾向にあると答弁していた。 

  しかし、追加要求資料１５の平成２２年度と平成２６年度の臨時的任用教員の比率を

比べると、小学校では１．７％、特別支援学校では０．９％増えている。中学校、高等

学校の臨任率はやや下がっているが、全体では平成２２年度と比べて平成２６年度はや

や増えているのが実態である。臨時的任用教員を減らすという答弁を踏まえて努力して

いく必要があると思うが、平成２６年度の新規教員の採用予定者数は何人で、平成２５

年度と比べてどのくらい増えたのか。また、教員の採用枠の拡大について、どう取り組

むのか。 

２ 市町村ごとの臨任率だが、平成２６年度、戸田市では小学校１６．８％、中学校１９．

０％となるなど、県の臨任率を大きく上回っている自治体もあると聞いている。臨任率

の高い自治体の現状や自治体間でのアンバランスについて、県の認識と今後の対策につ

いて伺う。 

３ 追加要求資料の４３、学校管理費について、学校管理費の予算は年々徐々に増えてき

ているが、県立学校や特別支援学校の教職員からは「基本的に光熱水費と学校行事等に

関わる教員の旅費で使い切り、備品購入もままならない」などの声を伺うことが多くな

っている。近年の電気料金、水道料金などの値上げ、消費税増税、物価上昇などを考え

ると、現場は深刻なのではないかと思う。実態をよく把握して不自由をきたさないよう

に、平成２６年度にはどのように対処をしてきたのか。  

４ 追加要求資料２６、県立高校の団体費について、県立高校の保護者はＰＴＡや後援会

の会費として年間平均２６，０００円あまりを負担している。資料では、平成２６年度

２６,１２１円となっている。ある高校では、ＰＴＡ会計から行事費の約１００万円が

文化祭や体育祭に支出され、ある工業高校では、後援会会計から実習用消耗品・教科用

備品に５６１万円が支出されていると聞いている。本来、教育予算で措置すべきものが、

実際はＰＴＡ会計や後援会会計から補填され、実質的には保護者負担となっている。平

成２６年度決算を見ると、保護者負担の軽減のためにも、学校運営に必要な予算を確保

することが必要であると思うが、どのように学校現場を把握しているのか。 

５ 先日、当委員会で埼玉県立近代美術館を視察した際、平成２７年度の美術品購入予算

が３３０万円と聞いた。しかし、この５年間は予算額２，０００円とほとんどないに等

しい。近代美術館の展示品購入費の過去最高額はいくらか。より魅力ある施設にするた

めに、展示品購入費をどのように評価し、位置付けていくのか。 

 

教職員採用課長 

１ 平成２６年度の新規採用教員の採用予定者数とその増減を、志願区分別に申し上げる。

小学校は８４０人で前年度と比べて増減なし、中学校は５２０人で増減なし、高等学校

は４５０人で増減なしである。特別支援学校については高等学校に含めて試験を実施し
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ている。養護教員は２５人で５人増、栄養教員は５人で５人増、合計１，８４０人で、

１０人増である。 

 

小中学校人事課長 

１ 臨任率が高いことについては、課題として捉えている。これまで、退職者数に見合う

数を採用すると、将来、現在と同じように大量退職が発生する可能性があること、年齢

構成の不均衡を加速させてしまう懸念があることから、長期的な展望に立った教員採用

を進めてきたところである。 

  今後については、児童生徒数の推移をしっかり見極めるとともに、退職者数、再任用

見込みの数等を考慮して、臨任率の減少に向けて、採用数の拡大を含めた見直しを検討

してまいりたい。 

２ 臨時的任用教員の多い主な要因である、児童の転出入の多い地域においては、学級数

の確定が困難であり、直前まで教職員の定数が定まらず、臨時的任用教員で対応せざる

を得ない状況であった。一方で、児童生徒数が減少している地域、将来学校の統廃合を

予定している地域においては、教員が定数を超える状況に備えて、臨時的任用教員の割

合が高くなっているところもある。 

  また、退職者については、原則として新採用教員と再任用教員で補充するが、地域に

よっては教員数が不足し、臨時的任用教員を充てることとなったことも考えられる。県

教育委員会としても、臨時的任用教員の割合の高さや、市町村間でアンバランスな状況

にあることは、課題として重く受け止めている。今後、市町村の臨時的任用教員の割合

について、各教育事務所を通じて市町村に数値を伝え、解消に取り組むよう指示をした

ところである。 

  臨任率の減少に向け、中長期的な視点に立った計画的な採用、再任用教員の活用など

により、正規採用の教員を確保し、減少に努めていきたい。 

 

財務課長 

３ 学校管理費については、財政状況が厳しい中で予算の確保に努めている。しかしここ

数年ほぼ横ばいという状況であり、各学校で様々な工夫や努力を重ねていることは認識

している。管理費予算は、県の予算編成方針上、毎年５％のシーリングがかかる中、平

成２７年度予算についても、なんとか横ばいの予算を確保している。全庁的にも財政状

況が厳しく、国に対し国庫補助金や地方財政負担軽減の更なる充実を機会があるたびに

要望している状況である。 

  また、執行においては、スケールメリットを生かすように、財務課にて複数の学校に

共通する備品等の購入を一括で行い、予算の節減に努めている。このような節減により、

生み出された予算があれば、年度途中でも学校に実情を聞き、予算を再配分するなどし

て、できるだけ多くの学校の要望に応えられるよう努めている。引き続き、様々な工夫

を行い、予算の確保に努めていきたい。 

４ 県立高校の団体費についてであるが、保護者の熱意により、施設整備、備品整備の一

部が保護者の御負担により行われている事実がある。しかし、県立学校の運営に係る施

設整備や備品の整備については、基本的に県費により賄うべきものである。保護者負担

の軽減に努めるよう県立学校を通じて教職員並びに団体会計の長に対して周知やお願

いをしている。さらに、毎年、学校を通じて、団体費の活用の将来計画を作成し提出を

求めて計画的に運用していただいた結果、団体費における保護者負担の額は平成１８年

度と比較し、８．７％、３，２５０円の減少と、今のところ削減傾向となっている。引
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き続き、将来計画を作成していただくことを通じ、保護者負担の軽減に努めていきたい。 

 

生涯学習文化財課長 

５ 美術品購入費の過去最高額は、開館１０周年の平成４年度、７億２，００１万円であ

る。 

  近代美術館では、本県にゆかりのある優れた作家の作品、本県の美術界に影響を与え

た国内外の作家の作品、本県美術文化の振興に寄与する作品を対象とする収集方針の下

に美術作品を購入している。魅力ある展示を行うためには、美術作品の購入は大変重要

であると認識しており、厳しい財政状況の中、引き続き予算の獲得に向けて頑張ってい

きたい。 

  なお、新たな美術作品の購入以外にも、収蔵する美術作品の最大限の活用や他の美術

館から目玉となる美術作品の借用、複数の施設が共同で行う巡回展の方法など、近代美

術館の職員は魅力ある展示の実現に向けて工夫を行っている。 

 

秋山委員 

 ２，０００円の予算が５年間続いているという状態では、答弁していることとやってい

ることがあまりにも違いすぎるのではないか。やっと今年度に３３０万円ついたようだが、

これでよいのか。 

 

生涯学習文化財課長 

 様々な教育課題が山積する中、厳しい財政状況を鑑みて、予算要求を断念せざるを得な

い状況があった。しかし、直近の平成２１年度の購入以降５年以上にわたり新たな美術作

品の購入を行わないことは、近代美術館における体系的な資料収集の観点から望ましい状

況ではなかったため、平成２７年度予算で約３３０万円の購入費を要求して確保した。引

き続き、予算の獲得に努めていきたい。 

 

秋山委員 

 ３３０万円でも少ない。けたが違うとの認識が委員の間にもある。努力をしてほしい。

（要望） 

 

荒木委員 

１ 資料４行政報告書の２９２ページ、（５）県立高校のキャリア教育総合推進事業の一番

下の欄、「（オ）インターンシップ推進事業」について、高校の２９校を推進校に指定し

たとのことだが、指定された基準及び指定方法について伺う。 

２ 平成２６年度以前にインターンシップを行っていた企業に、平成２６年度の採用とし

て就職された方がいるのか。指定されなかった学校の生徒と指定された学校の生徒との

間の就職に当たっての公平性について、県として何か考えていたのか。 

３ ２９８ページ、アのいじめ・非行防止学校支援推進事業について、一昨日も痛ましい

事件が起きている。県として様々な取組をする中で、例えば、いじめ・非行防止支援員

は現地に赴いて対応していただいているが、保護司との連携・協力はどうなっているの

か。 

４ ２９９ページ、オの電話教育相談事業について、２４時間３６５日体制で実施してい

ただき、心強い限りである。いじめを受けている児童生徒には切実な問題であり、電話

だから相談できるということもある。相談に対して、どこまで具体的に親身に対応して
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いるか、具体的な事例を教えてほしい。 

 

高校教育指導課長 

１ 指定校と他の学校の違いは、教員がインターンシップ先を訪問するときの旅費や、保

険などを手当てしていることである。指定の基準については、就職状況が多い学校や、

企画の内容を精査し、しっかりやっていける学校、より効果の上がると思われる学校を

優先的に指定している。 

２ 指定校である２９校中、ほとんどは就職が多い専門高校であり、普通高校は２校のみ

である。ただし、実際にインターンシップを実施している学校はほかにも多くあり、８

２校で実施している。主に近隣の事業所など、学校で開拓した企業、合計延べ２，３１

６事業所で、８，１６３名の生徒がインターンシップに取り組んでいる。 

  高校生のインターンシップでは、主に１年生２年生が参加しており、就職のためでは

なく、職業観の育成を目的に実施しているため、インターンシップ先への就職はほとん

どないと認識している。 

 

生徒指導課長 

３ いじめ非行防止ネットワークは、保護司を含め、様々な構成員で構築している。非行

対象の生徒に保護司が付いている場合は、ネットワークに保護司を含めて対応している。

高校では、教員が非行対象の生徒の更生に向けて、保護司と相談しながら対応している。 

４ 電話相談の多くは匿名であるが、本人の立場に立って傾聴することに努めている。ま

た、緊急性があると判断した場合は、学校名、住所、通知された携帯番号などから、な

るべく個人を特定するようにしている。その後、生徒指導課へ緊急連絡が入り、各学校

への相談や、警察などと連携して子供の保護を図るよう対応している。 

 

荒木委員 

 インターンシップについて、公平性を尋ねている。企業としても学生としても、学生の

うちに社会に出る前に企業との接触をもつことはすばらしいことである。なおかつ、もう

一歩言うと企業の思惑としても採用としての枠を考えたとき、この中から採る、採らない

という視点もある。 

 多くの学校でインターンシップを実施していると伺ったが、選定基準によって選ばれな

い学校があるとすると、指定される、指定されないによって、会社の採用試験を受ける際

に、何らかの有利な点などが生じるのではないかと思うが、就職における公平性について

何らかの視点があるのか。 

 

高校教育指導課長 

 全日制高校では５５．１％の学校でインターンシップを実施している。ただし、全校生

徒が参加しているわけではなく、就職希望の生徒のみなど、学校によって実態が異なって

いる。実施期間はおおむね３日から５日、参加者は高校１年生及び２年生であることから、

仕事を手伝うというより、企業にお邪魔して、貴重な社会経験を積ませていただいている

というものである。この経験が２年後の就職に大いに生きるという観点からの公平性の問

題はあるかもしれないが、多くの学校が社会経験として実施している。 

 今後も予算の獲得などについて工夫しながら、インターンシップを広げていきたい。 
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木村委員 

１ キャリア教育については、将来役に立つような教育を行うべきだと考えている。年金

の話など、労働や社会保険制度に関するキャリア教育を実施したのか。もし実施してい

たとすれば、その教科について伺いたい。 

２ 資料４行政報告書の３０３ページ、体力向上と学校体育活動の推進について、体力テ

ストの結果のグラフが、ずっと右肩上がりになり非常にすばらしいと思う。この要因を

どのように考えているのか。 

３ 部活動について、特に高校の運動部活動についてであるが、運動部活動を推進してい

くべきだと考えている。現状の加入率はどの程度であるか。さらに、指導者が非常に重

要になってくると思うが、教員の部活動に参加する手当、夜間や土日などに参加した際

の手当は支給しているのか。 

４ 部活動における外部指導者について、外部指導者の現状や手当はどうなっているのか。 

 

高校教育指導課長 

１ キャリア教育、年金、労働問題等について、御承知のように主権者教育は１８歳選挙

権の件で重要性が増し、新しい学習指導要領において「公共」という新科目が検討され

ているなど、ますます高校生の主権者意識等は重要性が増してくるという認識を持って

いる。現在、現代社会や政治経済の授業において扱っているが、学校の中には講師とし

て労働関係、年金事務所、弁護士、税務署の方などを招いての講演なども行っている例

もある。今後とも学校に働き掛けていきたい。 

 

保健体育課長 

２ 体力テストの結果については、昭和６０年頃まで上昇傾向にあったが、それ以降は低

下傾向を示した。このため、平成１７年度から、教育に関する３つの達成目標に体力を

加え、小・中学校へ働き掛けたり、高等学校の自発的活動、県教育委員会の研修などに

取り組んだことが要因であると考えている。平成２６年度の結果についても、全国平均

を上回る種目が非常に多く、６７．２％の種目で全国平均を上回っている。このまま上

昇傾向を続けていきたいと考えている。 

３ 部活動の加入率について、平成２７年度データでは、中学校が７２．７％、高等学校

が４８．６％である。 

４ 外部指導者の現状については、資料４のとおり、高等学校６３校へ外部指導者７０人

を派遣している。手当は、それぞれの指導者の資格や実績などを踏まえＡ・Ｂ・Ｃの３

タイプに分け、Ａタイプは１回５，０００円、Ｂタイプは４，０００円、Ｃタイプは３，

０００円とランクを作っている。 

  また、中学校については、市町村への補助事業であるスポーツエキスパート活用事業

として、１８種目６４４部の運動部活動に派遣されている。手当の平均は、市町村から

１回１，５００円程度であると報告を受けている。 

 

教職員課長 

３ 部活動手当についてであるが、教員等が平日に部活動に従事した場合の支給はない。

休日や土曜日、日曜日の週休日等については、３時間１分以上従事した場合、３，００

０円を支給している。 
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中屋敷委員 

１ 資料４行政報告書の３０２ページ、「学校における食育の推進」に「食習慣の形成を図

るため、保護者向け食育啓発資料」を保護者に配布したとあるが、どのように配布した

のか。 

２ 本来、食育は家庭で担うべきだと思うが、（イ）の研究協議における講演会への参加人

数が５５４人であったことをどのように捉えているのか。推進していると言い切れる数

字なのか。栄養教諭をはじめ学校における食育の推進者を育成するための研修会も５４

６人であるが、こちらについても説明願いたい。 

３ 食育の推進者について、「栄養教諭をはじめ」とあるが、栄養教諭及び学校栄養職員の

追加要求資料２４には食育が重要と言いつつも、越谷市は人員を市費で賄っている部分

が大きく、県費よりも人数が多い。市町村ごとのばらつきについては、何らかの基準が

あるのか。 

４ 県として食育を推進していると言っているが、平成２６年度はどのように展開したの

か。推進していることが伝わってこないという印象を受けている。 

５ 鴻巣市では、小学校は自校式給食を実施しており、栄養に係る職員の方々は、調理だ

けでなく、地産地消についても指導をしている。地元の方が学校で説明するといった指

導ができる環境こそ食育を育んでいくにふさわしいと思う。指導を可能にするために、

各市町村が大きな財政負担をしなければならない状況を、県教育委員会としてどう捉え

ているのか。 

 

保健体育課長 

１ 食育の資料については、保護者の皆様への「食事の重要性」、「埼玉の学校給食」や「食

育指導力向上授業研究会」を、ホームページ等で公表したり、配布している。 

２ 食育指導力向上授業研究会などの参加者数については、広く参加を呼び掛けた結果の

人数であると捉えている。 

３ 栄養教諭の市町村ごとにばらつきがあることについては、現在、栄養教諭の配置につ

いて協議をしているところである。実際、栄養教諭が配置されて、食育の指導が前進し

た例がある。例えば、残食率が下がった、朝食を摂るようになったという面があるので、

引き続き栄養教諭の配置を検討していきたいと考えている。 

４ 食育の推進については、しっかり取り組まなければならないと考えている。まず、市

町村としっかり連携をし、県立学校には直接指導することである。実際に学校に赴き、

学校での調理や食事の状況などを確認しながら、はしの使い方などの食育も含め、学校

給食の指導の中で進めている。 

５ 食育の環境づくりについては、御指摘の点を踏まえながら、これからも市町村と連携

し、市町村への支援についても、金銭的な支援だけではなく、マンパワー面の協力など

を行っていきたい。 

 

中屋敷委員 

１ 資料の配布について自分のことを振り返ると、中学校３年生くらいになると、学校

から来た資料を親に渡す子ばかりでないという気がする。配布した後に、どんなリア

クションがあったのか。配布方法については、検討した方がよいと考えるがどうか。 

２ 食育の環境づくりのために、財政的な支援以外にも取り組むという発言は、根拠があ

ってのものと理解しているが、それを一歩飛び越えて、手を差し伸べてもよいのではな

いか。検討する機会があるのか、ないのか改めて答弁願う。 
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保健体育課長 

１ 学校からの書類を保護者に渡す子ばかりではないという御指摘は理解している。リア

クションについてであるが「非常にいいものをもらった」と保護者の方から生徒を通し

て言われる場合もある。小・中学校の学校行事には、保護者に登校していただくものも

あるので、書類が渡っているか随時確認している。 

  また、配布方法について、ホームページだけではなく、しっかり行き渡るよう、工夫

しながら継続してまいりたい。 

２ 財政面の支援については検討したい。 

 

小中学校人事課長 

２ 栄養教諭並びに学校栄養職員については、平成２６年度、栄養教諭は小・中学校に２

００名配置した。学校栄養職員の退職補充については、栄養教諭を充てていくことにな

っているので、今後、栄養教諭は増えていく。なお、トータルの人数については、国の

基準があるので、御容赦いただきたい。 

 

西山委員 

１ 資料４行政報告書の２８６ページ、５か年計画の指標のうち、特別支援学校高等部で

一般就労を希望する生徒のうち実現した割合について、５か年計画策定時が７０％、平

成２６年度の実績値が７１．１％、５か年の目標値が９０％となっている。一生懸命取

り組んでいることは理解しているが、数字が思わしくない。達成の見込みと具体策につ

いて伺いたい。 

２ ２８９ページ、（２）確かな学力の育成のイ「考え、話し合い、学び合う学習」推進事

業についてである。以前に視察をさせていただいた熊谷市の中条中学校で取り組んでい

る「学び合い学習」と同じものと思うが、生徒が机を動かしながら学習する授業であり、

思考力を高めるにはとても良い授業で、ぜひ推進していただきたいと個人的に思い、一

般質問にも取り上げたことがある。平成２６年度に小学校５校、中学校４校で実施して

いるとのことだが、成果と今後の普及拡大について、県としてどのように考えているの

か。 

３ ２９０ページ、「（ウ）課題を抱える生徒の自立を支援する共助プラン」で、全日制高

校１０校、定時制高校１９校を対象として教員志望の大学生等を学習サポーターとして

活用し、高校生の基礎学力の定着及び学習意欲の向上を図ったとある。私はこうした事

業を知らなかったがとても良いことだと思う。平成２６年度の成果はどうだったか、ま

た、どの程度の規模で、何人くらいの大学生が何日間実施しているのか、どのようなや

り方をしているのか。 

 

参事兼特別支援教育課長 

１ 近年、希望者が増えている影響で、就労率は下がっている状況があるため、目標達成

に向けた具体的な取組を３点考えている。 

  １点目、「チームぴかぴか」事業では、特別支援学校で希望に沿えなかった生徒を教育

局で支えていき、その成果を学校にフィードバックして学校の組織力・教育力を高める

よう取り組んでいきたい。 

  ２点目は、自閉症の子供たちの就職率を高める取組である。彼らは働ける力を持って

いるので、しっかりと取り組んでいきたい。 

  ３点目は、経済６団体、たとえば、経済同友会、商工会議所連合会、商工会連合会な
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どとの協定締結を視野に入れた取組である。 

  様々な団体からの応援をいただいて、希望する全ての生徒の就労に向けて取り組んで

いきたい。目標は９割と高いが、実現可能であると考えている。 

 

義務教育指導課長 

２ 教師から一方的に教えていく授業ではなく、子供同士が学び合いながら高めていくと

いう方式は、大変効果があると考え、「考え、話し合い、学び合う学習」推進事業を平

成２６年度から実施している。桶川市、小川町、秩父市、春日部市に実施していただき、

効果が上がっていると聞いている。特に教員の意識が大きく変化し、子供たちを見る目

も大きく変わってきたということである。 

  普及については、平成２８年度にきちんと整理して、会議の場や、報告書等も含めて

広めていきたい。具体的な学力向上はまだ見えてきていないが、今後期待できると思っ

ており、多くの学校で実施していただく予定である。 

  成果としてもう一つ、生徒の人間関係が大変良くなったという声がある。単純に学力

の向上だけではなく、人間関係の構築にも、学び合う学習が効果的であると受け止めて

いる。 

 

高校教育指導課長 

３ 「課題を抱える生徒の自立を支援する共助プラン」の学習サポーターについては、主

に生徒の基礎学力の定着に課題がある学校に配置している。教職を目指す大学生等が主

に高校一年生の英語や数学の授業に入り、教員とのティームティーチングをしながら学

習補助を行っている。週に２回程度、１日３時間程度充てており、全県で１７１人いる

が、大学生のため授業の関係で、２人での補助や、３人で補助をする学校もある。 

  成果については、小・中学校で取り組んでいる「３つの達成目標」の検証問題を年度

当初に解かせ、年度末にどの程度解けるようになったかを検証としている。おおむね７

割以上の生徒が年度当初解けた学年の問題よりも２学年以上、上の問題ができるように

なったという結果が出ている。生徒からは、年齢が近いため質問がしやすい、あるいは

分からなかったときにすぐにその場で聞けるとの声があること、また、２人で見ている

ということで、授業への集中を促すこともできるため、効果があるものと考えている。 

 

西山委員 

 自閉症の子を対象にした新しい取組とは何か。 

 

参事兼特別支援教育課長 

 以前から自閉症は重要なポイントである。知的障害の特別支援学校では、半数近くが自

閉症の子供である。これまでの取組を強化し、組織づくりや指導方法を含め、小学部・中

学部・高等部で一貫した指導体制を取れるよう取り組んでいきたい。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月１７日（火）産業労働部（含 労働委員会）関係） 

 

【説明者】 

立川吉朗産業労働部長、加藤和男産業労働部副部長、渡辺充雇用労働局長、 

正能修一参事兼産業支援課長、板東博之産業労働政策課長、 

岡田逸夫商業・サービス産業支援課長、村瀬泰彦先端産業幹、新里英男企業立地課長、 

目良聡金融課長、今成貞昭観光課長、斎藤和也勤労者福祉課長、三宅瑞絵就業支援課長、 

野尻一敏ウーマノミクス課長、堀口幸生産業人材育成課長 

 

黒澤治労働委員会事務局長、發知和弘動労委員会副事務局長兼審査調整課長 

 

【発言】 

内沼委員 

１ 先端産業プロジェクトのうち、先端蓄電システム研究開発プロジェクトについて伺う。

平成２６年度の事業費が約１億５，０００万円ということだが、実施内容は何か。 

２ 平成２６年度の成果は平成２７年度の事業内容にどう生かされているのか。また、プ

ロジェクトの成果を今後どのように生かしていくのか。 

３ プロジェクトには７企業・１大学が参加しているとあるが、７企業の内訳を伺う。 

４ 新エネルギープロジェクトで同様に行っている「次世代型蓄電池の研究開発」と関連

性はあるのか。 

 

先端産業幹 

１ 先端蓄電システム研究開発プロジェクトは、蓄電池の長寿命化を可能にすることと、

異なるメーカーの蓄電池をつなぎ、地域全体として協調制御ができるようなシステムを

開発することである。これにより、電気料金の縮減や県が推進する既存街区のエコタウ

ン化に資することを目指している。平成２５年度に本庄早稲田に研究開発拠点を設置し、

新神戸電機製の蓄電池を導入した。平成２６年度は異なるメーカーの蓄電池をつなぐた

め、東芝製の蓄電池を新たに導入し、本格的なシステム開発に着手した。 

２ 平成２７年度は、前年度からのシステム開発を継続するとともに、東京にある蓄電池

研究施設と連携したシステムを構築し実証試験を行っている。まだ開発途中だが、順調

に開発が進んでいる。来年４月に始まる電力の自由化において、参入企業がこうした技

術を活用してスマートグリッドシステムを構築し、既存街区のエコタウン化に生かすこ

とを期待している。 

３ 大手企業としては新神戸電機、東芝、三菱電機の３社である。県内中小企業からは蓄

電池のリサイクル技術や診断技術、材料の開発、メッキ加工技術に特徴を有する企業４

社が参画している。 

４ 次世代型蓄電池の研究開発は産業技術総合センター（ＳＡＩＴＥＣ）が取り組んでい

るもので、蓄電池の大容量化を目指している。先端蓄電システムとは関連していない。 

 

内沼委員 

 次世代型蓄電池の研究開発に参加する大学・研究機関というのはどこか。 

 

 



 

- 147 - 

先端産業幹 

 埼玉工業大学とＳＡＩＴＥＣである。 

 

板橋委員 

１ ＳＫＩＰシティを活用した映像関連産業の振興について伺う。スキップシティ国際Ｄ

シネマ映画祭について、応募作品、来場者ともにマンネリ化してきていると思うが、平

成２６年度は新たに何か取り組んだのか。 

２ ソニーが運営に関わっていると認識しているが、最近同企業が引き気味の感がある。

以前と比べてどうか。 

３ 映画祭の全体予算はどのように推移しているのか。 

 

商業・サービス産業支援課長 

１ 平成２６年度の国際Ｄシネマ映画祭は、９日間開催され、応募作品７２７作品、来場

者数９，１０４人で順調に終了した。新たな取組として、ソニックシティでのサテライ

ト上映、アニメ部門の設置を実施した。 

２ ソニーは、設立時に機器整備で大きな役割を果たしていただいた。今も良好な関係に

あり、映画祭にも協力いただいている。 

３ 映画祭の全体予算については平成２５年度９，３００万円、平成２６年度８，２８３

万円で、８，０００万円から９，０００万円台で推移している。 

 

板橋委員 

 デジタルシネマは１０年前は新しいものだったが、今では当たり前となった。名称も含

め、今後内容を大きく刷新すべきではないか。そのような検討を行っていないのか。 

 

商業・サービス産業支援課長 

 映画祭の名称は、街びらき当初からのものであり、デジタルの普及にこの映画祭が貢献

してきた経緯もあることから、見直しは考えてこなかった。クリエーターは、賞を狙う以

外に、多くの人に見てもらうことや商業上映の可能性を期待している。専門家と連携して

民間映画館での上映につながるように取り組んでいく。 

 

細田委員 

 先端産業創造プロジェクトの研究開発の中で、不調なものや実績が上がっていないもの

はあるのか。また、実績はどのように検証しているのか。 

 

先端産業幹 

 平成２６年度に取り組んだものから例を挙げると、光を応用して血糖値を測定する医療

機器の開発を目指した事業では、まだ基礎研究レベルで実証に時間がかかることから開発

を中止し、大学で検討を続けてもらっている。各研究開発については、先端産業研究サロ

ンの部会において進捗状況を十分検証するとともに、成果の見込めないものは中止するな

どの判断を行っていく。 

 

細田委員 

 サロンの部会では何を基準として検証が行われているのか。 
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先端産業幹 

 主に、事業化につながるかどうか、企業の利益につながるかどうかという観点を重視し

て検証してもらっている。 

 

秋山委員 

１ 中小企業の支援について伺う。５か年計画における「県の支援による創業件数」につ

いて、年２０８件のペースで創業しているが、創業したという事実確認は何によって判

断しているのか。 

２ 県内企業の平成２６年度の倒産件数は３７９件、５年間の平均では５０３件であるが、

平成２４年から平成２６年までの県内企業数の動向をどのように分析しているのか。 

３ 新規融資開始件数と融資額は共に大きく減少している。平成２２年度から平成２６年

度までの間、県の融資について、申込件数と実行件数はどう推移しているか。 

４ なぜ、融資が実行されなくなっているのか。どう分析しているか。 

５ 平成２２年度から平成２６年度までの間、融資残高はどう推移しているか。 

６ 同機関における融資焦げ付き件数、金額の推移はどうなっているか。 

７ 融資利率の０．３％引下げによる利子の軽減額はどのくらいになるか。 

８ 融資利率の引下げは返済終了まで継続されるのか。 

９ 融資利率の引下げ分は金融機関が負担するのか、県が負担するのか。 

10 貸金業者の指導及び監督について他の都道府県に登録している貸金業者に対しては、

どのように検査・指導、苦情・相談しているのか。営業所が県内にある場合は検査・指

導しているのか。 

11 貸金業の登録業者数が平成２６年度末で３４業者とあるが、これは同年度に新規に登

録された数か。その場合、これまで県に登録された業者の累計はいくつか。 

12 貸金業者の廃業をどのように確認しているか。 

13 大規模小売店舗立地法の適正な運用について伺う。大規模小売店舗立地審議会では、

従来の既存商店への影響を含む審議を行ってきたのか。どういう立場でやってきたのか。 

14 商店街の振興支援事業では、平成２６年度は支援実績が１件のみであるがなぜか。ま

た、県内小売業商店数の推移について、商店街の店舗数が激減している一方で、大型店

の店舗面積が小売業全体の店舗面積に占める割合は増加している。商店街の振興が功を

奏していないと思われるが、どう分析しているのか。 

15 雇用情勢に対応した就業支援について伺う。ヤングキャリアセンターの就職確認者数

２，２０２人のうち、正規雇用者数、非正規雇用者数の内訳はどうなっているのか。 

16 県立高等技術専門校の若者向け職業訓練を１７１人が修了して全員就職し、３５歳ま

での３０人も訓練校と企業での就業実習を通して就職したが、正規雇用・非正規雇用の

内訳はどうなっているのか。また、こうした大変優れた取組が少人数にとどまっている

のはなぜか。 

17 女性の就業支援では２,２６０人が託児サービス付き職業訓練で７１.３％の方が就職

につながったが、正規雇用・非正規雇用の内訳はどうなっているか。 

18 障害者の就業支援について伺う。平成２６年度の民間企業の障害者雇用について、雇

用義務企業数は何社か。また、法定雇用率達成企業数と未達成企業数はどうだったのか。 

19 障害者雇用納付金制度については、平成２６年度はどのように配分・交付されたか。 

 

参事兼産業支援課長 

１ 産業振興公社内の「創業ベンチャー支援センター」の支援による創業件数をカウント
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している。センター職員や創業アドバイザーが相談後約３か月から４か月後に創業の熟

度を見ながら相談者に対して電話等で、開業届や法人設立届等の有無を確認して創業の

実態をつかんでいる。 

 

産業労働政策課長 

２ 平成２６年度の倒産件数３７９件は、平成３年度の３９８件以来２３年ぶりに４００

件を下回る水準となった。県内企業数は、経済センサスの直近の調査確定値である平成

２４年データと前回調査の平成２１年データを比較すると、平成２１年の１８万６，５

８２社から平成２４年の１７万４，８１６社へと、１万１，７６６社、率にして６．３％

減少した。全国では減少率８．１％であり、全国より減少率は低くなっている。 

 

金融課長 

３ 融資申込件数は、平成２２年度が２万９８８件、平成２３年度が１万８，９７２件、

平成２４年度が１万６，４１８件、平成２５年度が１万６，２８７件、平成２６年度が

１万６，１９７件となっている。融資実行件数は、平成２２年度が１万７，３７８件、

平成２３年度が１万６，０１５件、平成２４年度が１万４，８４９件、平成２５年度が

１万４，９４７件、平成２６年度が１万４，７５３件となっている。 

４ リーマンショック後に資金繰りに苦しむ中小企業の助けとなるよう、時限的に「セー

フティ緊急融資」や「緊急借換資金」といった新たな制度を導入したため、平成２１年

度が融資実行のピークとなった。その後は、資金需要が一巡したこと、金融機関が条件

変更に柔軟に対応するケースが増えたこと、また、ここ数年は民間金融機関の貸出し意

欲が旺盛でプロパー融資による貸出しを積極的に行っていることなどから、減少傾向と

なっているものと考える。なお、融資枠については、平成２６年度、平成２７年度とも

３，６００億円と十分な額を確保している。 

５ 制度融資の残高は、平成２２年度が約７，８０９億円、平成２３年度が約７，３３９

億円、平成２４年度が約６，５１０億円、平成２５年度が約５，７７９億円、平成２６

年度が約５，１３０億円となっている。 

６ 融資焦げ付き件数については、制度融資の県信用保証協会による代位弁済の件数とす

れば、平成２２年度が２，２１２件で約２０５億円、平成２３年度が２，０２６件で約

１９６億円、平成２４年度が１，９３９件で約１９２億円、平成２５年度が１，６３４

件で約１５９億円、平成２６年度が１，３２１件で約１１９億円となっている。 

７ 最も一般的な事業資金・一般貸付で、１，０００万円の融資を７年間で返済するケー

スをシミュレーションすると、１．９％から１．６％に引下げたことにより、総額で１

０万６，０００円の利子の負担軽減となる。 

８ 県制度融資は融資実行時の固定金利が適用されるため、返済終了まで継続される。 

９ 金融機関の収益の減少になるという意味では、金融機関の負担である。 

10 ２つ以上の都道府県に営業所を有する貸金業者は国の管轄となり、本店の所在する財

務局が検査・指導を行うことになる。これら業者に関する苦情・相談についても、監督

権限を有する財務局を紹介することになる。 

11 登録業者数３４業者は、平成２６年度末現在に埼玉県知事登録のある貸金業者の総数

である。平成２６年度に新規登録された貸金業者は３者である。また、これまでに県に

登録された貸金業者の累計は３，３５０者である。 

12 貸金業を廃業した場合、３０日以内に届け出ることが義務付けられている。平成２６

年度は３業者が廃業した。 
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商業・サービス産業支援課長 

13 執行機関の付属機関である大規模小売店舗立地審議会やその下部に位置する庁内連絡

会議は、大規模小売店舗立地法の、周辺地域の生活環境を保ちつつ大型店の適正な立地

を図る、という趣旨に沿って開催している。 

14 商店街の振興支援事業についてであるが、平成２６年度に国の創設した補助制度が、

県の制度よりも事業者の負担が少なくて済むものであった。このため、県としても国の

補助制度の活用を勧めたことが理由である。また、店舗数については、平成２６年度の

商店数は速報値であり、約１万社の未整理分が計上されていない。確報値は１２月下旬

に出る予定である。県としては、やる気のある商店街への支援を必要と考え、黒おび商

店街を中心に商業振興を行っている。今後もやる気の高い商店街を中心とした支援を行

い、商業振興を進めていきたい。 

 

就業支援課長 

15 就職確認者数２，２０２人のうち正規雇用者数は１，３９１人である。 

18 対象企業数は２，７３７社で、法定雇用率達成企業数は１，１９５社、未達成企業数

は１，５４２社である。 

19 障害者雇用納付金制度は国の制度で、事務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構埼玉支部が行っており、納付金の配分・交付については把握していない。障害者

雇用納付金制度の仕組みは、未達成企業から不足１人につき月額５万円を徴収し、障害

者を法定雇用率以上に雇用している事業主へ企業規模に応じて１人当たり月額２万７，

０００円ないし２万１，０００円を給付するものである。 

 

産業人材育成課長 

16 若年者向けの職業訓練で２年コースを修了し就職した１７０人のうち、正規雇用は１

６９名、非正規雇用は１名、デュアルシステム訓練で就職した３０人のうち正規雇用は

２９名、非正規雇用は１名であった。デュアルシステム訓練が少人数である理由は、機

械科の定員に関しては訓練機械の数に限りがあるためである。また、機械科以外にデュ

アルを広げることも難しい。例えば、空調システムはメンテナンス業務が中心であり、

ユーザーの都合に合わせると勤務が不規則になりがちで実習になじみにくい。また、情

報処理も機密情報や個人情報を実習生に扱わせることに企業は抵抗を感じる。こうした

ことから、デュアルシステム訓練は相性のよい機械科のみで実施している。 

17 女性の職業訓練後の就職状況について、託児サービス付の委託訓練のみを抽出したデ

ータはないが、民間委託訓練を経て就職した女性は２，６１５人おり、うち正規雇用は

４１％、非正規雇用は５９％である。 

 

秋山委員 

１ 民間金融機関の直接融資より制度融資の方が有利ではないのか。また、融資審査会に

は金融機関が入っていて、安全な企業にしか融資していないのではないか。 

２ 貸金業者数３４業者は平成２６年度における県への登録数であり、累積数は３，３５

０業者との答弁があったが、数字の意味について再度説明をお願いしたい。 

３ 廃業した貸金業者の把握について漏れはないのか。 

４ 商店街の店舗数について、未整理分は件数が分からないのか。比較できないデータを

資料に掲載することはおかしいのではないか。 

５ 若年者向けの職業訓練で２年コースを修了した者は正規雇用につながっている。この
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取組は是非拡大していただきたい。（意見） 

６ 障害者の法定雇用率の未達成企業への指導などはどのように行っているか。 

７ 小規模企業への雇用促進を図るため、どのような支援を行っているか。 

 

金融課長 

１ 現在、「埼玉金利」といわれるように民間金融機関の間での金利競争が激化しており、

比較的リスクの少ない企業に対しては、制度融資より有利な利率のプロパー融資で顧客

確保が行われている。ただ、全ての企業が受けられるわけではなく、融資が受けづらい

企業の最後の砦として、制度融資の意義は変わらずにあると考えている。また、現在、

融資審査会はなく、個々の融資案件について金融機関と信用保証協会が審査している。 

２ 貸金業者の登録は毎年度更新するものではない。平成２６年度末現在登録を受けてい

た業者が３４業者である。そのうち３業者が平成２６年度中に新規登録した。累積数と

いうのは、すでに廃業した者も含む県にこれまで登録した全ての業者数のことである。 

３ 毎年、全事業者に立入検査を行っているので、把握が漏れることはない。 

 

商業・サービス産業支援課長 

４ 確報値である平成２１年度と平成２４年度のデータを資料に載せる方が適当だったか

もしれないが、少しでも直近の数値と考えて使用してしまった。今後、１２月に発表さ

れる確報値をフォローしていく。 

 

就業支援課長 

６ 未達成企業に対してはハローワークが達成指導を行っており、併せて県の設置した障

害者雇用サポートセンターが企業を訪問し、障害者の仕事の切り出しなど雇用アドバイ

スを行っている。 

７ 小規模企業に対しても、障害者雇用サポートセンターが企業の状況に即した支援を丁

寧に行っている。また、ハローワークには障害者雇用を行う企業への助成制度があるの

で、その活用を含めてアドバイスを行っている。 

 

山本委員 

１ 「ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ」について平成２５年度から実施

しているが、出展・協賛の推移はどうなっているのか。また、どのような効果が出てき

ているか。 

２ ウーマノミクストレイン事業は昨年度だけの事業で今年度に引き継がれていないよう

だが、どのように総括されているのか。 

３ 埼玉版ウーマノミクスサイトについて、アクセス数はどの程度か。また、サイトを開

設したことでどのような効果があったか。 

 

参事兼産業支援課長 

１ 出展については、平成２５年度が１１２社・団体、平成２６年度が１１３社・団体、

今年度が１２５社・団体である。協賛については、平成２５年度が５５社・団体、平成

２６年度が５９社・団体、今年度が７０社・団体と、今年度が大幅に増加している。フ

ェスタの成果については、来場者からは、「働くことに前向きになった」、「起業する際

の参考になった」との感想をいただいた。また出展企業からは、「知名度が上がった」、

「会場でアンケート調査をした結果、新しい商品開発につながった」、「フェスタ来場者
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が実際に店舗に来てくれた」など一定の評価をいただいている。 

 

ウーマノミクス課長 

２ ウーマノミクストレインは、西武鉄道の西武池袋線と東武鉄道の東武スカイツリーラ

イン日比谷線乗り入れの主に２路線で平成２６年５月から１１月までの間ラッピング

した列車を走らせたものである。効果としては、企業からウーマノミクスプロジェクト

に協力したいとの申出をいただいたり、雑誌などにも埼玉版ウーマノミクスプロジェク

ト関連の記事を取り上げられることがあった。ウーマノミクストレインを東京まで走ら

せることにより、埼玉版ウーマノミクスプロジェクトに興味を持っていただける企業が

数多くあるという手応えがあったので、今年度は「輝く女性応援団」という事業に取り

組むこととした。 

３ 埼玉版ウーマノミクスサイトは、平成２５年度に県内経済団体に負担金をいただき共

同で設置したものである。月平均アクセス数は、平成２５年度は１万２，２５９件、平

成２６年度は１万７，９９７件、平成２７年度は、スマートフォンでも型くずれしない

で見られるような改良にも取り組んでおり、９月末現在で２万４，６９８件となってい

る。サイトでロールモデルとなる活躍している女性を紹介することによって、女性の参

考にしていただいている。また、このサイトのための取材でつながりができた方に、大

学等で開催しているセミナーの講師としてお話しいただいたこともある。今後もサイト

の充実に努めていきたい。 

 

菅原委員 

１ 産業振興・雇用機会創出基金の活用について、予算の執行状況はどのようになってい

るか。また、基金の平成２６年度末残高はどれくらいあるのか。 

２ 先端産業創造プロジェクトでは、平成２６年度予算で基金を財源に約１０億円の事業

費を組んでいるが、執行状況と取組結果を伺う。 

３ 基金を活用した事業のうち若者正規雇用化拡大事業の予算執行額はどのくらいか。 

４ 平成２５年度は観光費の支出額が約２億円だが、平成２６年度は約１億円と半減して

いるのはなぜか。 

５ 観光客数の目標を平成２４年から５年間で２５０万人を増加させるとしているが、平

成２４年に既に１，８００万人を超えている。目標達成は良いことだが、一昨年の決算

特別委員会でも発言したとおり、目標の在り方について検討したのか。平成２５年から

平成２６年は約１４０万人減っているのは、支出額が１億円減った影響なのか。 

 

産業労働政策課長 

１ 基金繰入金の当初予算額は、産業系７事業が約９億９，８００万円、雇用系２事業が

約３億４，８００万円であり、年度途中の執行状況や財源の変更を踏まえ、２月補正予

算によりそれぞれ約７億６，０００万円、約４億９，０００万円とした。決算額につい

てはそれぞれ７億１，４１５万９，９２２円、４，８８７万１，１９３円で調製した。

また、基金の平成２６年度末残高は、平成２６年度中に７億６，３０３万１，１１５円

を取り崩し、基金運用益５，１８６万２，３９６円を積み立てた結果、９２億８，８８

３万１，２８１円となった。 

 

先端産業幹 

２ 先端産業創造プロジェクトとしては、当初予算で９億円強を計上したが、最終的には
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約６億５，０００万円を支出した。差額は２月補正予算で減額をしている。これは、重

点分野を設定するのに時間を要したこと、理化学研究所や産業技術総合研究所との調整

に時間を要したことから、平成２６年度に開発がスタートできなかったためである。平

成２６年度の実績として、具体的な成果はまだ出ていない。理由は、産学連携による開

発は２年から３年の期間で行うものだからである。企業に対する支援では、航空・宇宙

分野で２，０００万円を上限とする参入支援事業費補助金を７社に交付した。うち３社

は試作品を製作し現在大手重工メーカーで試験を行っていると聞いている。大手メーカ

ーから評価を受けることができれば、量産化につながる可能性がある。また、ナノカー

ボン分野では、新素材開発に取り組む企業に対して５０万円を上限とする補助金を２４

社に交付した。この中には試作品を開発し、実証試験に進んでいるものがある。特許申

請につながったものも２件ある。さらに、航空・宇宙分野のマッチング支援の結果、６

社が新規参入に成功したという成果も上がっている。 

 

就業支援課長 

３ 若者正規雇用化拡大事業については、予算額３億２，０８９万５，０００円のところ、

３億５４０万３，２７９円の執行をした。 

 

観光課長 

４ 平成２５年度は国の緊急雇用基金の事業予算が１億７，０００万円あったが、平成２

６年度はそれがなくなったため減ったものである。基金事業を除くと８．２％増加して

おり、事業を弱めたわけではない。 

５ 観光客数の目標は観光づくり基本計画でも定めているが、平成２３年は東日本大震災

の影響を見込んであり、ベースそのものが低かった。また、大手ショッピングモールも

算入されていることから、こうした施設のトレンドがそのまま反映されてしまう。来年

度、観光づくり基本計画を見直すので、この指標を目標にするかどうかも含めて慎重に

検討する。 

 

菅原委員 

１ 分野によって補助金が使われるものと使われていないものがあるのか。 

２ 雇用基金と事業の関係について、説明していただきたい。 

３ 雇用系の事業への繰入額が当初予算３億４，０００万円のところ、決算額は約５，０

００万円となった理由は何か。 

 

先端産業幹 

１ 昨年度の航空・宇宙分野に加え、平成２７年度からナノカーボン、医療、ロボット、

新エネルギーの分野でも上限２，０００万円の補助制度を開始した。どの分野において

も採択に対する応募の倍率が１．８倍以上で、高い分野は ３．７倍から４倍程度とな

っており、分野による大きな偏りはないと考えている。 

 

就業支援課長 

２ 若者正規雇用化拡大事業は２つの事業から成っている。１つは県の基金「産業振興・

雇用機会創出基金」を使った事業で、もう１つは国の基金「緊急雇用創出基金」を使っ

た事業である。 
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産業労働政策課長 

３ 当初予算では県の基金を財源としていたが、国の緊急雇用創出基金を活用できること

となり、２月補正予算で財源更正を行ったためである。 

 

木下委員 

１ 外国人観光客誘致のために、海外現地のウェブサイトでアプローチをしているか。 

２ 多言語による県観光のスマホアプリの導入は検討したのか。 

 

観光課長 

１ 平成２６年度は中国で現地法人に委託し、ツイッターにより情報発信を行った。平成

２７年度はタイ現地のナムジャイというブログを開設して情報発信している。 

２ 多言語アプリについては、作成したい気持ちは十分あるが、コストの面から実現でき

ていない。 

 

石川委員 

１ 新エネルギープロジェクトのうち地中熱ヒートポンプシステムの開発について、その

概要と平成２６年度の成果を伺う。 

２ ヤングキャリアセンターの就職確認者数２，２０２人の定着率はどのくらいか。 

３ 若者自立支援センター埼玉では、３３３人が就職等に移行したとのことだが、グルー

プワーク等を利用した延べ人数３，７１４人の実人数を伺う。 

４ 中高年齢者向けに、ビル管理と介護サービスの職業訓練を行っているが、就職者のう

ち関連業種への就職者はどのくらいか。 

５ 障害者雇用優良企業の認証数が、平成２６年度は７社と少ない理由は何か。 

６ 「大学との連携による次世代産業分野の技術者の育成」について、講座数が平成２５

年度の４１から平成２６年度は３３と減少しているがなぜか。 

７ いこいの村の財産貸付収入の未納額について、現在はどうなっているのか。 

 

先端産業幹 

１ 地中熱ヒートポンプシステムが普及しにくい理由としては、機器のコストが高いこと

に加え、管を地中に通すため地下１００メートル程度掘り下げるコストがかかることが

挙げられる。当該事業では、熱交換器を介さずに直接冷媒を回して地中熱を取り込む方

式を開発している。機器コストが縮減されるとともに、地下の掘下げも３０メートル以

内で済むためコストを低減できる。平成２６年度は試作品の開発を行い、現在その改良

に取り組んでいる。 

６ 平成２５年度は医療福祉、新エネルギー、次世代自動車の各分野の講座を開設してい

たが、次世代自動車センター埼玉で研究会などを活発に行っていることを踏まえ、平成

２６年度から次世代自動車分野の講座を廃止した。 

 

就業支援課長 

２ 就労者にアンケート調査で追跡したところ、９２．６％が１年後も就職先で仕事を続

けている。 

３ 若者自立支援センター埼玉の登録者数は４３８人である。 

５ 認証制度は平成２３年から制度をはじめ、平成２５年度までは従前から積極的に障害

者雇用を進めている企業を認証することが多かった。平成２６年度については、障害者
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雇用の開始直後に申請する企業が増加したので、こうした企業に対して雇用の定着を確

認するために認証を遅らせてきた。今年度については、昨年度に認証を見合わせていた

企業の確認後に認証を行っているところである。 

 

産業人材育成課長 

４ ビル管理科の就職者７７人のうち関連業種への就職は６４人で８３％、介護サービス

科は就職者１１３人のうち１０７人で９５％である。 

 

勤労者福祉課長 

７ いこいの村の未収債権については、民間法人に対して土地建物を貸し付けていた平成

１７年４月１日から同年１０月１１日までの賃料等６６１万５，５５３円が未納となっ

た。そのうち保証金の３６０万円を相殺した３０１万５，５５３円が未収債権となった

ものである。平成１８年２月定例会で承認を受け、法人と法人の取締役個人に対し、賃

料等の支払を求める訴訟を提起し、法人に対しては県が勝訴した。判決確定後、賃料等

の支払を求めて強制執行を行ったが、資産がなく回収できなかったため申立てを取り下

げた。その後、あらためて、債務者である法人の財産開示手続き申立てを行い、開示さ

れた金融機関口座等を確認した。口座には残金がほとんどない状況だったため、地方自

治法施行令に基づき徴収停止としたものである。法人は解散したが、清算が行われてい

ないため、現在、定期的に法人の登記簿謄本等を確認するなど、法人の動きを注視して

いるところである。 

 

石川委員 

１ 地中熱ヒートポンプシステムの試作品を市場に乗せ、早く成果を上げるための努力を

してきたのか。 

２ 若者自立支援センター埼玉の登録者数が４３８人とのことだが、実人数なのか。３３

３人が就職等に移行したというが、比較できる実人数は何人なのか。 

 

先端産業幹 

１ プロジェクトを進めるため研究会を組織しているが、成果を市場に乗せていくため、

研究会には複数の住宅メーカーにも入ってもらい、モデルハウスで試作品の実証試験を

行っている。良い成果が得られれば、住宅メーカーが新築住宅を売り出す際にセットで

普及していくことを考えている。 

 

就業支援課長 

２ 相談やグループワークについては、一人がいろいろなプログラムに参加し、自立に向

けて一歩を踏み出すという流れで、一人が何回もプログラムに参加する。相談について

は１，４５１、グループワークについては３１６、そのほか労働体験やセミナーなどに

参加している。 

 

石川委員 

１ 地中熱ヒートポンプシステムの開発は県独自の研究開発という理解でよいか。 

２ 先ほどの説明の人数は延べ利用者数だと思うが、相談やグループワークをしたのが実

人数で何人か。そのうち３３３人がニート以外になったということだが、何分の３３３

人なのか。分母を実人数で知りたい。 
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先端産業幹 

１ 地中熱ヒートポンプは県独自に開発している。ただし成果を普及していく際には、県

だけでは限界があるので、国レベルの団体や研究機関などともしっかりと連携を取って

いきたい。 

 

就業支援課長 

２ 分母は４３８人で登録者数と同じである。そのうちの３３３人が就職等に移行したと

いうことである。 

 

荒木委員 

１ おもてなし力向上実行委員会で研修教材とした「埼玉県おもてなしサポートブック」

の内容はどのようなものか。 

２ このサポートブックを活用して、どのようにおもてなし力の向上が図られているのか。 

３ ハローワーク浦和・就業支援サテライト内のヤングキャリアセンター埼玉や中高年コ

ーナーの実績は記載されているが、女性の利用実績はどうなっているのか。 

４ ５か年計画における指標のうち、就業率については策定時に比べ１％低下しているが、

なぜか。 

５ ハローワーク特区は当初３年間の予定であったが、これまでの実績をどのように評価

しているか。 

 

観光課長 

１ 「埼玉県おもてなしサポートブック」は約３０ページで、２つの内容から構成されて

いる。一つ目は、おもてなしとは何かを分かりやすく解説している。二つ目は、愛県心

を育てるため、県内の観光スポットやアクセスに関する情報を掲載している。 

２ 県では、おもてなしの取組を三つ以上行うことを宣言した事業所を「おもてなし宣言

事業所」として登録している。このおもてなし宣言をした事業所の研修材料としてサポ

ートブックを活用していただいている。おもてなし大賞は、おもてなし宣言事業所の中

から自薦他薦でエントリーすることになっている。サポートブックを活用した研修を実

施する企業のエントリーもあり、良い流れができつつあると認識している。 

 

就業支援課長 

３ ハローワーク浦和・就業支援サテライトには女性コーナーが設置されており、平成２

６年度の実績は、利用者数２，７１８人、就職確認者数４６４人となっている。 

４ 指標の策定時はリーマンショックや東日本大震災の影響により雇用情勢は厳しい時期

であった。加えて、就業率の分母は、１５歳以上の人口で上限がないため、高齢者の増

加により就業率が低下している。平成２５年から平成２６年にかけては、雇用情勢の回

復や高齢者の継続雇用の義務化などにより就業率が改善している。引き続き目標の就業

率６０％を目指していきたい。 

５ ハローワーク浦和・就業支援サテライトは、平成２４年の設置以来、順調に実績を伸

ばしている。満足度も９７．７％と非常に高い。これは駅近の設置や夜間営業など利用

者ニーズを踏まえたきめ細かなサービスの提供の結果、県民の利用が増えたものと評価

している。 
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荒木委員 

 就業率の目標を６０％とした理由は何か。 

 

就業支援課長 

 計画時の前５年間で最も良い数字を目標とした。 

 

木村委員 

 ハローワーク特区として、ハローワーク浦和・就業支援サテライトを運営しているが、

ハローワークの運営に県が関与したことによって、どのような効果があったのか。 

 

就業支援課長 

 福祉人材が不足していることから重点的に福祉の仕事を紹介する福祉人材就職コーナー

を県で設けるとともに、生活・住宅総合相談コーナーを設置して生活面の全ての相談を受

けられる体制にしているのが特徴である。３割程度の利用者が複数のコーナーを利用して

おり、こうしたサービスの結果として、就職につながっていると考えている。 

 

木村委員 

 ハローワーク特区は３年経過したが、今後はどうなるのか。 

 

就業支援課長 

 当初の閣議決定では３年程度の実施であったが、現在の閣議決定では期限はない。国は

ハローワーク特区や一体的実施など国と地方が連携した取組を高く評価しており、更に進

めていくという考えである。現在、国ではハローワーク特区の成果検証を行っている。 

 

中屋敷委員 

１ 埼玉県の障害者雇用率が伸びない理由として、本社所在地でカウントされる実情があ

ることは理解している。そのため特例子会社が増えても県外の本社でカウントされる状

況が見られるが、現在の特例子会社の設立状況とさらに、今後どのように進めていくの

か。 

２ ものづくり技能フェスタは優れた技能をアピールするイベントである。県内にはテレ

ビ番組の「ほこたて」に出た鋳物会社など、小さくても高い技術力を持つ多くの企業が

がある。このイベントをどのように広報し、県民を誘導しているのか。ものづくり人材

のすばらしさを広く知ってもらうため、平成２６年度に力を入れたことは何か。 

 

就業支援課長 

１ 県内の企業に特例子会社を設置してもらいたいと考えている。今年３月には(株)カイ

ンズが本庄市に、また、４月にはポラス(株)が越谷市に特例子会社を設立した。こうし

た模範的な事例を県内企業に広く周知し、県内企業の特例子会社設立を進めていく。 

 

産業人材育成課長 

２ ものづくり技能フェスタの広報については、イベントの後援をいただいている新聞社

や放送局などマスコミ各社に協力いただき、広報を行っている。また、平成２６年度に

は彩の国ビジネスアリーナに技能者の作品やパネルの出展、実演等に新たに取り組み、

技能を広くＰＲした。 
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中屋敷委員 

 中小企業者などの技能者は商売ではなく、自分の技術が評価されることを喜ぶ。アピー

ルには様々な機会があると思う。広く県民に優れた技術を周知することについて、産業労

働部としてどのように考えるか。 

 

産業労働部長 

 優れた技術を広めていくことは産業振興の立場からも重要であると考えている。知事表

彰などアピールの方法については、議員の皆様にも御声掛けするなどして検討し、より広

く知っていただく努力を今後続けていきたい。 

 

委員長 

 荒木委員に確認するが、「埼玉県おもてなしサポートブック」についての質疑があったが、

資料を要求する必要はあるか。 

 

荒木委員 

 資料要求をお願いする。 

 

委員長 

 ただいま荒木委員から「埼玉県おもてなしサポートブック」についての資料要求があっ

たが、本委員会として要求することに異議はないか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 異議なしと認め、そのように決定する。 

 執行部においては、速やかに提出をお願いする。なお、資料については、提出があり次

第、控室に配布する。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月１７日（火）農林部関係） 

 

【説明者】 

河村仁農林部長、篠崎豊農林部副部長、松村一郎農林部副部長、 

森尾博之食品安全局長、山崎達也農業政策課長、強瀬道男農業ビジネス支援課長、 

田中誠農産物安全課長、中島一郎畜産安全課長、奈良原栄司農業支援課長、 

持田孝史生産振興課長、橋本栄森づくり課長、大図早孝農村整備課長 

 

【発言】 

秋山委員 

１ 平成２６年の埼玉県の農業生産額及び林業生産額はどのくらいで、前年度と比較する

とどうか。また、国内に占める割合及び順位はどうなっているか。 

２ 行政報告書２２５ページの農業経営法人化推進事業で、平成２６年度は７２２法人で

前年度から７８法人増加しているが、組織する農家戸数と人員はどうなっているか。 

  また、追加資料１４では、基幹的農業従事者が平成１４年度では６万９，７２０人、

平成２２年度には５万８，６８１人とあるが、平成２６年度ではどうなっているか。 

  一方で、平成２６年度の新規就農者は２８４人だが、どう分析しているのか。また、

抜本的対策の柱は何であると分析しているか。 

３ 行政報告書２２５ページの２月の大雪被害については、平成２６年度末時点で撤去が

１００％、再建が７２．２％とあるが、その後の進捗状況はどうか。農林部の努力はど

のような成果となって表れているか。また、追加資料４０を見ると、被害が最も大きか

った深谷市で再建完了率は９４．１％、２番目の本庄市では８９．２％だが、まだ再建

が完了していない理由と市町村への支払状況にタイムラグがある理由は何か。 

４ 行政報告書２２７ページで平成２６年度において新たに農業に参入した企業は３法人

とあるが、これまでの累計はいくつか。また、全ての法人が活動しているのか。 

 

農業政策課長 

１ 農業産出額の発表は例年１２月中旬のため、平成２６年の農業産出額は不明である。

平成２５年の農業産出額は２,０１２億円であり前年と同額である。国内に占める割合

は２．４％であり、全国順位は１８位となっている。 

 

森づくり課長 

１ 平成２６年の林業産出額はまだ公表されていない。平成２５年の林業産出額は２０

億２，０００万円であり、平成２４年と大きな変化はない。国内に占める割合は０．

５％であり、全国順位は３８位となっている。 

 

農業支援課長 

２ 農業法人を構成する農家戸数は約１，９００戸である。また、農業法人の常時従事

者の平均は１５．４人であることから、約１万１，０００人と推計される。 

  基幹的農業従事者の数値は平成２２年の農業センサスが最新であり、平成２６年度

決算時の数値はない。基幹的農業従事者の減少の要因は高齢化による農家全体の減少

が大きい。抜本的対策の柱は、主業農家の規模拡大及び経営力の高い新規就農者を確

保することと考えている。農業産出額の約７割を主業農家が担っており、主業農家数
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を維持するために年間２８０人の新規就農者の育成が必要であるため、今後も質の高

い新規就農者の育成に努めていく。 

３ 大雪被害からの再建については、平成２７年１１月４日現在の完了率は９６．６％

であり、事業を実施した５６市町村のうち４８市町村において、全ての農業者の再建

が完了している。 

  農林部の努力の成果としては、国に対し農業被害対策について要望し、農業用ハウ

スの撤去・再建・修繕へ助成が認められ、県議会においても補正予算を認めていただ

いたところである。また、補助事業の円滑な執行を図るため、市町村開催の説明会等

に、延べ７１７人の県職員を派遣した。 

  さらに、ハウスの撤去・再建のスピードアップのため、県内外の施工業者と現場と

のマッチングを行った。その結果、平成２７年度中には、全ての農業用施設の再建完

了を見込んでいる。 

４ 平成２７年３月時点で、９５地区、８８企業が農業に参入し、３企業については不

採算などを理由に撤退している。 

 

秋山委員 

 大雪被害で廃業した農家はあったのか。 

 

農業支援課長 

 規模の縮小や、ハウス栽培から露地栽培への転換、収入を得るために他産業へ一時的

に従事した農家はあったが、廃業した農家は確認していない。 

 

内沼委員 

 行政報告書２４３ページについて、埼玉の木豊かな暮らし応援事業の住宅への助成が１

４５件と、森林整備加速化・林業再生事業における助成が１０施設では少ないと考えるが

どうか。また、この１０施設に対する補助率について伺いたい。 

 

森づくり課長 

 １４５件の助成は平成２６年度の木造住宅の新築数が約３万５，０００戸であることか

ら、少ないと言える。公共施設の１０か所は県の補助事業で実施したものであり、それ以

外のものも含めると６６施設で木造化、木質化を実施した。補助率は基本的に木造に係る

経費の２分の１である。 

 

内沼委員 

 市町村や建築業者に対して、事業についてＰＲはしているのか。 

 

森づくり課長 

 平成２６年度は工務店１，５００社に対し、ダイレクトメールを送付し、延べ１３０社

に直接訪問している。また、駅でのポスター掲示を行うなどＰＲに努めている。 

 

細田委員 

１ 追加要求資料２３について、茶の栽培面積の減少分がどのように活用されているか、

把握しているか。 

２ 畜産の新たな担い手の確保について、雇用も含めて、どのように考えているか。 
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生産振興課長 

１ 追加要求資料２３の数値は農林水産省の統計から引用しているため、県では把握は

していない。 

 

畜産安全課長 

２ 本県の養豚はブランド化が進み、豚肉の直売やレストラン経営に取り組む農家も増

えている。今後も、ブランド化を進めるとともに、６次産業化などにより畜産業の魅  

力を高めることで、後継者を確保し雇用も増やすことができるのではないかと考えて

いる。 

 

石川委員 

 地産地消推進事業について、県産農産物の県立高等学校の食堂での利用率はどうなっ

ているか。 

 

生産振興課長 

 県産米については、県立高等学校１００校のうち８１校の食堂で利用されている。 

 

石川委員 

 米以外で働き掛けは行っていないのか。 

 

農業ビジネス支援課長 

 米以外については、働き掛けは行っていない状況である。 

 

菅原委員 

１ 追加要求資料２７－①で平成２６年度の農林総合研究センターの試験研究費が前年

より増えているが、設備の更新を行ったのであれば概要を教えてほしい。 

２ 研究費の財源は、国等他からの財源があると聞いているがどのくらいの割合がある

のか。 

３ 追加要求資料２７－④で平成２２年度から職員定数が減少しているが、研究体制は

大丈夫なのか。研究員の年齢別データはあるか。また、若手研究員の育成にどう取り

組んでいるのか。 

４ 平成２６年度の主な研究内容としてはどのようなものがあるのか。 

 

農業政策課長 

１ 設備の更新として、約５，３００万円の分析機器を購入している。 

２ 平成２６年度の当初予算ベースでは国や独立行政法人からの委託費は約７，０００

万円で、研究費に係る予算の約２９％となっている。 

３ 効率的な体制とするため、平成２６年度から平成２７年度にかけて、試験研究機能

を熊谷の本所に集約した。そのことにより若手研究員への技術の継承が行いやすくな

っている。農林総合研究センターの年齢構成は、２０代が５人、３０代が４人、４０

代が２３人、５０代が２５人、６０代が２人と４０代と５０代が多くなっている。若

手研究員の育成のため、内部研修のほか、国の試験研究機関や大学等への派遣研修を

行っている。 

４ 平成２６年度の研究内容の例として、イチゴの新品種の開発や高温に強い米の新品
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種の育成を行っている。 

 

中屋敷委員 

１ 普及指導員が１３７人と限られている中で、どのように普及に取り組んでいるのか。 

２ 地産地消推進会議は、どのような内容の会議であったのか。また、県産農産物サポ

ート店はどのように展開されているのか。 

３ 現在の人員体制でどのように県内農業の質を高めていくのか。 

 

農業支援課長 

１ 普及の継続性の観点から、普及指導員については各市町村の分担制をとっており、

相談体制の充実に努めている。 

 

農業ビジネス支援課長 

２ 地産地消推進会議については、各団体の取組内容の情報共有及び連携を図ることを

目的としている。県産農産物サポート店については、小売店が約半数を占めており、

看板等でのＰＲや県ホームページで紹介し、県民への周知に努めている。 

 

農林部長 

３ 限られた人員体制の中で、農家からの相談や要望に応えていけるよう人材の育成に

努めていく。 

 

中屋敷委員 

 地産地消の取組について、今度どのように取り組んでいくのか。 

 

農林部長 

 県民７２５万人という規模がある埼玉県は、県産農産物を消費してもらう環境が整っ

ているので、地産地消を強みとしていけるよう、今後推進に努めていく。 

 

山本委員 

 行政報告書２３６ページの農業の６次産業化支援事業で経営ビジョン作成については、

どのような体制で支援を行ったのか。また、商品のＰＲはどのように行ったのか。品目

数は昨年度の７７品目から１６品目増えたのか。 

 

農業ビジネス支援課長 

 国の特区認定を受け、農業ビジネス支援課に中小企業診断士２名を普及指導員として

任命し、各農林振興センターの６次産業化を担当する職員で、経営ビジョン策定を希望

する農業者を支援した。６次産業化のＰＲについてはホームページへの掲載や、農商工

連携フェアでのコーナー設置等を行っている。品目数については平成２６年度に新たに

９３品目が開発された。 

 

山本委員 

 ６次産業化で販売額が大きい商品や全国展開している商品はどんなものがあるか。さ

らに、６次産業化商品の一覧を資料としていただきたい。 
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農業ビジネス支援課長 

 平成２６年度途中に開発されたものであり、まだ年間の販売額とはなっていないが、

イチゴのロールケーキは数百万円の売上がある。全国展開しているものとしては過去に

商品開発されたものであるが養鶏場のカステラがあり、カステラを含めて数千万円の売

上がある。 

 

委員長 

 山本委員から「６次産業化商品の一覧について」資料要求があったが、本委員会として

要求することに異議はないか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 異議なしと認め、そのように決定した。執行部においては、速やかに提出願う。 

 

木下委員 

１ 行政報告書２２６ページの新規就農者数についてのグラフを見ると、順調に人数が

増加しているが、ハローワークや高等学校に対して就農についてのＰＲを行っている

か。 

２ 学校給食について、米飯給食は全て県産米だが、パン用の輸入小麦１，１７３トン

も全て県産小麦になるように働き掛けたのか。輸入小麦を使っているのであれば、県

産米を使ってはどうか。 

 

農業支援課長 

１ 就農に向けた取組として、ハローワークには直接働きかけていない。県では農業支

援課、８農林振興センター、農業大学校、公益社団法人埼玉県農林公社の１１か所に

就農相談窓口を設置し、年間１，０００件程度の相談に応じている。  

  就農相談では、就農希望者の能力や取り組みたい経営形態に応じ農業大学校への進

学を勧めたり、技術のある人には明日の農業担い手育成塾を紹介するなどの支援を行

い、新規就農者の育成・確保に努めている。県内の９つの農業高校に対しては、農業

大学校から学校案内を通じて就農を勧めている。 

 

生産振興課長 

２ 県内で生産されている小麦は麺用であるため、県産小麦に輸入小麦と混ぜて学校給

食ではパンを製造している状況である。学校給食では米粉を使ったパンも作っていた

だいているので、その中で県産米の利用拡大の働き掛けを行っている。 

 

木下委員 

 県産米をパンにして食べなくても、輸入小麦を使っている部分をできるだけ米飯にし

ようと働き掛けないのか。 

 

生産振興課長 

 米飯給食については提供が進められており、現在、週３．１４回提供されている。学

校給食では食育上、米飯だけではなくパンや麺も取り入れる必要があると聞いている。 
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荒木委員 

１ 埼玉ブランド農産物推進事業における「優良種畜の増殖確保」の内容はどのような

ものか。 

２ ブランド農産物について、どのようなＰＲを行っているか。 

 

畜産安全課長 

１ 埼玉を代表するブランド畜産物「彩の国黒豚」については、農業技術研究センター

に導入した黒豚純粋種「バークシャー」から子豚を生産し、県内の養豚農家に譲渡し

ている。また、ＴＰＰ対策等として、輸入牛肉との差別化を図るためにも、今後は和

牛の増産に力を入れる必要がある。そこで、秩父高原牧場に宮崎県より導入した優良

血統の繁殖雌牛から、子牛を生産し、県内の肉用牛農家に譲渡することで、県産ブラ

ンド和牛の品質向上を図っている。 

 

農業ビジネス支援課長 

２ ＰＲについては、知事とＪＡ中央会会長とのトップセールスや、ブランド梨「彩玉」

のキャンペーンを行った。 

 

荒木委員 

 ブランド農産物のマスコット化などは検討したか。 

 

農業ビジネス支援課長 

 マスコット化そのものは検討していないが、ブランド農産物のロゴを作成しているた

め、活用を含めて、検討していきたい。 

 

鈴木委員 

 県産木材の民間住宅への利用拡大について、上限額はどのくらいか。また、補助要件

は県産木材６０％を使用していること以外にあるか。 

 

森づくり課長 

 上限は３４万円である。その他の要件として県内で県内建設事業者が建設することを

要件としている。 

 

鈴木委員 

 県産木材の利用拡大を目的とするのであれば、県外であっても、県産木材を６０％以

上活用していれば、補助対象とするべきではないか。 

 

農林部長 

 御指摘いただいたので、今後検討していきたい。 

 

西山委員 

１ 農業産出額はどれくらいか。そのうち、経費等を除いた粗利益額はどのくらいか。 

２ 行政報告書の２２５ページにある経営体とはどのような意味か。また、代表的な農

業法人を米と野菜のそれぞれの生産分野で伺う。 

３ 地産地消は生産者と消費者の双方にインセンティブがないと進まないのではないか。 
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  生産者が県内に流通させることのうまみや消費者にとってもただ単に地元産という

のではなく、仕掛けが必要なのではないか。 

 

農業政策課長 

１ 平成２５年の農業産出額は２，０１２億円である。粗利益を表す数値はないが、農

業センサスの生産農業所得額でいえば、平成２５年は７２０億円である。また、平成

２２年の生産農業所得額は７６８億円で、これを農家戸数で割ると１戸当たりの額は

１００万円となるが、実態を正確に表したものではない。 

 

農業支援課長 

２ 農業経営の形態として個人経営の農家と法人があり、総称して経営体と呼んでいる。

米の代表的な法人としては、幸手市の神扇農業機械化センターがあり経営規模は７０

から８０ｈａ、野菜では上里町の株式会社関東昔がえりの会があり経営規模はねぎ、

白菜など延べ１００ｈａである。 

 

農業ビジネス支援課長 

３ 産地単位で統一的なものを大量に生産したり、小規模農家での付加価値の高い生産

など、いろいろな経営タイプがある。大規模産地は市場流通、小規模農家は直売所の

利用が一般的である。高付加価値の農産物が高い値段で直売されている事例もある。

生産者が自分の設定した値段で売れることがうまみになる。消費者については、県産

農産物を知って、買って、食べてもらうことで、おいしさ、新鮮さをわかってもらう

ことが重要である。直売所に加えて、量販店の地場産コーナーが県内量販店の約半分

に設置されている。県民が県産農産物を手軽に知って、買って、食べてもらうように

取り組んでいく。 

 

西山委員 

１ 各法人の人数は何人か。 

２ 大規模法人は地産地消になじまないのではないか。 

 

農業支援課長 

１ 神扇農業機械化センターは２１人、株式会社関東昔がえりの会は２０人から２５人

程度である。 

 

農業ビジネス支援課長 

２ 大規模法人の方の経営内容による。少ない品目を大量に生産する場合は向かないが、

大規模経営の方でも品目を分けて作っている人は、地産地消による直売という選択肢

もある。 

 

渋谷委員 

 行政報告書２４４ページの多面的機能支援事業について、農家は共同作業などを行う

ことには労力をいとわないが、申請事務を行うことは苦手である。それを補うために土

地改良事業団体連合会に手続を依頼しているところである。その費用が高額であるため、

農家自身が事務手続を行えるよう、申請書類の簡素化を是非お願いしたい。 
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農林部長 

 申請書類の簡素化は、以前に比べて簡素化を図ってきているが、引き続き申請書類が

必要最小限となるように、簡素化を国に要望していく。また、県へ相談があった際には

必要な支援を行っていく。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月１９日（木）保健医療部関係） 

 

【説明者】 

石川稔保健医療部長、三田一夫保健医療部副部長、関本建二保健医療部副部長、 

森尾博之食品安全局長、本多麻夫参事兼衛生研究所長、阿部隆保健医療政策課長、 

唐橋竜一保健医療政策課政策幹、梶ヶ谷信之国保医療課長、表久仁和医療整備課長、 

矢島謙司健康長寿課長、野本実疾病対策課長、三田和正生活衛生課長、 

西川裕二食品安全課長、謝村錦芳薬務課長 

 

【発言】 

板橋委員 

１ ＡＥＤの普及推進について、平成２６年度の設置届出台数の公共施設と民間施設の内

訳はどのようになっているか。さらに、ＡＥＤの最新の設置届出台数はどれくらいか。 

２ 救命講習会受講者数が平成２６年度は平成２５年度より減っているようである。実際

にＡＥＤを使用できる人を増やさないといけないと考えるが、受講促進のためにどのよ

うな対策を行っているのか。また、一定期間の後、再受講が必要と考えるが、どのよう

に進めているのか。 

３ 歯科保健の充実について、埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例が制定されたが、

８０２０運動はどのように行っているのか。 

 

薬務課長 

１ 平成２６年度の設置届出台数は、公共施設５，１４１台、民間施設６，５０６台であ

る。最新で把握している平成２７年８月末現在の設置届出台数は、公共施設５，１８１

台、民間施設６，５６９台の合計１１，７５０台である。 

２ 救命講習会については、前年度末に各市町村を通じて各消防署が行う講習会の開催予

定を確認し、翌年度の当初に薬務課ホームページに掲載している。日本赤十字社埼玉県

支部が実施する救命講習会は有料となるが、薬務課ホームページにリンクを貼って日程

が分かるようにしている。県民からの問合せに対しては、これを見て申し込むよう説明

している。救命講習会の再受講については、各消防本部から講習会受講者に対して、定

期的に再受講していただくよう働き掛けていただいている。 

 

健康長寿課長 

３ 平成２３年１０月に、議員提案によって埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例が制

定され、条例に基づいた埼玉県歯科口腔保健推進計画により歯科保健対策を推進してい

る。８０歳で２０本の自分の歯を保つためには、小児期から高齢期に至るまでのライフ

ステージごとの取組が必要なことから、小児う蝕予防対策や在宅歯科医療の推進体制整

備などに取り組んでいる。 

 

板橋委員 

１ ＡＥＤの設置については、ある程度公共施設で進んだ段階で、民間施設の設置を促進

することも必要と考える。これからは民間の身近な施設に設置するよう舵を切っていく

必要があると考えるが、どのような検討をしているのか。 

２ 県で歯科口腔保健推進に関する条例を制定したが、市町村の制定状況の現状と条例制
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定に向けた支援はどうなっているか。また、障害者の歯科口腔保健に対しては、どのよ

うな取組を行っているのか。 

 

薬務課長 

１ ＡＥＤの設置に当たっては、購入、維持管理及び取扱者の講習などの経費がかかる。

コンビニエンスストアに対しては２４時間対応ができるため、設置の働き掛けを行った

が、経費等の関係から設置には至らなかった。しかし、平成２４年度に三郷市、草加市

が各消防本部で管理するＡＥＤのコンビニエンスストアへの設置を始めた。平成２７年

度は八潮市、日高市、坂戸市、熊谷市、新座市がＡＥＤをコンビニエンスストアに置い

てもらうこととなった。そこで、このような事例を各市町村に情報提供し、コンビニエ

ンスストアへの設置が拡大するよう働き掛けている。 

 

健康長寿課長 

２ 平成２７年４月１日現在で県内２６市町が歯科口腔保健の推進に関する条例を制定済

みである。なお、平成２５年度に９市町、平成２６年度に１０市町が新たに制定したと

ころである。県では、埼玉県歯科口腔保健推進計画において、市町村の条例の制定を施

策指標としており、積極的に支援しているところである。 

  障害者に対しては、条例第６条に規定されており、県では、障害者の歯科診療を行っ

ている埼玉県歯科医師会口腔保健センターに運営費補助を行っているところである。ま

た、県総合リハビリテーションセンターをはじめ、５つの県立障害者歯科専門診療所に

おいて、障害者歯科診療を行っている。なお、障害者歯科診療の専門機関で治療を行っ

た後のアフターフォローについて、地域における受入体制を埼玉県歯科医師会と検討を

進めているところである。 

 

内沼委員 

１ 市町村国民健康保険の平成２６年度の繰入金が大幅に増加しているが、その理由は何

か。また、今後どのように対応するのか。 

２ 国民健康保険税の賦課方式が４方式、２方式とあるが、国民健康保険の広域化を図る

上でどうなるのか。また、平成２６年度の検討状況はどうか。 

 

国保医療課長 

１ 国民健康保険には、被保険者の平均年齢が高い、医療費が高い、また、被保険者の約

７割が無職やパートタイマーなど低所得者であり税収入が少ない、という構造的な問題

があり、毎年赤字が拡大している。平成３０年度からの都道府県単位の新制度において、

３，４００億円の公費追加で国民健康保険の赤字は一時的には圧縮されるが、医療費を

削減するためには、医療費適正化が重要であり、健診データ、レセプトデータの分析に

より地域ごとの健康課題に対応していくデータヘルスの推進が必要になってくる。 

２ 国民健康保険税については、県が標準保険税率を市町村ごとに定め、市町村はこれを

参考に、地域実情に応じて２方式または４方式で賦課を行う。平成２７年５月に法律が

成立したことを受け、今年度から市町村職員と勉強会を立ち上げるなど具体的な検討を

始めている。 

 

内沼委員 

 平成２３年度には繰入金が減少しているが、何か特別な対応をしたのか。 
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国保医療課長 

 具体的な原因は把握していないが、国民健康保険税値上げなどの見直しのタイミングが

市町村によって異なるので、その影響ではないかと考える。法定外繰入金は毎年前後して

いるが、おおむね３００億円程度で推移している。 

 

菅原委員 

１ 福祉３医療は財政力指数によって補助率が変更されている。市町村の財政力指数は現

時点でほとんど１を切っており、変更が適用されているのは２市町だけである。そもそ

も公費負担医療の補助率に財政力で差をつけている都道府県はあるのか。また、補助率

を変更された２市町が仮に２分の１の補助を受けられた場合の差額を各事業について

答弁願う。 

２ 県立大学の学生は、９２．８％と高い国家試験合格率を誇っているようだが、９つあ

る国家資格の合格率に違いはあるのか。また、県立大学であることを踏まえれば、卒業

生の県内就職率は重要であると考えるが、平成２６年度はこの割合をどの程度達成した

のか。 

３ 健康長寿サポーターの養成人数を見ると、最新値では秩父市は２，１７４人、さいた

ま市は３６人と市町村によって養成数にばらつきがある。ばらつきの理由とそれを解消

するためにどのような努力をしているのか。 

４ 平成２６年度に在宅歯科医療推進窓口に診療機器を整備したとのことであるが、使用

状況はどうか。 

 

国保医療課長 

１ 財政力指数で補助率に差をつけているのは、埼玉県をはじめとして兵庫県、静岡県、

神奈川県の４県である。平成２６年度では、戸田市の補助率は３分の１、三芳町は１２

分の５であるが、２分の１補助との差はそれぞれ乳幼児医療が３，３６８万４，９４４

円、重度医療が４，５７３万１，０６３円、ひとり親家庭等医療費が８８７万７，９６

２円である。 

 

保健医療政策課長 

２ 平成２６年度における国家試験９職種の合格率であるが、看護師、保健師、助産師、

理学療法士、精神保健福祉士、歯科衛生士の６つの職種においては１００％を達成して

いる。それ以外の資格では、作業療法士が９３．２％で全国平均は７７．５％、社会福

祉士が５３％で全国平均は２７％、臨床検査技師が９２．７％で全国平均は８２．１％

である。 

  次に、平成２６年度における卒業生の県内就職率であるが、５３．９％となっている。

これは、法人化した平成２２年度に４５．８％であった県内就職率を平成２７年度まで

に６０％を目指している過程の中での平成２６年度の数値である。 

 

健康長寿課長 

３ 健康に良いことを実践し、それを周りの人にも広めていただく健康長寿サポーターを

平成２６年度末で３６，０７５人養成した。市町村の養成数にばらつきがある理由とし

て、さいたま市など規模の大きな市には、健康長寿サポーターと類似の制度が既にあり、

既存の事業を優先していることが挙げられる。健康長寿サポーターの理念に合致すれば

良いため、さいたま市等とは今後も連携していきたい。また、健康長寿サポーターの養
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成が進んでいない市町村には引き続き養成を積極的に働き掛けていく。 

４ この事業は平成２６年１２月の補正予算において予算化され、平成２６年度は診療機

器の整備を行ったところである。平成２７年４月から１０月までの在宅歯科医療に関す

る相談件数は３２２件、訪問診療は２１６件である。また、貸出機器の利用実績は１４

９回である。 

 

菅原委員 

１ 平成２６年度の県補助額は約１０９億円であり、少額とはいえ前年度よりも減少して

いる。そうした中で３分の１補助と２分の１との差額を聞いても、それぞれ約３，００

０万円、約４，０００万円、約８００万円であるような状況で差をつけるのは限界なの

ではないかと思うが、平成２６年度には見直しを行ったのか。 

２ 県立大学の卒業生は、大変優秀であるということがよく分かったが、卒業生が地元に

しっかりと戻ってきていないと感じる。平成２７年度までに県内就職率６０％を目指し

ているということだが、県内に戻らない要因の分析や目標達成に向けてどのような努力

を行ったのか。 

３ 在宅歯科医療の推進拠点が１９郡市歯科医師会ごとにあるとのことだが、郡市によっ

ては診療所が推進拠点となっているようである。県として適切な支援を行っているのか。 

 

国保医療課長 

１ 平成２６年度の補助額は減っているが、政令市への補助見直しの影響でさいたま市へ

の補助率を２分の１から３分の１に変更したためである。医療費が年々増加していく中

で、この制度を将来にわたって維持していかなくてはならない。市町村の財政力指数は

年度によって増減はあるが、必要な仕組みだと考えている。見直しについては毎年度検

討を行っており、平成２６年度においては、重度医療の見直しを行ったところである。 

 

保健医療政策課長 

２ 県立大学に入学する学生の出身地を見ると、県内と県外の割合がほぼ５割対５割とい

う構成になる。県内の高校からの推薦枠もあるが、受験生は全国から集まってきている。

したがって卒業生全体で見れば、県外から県立大学に入学した学生が卒業し、就職する

際に埼玉県内にとどまっているという見方ができる。これを学生数に置き換えると１７

人から１８人に相当する。しかし、県外に就職した事情について、実際に学生から聞き

取ったところ、「卒業後は親元に戻りたい」、「自宅から通勤できる県外の施設で働きた

い」などの意向が多いこと、また、職種によっては、県内に求人募集がほとんどない場

合もある。県内就職率向上のために教職員が県内の施設や企業などを直接訪問し、求人

開拓を行うなどの努力を重ねている。 

 

健康長寿課長 

３ この事業は、埼玉県歯科医師会に委託して実施している。推進拠点は郡市歯科医師会

事務所が最も多く、地域によっては病院や郡市歯科医師会会長の診療所などに設置され

ている所もある。県は、各地域の実情に応じて、この事業が円滑に実施されるよう、適

切な支援を行っている。 

 

秋山委員 

１ 乳幼児の医療費助成は県が就学前までとしているが、市町村が単独で年齢拡大を行っ
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ている。平成２６年度決算では県は２６億３，４２０万８千円の補助を行ったが、補助

率はおおよそ２分の１であった。平成２６年度に県内市町村が子ども医療費助成制度で

実際に支給した額の何％にあたるのか。また、県内全市町村が中学校卒業まで助成して

いる都道府県はいくつあるのか。 

２ 重度医療について、県は平成２７年１月から重度心身障害者となった年齢が６５歳以

上の者を対象外とした。これにより対象から外れた人数は、平成２６年度には何人であ

ったか。県補助額ではおおよそいくらと分析しているか。また、通年ではどうか。 

３ 平成２５年度に発足した埼玉県総合医局機構について、医師不足病院への医師の派遣

の実績、若手医師のキャリア形成支援、女性医師の支援、高校生の志養成事業の実績は

どうか。 

４ 平成２６年度の地域枠医学生奨学金貸与者４８人の在籍学校はどこか。卒業後県内指

定医療機関に勤務すれば、返済は不要になるのか。また、指定医療機関とは何を指すか。

さらに、奨学金の月額と６年間の総額はいくらか。 

５ 県外医学生奨学金貸与者が４１人いるが、奨学金の内容はどのようなものか。 

６ 臨床研修医と後期研修医の研修資金について、県内定着すると貸与された研修資金の

返還は不要になるのか。研修資金の月額や年額はいくらか。 

７ 平成２６年度に順天堂大学附属病院の誘致が決まったことはよいことだと思うが、医

学部設置に関する成果と到達点を知りたい。 

８ 埼玉県総合医局機構のトップは誰が務めているのか。同機構は常設で恒常的に活動・

機能するものなのか。 

９ 平成２６年４月１日から県内全ての救急車などにタブレット端末２８３台を整備して、

救急医療機関の受入可否情報をリアルタイムで確認することができるようになったが、

どのような成果があったのか。 

 

国保医療課長 

１ 県が把握している市町村の助成額は県補助対象分のみであり、それぞれの市町村にお

ける事業費の実績は把握していない。また、各都道府県の補助対象は調査しているので

把握しているが、全国の市町村の助成対象年齢まは把握していない。 

２ ６５歳以上で新規に手帳を取得したため、重度医療の対象外となった方は平成２６年

度では５１７人で、補助額への影響は約２，５００万円と推計している。また通年分に

ついては、平成２７年度予算においては、マイナス２億８，０００万円と試算している。 

 

医療整備課長 

３ 総合医局機構を通じた医師派遣については、平成２６年度は５０人の医師派遣を行っ

た。次に、若手医師のキャリア形成支援については、県の奨学金貸与者が卒業後県内病

院でキャリア形成を行うことができるプログラムを作成した。女性医師支援については、

１７件の相談を受け、２人の医師が復職した。また、当直免除など短時間勤務を希望す

る女性医師の代替医師の雇用支援を行い、１２人の女性医師が雇用継続となった。次に、

高校生の志養成事業については、１３８人の高校生が参加した。 

４ 地域枠医学生については、全員が埼玉医科大学の学生である。卒業後９年間、指定医

療機関に勤務すれば、全額返還不要となる。奨学金は月額２０万円で、６年間の総額は

１，４４０万円である。なお、指定医療機関とは、小児科、産科、救急科、県北など医

師不足地域の公的医療機関である。 

５ 県外医学生奨学金については、月額２０万円の奨学金のほかに、入学金として１００
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万円を上限に貸与している。 

６ 臨床研修医は月額１０万円、後期研修医は月額２０万円の資金貸与となっている。県

内の産科、小児科、救命救急センターで勤務すれば、返還不要となる。 

８ 埼玉県総合医局機構のトップは金井忠男県医師会長である。医師確保・派遣委員会な

ど３つの委員会などで構成され、県、県医師会、大学、病院長などによって構成され、

一元的に医師確保を推進している。 

９ タブレットを導入した平成２６年度と導入前の平成２５年度を比較すると、重症患者

のうち、受入要請回数が４回以上となった事案が１６％減少した。そのため、効果は現

れていると考えている。 

 

保健医療政策課長 

７ 医学部設置の認可権限は国にあることから、国に対して、医師数が著しく少ない地域

については、医学部新設の対策を講じるよう、働き掛けを行っているが、国は新設を認

めない方針を堅持している。県としては、国の方針が出るのをただ待つわけにいかない

ので、県内医師の確保に有効な手段として、医師確保及び育成に資する病院、具体的に

は医師を自ら養成するとともに、供給をコントロールできる大学附属病院の整備が有効

ではないかとの考えから、平成２６年度において、医学系大学院設置に関して国内でも

特色のある大学院の状況と大学病院及び医学系大学院の整備に伴う経済効果を調査し、

一般病院よりも大学附属病院及び大学院を誘致した方が、経済波及効果が高いという結

果を得た。 

 

秋山委員 

１ 乳幼児医療費助成の埼玉県の補助対象は就学前だが、市町村が努力して平成２７年度

には全市町村が中学校卒業までとしており、そうした意味では高い水準にあると言える。

これは私の個人的意見だが、県も対象年齢を引き上げるべきだと思う。（要望） 

２ 重度医療について、平成２７年１月から３月までに除外された方は５１７人というこ

とだが、通年では４倍にすればいいのか。 

３ 地域枠医学生奨学金について、指定医療機関で勤務しない場合、奨学金の返還は一括

で行うのか。また、返還利息は徴することになるのか。 

４ 私の地元の春日部市の医療機関からは、受入可否情報を全て登録すると実際の受入れ

が大変になるので、リアルタイムに情報を出さないことがあると聞いている。実際、救

急医療情報システムの受入可否情報はどの程度リアルタイムに提供されているのか。 

 

国保医療課長 

２ 平成２７年度予算においては約６，３００人が除外されると試算している。 

 

医療整備課長 

３ 貸与期間の１．５倍、例えば医学生に６年間貸与した場合、９年間指定医療機関に勤

務した場合には返還免除となる。これが果たせない場合、奨学金は一括して返還してい

ただく。現時点では返還利息は徴していない。 

４ 医療機関は１日２回応需情報を入力しており、加えて、救急隊が搬送事案ごとに受入

れや受入不可などの情報を逐次入力している。かなりリアルタイムに近い状況であると

考えている。 
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秋山委員 

１ ６，３００人という人数は実人数か。 

２ 奨学金の一括返還を求めることは厳しすぎるのではないか。 

 

国保医療課長 

１ 実人数を想定している。 

 

医療整備課長 

２ この奨学金制度は条件を明示した上で応募を受け付けているが、大変多くの応募をい

ただいている。卒業後、必ず県内医療機関で勤務していただきたいとの強い期待の意味

を込めて、一括返還としている。 

 

細田委員 

１ 化粧品産業の国際競争力の強化についてであるが、この事業により開発した化粧品は、

事業所において生産されたり、輸出体制ができるといった結果は出ているのか。 

２ 既存の現地市場に対して、開発した化粧品の競争力や優位性は、どこに見出している

のか。 

３ 開発した化粧品は、現地のイスラム教徒による宗教上の利用のみをターゲットにして

いるのか。イスラム教徒以外の人が宗教上の利用以外で使うことも考えているのか。 

 

薬務課長 

１ 事業者は、試作品、試供品の開発を経て、これから海外への輸出を目指して準備を進

めている。また、来週１１月３０日に実施するハラール化粧品研修会などを通じて、県

内事業者に更なる参加を呼び掛けていく。 

２ もともと日本産の化粧品は品質が良いということで、現地では多くの消費者から購入

してもらえていた。これにハラールという付加価値を付けることにより、他の日本産化

粧品よりも手に取っていただけるというメリットがあると考えている。 

３ 日本ではオリンピック開催が予定されており、イスラム圏からも大勢の方々が日本に

来ると想定している。また、世界人口の４分の１がイスラム教徒になるという予測もあ

ることから、この事業に取り組んでいる。アルコールや豚由来物質を含まないというこ

とは、オーガニック系の製品にもつながる。ハラールという製品を追求すると、自然派

を好む一般の消費者にも購入していただけると思うが、今は輸出と在日のイスラム教徒

の方に焦点を絞って進めている。 

 

木下委員 

 コンビニエンスストア以外で２４時間使用できるＡＥＤはないのか。また、２４時間使

用できるＡＥＤの台数は把握しているのか。 

 

薬務課長 

 把握していない。 

 

山本委員 

１ 健康長寿サポーター養成講習は内容的にまとまっており、良い取組と考えている。先

日、春日部市で行われた彩歯健康アカデミーに参加したところ、７０歳で２２本の歯が
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残っている７０２２が良いとの話があった。このように歯科口腔等の新たな情報が出て

きている。平成２６年度には、新しい情報を追加するといった検討は行われているのか。 

２ 医学部設置を見据えた環境調査を行っているが、この結果を踏まえてどのような検討

がなされたのか。 

 

健康長寿課長 

１ 平成２６年度はデータを最新値に更新するなどの見直しを行っており、新しい情報に

ついては取り入れるようにしている。平成２７年度は、スーパー健康長寿サポーター制

度を設置し、ネットワーク化を図りながら取り組んでいきたいと考えている。 

 

保健医療政策課長 

２ これまで、県立大学に医学部を設置することを模索してきたが、現実的には極めて難

しいという状況である。このため、当然、国に対して医学部の新設を認めるよう要望を

続けているところであり、平成２７年度４月には知事が直接、群馬県と新潟県の知事と

ともに、厚生労働省に出向いて要望を行っている。しかし、医師不足は喫緊の課題であ

り、国の対応をただ待つわけにはいかないと考えている。そこで、別な方策も模索する

中、大学附属病院の設置も進めるという結論に至ったものである。一般的に大学院の設

置は医学部の新設よりもハードルが低いと言われており、医師免許を持つ学生が進学し

てくる。また、大学附属病院については、一般病院に比べ約２倍程の医師が専任教員と

して配置されるという状況にある。なお、委託料の中には、平成２７年度に行う地域医

療構想の傾向を把握するため、県内における２０２５年を見据えた医療需要の状況を事

前に把握するための調査経費が含まれている。 

 

荒木委員 

１ 衛生研究所が平成２６年４月から旧吉見高校の校舎を改修するなどして吉見町に移転

し、運営を開始した。新たな衛生研究所では従来に比べて機能が強化されているようで

あるが、具体的にはどのようなことがあげられるか。 

２ 旧衛生研究所では取り壊し作業を行う前の調査で、ヒ素、フッ素、鉛が土壌汚染とし

て検出された。人体に影響を及ぼさず、衛生研究所の業務に関連したものでないことは

承知しているが、新衛生研究所における化学薬品を取り扱う際の安全性はどれぐらい担

保されているのか。 

３ 不妊治療費助成件数は６，７１６件とのことだが、妊娠に結び付いた件数はどれくら

いか。 

４ 平成２６年度には４８７頭の犬が殺処分されているが、野犬はどのような場所で捕ま

るのか。 

 

参事兼衛生研究所所長 

１ 感染症系の検査についての細菌やウイルスの遺伝子検査を従来は２台の機器で検査し

ていたが、性能的にも新しい機器を２台増やして、食中毒や感染症の原因をより早く正

確に究明できるような体制を整えた。例えば食中毒の通常の検査で結果が分かるまでに

２、３日かかっていたものが、１日である程度目安が付けられるようになっている。ま

た、食品であれば農薬が含まれていないかなど、より正確に安全性を確保できる検査を

行うために、これまでに比べ、１００倍の検出能力を有する機器を導入した。 

２ 化学薬品を使用するような検査は、洗った水も含めて廃棄物として必ず回収して処理
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する体制を取っているので、そのようなことはないと考えている。 

 

健康長寿課長 

３ 妊娠した件数は１，８７９件であり、これは助成件数の２８．０％になる。 

 

生活衛生課長 

４ 平成２６年度は、保健所において１，２６０頭の犬が捕獲収容され、また１８４頭を

飼い主から引き取っている。捕獲収容犬の多くは飼い主から逃げ出したもので、いわゆ

る純粋な野犬はほとんどいないものと考える。 

 

荒木委員 

 この数年の妊娠に結び付いた率の推移はどうか。 

 

健康長寿課長 

 平成２５年度は２３．９％、平成２４年度は２４．６％である。そのため、平成２６年

度は過去と比べると上昇した。 

 

中屋敷委員 

１ 食育については、教育局でも学校における食育の推進という取組がある。食育はずっ

とつながっていかないと意味がない。平成２６年度は教育行政との連携が図られたのか。 

２ 食品監視指導はどのように行われているのか。提供禁止となった生レバーを裏メニュ

ーで提供している店もあると聞いているが、そのような施設の取締りはどうしているの

か。また罰則はあるのか。 

３ 全体の傾向として、献血者数は減少しているようだが、献血はムーブメントとして進

めていくべきと考える。県として機運を醸成していく必要があると思うが、どのように

考えているのか。また、これから人口は減少するため、放っておくと献血者数も減って

いくものと考えるがどうか。 

 

健康長寿課長 

１ 食育については、県の食育推進計画に基づき取組を行っている。これは国の食育基本

法に基づく計画であり、「健全なからだを育む」、「豊かな心を培う」、「正しい知識を養

う」という基本方針や指標を設定している。教育局との連携では、「朝食を欠食する子

供の割合の減少」や「学校給食における地場産物を使用する割合」という指標も入って

おり、それに対応するための取組を行ってもらっている。また、庁内関係課とは毎年度

情報共有を図っている。 

 

食品安全課長 

２ 食品衛生法に基づき監視計画を策定し、リスクの度合いに応じ、効率的かつ効果的に

検査を実施している。施設をランク分けし、大型製造施設や給食センター、保育園など

重点的に監視を行っている。施設において違反事実が確認された場合は、口頭や文書で

改善の指導をしている。裏メニューについては、県で情報を得ることもあり、直ちに営

業者に指導を行っている。生食は人の命にも関わるため、禁止に従わない場合には、警

察と連携しながら刑事告発という法的措置を講じることもある。なお、消費者に対して

も生食の危険性について周知している。 
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薬務課長 

３ 献血者数が平成２６年度に急激に減少した原因としては、大宮駅コンコースにあった

献血ルームが諸事情により閉鎖になったことにより、県内献血ルームが８か所から７か

所に減少した。また、大雪や台風による天候不順により、献血バスの派遣回数や呼び掛

けに応じる人が減少したことなどが挙げられる。なお、東松山市にある関東甲信越ブロ

ック血液センター埼玉製造所には、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県

の６県の血液が集められ、その中で融通できる体制ができているので、医療機関からの

要請に対して不足が生じていることはない。 

  また、献血者数の減少については、県としても危機感を持っている。そこで、特にこ

れからの献血を担う若い人たちへの呼び掛けを強化している。例えば、中学校において、

献血をテーマにしたポスターコンクールを実施することにより、献血について考える機

会にしてもらっている。また、学生に対しては「はたちの献血」、高校生に対しては「卒

業献血」など各種キャンペーン活動を通じて献血を呼び掛けている。 

 

中屋敷委員 

１ 教育局との連携に関しては、意見交換を行い、それを翌年度の事業に生かしていると

いう理解でよいか。 

２ 食品監視指導について平成２６年度の立入り時に指導した内容はどのようなものであ

ったか。 

３ 若年層への啓発の重要性は理解でき、キャンペーン活動などの呼びかけが行われてい

ることは実感としては分かるが、大人向けの呼び掛けは今のままでいいのか。埼玉県は

昼間人口が少ないという特徴があり、キャンペーン活動も工夫しなければならないので

はないか。 

 

健康長寿課長 

１ 教育局には、数値目標と実績を生かした取組を進めてもらっている。 

 

食品安全課長 

２ 監視時において、製造した食品の販売停止や回収等の指示に至った事例はなかった。

従事者の作業着の汚れや天井のはがれなどを確認した際は、直ちに改善を指導し、その

場で改善が確認できなかった事例については、再度立入りを行い、改善の確認を行って

いる。 

 

薬務課長 

３ 本県は昼間人口が少ない県であるので、無計画に献血バスを派遣しても多くの献血に

結び付かない。そこで、県内の事業所にあらかじめ日程を確認し、献血バスの派遣を計

画的に行っている。事業所では、従業員の方々に職務を免除する形で献血に御協力いた

だいている。一人でも多くの事業所内の従業員に御協力いただけるよう呼び掛けるとと

もに、その機会に周辺の住民にも献血していただけるようお願いをしている。大人は４

００ｍｌを１年間に３回献血することができるので、事業所には１回だけではなく、足

りない時は２回、３回と献血バスの受入れをお願いすることも視野に入れなければなら

ないと考えている。 
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西山委員 

１ 自殺者は経済が良くなったことや、多種多様な自殺対策で年々減少傾向にあるが、人

口１０万人当たりの全国の数値はどのように推移しているのか。また、どの年代の自殺

者が減少しているのか。以前は、経済的理由で中高年代が多かったが、どの年代が減っ

たなどといった特徴的なものはあるのか。 

２ 平成２６年度には、桶川市立桶川小学校で、彩の国動物愛護フェスティバルが行われ

ているが、このイベントは毎年行っているのか。また、どのような啓発イベントが行わ

れているのか。さらに、参加人数４８０人は少ないと思うが、どのような事情なのか。 

 

疾病対策課長 

１ 本県の平成２７年９月末の人口１０万人当たりの自殺死亡率は、１３．０人で全国４

０位である。平成２６年が１８．９人であり、ピークの平成２１年が２５．２人である。

全国数値は平成２６年が１９．９人で、平成２１年が２５．８人である。どの年代が減

少しているか、特徴的なものがあるかについてであるが、県では経済的な問題や健康問

題を抱えているケースの多い４０代以上の方々を主な対象として、暮らしとこころの総

合相談会等を実施している。そのことにより、平成２６年においては、４０代は２４６

人と減少している。 

 

生活衛生課長 

２ 毎年１０月に行っており、盲導犬や聴導犬によるデモンストレーションや講演会、獣

医師会の協力による獣医師体験などを行っている。参加人数についてであるが、平成２

６年度は桶川小学校の体育館を会場としたため、収容人員に限界があった。 

 

西山委員 

１ 自殺者数の減少について、もう少ししっかり分析して、どういうところに手を打てば

よいか、よく検討してほしい。（要望） 

２ 盲導犬や聴導犬の周知は良い取組だと思う。小学生などを対象に行うのもよいが、多

くの一般来場者が参加し、動物愛護の裾野を広げる機会となるようにもう少し大きな会

場で啓発してはどうか。 

 

生活衛生課長 

２ 平成２７年度は、深谷ビッグタートルで深谷市健康福祉まつりと同時に開催させてい

ただき、多くの参加者に来ていただいた。 
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平成２７年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２７年１１月１９日（木）環境部関係） 

 

【説明者】 

半田順春環境部長、大久保伸一環境部副部長、棚沢利郎環境部副部長、 

山野均環境政策課長、安藤宏温暖化対策課長、松山謙一エコタウン課長、 

水井廣二大気環境課長、葛西聡水環境課長、田中淑子産業廃棄物指導課長、 

豊田雅裕資源循環推進課長、野口典孝みどり自然課長 

 

【発言】 

石川委員 

１ 化学物質環境保全対策として、リスクコミュニケーションを実施したとあるが、平成

２６年度の事業内容を伺う。 

２ 「生物多様性保全の推進」について、特定外来生物の防除対策を推進したとあるが、

具体的な事業内容を伺う。 

３ 「身近な緑の保全・創出」について、平成２６年度は幼稚園や小・中・高等学校の計

１７園校に芝生化の助成を行っているが、助成した園校は現在どうなっているのか。 

 

大気環境課長 

１ 事業者と行政を対象とした研修会を開催し、合計で２５６人の参加者があった。リス

クコミュニケーションを推進することで、事業者の化学物質の管理適正化及び周辺住民

の不安の解消につながることから、県として、事業者によるリスクコミュニケーション

を支援している。また、市町村、大学、工業団地などに事業実施の働き掛けを行った。 

 

みどり自然課長 

２ 代表的なものとしては、アライグマ対策がある。昨年度の農業被害額は約２，３４１

万円であった。平成１８年度にアライグマ防除実施計画を定め、市町村と役割分担しな

がら防除を実施している。今年度は、県は捕獲用のわなを市町村に提供している。 

  また、カミツキガメについては、平成２６年度は２２匹を捕獲した。捕獲は市町村や

警察にお願いしており、捕獲したものは県の鳥獣保護センターで処分している。 

  外来植物については、オオキンケイギクが代表的である。防除は、基本的には管理者

が行うことになっており、県民から通報があった場合、管理者に連絡して防除を依頼し

ている。県から保全活動団体を紹介し、防除を行ってもらう場合もある。 

３ 芝生化の完了後に、完了検査をして状態を確認しているほか、みどり自然課に芝生専

門の非常勤職員２名が、定期的に巡回して状況確認を行っている。また、必要に応じて

造園の専門家を派遣し、助言を行っている。 

 

石川委員 

１ リスクコミュニケーションについて、平成２６年度に実施した事業所数を伺う。 

２ 平成２６年度芝生化を助成した１７園校について、状況確認した結果を伺う。 

 

大気環境課長 

１ 平成２６年度は３３事業所で実施した。 
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みどり自然課長 

２ 全ての園校で芝生の残存率が９０％以上であった。また、状態が悪い場合は県から芝

生を提供し、補植してもらっている。 

 

秋山委員 

１ 「廃棄物処理対策の推進」について、指標「一般廃棄物の１人１日当たりの最終処分

量」の平成２６年度の数値を伺う。また、既に目標は達成しているが、新たな目標数値

を定めるのか。 

２ 行政報告書１２８ページ「一般廃棄物対策」の「一般廃棄物処理実績の推移」を見る

と平成２３年度以降、数値が横ばいとなっているが、引下げのための取組を伺う。 

３ 指標「産業廃棄物の最終処分率」の最終処分率について、算出方法と平成２６年度の

実績値を伺う。また、「福島第一原子力発電所事故に係る放射能の影響」で、汚泥の最

終処分量が増加したとの記述があるが、平成２６年度の状況を伺う。 

４ 「環境保全対策の推進」について、中川、綾瀬川の「全国水質ワースト５河川」から

の脱却を目標としているが、達成の見通しはどうか。また、脱却に向けてどのような対

策を行っているのか。 

５ 「石綿対策の推進」について伺う。アスベストが建材として用いられた建物が更新時

期に当たる。大気汚染防止法に基づく解体工事の全数立入を行い、３件の行政措置を行

ったとあるが、この内容と効果を伺う。また、県と市町村との役割分担はどうなってい

るのか。 

６ 「石綿廃棄物対策の推進」について、家屋解体現場等への立入件数が９０５件となっ

ているが、その内容と効果を伺う。また、市町村との役割分担を伺う。 

７ 追加要求資料２３「産業廃棄物の不法投棄、不適正処理に対する立入検査実施数の推

移と改善状況」について、監視指導件数が減少している理由を伺う。また、不法投棄を

はじめとする不適正処理事案について、指導や改善の状況を伺う。 

８ 「緑のトラスト運動の推進等」について、平成２６年度までにさいたま緑のトラスト

基金に寄附をした人数、企業数とその総額を伺う。第１３号地「無線山・ＫＤＤＩの森」

で取得した面積４．８ヘクタールのうち、約７８％は企業からの寄贈であるが、その経

緯について伺う。また、候補地・取得地の選定はどのような基準に基づいて行われてい

るのか。 

９ 追加要求資料３０「航空自衛隊入間基地及びアメリカ空軍横田基地周辺の騒音調査結

果」について、平成２６年度は１２地点ある測定地点のうち８地点から７地点に適合地

点が減少しているが、測定地点及び周辺の住宅防音工事は完了しているのか。また、騒

音発生者に対し、どのように改善を求めたのか。 

 

資源循環推進課長 

１ 平成２６年度の実績は現在集計中である。新たな目標数値については、現在、平成２

８年度から平成３２年度までを計画期間とする「第８次埼玉県廃棄物処理基本計画」を

策定中であり、現状のデータや国の動向などを踏まえ、同計画において設定したい。 

２ ごみを出さないライフスタイルの呼び掛け、分別を徹底し再資源化を促進するなど、

最終処分量を縮減する取組を推進していく。 

３ 最終処分率は、産業廃棄物の「排出量」を分母、「最終処分量」を分子として計算する

もので、排出量中の最終処分量の割合を示すものである。なお、平成２６年度の数値は

現在集計中である。また、汚泥の最終処分量についても平成２６年度の実績は集計中で
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あるが、増加した汚泥は浄水場から発生している。再生利用が進んでいない県内の浄水

場に対しては、県から汚泥の再生利用の再開を働き掛けている。その結果、再生利用を

再開したところもあり、最終処分率の数値は改善していく見込みである。 

 

水環境課長 

４ 平成２５年度は綾瀬川、中川がワースト１、２位であったが、平成２６年度は水質が

改善したことにより、ワースト１位を脱却した。また、ワースト５河川の水質の差が狭

まっている。また、下水道の普及、合併処理浄化槽への転換、台所対策及び中川水循環

センター処理水の水質改善等について取り組んでいる。 

９ 住宅の防音工事は国直轄事業であり防衛省北関東防衛局が行っていることから、県と

して進捗状況を把握していない。騒音発生者に対しては、県及び１４市町で構成する埼

玉県基地対策協議会や１４都道県で作る渉外関係主要都道県知事連絡協議会において、

早朝、夜間の飛行禁止や防音工事の促進を要望している。 

 

大気環境課長 

５ 立入検査では、飛散防止対策がとられているかを事前に確認している。全数に立入指

導を行うことにより、石綿の飛散による健康被害の未然防止につながると考えている。

また、市町村との役割分担であるが、法令又は県からの権限移譲により、仕事を切り分

けており、さいたま市など９市は、市の事務として立入検査などの指導を行っている。 

 

産業廃棄物指導課長 

６ 建設リサイクル法の届出事務を所掌している建築安全センター、特定行政庁等から情

報を入手し、立入検査を行っている。個人住宅や倉庫など建築物の解体工事を対象に、

分別解体と再資源化、廃棄物処理法の基準の遵守等を指導している。廃棄物の排出先を

確認して不適正処理の未然防止が図られる効果がある。また、石綿に関しては、石綿含

有廃棄物の有無や、解体方法・処分先等を確認している。市町村とは、合同での立入等

を通じて情報共有を図っている。 

７ 監視から立入指導に重点を移したことが件数減少の原因である。例えば、排出事業者

の立入検査では、契約書及びマニフェスト等を確認するなど時間を掛けて実施している。

不適正な処理が疑われる処理事業者に対しても時間を掛けてチェックを行っている。 

  不適正処理事案への対応について、廃棄物の保管量や保管場所など軽易な場合は、口

頭指導及び指導票による是正指導を行っている。重大な違反事実である場合は、文書指

導や状況により行政処分を行う。不法投棄についてであるが、行為者が判明した場合は、

行為者に撤去させている。行為者が不明な場合は、土地管理者に撤去を依頼している。

一般廃棄物に関しては市町村に対応を依頼している。 

 

みどり自然課長 

８ 「さいたま緑のトラスト基金」は昭和６０年に設置された。平成２６年度までに、個

人からの募金は２５，５２７件、約３億４，８００万円、企業からは１２，５９２件、

約１２億２，６００万円、合計すると約１５億７，４００万円の寄附があった。第１３

号地「無線山・ＫＤＤＩの森」取得の経緯は、春には地元で桜まつりが開かれるなど大

変親しまれていることから、伊奈町がＫＤＤＩに対し取得を打診し、町と県でトラスト

保全地として取得した。ＫＤＤＩから、県と町が財政上負担可能な範囲で土地を購入し

てもらいたいとの打診があり、購入した土地を除く約８割の取得地はＫＤＤＩから寄贈
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されたものである。また、トラスト保全地の選定に当たっては、市町村が取得費の３分

の１を負担することになるため、まず、市町村から候補地を挙げてもらう。選定基準は、

優れた自然環境や歴史的環境を有していること、保全の緊急性が高いこと、保全に対す

る地権者等の協力が得られることなどである。 

 

秋山委員 

１ 産業廃棄物の最終処分率であるが、算出時の分子部分「最終処分量」とはどのような

ものか。また、放射性物質を含む汚泥を再利用することに問題はないのか。 

２ 下水処理施設の水質改善を図るとのことだが、高度処理等の導入にはコストがかかる

と思うがどうか。 

３ 不法投棄対策について、監視パトロール体制はどうなっているのか。 

４ 基地周辺の騒音対策について、国の事務ではあるが、県民が置かれている状況を把握

していないのは遺憾である。県としての考えを伺う。 

 

資源循環推進課長 

１ 再資源化されたものなどを除き、最後に埋め立てられる量が分子の「最終処分量」で

ある。リサイクル等を推進することにより、最終処分率が下がる。なお、汚泥は、通常

の処分ができるものを再生利用しており、影響はないと考えている。 

 

水環境課長 

２ ハード面での変更は行わず、段階的高度処理として運転状況を工夫することにより、

窒素、リンに加えＢＯＤ等の削減による水質改善を見込んでいる。 

４ 国に情報提供を働き掛けていきたい。 

 

産業廃棄物指導課長 

３ 不法投棄１１０番を設置し、２４時間体制で通報を受け付けているほか、各環境管理

事務所及び本庁でも、年間６８３件の通報を受けた。また、市町村からも情報提供を受

け連携して対応しており、夜間や休日は、民間委託でパトロールを行っている。 

 

秋山委員 

 産業廃棄物の最終処分率について、詳しく説明願う。 

 

資源循環推進課長 

 分母である「排出量」が、中間処理により減少し、更にリサイクルされる部分を除き、

最後に埋め立てられる量が「最終処分量」となる。 

 

内沼委員 

１ 「鳥獣の保護管理」について、クマなどの野生鳥獣の生息域はどこまで拡大している

のか。また、農林業への被害について、農林部と環境部ではどのように連携しているの

か。 

２ 「森の番人」の育成について、内容と効果を伺う。また、猟友会と森の番人との関連

性を伺う。 
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みどり自然課長 

１ ニホンジカは、昭和５０年代には秩父地域のみの生息であったが、現在は八高線以西

全域にわたって、約１万頭が生息している。ツキノワグマは、目撃情報からの推計で県

内に約１００頭が生息しているとみており、狩猟者に狩猟を自粛するよう呼び掛けてい

る。また、農林部では、農作物を守るための柵の設置や樹皮剥ぎ被害を防ぐためのカバ

ーの設置を行い、環境部では、捕獲による対策を行っている。平成２７年５月に鳥獣保

護法が鳥獣保護管理法に改正され、県が捕獲を行うことが明記された。本県では、改正

に先駆けて平成２６年度から県が主体となって行う捕獲事業を、埼玉県猟友会に委託し

て実施している。 

２ 「森の番人」事業は狩猟者を増やすための取組であり、埼玉県猟友会に委託して狩猟

免許試験の前に初心者向け講習会を年６回実施している。その結果、狩猟免許試験の合

格者は平成２０年度の１３７人から平成２６年度は２５９人まで増加した。また、平成

２６年度は県職員にも働き掛けを行い、業務上関連する農林部の普及指導員などがわな

猟で２７人合格した。今年度は合格者が３００人以上になると見込んでいる。また、射

撃の研修や実地研修についても猟友会に委託して実施しており、ベテランの猟友会会員

から学ぶ場となっている。 

 

内沼委員 

 猟友会会員の平均年齢が上がっており、「森の番人」事業を通じて、猟友会としても若

者に狩猟免許を取得してもらうことによる若返りを図っていると考えてよいか。 

 

みどり自然課長 

 狩猟免許保有者は６０代以上が６６％を占めている。若者に免許を取得してもらい、長

期間狩猟に携わってほしいと考えている。なお、試験会場では若い人が多いと感じている。 

 

中屋敷委員 

 「国際貢献」について、中国との技術交流が続いていることは評価できる。この技術交

流によってＰＭ２．５などは改善されたのか。 

 

環境政策課長 

 本事業は、環境技術を求めている中国や韓国といった国々に公害対策等の環境技術を提

供することを目的としている。ＰＭ２．５の発生を減少させることにより、本県にとって

もメリットのある国際貢献事業であると認識している。また、中国で実施している環境技

術セミナーでは、環境技術の支援のみならず、本県の技術を持った企業の技術者も同行し

ており、ビジネスの機会を提供することで地域の振興にもつなげていくものである。 

 

中屋敷委員 

 国際貢献事業について、平成２６年度の具体的な実績を伺う。 

 

環境政策課長 

 実績については、５５名の研究員の派遣、３５名の研修員の受入れ等の交流を行ってい

る。また、環境技術セミナーでは２６６企業、５０４名の参加があった。 
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中屋敷委員 

 この事業について、ＰＭ２．５の減少など日本の環境改善につながる具体的な成果があ

ったのか。 

 

大気環境課長 

 平成２６年度は国の日中都市間連携事業を活用し、３月に環境部長が山西省を訪問した。

同省とはこれから技術交流を進めていく計画であり、平成２７年度は同省から研究者を受

け入れる予定である。 

 

中屋敷委員 

 この交流により、ＰＭ２.５の問題を改善するための端緒が開かれたと解釈してよいか。 

 

大気環境課長 

 そのとおりである。これから技術交流を行い中国の環境改善に役立ててもらうことを考

えている。 

 

環境部長 

 ＰＭ２.５について、関東地方では約３割から４割が中国からの影響とする報告もある。

例えば、ＰＭ２.５に含まれる微量元素を分析することで発生源の特定にもつながる。こ

のような研究を通じて国際貢献を進めていきたい。 

 

山本委員 

１ 「放射性物質等への対応」について伺う。県民からの問合せや相談は何件あったのか。 

２ 空間放射線量の測定結果はどうだったのか。また、結果をどのように周知したのか。 

３ 平成２６年度と平成２５年度の行政報告書の記述が同一であるがなぜか。 

 

環境政策課長 

１ 平成２６年度は４８件の問合せがあった。平成２５年度は７１件である。 

２ 放射性物質への対応は終息しつつあると考えている。空間放射線量などの最新データ

をホームページ上や彩の国だよりで公開している。 

３ 記述は毎年度見直しているが、平成２５年度と平成２６年度で県の対応状況に変化が

なかったことから、同様の記述になっている。 

 

山本委員 

 相談件数は年々変化していると、先ほど答弁があった。そのような変化も行政報告書に

記載すべきではないか。 

 

環境部長 

 相談件数などは毎年度異なるので、行政報告書に反映するようにしたい。 

 

木下委員 

 「環境保全対策の推進」について、「全国水質ワースト５河川」からの脱却に向け、関

係者が懸命に努力し、成果を上げていると思う。しかし、他の河川も同様に改善されてき

ており、目標を達成することは難しいのではないか。努力し、成果を上げているのに、目
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標未達成となってしまうことは残念である。ＢＯＤ値の改善を指標とするなど、次期５か

年計画における指標の設定方法について検討をしているのか。 

 

水環境課長 

 他の河川も水質が改善してきており、目標達成は厳しいが、あらゆる取組を行っている。

現在、次期５か年計画の目標を検討しているところであり、新たな指標を設定することも

含めて検討していく。 


